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第1章 業務の目的と内容 

1.1 業務の目的 

持続的なまちづくりの実現のため、官民が連携して既存の都市アセットを活用し、人間中心の魅

力的な都市空間を形成していくことが求められている。また、新型コロナ等による社会情勢の変化に

対して、デジタル技術を生かしたイノベーション力の強化や新たな中心市街地の活性化策を効果的

に講じていく必要がある。 

そのため、本業務において魅力的な都市空間の形成、エリアマネジメント及びウォーカブル施策

を担うまちづくり団体の人材や財源確保策、活動領域の拡大方策について最新の動向やデータに

基づき検討を行い、先進的な取組について全国規模での効果的な普及啓発を行うものとする。 
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1.2 業務の内容 

本業務の業務概要は以下のとおりである。 

 

(1) 官民連携によるエリアマネジメント及びウォーカブル施策等に関する現状把握、データ収集・整

理及び普及啓発 

 

a） 全国の都市再生推進法人、民間まちづくり団体及び地方公共団体等を対象としたアンケ

ート・ヒアリング調査を１回実施し、道路・公園・駐車場・広場などのパブリック空間や

空き地、空き店舗の再生・利活用を行っている最新事例を把握するとともに、活用されて

いる制度・スキーム・体制・財源・税制・プロセス・工夫点・障壁等の最新情報を整理し

た。 

 

⇒第２章 2.1 官民連携制度を活用したまちづくりに関する調査の実施 

 

b） a)を踏まえ、魅力的な都市空間の形成、中心市街地の活性化、エリアマネジメント及びウ

ォーカブル施策を担うまちづくり団体の人材や財源の確保策、活動領域の拡大方策につい

て検討する。 

 

⇒第２章 2.2 都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料に関する調査の実施 

 

c） a）及び b）を踏まえ、都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き（官民連携まちづ

くりの進め方）を更新するとともに、官民連携まちづくりポータルサイトの更新情報を整

理した。 

 

情報発信資料一覧 

 

⇒第２章 2.3普及啓発方策の検討 

  

出典 内容 

アンケート調査 

都市再生推進法人一覧（追加・更新） 

都市再生推進法人の取組概要資料（新指定法人を含む） 

都市再生特別措置法に基づく協定締結等の一覧（追加） 

「官民連携まちづくり

フォーラム‘23」ならび

に「都市再生推進法人等

会議‘23」 

官民連携まちづくりフォーラム‘23案内チラシ 

官民連携まちづくりフォーラム‘23「YouTube動画」の表示画面 

都市再生推進法人等会議‘23案内チラシ 
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(2) 官民連携まちづくり関係者の交流・促進イベントの企画・運営 

エリアマネジメント団体や都市再生推進法人などの民間まちづくり団体が、魅力的な都市空間を

形成するエリアマネジメントの知見を深め、先進的な取組について全国規模での効果的な普及啓発

をする場として、イベントを企画し、運営などを行った。 

国土交通省と全国エリアマネジメントネットワークの共催によるイベント「2023 年度 官民連携まち

づくりDAYS 官民連携まちづくりフォーラム‘23」では、近年話題となっている新たな社会志向 “幸福

度（Well-being）”をテーマとし、「幸福学（Well-being）」や「子育て環境」についての研究や活動を行

っている研究者からの基調講演や、エリアヘルスマネジメントや地域住民を対象としたまちの賑わい

づくりを行っている民間まちづくり団体からの取組紹介、パネルディスカッションを行い、まちづくりに

関する知見や最新の取組に関する情報収集を行った。 

国土交通省主催によるイベント「2023年度 官民連携まちづくり DAYS 都市再生推進法人等会議

‘23」では、都市再生施策や都市再生推進法人等に関する情報提供を行い、その後、分科会 A【エ

リアマネジメント組織・人材の在り方について】、分科会 B【エリアマネジメント活動の収益性・資金調

達について】、分科会 C 【エリアマネジメント活動の評価・効果について】の３つの分科会に分かれ、

都市再生推進法人が持つ知見や課題等を共有し、法人の課題解決に向けた議論を行った。 
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⇒第３章 

 

(3) とりまとめ 

（１）及び（２）を踏まえ、魅力的な都市空間の形成、中心市街地の活性化、エリアマネジメント及び

ウォーカブル施策を担うまちづくり団体の人材や財源の確保策、活動領域の拡大方策についてとり

まとめた。 

 

⇒第４章 
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第2章 官民連携によるエリアマネジメント及びウォーカブル施策等に関する現

状把握、データ収集・整理及び普及啓発 

2.1 官民連携制度を活用したまちづくりに関する調査の実施 
まちなか再生に向けた官民連携によるエリアマネジメント及びウォーカブル施策の展開等に向け、

都市再生特別措置法等に基づく協定制度や道路空間の利活用の状況を把握するとともに、これら

の制度活用にかかる課題等について把握し、現行制度の改善に関する検討を行うため、アンケー

ト・ヒアリング調査を実施し、結果の分析・整理を行った。 

 

2.1.1 アンケート調査 

 

(1) アンケート調査実施概要 

 

1) 調査内容と対象 

本調査は、「調査 1」～「調査 9」の 9 つの調査内容からなる。調査対象は、全国の都道府県、市

区町村、都市再生推進法人とし、各々の検討に必要と考えられる調査対象（担当部局 等）に回答

を依頼した。具体的には、表 2.1-1に示す内容、対象により実施した。 
 

表 2.1-1 調査対象団体一覧 

No. 調査内容 主な内容 対象団体 団体数 
一覧掲載
箇所 

調査 1 

都市再生特別
措置法等に基
づく制度の活用
等に関する調査 

１．都市再生特別措置法等に基
づく協定締結に関する実態調
査 

２．都市再生推進法人の指定お
よび連携等に関する実態調査 

市区町村まちづ
くり担当課 

1,741※1 - 

調査 2 

低未利用土地
利用促進協定
の活用に関する
調査 

１．低未利用土地利用促進協定
に関するお考え 

２．制度に対するご意見、ご要望 

市区町村まちづ
くり担当課 

1,741※1 - 

都市再生推進
法人 

111 表 2.1-2 

調査 3 
都市再生(整備)
歩行者経路協
定に関する調査 

１．都市再生（整備）歩行者経路
協定に関するお考え 

２．制度に対するご意見、ご要望 
３．都市再生（整備）歩行者経路
協定の事例（検討中含む） 

市区町村まちづ
くり担当課 

1,741※1 - 

調査 4 

普通財産を活
用したまちづくり
のあり方に関す
る調査 

１．普通財産の活用に関する制
度に関するお考え 

２．制度に対するご意見、ご要望 

市区町村まちづ
くり担当課 

1,741※1 - 

都市再生推進
法人 

111 表 2.1-2 

調査 5 

まちなか公共空
間等活用支援
事業に関する調
査 

１．まちなか公共空間等活用支
援事業に関するお考え 

２．制度に対するご意見、ご要望 

都市再生推進
法人 

111 表 2.1-2 
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No. 調査内容 主な内容 対象団体 団体数 
一覧掲載
箇所 

調査 6 
道路の利活用
の課題把握の
ための調査 

１．「居心地が良く歩きたくなる」ま
ちなか創出に向けた道路空間
利活用に関するガイドライン」
の活用状況 

２．道路占用許可の特例道路の
事例（検討中含む） 

３．制度に対するご意見、ご要望 

都道府県の道
路管理者 

47 - 

市区町村まちづ
くり担当課 

1,741※1 - 

市区町村の道
路管理者 

1,741※1 - 

都市再生推進
法人 

111 表 2.1-2 

調査 7 
都市公園の利
活用の課題把
握のための調査 

１．エリアマネジメント活動等に関
する都市公園の占用料、使用
料の減免の状況 

２．制度に対するご意見、ご要望 

市区町村立の
都市公園の公
園管理者 

1,741※1 - 

調査 8 

エリアマネジメン
トの目的や成果
に関する意識調
査 

１．今後のエリアマネジメント活動
等で重要と考えるテーマ 

２．エリアマネジメント活動等に対
する期待 

市区町村まちづ
くり担当課 

1,741※1 - 

調査 9 
都市特性評価
指標・ツールに
関する調査 

１．都市の強みや弱みなどを相
対的に評価・分析するための
指標・ツールの活用状況 

２．その他のツールの活用状況 
３．参考にしたい観点、アイデア 
等 

市区町村の企
画担当課 

1,741※1 - 

※1 全国の 1,747市区町村（R5年 9月時点）から北方領土 6村を除した数となる。 

 
  



 

2-3 

 

(2) 対象団体の詳細 

表 2.1-2 都市再生推進法人一覧(令和 5 年 10 月時点) 

 

  

No. 団体名 指定年月日 都道府県 市区町村 

1 札幌大通まちづくり 株式会社 平成 23 年 12月 9 日 北海道 札幌市 

2 株式会社 はこだて西部まちづく Re-Design 令和 3年 10月 11 日 北海道 函館市 

★3 ふらのまちづくり 株式会社 令和 4年 12月 19 日 北海道 富良野市 

4 株式会社 まちづくり八戸 令和 2年 12月 21 日 青森県 八戸市 

5 むつまちづくり 株式会社 平成 27 年 7月 15 日 青森県 むつ市 

6 株式会社 キャッセン大船渡 平成 30 年 3月 26 日 岩手県 大船渡市 

7 一般社団法人 荒井タウンマネジメント 平成 28 年 1月 14 日 宮城県 仙台市 

8 株式会社 街づくりまんぼう 令和 2年 5 月 29 日 宮城県 石巻市 

☆9 女川みらい創造株式会社 令和 4年 2 月 8日 宮城県 女川町 

10 特定非営利活動法人 かみのやまランドバンク 令和 3年 3 月 30 日 山形県 上山市 

★11 一般社団法人 ブルーバード 令和 5年 2 月 10 日 福島県 郡山市 

12 株式会社 テダソチマ 令和 1年 12月 18 日 福島県 須賀川市 

13 株式会社 まちみとラボ 平成 30 年 11月 1 日 茨城県 水戸市 

14 牛久都市開発 株式会社 平成 25 年 9月 25 日 茨城県 牛久市 

★15 つくばまちなかデザイン 株式会社 令和 5年 3 月 31 日 茨城県 つくば市 

★16 特定非営利活動法人 宇都宮まちづくり推進機構 令和 5年 7 月 26 日 栃木県 宇都宮市 

★17 一般社団法人 釜川から育む会 令和 5年 7 月 26 日 栃木県 宇都宮市 

18 公益財団法人 前橋市まちづくり公社 平成 30 年 12月 18日 群馬県 前橋市 

19 一般社団法人 前橋デザインコミッション 令和 2年 4 月 1日 群馬県 前橋市 

20 一般社団法人 美園タウンマネジメント 平成 28 年 7月 12 日 埼玉県 さいたま市 

21 一般社団法人 アーバンデザインセンター大宮 平成 29 年 10月 4 日 埼玉県 さいたま市 

22 株式会社 まちづくり川越 平成 24 年 5月 28 日 埼玉県 川越市 

23 川口都市開発 株式会社 平成 30 年 10月 1 日 埼玉県 川口市 

24 アコス 株式会社 令和 2年 8 月 14 日 埼玉県 草加市 

25 特定非営利活動法人 今様草加宿 令和 2年 8 月 14 日 埼玉県 草加市 

26 株式会社 まちづくり寄居 令和 2年 10月 1 日 埼玉県 寄居町 

27 一般社団法人 柏の葉アーバンデザインセンター 平成 26 年 1月 14 日 千葉県 柏市 

28 一般財団法人 柏市まちづくり公社 平成 26 年 2月 14 日 千葉県 柏市 

29 一般財団法人 柏市みどりの基金 平成 26 年 3月 31 日 千葉県 柏市 

30 一般社団法人 ＵＤＣＫタウンマネジメント 平成 31 年 3月 20 日 千葉県 柏市 

31 秋葉原タウンマネジメント 株式会社 平成 25 年 9月 3 日 東京都 千代田区 

32 一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 平成 25 年 9月 3 日 東京都 千代田区 

33 一般社団法人 有楽町駅周辺まちづくり協議会 平成 27 年 6月 2 日 東京都 千代田区 

34 一般社団法人 日比谷エリアマネジメント 平成 27 年 6月 24 日 東京都 千代田区 

35 特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会 令和 1年 11月 20 日 東京都 千代田区 

36 一般社団法人 日本橋室町エリアマネジメント 令和 2年 9 月 15 日 東京都 中央区 

37 一般社団法人 日本橋浜町エリアマネジメント 令和 4年 1 月 17 日 東京都 中央区 

38 一般社団法人 新虎通りエリアマネジメント 平成 29 年 10月 10日 東京都 港区 

39 一般社団法人 竹芝エリアマネジメント 平成 30 年 11月 27日 東京都 港区 

★40 一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント 令和 5年 6 月 9日 東京都 港区 

41 一般社団法人 新宿副都心エリア環境改善委員会 平成 27 年 3月 26 日 東京都 新宿区 

42 株式会社 ジェイ・スピリット 平成 28 年 6月 30 日 東京都 目黒区 

43 一般社団法人 二子玉川エリアマネジメンツ 令和 2年 2 月 21 日 東京都 世田谷区 

44 一般社団法人 渋谷駅前エリアマネジメント 平成 30 年 5月 11 日 東京都 渋谷区 

45 一般社団法人 小岩駅周辺地区エリアマネジメント 令和 4年 3 月 29 日 東京都 江戸川区 

46 一般財団法人 武蔵野市開発公社 令和 2年 12月 4 日 東京都 武蔵野市 

47 一般社団法人 まちづくり府中 令和 2年 1 月 30 日 東京都 府中市 

48 株式会社 町田まちづくり公社 令和 1年 9 月 25 日 東京都 町田市 

49 新潟古町まちづくり 株式会社 令和 1年 8 月 13 日 新潟県 新潟市 

50 株式会社 富山市民プラザ 平成 31 年 4月 1 日 富山県 富山市 

51 株式会社 こまつ賑わいセンター 令和 4年 3 月 16 日 石川県 小松市 

52 まちづくり福井 株式会社 平成 25 年 4月 18 日 福井県 福井市 

53 まちづくり武生 株式会社 令和 4年 7 月 26 日 福井県 越前市 
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No. 団体名 指定年月日 都道府県 市区町村 

54 株式会社 飯田まちづくりカンパニー 平成 24 年 3月 30 日 長野県 飯田市 

55 株式会社 まちづくり佐久 令和 2年 3 月 27 日 長野県 佐久市 

56 柳ヶ瀬を楽しいまちにする 株式会社 平成 29 年 7月 7 日 岐阜県 岐阜市 

★57 株式会社 OUR FAVORITE CAPITAL 令和 4年 10月 31 日 岐阜県 各務原市 

★58 一般社団法人 大垣タウンマネジメント 令和 5年 9 月 29 日 岐阜県 大垣市 

59 一般社団法人 草薙カルテッド 平成 30 年 6月 24 日 静岡県 静岡市 

60 御伝鷹まちづくり 株式会社 令和 2年 3 月 16 日 静岡県 静岡市 

61 一般社団法人 伊豆長岡温泉エリアマネジメント 令和 3年 8 月 27 日 静岡県 伊豆の国市 

62 栄ミナミまちづくり 株式会社 平成 30 年 2月 22 日 愛知県 名古屋市 

63 錦二丁目エリアマネジメント 株式会社 令和 3年 4 月 28 日 愛知県 名古屋市 

64 公益財団法人 名古屋まちづくり公社 令和 4年 3 月 8日 愛知県 名古屋市 

65 株式会社 まちづくり岡崎 令和 1年 5 月 22 日 愛知県 岡崎市 

66 特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた 令和 1年 5 月 22 日 愛知県 岡崎市 

67 株式会社 三河家守舎 令和 1年 5 月 22 日 愛知県 岡崎市 

68 特定非営利活動法人 志民連いちのみや 令和 4年 3 月 18 日 愛知県 一宮市 

69 高蔵寺まちづくり 株式会社 平成 30 年 10月 5 日 愛知県 春日井市 

70 一般社団法人 TCCM 平成 30 年 3月 23 日 愛知県 豊田市 

71 株式会社 城下町 PRIDE 令和 4年 8 月 15 日 愛知県 西尾市 

72 特定非営利活動法人 やらまいか人まちサポート 令和 4年 8 月 22 日 愛知県 西尾市 

73 株式会社 まちづくり東海 平成 27 年 3月 9 日 愛知県 東海市 

74 株式会社 まちづくり大津 平成 30 年 2月 20 日 滋賀県 大津市 

75 えきまち長浜 株式会社 平成 27 年 3月 20 日 滋賀県 長浜市 

76 草津まちづくり 株式会社 平成 25 年 12月 27日 滋賀県 草津市 

77 株式会社 みらいもりやま２１ 令和 1年 5 月 16 日 滋賀県 守山市  

78 一般社団法人 グランフロント大阪 TMO 平成 26 年 7月 29 日 大阪府 大阪市 

79 一般社団法人 梅田１丁目エリアマネジメント 令和 3年 5 月 13 日 大阪府 大阪市 

80 アドバンス寝屋川マネジメント 株式会社 平成 31 年 3月 6 日 大阪府 寝屋川市 

81 神戸ハーバーランド 株式会社 平成 31 年 2月 12 日 兵庫県 神戸市 

82 特定非営利活動法人 わくわく西灘 令和 2年 10月 15 日 兵庫県 神戸市  

83 一般社団法人 リバブルシティイニシアティブ 令和 2年 11月 30 日 兵庫県 神戸市 

84 株式会社 神戸ウォーターフロント開発機構 令和 3年 8 月 2日 兵庫県 神戸市 

★85 三田地域振興 株式会社 令和 4年 9 月 22 日 兵庫県 三田市 

86 株式会社 PAGE 平成 31 年 1月 21 日 兵庫県 福崎町 

87 桜井まちづくり 株式会社 平成 28 年 9月 1 日 奈良県 桜井市 

88 特定非営利活動法人 砂山バンマツリ 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

89 特定非営利活動法人 愛福会 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

90 株式会社 紀州まちづくり舎 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

91 株式会社 sasquatch（サスカッチ） 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

92 一般社団法人 みんとしょ 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

93 株式会社 真田堀家守舎 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

94 株式会社 ワカヤマヤモリ舎 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

95 株式会社 宿坊クリエイティブ 平成 29 年 12月 26日 和歌山県 和歌山市 

96 ビーフレンズ 株式会社 令和 3年 8 月 25 日 和歌山県 和歌山市 

97 一般社団法人 市駅グリーングリーンプロジェクト 令和 1年 6 月 18 日 和歌山県 和歌山市 

98 一般社団法人 ミチル空間プロジェクト 令和 2年 11月 24 日 和歌山県 和歌山市  

99 一般財団法人 和歌山まちづくり財団 令和 4年 3 月 11 日 和歌山県 和歌山市 

100 おかやま未来まちづくり 株式会社 令和 2年 10月 21 日 岡山県 岡山市 

101 一般社団法人 ぷらっと西川 令和 4年 3 月 8日 岡山県 岡山市 

102 倉敷まちづくり 株式会社 令和 3年 7 月 8日 岡山県 倉敷市 

103 特定非営利活動法人 ＳＹＬ 令和 4年 4 月 15 日 広島県 呉市 

104 一般社団法人 KURE－PERS 令和 4年 10月 4 日 広島県 呉市 

105 株式会社 築切家守舎 令和 3年 1 月 20 日 広島県 福山市 

106 福 Lab 株式会社 令和 4年 9 月 16 日 広島県 福山市  

107 株式会社 にぎわい宇部 令和 2年 3 月 31 日 山口県 宇部市 

108 株式会社 HYAKUSHO 令和 2年 8 月 31 日 香川県 丸亀市 
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★：調査 1（p2.1-47）にて調査実施期間内に新たに把握をした法人（アンケート発出） 

☆：調査 1（p2.1-47）にて調査実施期間外に新たに把握をした法人（アンケート未発出） 

※都市再生推進法人を指定している市町村（コード）順にて整理 

 

  

No. 団体名 指定年月日 都道府県 市区町村 

★109 一般社団法人 八幡東田エリアマネジメント 令和 4年 12月 14 日 福岡県 北九州市 

110 株式会社 こうし未来研究所 平成 30 年 10月 26日 熊本県 合志市 

111 株式会社 大分まちなか倶楽部 令和 4年 5 月 12 日 大分県 大分市 

★112 一般社団法人 天文館みらいマネジメント 令和 5年 6 月 7日 鹿児島県 鹿児島市 
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(3) 調査実施実績 

アンケート調査の実施状況と実施方法は下記のとおりである。 

 

表 2.1-3 調査実施スケジュール 

実施日 実施内容 送付資料 

令和 5年 

8月 18日（金） 
●アンケート調査票の送付  

○都道府県道路管理者へは国土交通省都

市局まちづくり推進課より各地方整備局、

都道府県担当者を経由して送付 

・事務連絡 

・調査内容と回答方法、 

・調査票 6 

○市区町村まちづくり担当課へは国土交通

省都市局まちづくり推進課より各地方整備

局、都道府県担当者を経由して送付 

・事務連絡 

・別紙（庁内各部局、都市再生推進法

人への送付について（依頼）） 

・調査内容と回答方法、 

・調査票 1、2、3、4、6、8 

○市区町村道路管理者へは国土交通省都

市局まちづくり推進課より各地方整備局、

都道府県担当者、市区町村まちづくり担

当課を経由して送付 

・事務連絡 

・調査内容と回答方法、 

・調査票 6 

○市区町村公園管理者へは国土交通省都

市局まちづくり推進課より各地方整備局、

都道府県担当者、市区町村まちづくり担

当課を経由して送付 

・事務連絡 

・調査内容と回答方法、 

・調査票 7 

○市区町村企画担当課へは国土交通省都

市局まちづくり推進課より各地方整備局、

都道府県担当者、市区町村まちづくり担

当課を経由して送付 

・事務連絡 

・調査内容と回答方法、 

・調査票 9 

○都市再生推進法人へは国土交通省都市

局まちづくり推進課より各地方整備局、都

道府県担当者、市区町村まちづくり担当

課を経由して送付 

・事務連絡 

・調査内容と回答方法 

・調査票 2、4、5、6 

9月 15日（金） ●アンケート調査の一次回答期限  

9月 22日（金） 

    ～ 

9月 29日（金） 

●アンケート調査の未回答団体等に対する

調査協力依頼①を国土交通省都市局ま

ちづくり推進課が実施 

 

10月 12日（木） 

    ～ 

10月 16日（月） 

●アンケート調査の未回答団体等に対する

調査協力依頼②を国土交通省都市局ま

ちづくり推進課が実施 

●アンケート調査票の最終回答期限 
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2.1.2 各アンケートの実施結果 

ここでは、アンケート調査の実施結果について調査 1～9の順に整理した。 

調査 9 は、本調査において調査票の発出を行ったが、当該回答の整理・分析については別調査

で行うものであるため、本報告書には調査票を貼付するのみとした。 

 

(1) 調査１：都市再生特別措置法等に基づく制度の活用等に関する調査 

調査 1 は、「市区町村まちづくり担当課」を対象とし、都市再生特別措置法等に基づく各種制度

の活用実績及び都市再生推進法人との連携状況等を把握することを目的に実施した。 

 

1) 回答状況 

調査 1：都市再生特別措置法等に基づく制度の活用等に関する調査を行った結果、市区町村ま

ちづくり担当課は全体の 80.8%の回答があった。 

 

表 2.1-4 調査１：都市再生特別措置法等に基づく制度の活用等に関する調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

市区町村まちづくり担当課 1,741 1,406 80.8％ 

 

 

2) 調査項目 [市区町村まちづくり担当課向] 

調査１の調査項目については、次項以降に、「市区町村まちづくり担当課」のアンケート調査の調

査票を示した。 
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資料 2-1：調査１[市区町村まちづくり担当課向] 調査票
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3) 調査結果：調査票 1 都市再生特別措置法等に基づく制度の活用等に関する調査[市区町村

まちづくり担当課向]  

 

① 「１．都市再生特別措置法等に基づく協定締結に関する実態調査」 

表 2.1-5 に示す協定、特例、制度等の活用実績について把握した。次項以降に、得られた回答

の一覧表を作成し、必要に応じ、昨年度までの活用実績データ等との統合を図った。 

 

表 2.1-5 都市再生特別措置法等に基づく協定締結に関する実態調査の内容 

項目 調査内容 

問 1-1 都市再生特別措置
法等に基づく協定、特例等 

① 都市利便増進協定の締結実績 
② 都市再生歩行者経路協定の締結実績 
③ 都市再生整備歩行者経路協定の締結実績 
④ 低未利用土地利用促進協定の締結実績 
⑤ 道路占用許可の特例の活用実績 
⑥ 河川敷地占用許可制度を活用するため都市再生整備計画に河川

敷地の利用 
⑦ 都市公園占用許可の特例の活用実績 
⑧ 都市再生推進法人等による都市再生整備計画の提案実績 
⑨ 市町村都市再生協議会の設立実績 
⑩ 滞在快適性等向上区域（まちなかウォーカブル区域）の設定実績 
⑪ 交付対象事業を含まない都市再生整備計画の策定状況 

問 1-2 滞在快適性等向上
区域（まちなかウォーカブル
区域）で活用可能となる制
度等 

① 一体型滞在快適性等向上事業の活用実績 
② 公園施設設置管理協定制度の活用実績 
③ 都市再生整備計画における路外駐車場の配置及び規模の基準の

策定実績 
④ 都市再生整備計画における駐車場出入口制限道路の指定実績 
⑤ 都市再生整備計画における集約駐車施設の位置及び規模の指定

実績 
⑥ 普通財産の活用実績 

問 1-3 中心市街地整備推
進機構 

中心市街地整備機構の概要 

 
 

問 1-1 都市再生特別措置法等に基づく協定、特例等 

 

■設問 

貴団体管内の「都市再生特別措置法等に基づく協定」等について、各々の回答欄に該当する内容をご記

入願います。 

 

①～⑪について、今年度新規で把握した実績については番号の左に★マークを標記した。 
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）
 

草
津

ま
ち

づ
く
り
(株

)が
日

常
管

理
や

都
市

利
便

増
進

施
設

を
 

活
用

し
た

イ
ベ

ン
ト

を
実

施
 

5
 

大
阪

市
、
エ

ヌ
・
テ

ィ
・
テ

ィ
都

市
開

発
(株

)、
 

三
井

住
友

信
託

銀
行

(株
)、

積
水

ハ
ウ

ス
(株

)、
 

ノ
ー

ス
ア

セ
ッ
ト

特
定

目
的

会
社

、
 

阪
急

電
鉄

(株
)、

三
菱

地
所

(株
)、

 

(一
社

)グ
ラ

ン
フ
ロ

ン
ト

大
阪

Ｔ
Ｍ

Ｏ
 

H
2
6
.1

2
.5

歩
道

関
連

施
設

、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
・売

店
等

、
 

広
告

板
・
バ

ナ
ー

広
告

、
敷

地
内

広
告

、
案

内
サ

イ

ン
、
屋

外
ベ

ン
チ

、
非

常
用

電
源

コ
ン

セ
ン

ト
、
多

機
能

照
明

柱
（

添
架

設
備

）
、
 

防
犯

カ
メ

ラ
、
ア

ッ
パ

ー
ラ

イ
ト

 

清
掃

・点
検

・
巡

回
、
違

反
広

告
物

の
撤

去
、
放

置
自

転
車

の
整

除
 

6
 

東
海

市
、
(株

)ま
ち

づ
く
り
東

海
 

H
2
8
.2

.1
6
 

食
事

施
設

、
休

憩
施

設
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

清
掃

、
美

化
活

動
、
広

告
物

の
指

導
等

 

7
 

草
津

市
、
草

津
ま

ち
づ

く
り
（

株
）

 
H

2
8
.1

2
.2

 

食
事

施
設

、
購

買
施

設
、
休

憩
施

設
、
案

内
施

設
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

広
告

塔
、
案

内
板

、
看

板
、
標

識
、

旗
竿

、
パ

ー
キ

ン
グ

、
幕

、
ア

ー
チ

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

 

清
掃

、
美

化
活

動
、
地

被
類

・
植

栽
管

理
及

び
園

内
植

栽
装

飾
 

8
 

柏
市

、
(一

財
)柏

市
み

ど
り
の

基
金

 
H

2
9
.2

.3
 

食
事

施
設

、
購

買
施

設
 

北
柏

ふ
る

さ
と
公

園
他

８
か

所
管

理
，

地
域

活
性

化
イ

ベ
ン

ト
運

営

事
業

，
歩

道
緑

化
事

業
，

河
川

空
間

活
用

事
業

等
 

9
 

長
浜

市
、
え

き
ま

ち
長

浜
(株

) 
H

2
9
.3

.1
4

R
7
.3

.3
1
 

長
浜

駅
周

辺
の

通
路

、
駐

車
場

、
広

場
、
広

告
塔

、

え
き

ま
ち

テ
ラ

ス
長

浜
公

共
通

路
及

び
緑

地
広

場
、

イ
ベ

ン
ト

広
場

等
 

日
常

管
理

業
務

は
え

き
ま

ち
長

浜
株

式
会

社
が

実
施

 

管
理

に
要

す
る

費
用

は
財

産
区

分
に

応
じ

て
締

結
者

間
で

分
担

し
負

担
 
 

1
0
 

仙
台

市
、
(一

社
)荒

井
タ
ウ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 

H
2
9
.3

.2
4
 

R
8
.3

.3
1
 

運
動

広
場

、
運

動
広

場
付

帯
管

理
施

設
、
運

動
施

設
案

内
板

 

芝
生

・樹
木

・
植

栽
帯

の
維

持
管

理
、
日

常
的

な
清

掃
・
点

検
・巡

回
、
公

園
施

設
の

小
規

模
修

繕
、
利

用
方

法
や

マ
ナ

ー
の

周
知

・
注

意
、
駐

輪
マ

ナ
ー

の
啓

発
 

1
1
 

さ
い

た
ま

市
、
(一

社
)ア

ー
バ

ン
デ

ザ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
大

宮
 

H
3
0
.2

.2
0
 

未
定

 
賑

わ
い

創
出

事
業

の
た

め
の

設
備

、
休

憩
施

設
 

都
市

利
便

増
進

施
設

を
活

用
し

て
ま

ち
の

賑
わ

い
の

創
出

に
資

す
る

イ
ベ

ン
ト

等
を

実
施

。
管

理
に

要
す

る
費

用
は

施
設

や
設

備
ご

と
に

締
結

者
間

で
分

担
し

負
担

 

2-21



N
O

. 
協
定
締
結
者

 
締
結
日

 
協
定
終
了
日

 
都
市
利
便
増
進
施
設

 
日
常
管
理
に
関
す
る
事
項

 

1
2
 

名
古

屋
市

、
栄

ミ
ナ

ミ
ま

ち
づ

く
り
(株

) 
H

3
0
.3

.2
3
 

デ
ジ

タ
ル

サ
イ

ネ
ー

ジ
、
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
、
 

ア
ー

チ
添

加
広

告
、
有

料
駐

輪
設

備
 

・
設

置
施

設
の

巡
回

、
点

検
及

び
周

辺
の

清
掃

、
美

化
活

動
、

異
常

報
告

の
実

施
 
・
放

置
自

転
車

の
整

理
、
マ

ナ
ー

向
上

に
関

す
る

啓
発

活
動

の
実

施
 
・
路

上
違

法
看

板
の

掲
出

抑
制

に
関

す
る

啓
発

活
動

の
実

施
  

・良
好

な
景

観
形

成
に

寄
与

す
る

広
告

物
の

自
主

審
査

 

1
3
 

栄
ミ
ナ

ミ
ま

ち
づ

く
り
(株

)、
三

菱
U

F
J

信
託

銀
行

(株
) 

H
3
0
.3

.3
0
 

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
 

都
市

利
便

増
進

施
設

周
辺

の
巡

回
、
点

検
、
清

掃
等

 

1
4
 

福
井

市
、
ま

ち
づ

く
り
福

井
(株

) 
H

3
0
.4

.4
 

R
5

年
度

 
食

事
・購

買
・
休

憩
施

設
、
広

告
塔

・看
板

、
屋

外
ベ

ン
チ

、
花

壇
 

協
定

区
域

に
お

け
る

イ
ベ

ン
ト

等
の

管
理

・運
営

と
清

掃
・
美

化
活

動
、

プ
ラ

ン
タ

ー
等

の
管

理
 

1
5
 

豊
田

市
、
(一

社
)T

C
C
M

 
H

3
0
.5

.2
0
 

R
1
0
.3

.3
1
 

飲
食

店
、
ペ

デ
ス

ト
リ
ア

ン
デ

ッ
キ

、
イ

ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン

施
設

、
停

車
場

線
 

広
場

の
利

用
に

対
す

る
P
R

・事
務

等
、
都

市
利

便
増

進
施

設
及

び

周
辺

の
清

掃
、
美

化
活

動
、
違

法
広

告
物

撤
去

 

1
6
 

中
部

地
方

整
備

局
、
栄

ミ
ナ

ミ
ま

ち
づ

く
り
(株

) 
H

3
0
.9

.2
5
 

デ
ジ

タ
ル

サ
イ

ネ
ー

ジ
、
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
 

都
市

利
便

増
進

施
設

周
辺

の
巡

回
、
点

検
、
清

掃
等

 

1
7
 

前
橋

市
、
(公

財
)前

橋
市

ま
ち

づ
く
り
公

社
 

H
3
1
.3

.8
 

R
5
.3

.3
1
 

広
場

、
広

告
板

、
案

内
施

設
、
休

憩
施

設
 

都
市

利
便

増
進

施
設

を
活

用
し

た
イ

ベ
ン

ト
の

実
施

と
施

設
の

日
常

管
理

 

1
8
 

神
戸

市
、
神

戸
ハ

ー
バ

ー
ラ

ン
ド

(株
) 

H
3
1
.3

.1
4
 

購
買

施
設

、
食

事
施

設
、
駐

車
場

、
広

場
、
通

路
 

都
市

利
便

増
進

施
設

を
活

用
し

た
イ

ベ
ン

ト
の

実
施

と
施

設
の

清
掃

・
点

検
等

の
維

持
管

理
 

1
9
 

福
崎

町
、
(株

)P
A
G

E
 

H
3
1
.3

.2
9
 

賑
わ

い
創

出
施

設
等

 
福

崎
町

が
(株

)P
A
G

E
を

指
定

管
理

者
と
し

(株
)P

A
G

E
が

施
設

の
運

営
、
管

理
 

2
0
 

静
岡

市
、
(一

社
)草

薙
カ

ル
テ

ッ
ド

 
R

1
.7

.1
3
 

R
6

年
度

 
小

規
模

売
店

、
屋

外
ベ

ン
チ

、
テ

ー
ブ

ル
、
椅

子
、
パ

ラ

ソ
ル

、
防

犯
カ

メ
ラ

（
北

口
芝

生
広

場
）

 

都
市

利
便

増
進

施
設

及
び

周
辺

の
維

持
管

理
の

実
施

、
良

好
な

景

観
の

保
全

 

2
1
 

静
岡

市
、
(一

社
)草

薙
カ

ル
テ

ッ
ド

 
R

1
.7

.1
3
 

小
規

模
売

店
、
広

告
板

、
屋

外
ベ

ン
チ

、
テ

ー
ブ

ル
、

椅
子

、
パ

ラ
ソ

ル
、
プ

ラ
ン

タ
ー

（
南

口
イ

ベ
ン

ト
広

場

地
区

）
 

都
市

利
便

増
進

施
設

及
び

周
辺

の
維

持
管

理
の

実
施

、
良

好
な

景
観

の
保

全
 

2
2
 

渋
谷

区
、
(一

社
)渋

谷
駅

前
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
R

1
.1

0
.1

0
 

R
1
7
.3

.3
1
 

公
衆

便
所

、
広

告
物

、
コ

イ
ン

ロ
ッ
カ

ー
、
カ

フ
ェ
及

び
観

光
案

内
所

、
バ

ス
定

期
券

発
売

所
及

び
バ

ス
案

内
所

、
道

路
通

行
空

間
 

清
掃

サ
ー

ビ
ス

レ
ベ

ル
向

上
事

業
を

協
力

し
て

実
施

す
る

こ
と
に

よ
り
一

体
的

な
管

理
を

行
う
 

★
2
3
 

静
岡

市
、
御

伝
鷹

ま
ち

づ
く
り
(株

) 
R

2
.1

0
.1

6
 

R
9
.3

.3
1
 

軽
飲

食
販

売
施

設
、

オ
ー

プ
ン

カ
フ

ェ
施

設
（

机
、

椅

子
、
花

壇
プ

ラ
ン

タ
ー

）
、
照

明
、
イ

ベ
ン

ト
用

電
源

設
備

、
散

水
栓

、
宅

内
ポ

ン
プ

、
水

辺
デ

ッ
キ

 

都
市

利
便

増
進

施
設

及
び

そ
の

周
辺

の
清

掃
及

び
美

化
活

動
の

実

施
、
周

辺
の

安
全

な
通

行
の

確
保

、
店

舗
、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
施

設
等

の
設

置
・活

用
に

起
因

す
る

損
害

対
応

 

2
4
 

倉
敷

市
、
倉

敷
ま

ち
づ

く
り
(株

) 
R

3
.8

.2
0
 

都
市

再
生

整
備

計
画

へ
の

位
置

付
け

が
あ

る
限

り
有

効
 

ウ
ッ
ド

デ
ッ
キ

、
芝

生
広

場
、

テ
ー

ブ
ル

、
イ

ス
、

日
除

け

施
設

、
屋

外
ベ

ン
チ

、
植

樹
帯

、
プ

ラ
ン

タ
ー

、
広

告
板

 

都
市

利
便

増
進

施
設

を
活

用
し

て
ま

ち
の

賑
わ

い
の

創
出

に
資

す
る

イ

ベ
ン

ト
等

の
実

施
と
施

設
の

日
常

管
理

 

2
5
 

(一
社

)美
園

タ
ウ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 

R
3
.1

1
.8

 
未

定
 

道
路

 
駐

輪
場

及
び

自
転

車
を

賃
貸

す
る

事
業

の
実

施
 

2
6
 

春
日

井
市

、
高

蔵
寺

ま
ち

づ
く
り
(株

) 
R

3
.1

1
.1

8
 

駅
前
広
場
、
地
下
道
、
公
共
空
地
、
駐
車
場
、
ト
イ

レ
、
市
民
コ
ー
ナ
ー
、
食
事
購
買
施
設
、
ベ
ン
チ
・
テ

ー
ブ
ル
、
植
栽

 

都
市

利
便

増
進

施
設

を
活

用
し

て
ま

ち
の

賑
わ

い
の

創
出

に
資

す
る

イ

ベ
ン

ト
等

の
実

施
と
周

辺
の

維
持

管
理

の
実

施
、

良
好

な
景

観
の

保
全
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N
O

. 
協
定
締
結
者

 
締
結
日

 
協
定
終
了
日

 
都
市
利
便
増
進
施
設

 
日
常
管
理
に
関
す
る
事
項

 

2
7
 

錦
二

丁
目

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

(株
) 

R
4
.3

.1
5
 

R
7
.3

.3
1
 

木
質

化
ベ

ン
チ

（
都

市
の

木
質

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

一
環

と
し

て
設

置
さ

れ
る

歩
行

者
等

の
利

便
に

資
す

る
休

憩
施

設
）

、
グ

リ
ー

ン
イ

ン
フ
ラ

（
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
 
ま

ち
づ

く

り
の

一
環

と
し

て
設

置
さ

れ
る

歩
行

者
等

の
利

便
に

資
す

る
休

憩
施

設
）

及
び

隣
接

す
る

歩
道

上
植

栽
 

設
置

施
設

の
巡

回
、
点

検
及

び
周

辺
の

清
掃

、
美

化
活

動
、
異

常
報

告
の

実
施

 

2
8
 

静
岡

市
、
(一

社
)草

薙
カ

ル
テ

ッ
ド

 
R

4
.3

.2
5
 

南
口

イ
ベ

ン
ト

広
場

、
北

口
芝

生
広

場
、

広
告

板
、

バ
ナ

ー
フ

ラ
ッ
グ

、
テ

ー
ブ

ル
、

椅
子

、
常

設
の

小
規

模
売

店
、

パ
ラ

ソ
ル

、
屋

外
ベ

ン
チ

、
プ

ラ
ン

タ
ー

、
防

犯
カ

メ
ラ

、
北

口
駐

輪
場

 

施
設

及
び

芝
生

の
管

理
、
清

掃
業

務
等

 

2
9
 

(株
)神

戸
ウ

ォ
ー

タ
ー

フ
ロ

ン
ト

開
発

機
構

 
R

4
.8

.3
0
 

公
共

空
間

、
駐

車
場

、
広

告
塔

、
看

板
、

展
望

施
設

、
夜

間
景

観
形

成
施

設
 

都
市

利
便

増
進

施
設

の
日

常
管

理
業

務
は

株
式

会
社

 
神

戸
ウ

ォ
ー

タ
ー

フ
ロ

ン
ト

開
発

機
構

が
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

こ
れ

に
要

す
る

費
用

は
、
協

定
締

結
者

間
で

分
担

し
て

負
担

す
る

。
 

3
0
 

前
橋

市
、

（
一

社
）

前
橋

デ
ザ

イ
ン

コ
ミ
ッ
シ

ョ
ン

、
土

地
建

物
所

有
者

 
R

4
.9

.2
1
 

R
1
5
.3

.3
1
 

道
路

、
公

園
、
河

川
、
広

場
 

日
常

管
理

業
務

は
、
協

定
締

結
者

が
実

施
す

る
こ

と
と
し

、
ま

た
、
日

常
管

理
に

要
す

る
費

用
は

協
定

締
結

者
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。
 

★
3
1
 

岡
崎

市
、
株

式
会

社
ま

ち
づ

く
り
岡

崎
 

R
5
.3

.3
1
 

R
8
.3

.3
1
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ

ェ
等

の
設

置
（

食
事

施
設

、
購

買
施

設
、
休

憩
所

）
＜

該
当

施
設

例
＞

テ
ー

ブ
ル

、
イ

ス
、

テ
ン

ト
 
等

 

都
市

利
便

増
進

施
設

及
び

周
辺

（
施

設
を

設
置

し
な

い
歩

道
部

を
含

む
）

の
清

掃
、
美

化
活

動
の

実
施

○
良

好
な

景
観

の
保

全
・
形

成

（
屋

外
広

告
物

、
夜

間
照

明
、
ま

ち
な

み
等

）
 

★
3
2
 

公
益

財
団

法
人

名
古

屋
ま

ち
づ

く
り
公

社
、

名
古

屋
市

、
東

海
旅

客
鉄

道
株

式
会

社
、

名
古

屋
鉄

道
株

式
会

社
、

名
古

屋
市

（
高

速
度

鉄
道

事
業

者
）

 

R
5
.5

.1
 

記
載

な
し

 
金

山
総

合
駅

連
絡

通
路

橋
 

総
括

管
理

（
災

害
時

不
測

事
態

発
生

時
の

応
急

措
置

、
苦

情
処

理
、
日

常
巡

回
、
施

設
管

理
等

）
・
点

検
 ・

警
備

 ・
修

繕
 
な

ど
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②
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
締
結
実
績

N
O

. 
協
定
締
結
者

 
締
結
日

 
協
定
終
了
日

 
協
定
施
設

 
日
常
管
理
に
関
す
る
事
項

 

1
 

福
岡

市
・
JR

九
州

・
西

日
本

シ
テ

ィ
銀

行
・㈱

T
A
K

プ
ロ

パ
テ

ィ
 

平
成

2
3

年
9

月
3
0

日
 

継
続

中
 

地
下

通
路

 

日
常

の
管

理
区

分
の

明
示

、
シ

ャ
ッ
タ
ー

・止
水

板
の

操
作

区
分

、
保

守
工

事
・
点

検
・
修

繕
区

分
の

明
示

・区
域

内
の

秩
序

の
保

持
・
財

産
の

保
全

・人
命

の
安

全
確

保
に

関
す

る
区

分
の

明
示

 

2
 

港
区

・東
京

都
・
株

式
会

社
ア

ル
ベ

ロ
グ

ラ
ン

デ
 

平
成

3
0

年
9

月
1
0

日
 

（
令

和
4

年
4

月
2
2

日

変
更

）
 

竹
芝

開
発

業
務

棟
・
住

宅

棟
の

存
す

る
日

ま
で

 

昇
降

施
設

、
歩

行
者

デ
ッ
キ

、
民

間
施

設
内

通
路

等
 

財
産

区
分

に
従

い
、
各

々
が

自
己

の
責

任
及

び
費

用
に

お
い

て
実

施
す

る
 

③
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
の
締
結
実
績

N
O

. 
協
定
締
結
者

 
締
結
日

 
協
定
終
了
日

 
協
定
施
設

 
日
常
管
理
に
関
す
る
事
項

 

1
 

え
き

ま
ち

長
浜

（
株

）
、
西

日
本

旅
客

鉄
道

（
株

）
、
（

株
）

平
和

堂
、
地

権
者

、
長

浜
市

 
平

成
2
9

年
1
2

月
2
8

日
 

指
定

な
し

 
長

浜
駅

自
由

通
路

、
階

段
、
エ

ス
カ

レ

ー
タ

ー
、
べ

デ
ス

ト
リ
ア

ン
デ

ッ
キ

等
 

財
産

区
分

に
応

じ
、
え

き
ま

ち
長

浜
（

株
）

、
（

株
）

平
和

堂
が

実
施

 

④
低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
の
締
結
実
績

実
績
報
告
な
し
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⑤
道
路
占
用
許
可
の
特
例
の
活
用
実
績

N
O

. 
占
用
主
体

 
開
始
年
度

 
終
了
年
度

 
道
路
管
理
者

 
実
施
事
業

 

1
 

新
宿

駅
前

商
店

街
振

興
組

合
 

H
2
4

 
R
7
 

新
宿

区
 

常
設

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
（

食
事

施
設

）
、
地

域
ル

ー
ル

に
則

っ
た

広
告

の
設

置
 

2
 

札
幌

大
通

ま
ち

づ
く
り
株

式
会

社
 

H
2
5

 
R
3
 

北
海

道
開

発
局

 
す

わ
ろ

う
テ

ラ
ス

、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
（

食
事

施
設

）
の

設
置

、
広

告
板

の
設

置
 

3
 

高
崎

ま
ち

な
か

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
推

進
協

議
会

 
H

2
5

 
未

定
 

群
馬

県
・
高

崎
市

 
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
（

カ
フ
ェ
な

ら
び

に
食

事
施

設
）

の
設

置
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
を

設
置

し
て

適
切

に
維

持
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り
、
ま

ち
の

に
ぎ

わ
い

を
創

出
す

る
。

 

4
 

高
崎

ま
ち

な
か

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
推

進
協

議

会
 
 

H
2
5

 
未

定
 

群
馬

県
・
高

崎
市

 

自
転

車
駐

輪
器

具
（

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
）

の
整

備
 

民
間

が
中

心
と
な

っ
た

協
議

会
を

組
織

し
、
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
専

用
の

自
転

車
駐

輪
器

具
を

活
用

し

て
事

業
の

管
理

・
運

営
を

図
る

。
 

5
 

一
般

社
団

法
人

グ
ラ

ン
フ
ロ

ン
ト

大
阪

T
M

O
 

H
2
5

 
R
9
 

大
阪

市
 

広
告

板
・
バ

ナ
ー

広
告

の
設

置
・
管

理
、

オ
ー

プ
ン

カ
フ

ェ
・
売

店
等

（
食

事
施

設
・
購

買
施

設
）

設

置
・
管

理
 

6
 

岡
山

市
 

H
2
5

 
中

国
地

方
整

備
局

 
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
設

置
 

7
 

新
鳥

取
駅

前
地

区
商

店
街

振
興

組
合

 
H

2
5

 
鳥

取
市

 
休

憩
施

設
の

設
置

 

8
 

一
般

社
団

法
人

新
虎

通
り
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
H

2
6

 
R
4
 

東
京

都
 

食
事

施
設

・
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
（

食
事

施
設

）
・
購

買
施

設
等

の
設

置
に

よ
る

に
ぎ

わ
い

の
創

出
 

9
 

サ
イ

カ
パ

ー
キ

ン
グ

㈱
 

H
2
6

 
神

戸
市

 
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
設

置
 

1
0
 

(一
社

)柏
の

葉
ア

ー
バ

ン
デ

ザ
イ

ン
セ

ン
タ

ー
 

H
2
6

 
柏

市
 

休
憩

施
設

の
設

置
、
バ

ナ
ー

広
告

の
設

置
 

1
1
 

ま
ち

づ
く
り
福

井
(株

) 
H

2
6

 
R
5
 

福
井

市
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
（

食
事

施
設

）
の

設
置

 

1
2
 

高
岡

市
、
（

公
社

）
高

岡
市

観
光

協
会

 
H

2
6

 
R
7
 

高
岡

市
 

観
光

案
内

所
の

設
置

 

1
3
 

(株
)ま

ち
づ

く
り
長

野
 

H
2
6

 
R
2
 

長
野

市
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
（

食
事

施
設

）
の

設
置

 

1
4
 

富
士

見
商

店
街

協
同

組
合

 
H

2
6

 
千

葉
市

 
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
（

食
事

施
設

）
の

設
置

、
物

販
ブ

ー
ス

（
購

買
施

設
）

の
設

置
、
マ

ー
ケ

ッ
ト

、
路

上

パ
フ
ォ
ー

マ
ン

ス
の

実
施

、
ス

ト
リ
ー

ト
フ
ェ
ス

の
実

施
 
バ

ナ
ー

広
告

の
設

置
 

1
5
 

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
ﾀ
ｳ
ﾝﾓ

ｰﾋ
ﾞﾙ

ﾈｯ
ﾄﾜ

ｰｸ
北

九
州

 
H

2
6

 
北

九
州

市
 

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
設

置
 

1
6
 

協
同

組
合

 
総

曲
輪

通
り
商

盛
会

 
H

2
6

 
富

山
市

 
休

憩
施

設
の

設
置

、
バ

ナ
ー

フ
ラ

ッ
グ

の
設

置
 

1
7
 

株
式

会
社

ま
ち

づ
く
り
東

海
 

H
2
7

 
東

海
市

 
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
等

店
舗

設
置

・
運

営
、
場

所
貸

出
し
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N
O

. 
占
用
主
体

 
開
始
年
度

 
終
了
年
度

 
道
路
管
理
者

 
実
施
事
業

 

1
8
 

神
戸

市
 

H
2
7

 
神

戸
市

 
購

買
施

設
、
食

事
施

設
、
広

告
の

設
置

（
地

下
街

「
デ

ュ
オ

こ
う
べ

浜
の

手
」
）

、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
（

食

事
施

設
）

の
設

置
、
物

販
ブ

ー
ス

（
購

買
施

設
）

の
設

置
 

1
9
 

千
葉

銀
座

商
店

街
振

興
組

合
 

H
2
7

 
千

葉
市

 
フ
リ
ー

マ
ー

ケ
ッ
ト

の
実

施
 

2
0
 

千
葉

市
中

心
市

街
地

ま
ち

づ
く
り
協

議
会

 
H

2
7

 
千

葉
市

 
地

元
特

産
物

等
販

売
、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
の

実
施

 

2
1
 

ウ
エ

ス
ト

リ
オ

テ
ナ

ン
ト

会
 

H
2
7

 
千

葉
市

 
マ

ル
シ

ェ
の

実
施

 

2
2
 

パ
ラ

ソ
ル

ギ
ャ
ラ

リ
ー

実
行

委
員

会
 

H
2
7

 
千

葉
市

 
工

房
、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
の

実
施

 

2
3
 

栄
町

通
り
商

店
街

振
興

組
合

 
H

2
7

 
千

葉
市

 
フ
リ
ー

マ
ー

ケ
ッ
ト

、
音

楽
ラ

イ
ブ

の
実

施
 

2
4
 

千
葉

都
心

イ
ル

ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン

実
行

委
員

会
 

H
2
7

 
千

葉
市

 
イ

ル
ミ
ネ

ー
シ

ョ
ン

に
お

け
る

バ
ナ

ー
広

告
の

設
置

 

2
5
 

(公
社

)千
葉

県
観

光
物

産
協

会
 

H
2
7

 
千

葉
市

 
観

光
Ｐ

Ｒ
イ

ベ
ン

ト
の

実
施

 

2
6
 

セ
ン

シ
テ

ィ
ビ

ル
デ

ィ
ン

グ
管

理
組

合
 

H
2
7

 
千

葉
市

 
モ

ノ
レ

ー
ル

支
柱

商
業

巻
広

告
の

設
置

 

2
7
 

姫
路

市
 

H
2
7

 
姫

路
市

 
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
事

業
 

2
8
 

一
般

財
団

法
人

柏
市

ま
ち

づ
く
り
公

社
 

H
2
8

 
R
5
 

柏
市

 
柏

駅
前

ペ
デ

ス
ト

リ
ア

ン
デ

ッ
キ

、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
(食

事
施

設
）

の
設

置
、
広

告
版

・
バ

ナ
ー

広
告

の
設

置
に

て
道

路
空

間
の

利
活

用
の

仕
組

み
を

構
築

・
運

営
に

よ
る

賑
わ

い
の

創
出

 

2
9
 

特
定

非
営

利
活

動
法

人
う
つ

の
み

や
ま

ち
づ

く
り

推
進

機
構

 
H

2
9

 
宇

都
宮

市
 

宇
都

宮
ま

ち
な

か
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
事

業
 

3
0
 

ま
ち

づ
く
り
協

議
会

 
H

2
9

 
未

定
 

高
崎

市
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
（

カ
フ
ェ
な

ら
び

に
食

事
施

設
）

の
設

置
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
を

設
置

し
て

適
切

に
維

持
管

理
す

る
こ

と
に

よ
り
、
ま

ち
の

に
ぎ

わ
い

を
創

出
す

る
。

 

3
1
 

周
南

市
、
選

定
さ

れ
た

事
業

者
 

H
2
9

 
周

南
市

 
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
、
マ

ー
ケ

ッ
ト

等
の

実
施

 

3
2
 

r-
2
2
3

 
H

2
9

 
千

葉
市

 
千

葉
駅

前
大

通
り
で

の
屋

台
設

置
 

3
3
 

多
摩

セ
ン

タ
ー

地
区

連
絡

協
議

会
 

H
2
9
 

R
3
 

多
摩

市
 

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
の

設
置

 

3
4
 

(一
社

)新
虎

通
り
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
H

3
0

 
R
4
 

東
京

都
 

・
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
及

び
店

舗
の

設
置

（
食

事
・
購

買
施

設
）

 

・
地

域
の

ル
ー

ル
に

則
っ
た

広
告

塔
・
看

板
の

設
置

 

3
5
 

一
般

社
団

法
人

渋
谷

駅
前

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
 

H
3
0

 
R
1
6
 

渋
谷

区
 

食
事

施
設

（
カ

フ
ェ
及

び
観

光
案

内
所

）
の

設
置

・
管

理
 

購
買

施
設

（
バ

ス
定

期
券

発
売

所
及

び
バ

ス
案

内
所

）
の

設
置

・
管

理
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N
O

. 
占
用
主
体

 
開
始
年
度

 
終
了
年
度

 
道
路
管
理
者

 
実
施
事
業

 

3
6
 

ま
ち

づ
く
り
福

井
株

式
会

社
 

H
3
0

 
R
5
 

福
井

市
 

常
設

の
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
・
売

店
・
看

板
の

設
置

・
管

理
 

3
7
 

松
本

市
（

運
営

主
体

は
民

間
業

者
）

 
H

3
0

 
R
3
 

松
本

市
 

自
転

車
駐

輪
器

具
（

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
）

の
整

備
 

3
8
 

栄
ミ
ナ

ミ
ま

ち
づ

く
り
株

式
会

社
 

H
3
0

 
名

古
屋

市
長

、
国

土
交

通

大
臣

 

デ
ジ

タ
ル

サ
イ

ネ
ー

ジ
、

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
、

ア
ー

チ
添

加
広

告
（

看
板

）
、

パ
ー

ク
レ

ッ
ト

添
加

広

告
（

看
板

）
 

3
9
 

(一
社

)T
C
C
M

 
H

3
0

 
R
4
 

豊
田

市
 

広
告

看
板

の
設

置
・
管

理
、
マ

ー
ケ

ッ
ト

の
開

催
（

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
等

の
設

置
）

 

4
0
 

千
葉

商
工

会
議

所
 

H
3
0

 
千

葉
市

 
歩

行
者

天
国

（
食

事
施

設
・
購

買
施

設
）

 

4
1
 

（
株

）
ま

ち
づ

く
り
大

津
 

Ｈ
3
0

 
大

津
市

 
食

事
施

設
・
購

買
施

設
、
広

告
塔

・看
板

、
サ

イ
ク

ル
ポ

ー
ト

の
設

置
 

4
2
 

（
株

）
宿

坊
ク

リ
エ

イ
テ

ィ
ブ

 
H

3
0

 
和

歌
山

市
 

道
路

空
間

を
活

用
し

た
社

会
実

験
 

4
3
 

(一
社

)草
薙

カ
ル

テ
ッ
ド

 
H

3
0

 
静

岡
市

 
食

事
施

設
等

の
設

置
、
管

理
 

4
4
 

一
般

社
団

法
人

U
D

C
K

タ
ウ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 

R
1

 
R
5
 

柏
市

 
食

事
施

設
の

設
置

 
サ

イ
ン

・
バ

ナ
ー

の
設

置
 

4
5
 

(公
財

)前
橋

市
ま

ち
づ

く
り
公

社
 

R
1

 
R
4
 

前
橋

市
 

食
事

施
設

、
購

買
施

設
そ

の
他

類
す

る
施

設
（

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
等

）
 

4
6
 

（
株

）
ト

ー
ハ

ク
、
サ

イ
カ

パ
ー

キ
ン

グ
（

株
）

 
R
1

 
R
5
 

神
戸

市
 

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
ポ

ー
ト

（
自

転
車

駐
車

器
具

で
自

転
車

を
賃

貸
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
も

の
）

の
整

備
・
管

理
、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
「
三

宮
プ

ラ
ッ
ツ

」
（

テ
ー

ブ
ル

、
椅

子
、
パ

ラ
ソ

ル
、
ベ

ン
チ

等
）

の
賑

わ

い
創

出
 

4
7
 

一
般

社
団

法
人

草
薙

カ
ル

テ
ッ
ド

、
静

岡
市

R
2

 
R
6
 

静
岡

市
 

常
設

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
（

食
事

施
設

等
）

の
設

置
・
管

理
 

4
8
 

豊
中

市
 

R
2

 
R
7
 

豊
中

市
 

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

 

4
9
 

川
崎

市
ま

ち
づ

く
り
局

 
R
2

 
川

崎
市

 
公

共
空

間
を

有
効

活
用

し
た

広
告

事
業

 

5
0
 

ま
ち

づ
く
り
武

生
株

式
会

社
 

R
2

 
R

４
 

福
井

県
 

オ
ー

プ
ン

テ
ラ

ス
（

テ
ー

ブ
ル

、
イ

ス
）

の
設

置
 

5
1
 

こ
ま

が
ね

テ
ラ

ス
 

R
2

 
駒

ヶ
根

市
 

沿
道

飲
食

店
の

路
上

利
用

 

5
2
 

御
伝

鷹
ま

ち
づ

く
り
株

式
会

社
 

R
2
 

R
8
 

静
岡

市
 

常
設

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
（

軽
飲

食
販

売
施

設
等

）
の

設
置

・
管

理
 

5
3
 

交
通

事
業

者
等

 
R
2

 
R

６
 

国
・
宮

崎
県

・
宮

崎
市

 
サ

イ
ク

ル
ポ

ー
ト

設
置

 

5
4
 

株
式

会
社

 
ド

コ
モ

・バ
イ

ク
シ

ェ
ア

 
R
3

 
R
5
 

横
浜

市
道

路
局

管
理

課
 

横
浜

都
心

部
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
事

業
 

5
5
 

川
崎

市
 

R
3

 
R

７
 

川
崎

市
 

広
告

塔
、
バ

ナ
ー

フ
ラ

ッ
グ

等
の

設
置

に
よ

る
景

観
の

向
上
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N
O

. 
占
用
主
体

 
開
始
年
度

 
終
了
年
度

 
道
路
管
理
者

 
実
施
事
業

 

5
6
 

県
庁

通
り
ミ
ー

テ
ィ
ン

グ
協

議
会

 
R
3

 
岡

山
市

 
県

庁
通

り
に

お
い

て
、
歩

道
の

一
部

を
活

用
し

オ
ー

プ
ン

カ
フ
ェ
等

を
実

施
 

★
5
7
 

北
九

州
市

 
R
3
 

R
7
 

北
九

州
市

 
北

九
州

市
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

 

5
8
 

一
般

社
団

法
人

梅
田

１
丁

目
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
R
3
 

R
7
 

大
阪

市
 

広
告

板
の

設
置

・
管

理
、
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
等

（
食

事
施

設
・
購

買
施

設
）

の
設

置
・
管

理
 

5
9
 

函
館

市
 

R
4

 
R
5
 

国
土

交
通

省
・
北

海
道

・
函

館
市

 
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
等

社
会

実
験

 

6
0
 

多
摩

セ
ン

タ
ー

地
区

連
絡

協
議

会
 

R
4

 
R
6
 

多
摩

市
長

 
都

市
再

生
整

備
計

画
事

業
に

お
け

る
オ

ー
プ

ン
カ

フ
ェ
事

業
 

★
6
1
 

錦
二

丁
目

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

(株
) 

R
4
 

R
6
 

名
古

屋
市

 
ベ

ン
チ

、
自

転
車

駐
車

器
具

 

★
6
2
 

都
市

再
生

推
進

法
人

 
R
4
 

R
7
 

和
歌

山
市

 
道

路
空

間
を

活
用

し
た

社
会

実
験

（
３

か
所

）
 

★
6
3
 

株
式

会
社

ま
ち

づ
く
り
岡

崎
 

R
5
 

R
7
 

岡
崎

市
 

歩
道

を
中

心
と
し

た
軒

先
活

用
な

ど
 

★
6
4
 

（
一

社
）

T
C
C
M

 
R
5
 

R
1
0
 

豊
田

市
 

マ
ー

ケ
ッ
ト

の
開

催
等

 

★
6
5
 

ダ
イ

セ
ン

産
業

株
式

会
社

 
R
5
 

R
6
 

伊
勢

市
 

自
転

車
駐

車
器

具
（

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
）

の
設

置
・
管

理
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⑥
河
川
敷
地
占
用
許
可
制
度
を
活
用
す
る
た
め
都
市
再
生
整
備
計
画
に
河
川
敷
地
の
利
用
に
つ
い
て
記
載
し
た
実
績

N
O

. 
都
道
府
県

 
市
区
町
村

 
区
域
指
定
日

 
区
域
名
称

 
河
川
名

 
河
川
管
理

者
 

占
用
主
体

 
占
用
施
設

 
許
可
期
間

 
実
施
事
業

 
利
用
形
態

 

1
 

東
京

都
 

大
田

区
 

R
1
.6

.1
7
 

京
浜

河
川

事
務

所
 

大
田

区
、
公

募
選

定
事

業
者

 

以
下

を
想

定
し

て
い

る
が

、
コ

ロ
ナ

禍

等
に

よ
り
未

実
施

 飲
食

事
業

、
水

辺
の

レ
ジ

ャ
ー

・
ス

ポ
ー

ツ
イ

ベ
ン

ト
、

自
然

観
察

会
 

2
 

福
井

県
 

福
井

市
 

R
２

年
度

 
福

井
ま

ち
な

か
地

区
 

足
羽

川
 

福
井

県
 

ま
ち

づ
く
り
福

井
株

式
会

社
 

屋
台

・ケ
ー

タ
リ
ン

グ
カ

ー
、
飲

食
・
休

憩
用

の
椅

子
等

 

令
和

２
～

５
年

度
 

ふ
くい

ま
ち

キ
ャ
ン

 
ま

ち
な

か
B
B
Q

、
テ

ン
ト

サ
ウ

ナ
、
体

験
コ

ー
ナ

ー
、
お

泊
り
キ

ャ
ン

プ
な

ど
 

3
 

東
京

都
 

世
田

谷
区

 
R

3
.2

.5
 

多
摩

川
河

川
敷

左
岸

、
兵

庫
島

公
園

の
一

部
 

多
摩

川
 

国
土

交
通

省
関

東
地

方
整

備
局

 

都
市

再
生

推
進

法
人

 

二
子

玉
川

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ツ

 

（
広

場
と
一

体
を

な

す
）

飲
食

施
設

、
ア

ウ
ト

ド
ア

オ
フ
ィ
ス

 

指
定

日
か

ら
令

和
６

年
度

ま
で

 
キ

ッ
チ

ン
カ

ー
事

業
、
ア

ウ
ト

ド
ア

オ
フ
ィ

ス
事

業
 

キ
ッ
チ

ン
カ

ー
事

業
：

（
土

日
）

キ
ッ

チ
ン

カ
ー

の
設

置
 

ア
ウ

ト
ド

ア
オ

フ
ィ
ス

事
業

：
（

平
日

）
テ

ン
ト

、
テ

ー
ブ

ル
、
チ

ェ
ア

等
の

設
置

 

4
 

千
葉

県
 

柏
市

 
（

現
在

協
議

中
で

指
定

前
）

 

千
葉

県
柏

土
木

事
務

所
 

（
一

財
）

柏
市

み
ど
り

の
基

金
 

ウ
ッ
ド

デ
ッ
キ

の
整

備
を

計
画

中
 

2-29



⑦
都
市
公
園
占
用
許
可
の
特
例
の
活
用
実
績

N
O

. 
占
用
主
体

 
開
始
年
度

 
終
了
年
度

 
公
園
管
理
者

 
実
施
事
業

 

1
 

(株
)ド

コ
モ

・
バ

イ
ク
シ

ェ
ア

 
H

2
8
 

R
5
 

横
浜

市
 

横
浜

都
心

部
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
事

業
 

2
 

姫
路

市
 

H
2
9
 

姫
路

市
 

姫
路

公
園

に
お

け
る

サ
イ

ク
ル

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

（
自

転
車

駐
車

器
具

）
の

整
備

 

3
 

栄
ミ
ナ

ミ
ま

ち
づ

く
り
(株

) 
H

3
0
 

名
古

屋
市

 
白

川
公

園
、
裏

門
前

公
園

に
て

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
を

設
置

 

4
 

(株
)ま

ち
づ

く
り
大

津
 

H
3
0
 

大
津

市
 

ま
ち

な
か

の
都

市
公

園
各

所
に

お
け

る
サ

イ
ク

ル
ポ

ー
ト

の
整

備
 

5
 

ユ
タ

カ
交

通
(株

) 
H

3
0
 

H
3
0
 

和
歌

山
市

 
ま

ち
な

か
の

都
市

公
園

各
所

に
お

け
る

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
の

整
備

 

6
 

江
東

区
、
民

間
事

業
者

 
H

3
0
 

R
9
 

江
東

区
 

ま
ち

な
か

の
都

市
公

園
各

所
に

お
け

る
サ

イ
ク

ル
ポ

ー
ト

の
整

備
 

7
 

雲
仙

市
 

H
3
0
 

雲
仙

市
 

園
児

の
野

外
遊

び
場

と
し

て
の

利
用

 

8
 

(一
社

)竹
芝

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
R

1
 

東
京

都
 

ラ
イ

ト
ア

ッ
プ

イ
ベ

ン
ト

 

9
 

国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所
 

R
1
 

三
豊

市
 

金
坂

公
園

内
の

温
泉

井
戸

内
に

観
測

装
置

を
設

置
し

て
歪

観
測

を
行

い
、

南
海

ト
ラ

フ
地

震
発

生
予

測
に

関
す

る
研

究
を

行
う
。
 

1
0
 

(株
)O

p
e
n
 S

tr
e
e
t 

R
2
 

千
葉

市
 

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

 

1
1
 

荒
川

区
 

R
2
 

R
6
 

荒
川

区
 

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

（
運

営
主

体
は

民
間

事
業

者
）

 

1
2
 

豊
中

市
 

R
2
 

R
7
 

豊
中

市
 

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

 

1
3
 

ト
ヨ
ノ
つ

な
が

る
W

E
マ

ー
ケ

ッ
ト

 
R

2
 

豊
能

町
 

マ
ル

シ
ェ
（

手
作

り
品

販
売

、
リ
サ

イ
ク
ル

品
販

売
、
各

店
舗

紹
介

、
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

の
場

と
し

て
利

用
）

 

1
4
 

福
岡

市
、
n
e
u
e
t(

株
) 

R
2
 

実
施

中
 

福
岡

市
 

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
の

設
置

 

1
5
 

交
通

事
業

者
等

 
R

2
 

R
6
 

宮
崎

市
 

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
設

置
 

★
1
6
 

八
王

子
市

 
R

3
 

R
5
 

八
王

子
市

 
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

の
実

施
運

営
 

★
1
7
 

大
田

区
 

R
5
 

R
6
 

大
田

区
 

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
サ

イ
ク

ル
事

業
の

実
施

運
営
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⑧
都
市
再
生
推
進
法
人
等
に
よ
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
提
案
実
績

N
O

. 
提
案
者

 
提
案
日

 
提
案
内
容

 

1
 

札
幌

大
通

ま
ち

づ
く
り
(株

) 
H

2
5
.1

.2
9
 

都
市

利
便

増
進

協
定

に
関

す
る

事
項

、
道

路
占

用
許

可
の

特
例

に
関

す
る

事
項

 

2
 

ま
ち

づ
く
り
福

井
(株

) 
H

2
5
.1

2
.1

9
 

道
路

占
用

許
可

の
特

例
に

関
す

る
事

項
 

3
 

(一
社

)グ
ラ

ン
フ
ロ

ン
ト

大
阪

Ｔ
Ｍ

Ｏ
 

H
2
6
.1

0
.1

5
 

都
市

再
生

整
備

計
画

 う
め

き
た

先
行

開
発

地
区

の
変

更
を

提
案

 

4
 

特
定

非
営

利
活

動
法

人
 
砂

山
バ

ン
マ

ツ
リ
 

H
2
7
.3

.1
 

砂
山

南
地

区
ま

ち
づ

く
り
の

整
備

に
つ

い
て

 

5
 

(一
財

)柏
市

ま
ち

づ
く
り
公

社
 

H
2
7
.1

2
.2

5
 

道
路

占
用

許
可

の
特

例
に

関
す

る
事

項
 

6
 

草
津

ま
ち

づ
く
り
(株

) 
H

2
8
.4

.2
0
 

都
市

利
便

増
進

協
定

の
締

結
に

つ
い

て
 

7
 

え
き

ま
ち

長
浜

(株
) 

H
2
8
.1

1
.2

8
 

都
市

利
便

増
進

協
定

に
関

す
る

事
項

、
都

市
再

生
整

備
歩

行
者

経
路

協
定

に
関

す
る

事
項

 

8
 

(一
財

)柏
市

み
ど
り
の

基
金

 
H

2
9
.2

.1
 

利
便

増
進

施
設

設
置

事
業

，
地

域
活

性
化

イ
ベ

ン
ト

運
営

事
業

，
歩

道
緑

化
事

業
 

9
 

(一
社

)荒
井

タ
ウ

ン
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 

H
2
9
.3

.7
 

民
間

が
公

園
内

に
運

動
施

設
を

設
置

し
、
そ

の
収

益
に

よ
っ
て

公
園

全
体

の
維

持
管

理
を

行
う
こ

と
で

、
魅

力
あ

る
公

園
空

間
の

創
出

や
ま

ち
の

交
流

・
賑

わ
い

づ
く
り
に

寄
与

 

1
0
 

(一
社

)新
虎

通
り
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
 

H
2
9
.1

0
.1

0
 

地
域

の
に

ぎ
わ

い
創

出
に

資
す

る
活

動
を

継
続

・
拡

大
す

る
た

め
の

、
道

路
占

用
の

特
例

制
度

活
用

 

1
1
 

(一
社

)グ
ラ

ン
フ
ロ

ン
ト

大
阪

T
M

O
 

H
2
9
.1

2
.1

2
 

前
計

画
（

H
2
5
～

H
2
9
 
年

度
）

を
継

承
し

た
都

市
再

生
整

備
計

画
案

を
提

案
（

期
間

：
H

3
～

R
4
 
年

）
 

1
2
 

(一
社

)ア
ー

バ
ン

デ
ザ

イ
ン

セ
ン

タ
ー

大
宮

 
H

2
9
.1

2
.2

6
 

都
市

利
便

増
進

協
定

制
度

の
活

用
 

1
3
 

栄
ミ
ナ

ミ
ま

ち
づ

く
り
(株

) 
H

3
0
.3

.1
 

デ
ジ

タ
ル

サ
イ

ネ
ー

ジ
事

業
、
有

料
駐

輪
場

事
業

、
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

、
ア

ー
チ

添
加

広
告

事
業

の
実

施
 

1
4
 

(一
社

)T
C
C
M

 
H

3
0
.5

.2
 

道
路

占
用

の
特

例
区

域
、
都

市
利

便
増

進
協

定
に

つ
い

て
 

1
5
 

(株
)ま

ち
づ

く
り
大

津
 

H
3
0
.6

.2
1
 

道
路

占
用

許
可

特
例

、
都

市
公

園
占

用
許

可
特

例
 
活

用
（

シ
ェ
ア

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
の

設
置

）
 

1
6
 

(一
社

)渋
谷

駅
前

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
H

3
0
.1

0
.1

 
都

市
利

便
増

進
施

設
の

一
体

的
な

整
備

・管
理

が
必

要
と
認

め
ら

れ
る

区
域

を
変

更
す

る
こ

と
に

よ
り
、
都

市
利

便
増

進
施

設
の

対
象

を
拡

大
し

、
渋

谷
区

と
都

市
再

生
推

進
法

人
と
で

連
携

し
て

快
適

な
歩

行
者

空
間

の
提

供
を

目
的

と
し

た
道

路
や

公
衆

便
所

等
公

共
空

間
の

維
持

管
理

を
実

施
 

1
7
 

ま
ち

づ
く
り
福

井
(株

) 
R

1
.1

2
.2

3
 

河
川

敷
地

占
用

許
可

の
特

例
制

度
の

活
用

 

1
8
 

(株
)町

田
ま

ち
づ

く
り
公

社
 

R
2
.3

.3
0
 

道
路

占
用

許
可

の
特

例
に

関
す

る
事

項
 

1
9
 

(一
社

)二
子

玉
川

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ツ

 
R

2
.7

.1
 

ま
ち

、
都

市
公

園
、
河

川
敷

が
一

体
と
な

っ
た

地
域

の
に

ぎ
わ

い
の

創
出

 
啓

発
活

動
等

に
よ

る
地

域
の

防
災

意
識

と
自

然
環

境
の

保
全

意
識

の
向

上
 

2
0
 

御
伝

鷹
ま

ち
づ

く
り
(株

) 
R

2
.7

.3
0
 

道
路

占
用

許
可

の
特

例
利

用
と
そ

れ
に

よ
る

食
事

施
設

等
の

設
置

 

2
1
 

(株
)街

づ
く
り
ま

ん
ぼ

う
 

R
3
.3

.1
8
 

都
市

再
生

整
備

計
画

の
素

案
の

提
案

 

2
2
 

倉
敷

市
阿

知
３

丁
目

東
地

区
市

街
地

再
開

発
事

業
区

域
内

 
あ

ち
て

ら
す

倉
敷

北
館

 
土

地
所

有
者

 
R

3
.3

.3
1
 

一
体

型
滞

在
快

適
性

等
向

上
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

 

2
3
 

(株
)ま

ち
づ

く
り
岡

崎
、
(株

)三
河

家
守

舎
 

R
3
.4

.1
 

道
路

占
用

許
可

の
特

例
及

び
都

市
利

便
増

進
協

定
に

関
す

る
記

載
に

つ
い

て
の

変
更

提
案

 

★
2
4
 

一
般

社
団

法
人

 
ま

ち
づ

く
り
府

中
 

R
3
.9

.1
 

府
中

駅
・
府

中
本

町
駅

周
辺

の
に

ぎ
わ

い
創

出
に

か
か

る
道

路
活

用
に

つ
い

て
 

2
5
 

錦
二

丁
目

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

(株
) 

R
3
.9

.2
2
 

錦
二

丁
目

地
区

へ
の

ウ
ォ
ー

カ
ブ

ル
区

域
の

指
定

 

2
6
 

(一
社

)伊
豆

長
岡

温
泉

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

 
R

3
.1

2
.1

1
 

民
間

施
設

の
拠

点
施

設
整

備
 

2
7
 

豊
田

ま
ち

づ
く
り
(株

) 
R

3
.1

2
.2

8
 

滞
在

環
境

の
向

上
に

資
す

る
環

境
整

備
等
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N
O

. 
提
案
者

 
提
案
日

 
提
案
内
容

 

★
2
8
 
一
般
社
団
法
人
日
本
橋
室
町
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 
R

4
.2

.1
2
 

地
区
内
の
住
民
、
就
業
者
、
来
訪
者
等
の
多
種
多
様
な
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
た
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
為
、
特
に
「
室
一
本
一
地
区
デ
ザ
イ

ン
ル
ー
ル
」
の
先
行
運
用
地
区
に
お
い
て
滞
在
快
適
性
工
場
区
域
を
設
定
し
、
ま
ち
の
賑
わ
い
と
快
適
に
過
ご
せ
る
空
間
を
整
備
す
る
。
 

2
9
 

(株
)神

戸
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
開
発
機
構

 
R

4
.7

.1
9
 

官
民
連
携
し
た
新
た
な
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
ま
ち
の
回
遊
性
の
向
上
を
整
備
方
針
に
掲
げ
た
整
備
計
画

 

★
3
0
 
一
般
社
団
法
人
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪

T
M

O
 

R
4
.8

.2
6
 

計
画
期
間

R
5
～

R
9
年
度
の
計
画
の
提
案

 

★
3
1
 
三
田
地
域
振
興
株
式
会
社

 
R

4
.1

0
.5

 
看
板
の
設
置
・
管
理
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
設
置
、
町
家
等
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
活
用

 

★
3
2
 
社
会
医
療
法
人
天
神
会

 
R

4
.1

1
.3

0
 

一
体
型
滞
在
快
適
性
等
向
上
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

 

★
3
3
 
一
般
社
団
法
人
新
虎
通
り
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 
R

4
.1

2
.2

6
 

第
3
期
都
市
再
生
整
備
計
画

 

ま
ち
な
か
ウ
ォ
ー
カ
ブ
ル
推
進
事
業
（
滞
在
環
境
向
上
に
向
け
た
社
会
実
験
、
休
憩
施
設
等
整
備
）
の
位
置
づ
け

 

★
3
4
 
ア
ド
バ
ン
ス
寝
屋
川
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

 
R

5
.3

.2
4
 

官
民
連
携
施
策
に
つ
い
て
友
呂
岐
緑
地
の
立
体
化
公
園
整
備
に
つ
い
て

 

★
3
5
 
一
般
社
団
法
人
ア
ー
バ
ン
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
大
宮

 
R

5
.4

.2
4
 

道
路
占
用
許
可
の
特
例
を
活
用
し
、
さ
い
た
ま
市
道

3
.3

.7
5
大
宮
中
央
通
線
の
大
宮
門
街
前
歩
道
部
に
、
購
買
・
飲
食
施
設
を
設
置
し
適
切
に
運
営
・
管
理
を
行

う
こ
と
で
、
賑
わ
い
の
創
出
を
図
る
。
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⑨
市
町
村
都
市
再
生
協
議
会
の
設
立
実
績

N
O

. 
協
議
会
名

 
構
成
員

 
自
治
体

 
設
立
年
度

 

1
 

田
名

部
ま

ち
な

か
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、

商
工

会
、
商

工
会

議
所

、
青

年
会

議
所

 
等

、
商

店
街

振
興

組
合

、
商

店
会

 
等

、
ま

ち
づ

く
り
会

社
等

（
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

や
地

域
の

活
性

化
等

に
取

組
む

法
人

、
ま

ち
づ

く
り
会

社
、

N
P
O

 
等

）
、
自

治
会

、
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会

 
青

森
県

む
つ

市
 

H
2
4
 

2
 

長
井

市
都

市
再

生
整

備
計

画
検

討
委

員
会

 
商

工
会

、
商

工
会

議
所

 
等

、
ま

ち
づ

く
り
会

社
等

（
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

や
地

域
の

活
性

化
等

に
取

組
む

法
人

、
ま

ち
づ

く
り
会

社
、

N
P
O

 
等

）
、
知

識
経

験
を

有
す

る
も

の
 

山
形

県
長

井
市

 
H

2
5
 

3
 

松
山

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
交

通
事

業
者

、
商

工
会

、
商

工
会

議
所

 
等

、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
ま

ち
づ

く
り
会

社
等

（
エ

リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

や
地

域
の

活
性

化
等

に
取

組
む

法
人

、
ま

ち
づ

く
り
会

社
、
N

P
O

 
等

）
 

愛
媛

県
松

山
市

 
H

2
5
 

4
 

土
佐

市
都

市
再

生
協

議
会

 
―

 
高

知
県

土
佐

市
 

H
2
6
 

5
 

五
泉

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、

交
通

事
業

者
、

商
店

街
振

興
組

合
、

商
店

会
 

等
、

金
融

機
関

、
社

会
福

祉
系

団
体

、
福

祉
法

人
 

等
、

医
療

系
団

体
、

医
療

機
関

 
等

、
観

光
系

団
体

、
観

光
事

業
者

 
等

、
農

業
系

団
体

 
等

、
市

議
会

、
不

動
産

、
環

境
、
教

育
、
景

観
・
文

化
財

 
新

潟
県

五
泉

市
 

H
2
7
 

6
 

宇
部

市
都

市
再

生
推

進
協

議
会

 
―

 
山

口
県

宇
部

市
 

H
2
7
 

7
 

高
知

市
都

市
再

生
協

議
会

 
大

学
、
学

識
経

験
者

、
市

民
 

高
知

県
高

知
市

 
H

2
7
 

8
 

飯
塚

市
地

域
連

携
都

市
政

策
協

議
会

 
―

 
福

岡
県

飯
塚

市
 

H
2
7
 

9
 

鯖
江

市
都

市
再

生
協

議
会

 
大

学
、
学

識
経

験
者

、
関

係
団

体
の

代
表

者
、
市

民
の

代
表

者
 

福
井

県
鯖

江
市

 
H

2
7
 

1
0
 

花
巻

市
都

市
再

生
協

議
会

 
―

 
岩

手
県

花
巻

市
 

H
2
7
 

1
1
 

熊
本

市
多

核
連

携
都

市
推

進
協

議
会

 
市

区
町

村
、
都

道
府

県
、

大
学

、
学

識
経

験
者

、
多

核
連

携
都

市
の

実
現

に
際

し
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
、

本
市

に
居

住
又

は
通

勤
通

学
す

る
者

で
公

募
の

う
え

選
任

さ
れ

た
も

の
 

熊
本

県
熊

本
市

 
H

2
7
 

1
2
 

水
戸

市
都

市
再

生
協

議
会

 
大

学
、
学

識
経

験
者

、
ま

ち
づ

く
り
協

議
会

等
（

エ
リ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

や
地

域
の

活
性

化
等

に
取

組
む

任
意

組
織

 
等

）
 

茨
城

県
水

戸
市

 
H

2
8
 

1
3
 

春
日

部
市

都
市

再
生

協
議

会
 

―
 

埼
玉

県
春

日
部

市
 

H
2
8
 

1
4
 

市
原

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
都

道
府

県
、
U

R
、
開

発
公

社
 
等

、
交

通
事

業
者

、
商

工
会

、
商

工
会

議
所

 
等

、
金

融
機

関
、
社

会
福

祉
系

団
体

、
福

祉
法

人
 
等

、
医

療
系

団
体

、
医

療
機

関
 
等

、
農

業
系

団
体

 
等

、
法

第
1
1
7

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

申
出

を
し

た
誘

導
施

設
等

整
備

民
間

事
業

者
で

あ
り
市

が
同

条
第

4
項

の
規

定
に

よ
り
当

該
申

出
に

応
じ

た
も

の
 

千
葉

県
市

原
市

 
H

2
8
 

1
5
 

竹
原

市
都

市
再

生
協

議
会

 
都

道
府

県
、
国

土
交

通
省

（
地

方
整

備
局

 
等

）
、
商

工
会

、
商

工
会

議
所

 
等

、
金

融
機

関
、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
社

会
福

祉
系

団
体

、
福

祉
法

人
 
等

、
建

築
士

、
市

民
 

広
島

県
竹

原
市

 
H

2
8
 

1
6
 

福
山

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
都

道
府

県
、
交

通
事

業
者

、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
社

会
福

祉
系

団
体

、
福

祉
法

人
 
等

、
医

療
系

団
体

、
医

療
機

関
 
等

、
経

済
 

広
島

県
福

山
市

 
H

2
8
 

1
7
 

府
中

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
交

通
事

業
者

、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
市

民
、
関

係
団

体
 

広
島

県
府

中
市

 
H

2
8
 

1
8
 

丸
亀

市
都

市
再

生
協

議
会

 
―

 
香

川
県

丸
亀

市
 

H
2
8
 

1
9
 

南
国

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
有

識
者

 
高

知
県

南
国

市
 

H
2
8
 

2
0
 

彦
根

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
都

道
府

県
、
商

工
会

、
商

工
会

議
所

 
等

、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
観

光
系

団
体

、
観

光
事

業
者

 
等

 
滋

賀
県

彦
根

市
 

H
2
8
 

★
2
1
 

市
原

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、

都
道

府
県

、
U

R
、

開
発

公
社

等
、

交
通

事
業

者
、

商
工

会
、

商
工

会
議

所
等

、
金

融
機

関
、

大
学

、
学

識
経

験
者

、
社

会
福

祉
系

団
体

、
福

祉
法

人
等

、
医

療
系

団
体

、
医

療
機

関
等

、
農

業
系

団
体

等
 

千
葉

県
市

原
市

 
H

2
8
 

2
2
 

秋
田

市
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
都

道
府

県
、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
関

係
団

体
、
市

民
団

体
 

秋
田

県
秋

田
市

 
H

2
9
 

2
3
 

直
方

市
都

市
再

生
協

議
会

 
―

 
福

岡
県

直
方

市
 

H
2
9
 

2
4
 

吉
岡

町
都

市
再

生
協

議
会

 
市

区
町

村
、
都

道
府

県
、
商

工
会

、
商

工
会

議
所

 
等

、
大

学
、
学

識
経

験
者

、
社

会
福

祉
系

団
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⑩滞在快適性等向上区域の設定実績 

NO. 区域名称 自治体名 区域設定年度 

1 まちなかウォーカブル区域 佐賀県佐賀市 R2 

2 まちなかウォーカブル区域 佐賀県基山町 R2 

3 ウォーカブルエリア 広島県福山市 R2 

4 田村駅周辺地区 滋賀県長浜市  R2 

5 関内・関外地区 神奈川県横浜市  R2 

6 小杉駅周辺地区 神奈川県川崎市 R2 

7 沼津駅周辺地区 静岡県沼津市 R2 

8 木更津駅周辺地区 千葉県木更津市 R2 

9 津久見地区 大分県津久見市 R2 

10 沖端水天宮周辺地区 福岡県柳川市 R2 

11 西鉄柳川駅周辺地区 福岡県柳川市 R2 

12 乙川リバーフロント QURUWA 戦略地区 愛知県岡崎市 R2 

13 刈谷駅周辺地区滞在快適性等向上区域 愛知県刈谷市 R2 

14 綾まちなかウォーカブル区域 宮崎県綾町 R2 

15 清水・祇園地区 京都府京都市 R2 

16 熊本市中心市街地地区 熊本県熊本市 R2 

17 名称なし（広島都心地区（Ⅱ期）） 広島県広島市 R2 

18 滞在快適性等向上区域 広島県尾道市 R2 

19 滞在快適性等向上区域 香川県宇多津町 R2 

20 善通寺市中心市街地地区 香川県善通寺市 R2 

21 都市計画道路 氷川緑道西通線 埼玉県さいたま市 R2 

22 滞在快適性等向上区域（大宮駅周辺地区（第 2 期）） 埼玉県さいたま市  R2 

23 リージョン・コア YOKKAICHI 地区 三重県四日市市 R2 

24 草津駅周辺都市機能誘導区域 滋賀県草津市 R2 

25 霧島市国分中央地区(第 3 期) 鹿児島県霧島市 R2 

26 長岡市中心市街地地区 新潟県長岡市 R2 

27 川崎駅周辺地区 神奈川県川崎市 R2 

28 幕張新都心地区 千葉県千葉市 R2 

29 JR 東貝塚駅西側地区滞在快適性向上区域 大阪府貝塚市 R2 

30 高石駅周辺地区 大阪府高石市  R2 

31 JR 三重町駅周辺地区 大分県豊後大野市 R2 

32 滞在快適性等向上区域 桜井駅南地区 奈良県桜井市 R2 

33 小倉都心地区 福岡県北九州市 R2 

34 須賀川南部地区 福島県須賀川市 R2 

35 神戸都心ウォーターフロント地区（第 2 期） 兵庫県神戸市 R2 

36 湯の川地区 北海道函館市 R2 

37 まちなかウォーカブル区域 茨城県境町 R2 

38 特に名称なし(小山市中心拠点地区内) 栃木県小山市 R2 

39 滞在快適性等向上区域(町田駅周辺地区) 東京都町田市 R2 

40 滞在快適性等向上区域(豊田都心地区) 愛知県豊田市 R2 

41 ウォーカブル区域(三河安城マチナカ協創地区) 愛知県安城市 R2 

42 枚方市駅周辺地区 大阪府枚方市 R2 

★43 姫路城周辺地区 兵庫県姫路市 R2 

★44 まちなかウォーカブル区域（栄・伏見・大須地区） 愛知県名古屋市 R2 

★45 霧島市国分中央地区(第 4 期) 鹿児島県霧島市 R2 

★46 青森駅周辺地区 青森県青森市 R2 

★47 青森操車場跡地周辺地区 青森県青森市 R2 

★48 富山駅北ブールバール地区 富山県富山市 R2 

★49 富山市八尾地区 富山県富山市 R2 

★50 滞在快適性等向上区域 北海道北広島市 R3 

51 蓮田市中心市街地地区 埼玉県蓮田市 R3 

52 錦二丁目地区 愛知県名古屋市 R3 

53 倉敷市阿知３丁目東地区市街地再開発事業地区（あちてらす倉敷） 岡山県倉敷市 R3 
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NO. 区域名称 自治体名 区域設定年度 

54 石巻かわまちエリア滞在快適性等向上区域 宮城県石巻市 R3 

55 滞在快適性等向上区域 群馬県前橋市 R3 

56 武雄市武雄温泉駅周辺地区 佐賀県武雄市 R3 

57 滞在快適性等向上区域（浦和駅西口周辺地区） 埼玉県さいたま市  R3 

58 滞在快適性等向上区域（岩槻駅周辺地区） 埼玉県さいたま市  R3 

59 まちなかウォーカブル区域 三重県熊野市 R3 

60 金谷都市拠点地区ウォーカブル区域 青森県むつ市 R3 

61 田名部まちなか地区ウォーカブル区域 青森県むつ市 R3 

62 まちなかウォーカブル区域 青森県弘前市  R3 

63 名称は特になし（駿府ふれあい地区の区域内） 静岡県静岡市 R3 

64 あべの筋周辺地域 大阪府大阪市 R3 

65 うめきた２期地区 大阪府大阪市 R3 

66 なんば駅周辺地域、 大阪府大阪市 R3 

67 正蓮寺川周辺地区 大阪府大阪市 R3 

68 長居駅周辺地区 大阪府大阪市 R3 

69 角盤町周辺地区 鳥取県米子市 R3 

70 米子駅周辺地区 鳥取県米子市 R3 

71 池袋地区 東京都豊島区 R3 

72 富山駅北ブールバール地区 富山県富山市 R3 

73 小倉都心地区 福岡県福岡市 R3 

74 東田地区 福岡県北九州市 R3 

75 北広島市ボールパーク地区 北海道北広島市 R3 

76 滞在快適性等向上区域 和歌山県和歌山市  R3 

77 滞在快適性等向上区域(仙台都心地区) 宮城県仙台市 R3 

78 滞在快適性等向上区域(南栗橋 8 丁目周辺地区) 群馬県久喜市 R3 

79 滞在快適性等向上区域(祐天寺駅周辺地区) 東京都目黒区 R3 

80 八日市駅前地区滞在快適性等向上区域 滋賀県東近江市 R3 

81 滞在快適性等向上区域(古川橋駅周辺地区) 大阪府門真市 R3 

82 滞在快適性等向上区域(阪神大物駅周辺地区) 兵庫県尼崎市 R3 

83 滞在快適性等向上区域(仏生山地区) 香川県髙松市 R3 

84 中心拠点再生地区 愛媛県松山市 R3 

85 ウォーカブル区域(大野城市中心市街地地区) 福岡県大野城市 R3 

86 滞在快適性等向上区域(日本橋一之部地区) 東京都中央区 R3 

87 滞在快適性等向上区域(村岡新駅周辺地区) 神奈川県藤沢市 R3 

88 快適滞在性等向上区域(伊豆長岡地区) 静岡県伊豆の国市 R3 

89 滞在快適性等向上区域(室戸阿南海岸国定公園美波町日和佐地区) 徳島県美波町 R3 

★90 まちなかウォーカブル区域（中川運河にぎわいゾーン地区） 愛知県名古屋市 R3 

91 岡山都心地区 岡山県岡山市 R4 

92 天岩戸地区 宮崎県高千穂町 R4 

93 水都大阪再生地区 大阪府大阪市 R4 

94 駅北にぎわい区域、歴史探訪(光秀とめぐる)区域 京都府福知山市 R4 

★95 荒尾駅周辺地区 熊本県荒尾市 R４ 

★96 呉駅周辺地区 広島県呉市 R４ 

★97 三郷中央駅周辺地区 埼玉県三郷市 R４ 

★98 潜在快適性等向上区域（守山市南部［第２期］地区） 滋賀県守山市 R４ 

★99 湖の辺のまち長浜未来ビジョン地区 滋賀県長浜市 R４ 

★100 鹿児島市中心市街地地区 鹿児島県鹿児島市 R４ 

★101 塩沢地区まちなかウォーカブル区域 新潟県南魚沼市 R４ 

★102 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区 神奈川県川崎市 R４ 

★103 八戸市中心拠点界隈地区 青森県八戸市 R４ 

★104 藤枝旧市街地地区 静岡県藤枝市 R４ 

★105 阪急池田駅周辺地区 大阪府池田市 R４ 

★106 中込地区 長野県佐久市 R４ 

★107 狛江駅周辺地区 東京都狛江市 R４ 
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NO. 区域名称 自治体名 区域設定年度 

★108 滞在快適性等向上区域 福岡県久留米市 R４ 

★109 渋谷駅周辺地区 東京都渋谷区 R４ 

★110 環状第二号線周辺地区 東京都港区 R４ 

★111 滞在快適性等向上区域 愛知県一宮市 R5 

★112 木之本宿地区 滋賀県長浜市 R5 

★113 城ヶ島西部地区 神奈川県三浦市 R5 

★114 佐世保中央地区 長崎県佐世保市 R5 

★115 調布・布田・国領駅周辺地区 東京都調布市 R5 

★116 六本木・虎ノ門地区 東京都港区 R5 

★117 大手町・丸の内・有楽町地区 東京都千代田区 R5 
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⑪交付対象事業を含まない都市再生整備計画の策定実績 

NO. 都道府県 市区町村 地区名 策定年月 活用する官民連携制度 対象施設等 

1 大阪府 大阪市 うめきた先行開発地区 
H24.10・

H30.2 

道路占用許可の特例、都市

利便増進協定 

広告板・バナー広告、オープンカフ

ェ・売店等（食事施設・購買施

設） 

2 岡山県 岡山市 岡山駅東口地区 H25.3 道路占用許可の特例 ― 

3 兵庫県 神戸市 
神戸都心・ウォーターフ

ロント地区 
H26.8 道路占用許可の特例 

道路（歩道） 

4 千葉県 千葉市 千葉都心地区 H26.9 道路占用許可の特例 
広告塔又は看板 食事施設、購買

施設又はこれらに類する施設 

5 東京都 新宿区 新宿駅周辺地区 H28.4 道路占用許可の特例 ― 

6 千葉県 柏市 北柏周辺地区 H28.12 都市利便増進協定 食事施設並びに広告板の設置 

7 宮城県 仙台市 荒井東地区 H29.3 都市利便増進協定 荒井東１号公園 

8 東京都 港区 
環状第二号線周辺地

区（第 2 期） 
H30.3 道路占用許可の特例 

食事施設・購買施設等、広告塔・

看板 

9 愛知県 名古屋市 栄・伏見・大須地区 H30.3 

道路占用許可の特例、都市

公園占用許可の特例、都市

利便増進協定※令和 2 年

10 月末現在、計画変更に伴

い補助対象事業を含む 

― 

10 東京都 渋谷区 渋谷駅周辺地区 H30.11 
道路占用許可の特例、都市

利便増進協定 

公衆便所・広告物・コインロッカー・

カフェ及び観光案内所・バス定期券

発売所及びバス案内所・道路通行

空間 

11 東京都 江東区 
江東区コミュニティサイク

ル推進地区 
H30.11 都市公園占用許可の特例 

サイクルポート 

12 兵庫県 神戸市 
神戸ハーバーランド地

区(第 2 期) 
H31.2 

道路占用許可の特例、都市

利便増進協定 

※令和 2 年 10 月末現在、

計画変更に伴い補助対象事

業を含む 

道路（歩道）、地下道 

13 千葉県 柏市 
柏中央地区（第 2

期） 
H31.3 道路占用の特例制度 

食事施設並びに広告版の設置 

14 神奈川県 横浜市 
横浜市コミュニティサイク

ル推進地区 
H31.4 

都市公園占用許可の特例 

道路占用許可の特例 

道路・公園 

15 千葉県 千葉市 
千葉市シェアサイクル推

進地区 
R2.1 都市公園占用許可の特例 

自転車駐車器具（ステーション） 

16 東京都 世田谷区 二子玉川駅周辺地区 R2.10 河川敷地占用許可の特例 飲食施設等 

17 宮崎県 宮崎市 
宮崎市シェアサイクル推

進地区 
R2.12 

道路占用許可特例、都市公

園占用許可特例 

サイクルポート(自転車駐車器具) 

18 東京都 荒川区 シェアサイクル推進地区 R3.1 都市公園占用許可特例 サイクルポート 

★19 沖縄県 那覇市 
都市再生整備計画 

まちなか商店街地区 
R3.2 

道路占用許可の特例（予

定） 
 

20 大阪府 豊中市 
豊中市シェアサイクル推

進地区 
R3.3 

道路占用許可特例、都市公

園占用許可特例 

自転車駐車器具 

★21 兵庫県 尼崎市 
尼崎市コミュニティサイク

ル推進地区 
R3.4 都市公園占用許可特例  

22 東京都 八王子市 
八王子市シェアサイクル

推進地区 
R3.4  都市公園占用許可特例 

シェアサイクル事業の推進 

23 大阪府 大阪市 梅田１丁目地区 R3.9 道路占用許可特例制度 
広告板、オープンカフェ等（食事施

設・購買施設） 

24 兵庫県 神戸市 
神戸ウォーターフロント

地区 
R4.8 都市利便増進協定 

公共空間、駐車場、広告塔、看

板、展望施設、夜間景観形成施

設 

★25 東京都 大田区 
大田区コミュニティサイク

ル推進地区 
R5.2 都市公園占用許可特例  

★26 東京都 府中市 
府中駅・府中本町駅

周辺地区 
R5.4 都市利便増進協定（予定）  

★27 愛知県 名古屋市 金山駅周辺地区 R5.5 都市利便増進協定  
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問 1-2 滞在快適性等向上区域（まちなかウォーカブル区域）で活用可能となる制度等 

 

①一体型滞在快適性向上事業の活用実績 

NO. 都道府県 市区町村 実施主体 開始年度 終了年度 活用制度 実施事業 

1 福島県 須賀川市 
株式会社テダソ

チマ 
令和 2 年度 令和 2 年度 

民地のオープンス

ペース化に係る

事業 

区域内の公共施設に

隣接した民間空地を広

場として整備した。 

広場は公共施設と一

体的な活用が可能であ

り、人々の滞在空間と

なっている。 

2 兵庫県 神戸市 
阪急電鉄株式

会社 
令和 2 年度 令和 5 年度 

ウォーカブル推進

税制 

公共施設と一体となっ

た広場空間の再整備

（阪急神戸三宮駅西

口） 

3 神奈川県 川崎市 東急株式会社 令和２年度 令和２２年度 

都市公園リノベ

ーション協定制

度、ウォーカブル

推進税制、まち

なかウォーカブル

推進事業（補

助金） 

公園と駅の分断解消

及び舗装整備による歩

行者空間の創出 

4 岡山県 倉敷市 

倉敷市阿知３

丁目東地区市

街地再開発事

業区域内 あち

てらす倉敷北館 

土地所有者 

令和 3 年度 令和 7 年度 
都市再生整備

計画の提案 

・民地の歩行空間とし

ての提供 

・ウッドデッキ・芝生によ

る民有地広場化 

5 広島県 広島市 
広島駅南口開

発㈱ 
令和３年度 令和７年度 

まちなかウォーカ

ブル推進事業 

民間ビル（エールエール

Ａ館）内通路及び東

部河岸緑地ペデストリ

アンデッキ整備 

6 静岡県 静岡市 静活株式会社 令和３年度 

令和８年度

（都市再生整

備計画最終年

度まで） 

ウォーカブル推進

税制 

店舗全面の広場化、

休憩スペースの整備 

★7 青森県 むつ市 
むつまちづくり株

式会社 
令和 3 年度 令和 6 年度 

まちなかウォーカ

ブル推進事業 

商業施設の沿道１階

部分のガラス張り化、商

業施設内外への滞在・

交流空間の整備 

民有地（誘導施設外

構）の広場化 

★8 兵庫県 尼崎市 
阪神電気鉄道

株式会社 
令和 5 年度  

公園施設設置

管理協定制度 

阪神尼崎駅及びこれに

隣接する中央公園にお

いて、駅舎と公園間の

歩行空間の確保、 

都市公園と一体的な

休憩施設の整備 

★9 福岡県 久留米市 
社会医療法人

天神会 
令和 5 年度 令和 8 年度 

都市再生整備

計画の提案 

医療施設と都市計画

公園が一体となったオー

プンスペースの創出 

医療施設周辺の安心・

安全な歩行空間の創

出 
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NO. 都道府県 市区町村 実施主体 開始年度 終了年度 活用制度 実施事業 

★10 東京都 港区 森ビル 令和 5 年度   

一体型滞在快

適性等向上事

業 

歩行者空間・オープンス

ペースの整備 

エリアマネジメント活動

の実施 

 

②公園施設設置管理協定制度の活用実績 

NO. 
都道

府県 

市区 

町村 

公園 

名称 

公園 

管理者 

協定 

締結者 

協定 

締結日 

協定 

終了日 

滞在快適

性等向上

公園施設の

内容 

特定公園

施設の 

内容 

公園利便

増進施設

等（自転

車駐輪

場、看

板、広告

等）の設

置の有無 

建蔽率

特例の

活用の

有無 

1 
神奈

川県 
川崎市 

こすぎコ

アパー

ク 

東急株

式会社 

川崎市、

東急株式

会社 

令和 3

年 3 月

10 日 

令和

23 年 3

月 9 日 

飲食・食物

販も可能な

休養施設 

ベンチ、植

栽等 
無 無 

★2 
兵庫

県 
尼崎市 

中央公

園 
尼崎市 

阪神電気

鉄道株式

会社 

令和 5

年 3 月

31 日 

令和

25 年 3

月 31

日 

飲食も可能

な休養施設 

園路、ベ

ンチ、植

栽、芝生

広場等 

有 有 

★3 
宮城

県 
仙台市 

荒井東

1 号公

園（予

定） 

仙台市

（予

定） 

一般社団

法人荒井

タウンマネ

ジメント

（予定） 

  

公園内に看

板設置予

定（詳細・

時期ともに

未定） 

    

 

 

 



③
都
市
再
生
整
備
計
画
に
お
け
る
路
外
駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
の
基
準
の
策
定
実
績

N
O

. 
都
道
府
県

 
市
区
町
村

 
策
定
年
月
日

 
運
用
開
始
年
月
日

 
運
用
終
了
年
月
日

 
内
容

 
場
所

 
特
定
路
外
駐
車
場
の
規
模

 

1
 

熊
本

県
 

熊
本

市
 

令
和

4
年

9
月

3
0

日
 

令
和

4
年

1
0

月
1

日
 

- 
※

別
表

参
照

 
滞

在
快

適
性

等
向

上
区

域
 

駐
車

マ
ス

の
合

計
が

5
0

㎡
以

上
 

          ※
別

表
 

・
駐

車
場

法
の

出
入

口
基

準
を

準
用

 

・
出

入
口

は
横

断
歩

道
か

ら
5
m

を
超

え
た

部
分

に
設

置
す

る
こ

と
 

・
歩

行
者

を
視

認
で

き
る

視
距

を
確

保
す

る
こ

と
 

・
歩

道
に

面
す

る
場

合
は

、
出

入
口

を
集

約
し

た
構

造
と
し

、
出

入
口

の
幅

を
6
m

以
内

と
す

る
こ

と
 
な

ど
 

（
詳

細
）

 

都
市

再
生

特
別

措
置

法
第

6
2

条
の

9
第

1
項

に
規

定
す

る
特

定
路

外
駐

車
場

の
出

入
口

に
関

す
る

技
術

的
基

準
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。
た

だ
し

、
駐

車
場

の
敷

地
の

形
状

等
の

理
由

か
ら
、
車

両
の

出
入

口
の

設
置

が
困

難
な

場
合

は
、
こ

の
限

り

で
な

い
。
 

一
 
次

に
掲

げ
る

道
路

又
は

そ
の

部
分

に
設

け
て

は
な

ら
な

い
。
 

イ
 
道

路
交

通
法

第
４

４
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
道

路
の

部
分

 

ロ
 
横

断
歩

道
橋

（
地

下
横

断
歩

道
を

含
む

。
）

の
昇

降
口

か
ら

５
メ
ー

ト
ル

以
内

の
道

路
の

部
分

 

ハ
 
幼

稚
園

、
小

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
特

別
支

援
学

校
、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど
も

園
、
保

育
所

、
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
、
児

童
心

理
治

療
施

設
、
児

童
公

園
、
児

童
遊

園
又

は
児

童
館

の
出

入
口

か
ら

２
０

メ
ー

ト
ル

以
内

の
部

分
（

当

該
出

入
口

に
接

す
る

柵
の

設
け

ら
れ

た
歩

道
を

有
す

る
道

路
及

び
当

該
出

入
口

に
接

す
る

歩
道

を
有

し
、
か

つ
、
縁

石
線

又
は

柵
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

工
作

物
に

よ
り
車

線
が

往
復

の
方

向
別

に
分

離
さ

れ
て

い
る

道
路

以
外

の
道

路
に

あ
つ

て
は

、
当

該
出

入
口

の
反

対
側

及
び

そ
の

左
右

２
０

メ
ー

ト
ル

以
内

の
部

分
を

含
む

。
）

 

ニ
 
橋

 

ホ
 
幅

員
が

４
メ

ー
ト

ル
未

満
の

道
路

 

ヘ
 
縦

断
勾

配
が

１
０

パ
ー

セ
ン

ト
を

超
え

る
道

路
 

二
 
特

定
路

外
駐

車
場

の
前

面
道

路
が

二
以

上
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
歩

行
者

の
通

行
に

著
し

い
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

の
あ

る
と
き

そ
の

他
特

別
の

理
由

が
あ

る
と
き

を
除

き
、
そ

の
前

面
道

路
の

う
ち

自
動

車
交

通
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

少
な

い
道

路
に

設
け

る
こ

と
。
 

三
 
自

動
車

の
出

口
又

は
入

口
に

お
い

て
、
自

動
車

の
回

転
を

容
易

に
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
き

は
、
隅

切
り
を

す
る

こ
と
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
切

取
線

と
自

動
車

の
車

路
と
の

角
度

及
び

切
取

線
と
道

路
と
の

角
度

を
等

し
く
す

る
こ

と
を

標
準

と
し

、
か

つ
、

切
取

線
の

長
さ

は
、
１

．
５

メ
ー

ト
ル

以
上

と
す

る
こ

と
。
 

四
 
自

動
車

の
出

口
付

近
の

構
造

は
、
当

該
出

口
か

ら
、

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

路
外

駐
車

場
又

は
そ

の
部

分
の

区
分

に
応

じ
、
当

該
イ

又
は

ロ
に

定
め

る
距

離
後

退
し

た
自

動
車

の
車

路
の

中
心

線
上

１
．

４
メ

ー
ト

ル
の

高
さ

に
お

い
て

、
道

路
の

中
心

線

に
直

角
に

向
か

つ
て

左
右

に
そ

れ
ぞ

れ
６

０
度

以
上

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
当

該
道

路
を

通
行

す
る

者
の

存
在

を
確

認
で

き
る

よ
う
に

す
る

こ
と
。
 

 
イ

 専
ら

大
型

自
動

二
輪

車
及

び
普

通
自

動
二

輪
車

（
い

ず
れ

も
側

車
付

き
の

も
の

を
除

く
。
以

下
「
特

定
自

動
二

輪
車

」
と
い

う
。
）

の
駐

車
の

た
め

の
路

外
駐

車
場

又
は

路
外

駐
車

場
の

専
ら

特
定

自
動

二
輪

車
の

駐
車

の
た

め
の

部
分

（
特

定
自

動
二

輪
車

以
外

の
自

動
車

の
進

入
を

防
止

す
る

た
め

の
駒

止
め

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
工

作
物

に
よ

り
特

定
自

動
二

輪
車

以
外

の
自

動
車

の
駐

車
の

た
め

の
部

分
と
区

分
さ

れ
た

も
の

に
限

る
。
）

 
１

．
３

メ
ー

ト
ル

 

 
ロ

 
そ

の
他

の
路

外
駐

車
場

又
は

そ
の

部
分

 
２

メ
ー

ト
ル

 

五
 
二

か
ら

四
ま

で
の

規
定

は
、
自

動
車

の
出

口
又

は
入

口
を

道
路

内
に

設
け

る
場

合
に

お
け

る
当

該
自

動
車

の
出

口
（

出
口

付
近

を
含

む
。
）

又
は

入
口

に
つ

い
て

は
、
適

用
し

な
い

。
 

六
 
歩

道
（

道
路

構
造

令
第

２
条

第
一

号
に

規
定

す
る

歩
道

を
い

う
。
）

又
は

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

（
道

路
法

第
４

８
条

の
１

４
第

２
項

に
規

定
す

る
自

転
車

歩
行

者
専

用
道

路
）

又
は

歩
行

者
専

用
道

路
（

道
路

法
第

４
８

条
の

１
４

第
２

項
に

規
定

す
る

歩
行

者
専

用
道

路
）

に
面

し
て

出
入

口
を

設
置

す
る

場
合

は
、
次

に
掲

げ
る

構
造

と
す

る
こ

と
。
 

イ
 
出

入
口

を
集

約
し

た
構

造
と
し

、
幅

を
６

メ
ー

ト
ル

以
下

と
す

る
こ

と
。
（

駐
車

マ
ス

か
ら

直
接

出
入

り
を

行
う
ハ

ー
モ

ニ
カ

構
造

の
禁

止
）

 

 
ロ

 
自

動
車

の
出

入
口

以
外

の
部

分
か

ら
、
自

動
車

の
出

入
り
が

で
き

な
い

構
造

と
す

る
こ

と
。
 

（
参

考
）

特
定

路
外

駐
車

場
の

規
模

は
5
0

平
方

メ
ー

ト
ル

と
す

る
。
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④都市再生整備計画における駐車場出入口制限道路の指定実績 

実績報告なし 

 

⑤都市再生整備計画における集約駐車施設の位置及び規模の指定実績 

実績報告なし 

 

⑥普通財産の活用実績 

実績報告なし 
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問 1-3 中心市街地整備推進機構 

 

中心市街地整備推進機構の概要 

NO. 都道府県 市区町村 団体名 設立年月日 法人形態 ホームページアドレス 

1 北海道 帯広市 
特定非営利活動法人 

十勝まちづくり住の会 
平成 16 年 1 月 30 日 NPO 法人 － 

2 青森県 弘前市 
NPO コミュニティネットワ

ークキャスト 
平成 12 年 4 月 12 日 

特定非営利活動

法人 

https://npocast.jpn.

org/ 

3 秋田県 秋田市 秋田市総合振興公社 平成 17 年 4 月 1 日 公益財団法人 
http://www.akita-so
usin.or.jp/ 

4 山形県 山形市 
一般財団法人 山形

市都市振興公社 

昭和 38 年２月 16 日
設立 

平成 19 年 11 月 22 日
指定 

一般財団法人 － 

5 山形県 長井市 
置賜地域地場産業振

興センター 
昭和 60 年 12 月 13 日 一般財団法人 https://jibasan.com/ 

6 栃木県 宇都宮市 

特定非営利活動法人

宇都宮まちづくり推進
機構 

平成 11 年 10 月５日 
特定非営利活動
法人 

https://www.machid
ukuri.org/ 

7 群馬県 高崎市 
一般財団法人高崎市

都市整備公社  
昭和 60 年 12 月 2 日  一般財団法人  

http://toshiseibi-tak

asaki.jp/  

8 埼玉県 蕨市 
一般社団法人蕨市に
ぎわいまちづくり連合会 

平成 22 年 7 月 16 日 一般社団法人 

http://www.warabi.

ne.jp/~machiren/ind
ex.html 

9 千葉県 木更津市 
一般社団法人まちづく

り木更津 
令和元年 7 月 30 日 一般社団法人 

kisarazu-machizukur

i.com 

10 千葉県 柏市 

財団法人柏市振興公

社（現：一般財団法
人柏市まちづくり公
社） 

昭和 37 年 1 月 1 日 
財団法人 
（現：一般財団

法人） 

http://www.kashiwa
-machidukuri.or.jp/ 

11 新潟県 長岡市 
特定非営利活動法人
ながおか未来創造ネット
ワーク 

平成 26 年 5 月 26 日 
特定非営利活動

法人 
https://ao-re.jp 

12 長野県 木曽町 
株式会社 まちづくり木
曽福島 

平成 15 年６月 27 日 株式会社 
https://tmokiso.com
/company/ 

13 岐阜県 岐阜市 
一般財団法人岐阜市
にぎわいまち公社 

平成 18 年 8 月 11 日 一般財団法人 
http://www.gifu-nigi
wai.org/blog/ 

14 静岡県 静岡市 
公益財団法人 静岡
市まちづくり公社 

昭和 16 年 7 月 17 日 公益財団法人 
https://s-ppc.com/in
dex.html 

15 大阪府 茨木市 
一般社団法人茨木市

観光協会 
平成 27 年７月 10 日 一般社団法人 

http://www.ibaraki-

kankou.or.jp/ 

16 鳥取県 米子市 
特定非営利活動法人

まちなかこもんず 
平成 19 年 9 月 25 日 

特定非営利活動

法人 
－ 

17 島根県 松江市 松江市観光振興公社 昭和 45 年 11 月 10 日 公益財団法人 
https://www.matsue
-horikawameguri.jp/

company 

18 高知県 高知市 高知市都市整備公社 

平成６年３月 30 日

（設立） 
平成 23 年 10 月 20 日
（指定） 

公益財団 kochishi-ts.or.jp 

19 佐賀県 佐賀市 
特定非営利活動法人
まちづくり機構ユマニテさ
が 

平成 21 年 10 月 14 日 NPO 法人 
https://humanite.sa

gafan.jp/ 

20 沖縄県 沖縄市 
特定非営利活動法人
まちづくり NPO コザま

ち社中 

平成 20 年 10 月 6 日 NPO 法人 http://koza-npo.com 
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② 「２．都市再生推進法人の指定および連携等に関する実態調査」 

 

問 2-１ 都市再生推進法人の指定に関する「要綱・要領」等の策定の状況 

■設問 

貴団体における都市再生推進法人の指定に関する「要綱・要領」等の策定状況について、該当するもの

（一つ）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

都市再生推進法人の指定に関する「要綱・要領」等を策定している市区町村は 71 であり、回答数

の 5.9％である。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,200（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 要綱・要領等
を策定している 

71  5.9% 

2 要綱・要領等
を策定していない 

1,129  94.1% 

合計 1,200  100.0% 
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■設問 

「1」と回答した場合は、要綱・要領等の名称を記入してください。 

要綱・要領等の PDFデータ（スキャン等で構いません）を添付してください。 

 

■回答 

都市再生推進法人の指定に関する「要綱・要領」については、表 2.1-6 に示すように 17 団体から

提出があった。 

 

表 2.1-6 都市再生推進法人の指定等に関する要綱・要領 

NO. 都道府県 市区町村 名称 施行年月日 
本調査で
提出 

備考 

1 北海道 札幌市 
札幌市都心における都市再生推進法人の指定

等に関する事務取扱要綱 
平成 27 年 11 月 5 日 

 
  

2 青森県 むつ市 
むつ市都市再生推進法人の指定等に関する事

務取扱要綱 
平成 27 年 4 月 13 日 ○   

3 岩手県 大船渡市 
大船渡市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

不明 
 

  

4 宮城県 仙台市 
仙台市都市再生推進法人の指定に関する事
務取扱要綱 

平成 27 年 9 月 17 日 
 

  

5 宮城県 石巻市 
石巻市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 4 年 10 月 1 日 ○   

6 福島県 郡山市 
郡山市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 4 年 10 月 1 日 ○   

7 茨木県 牛久市 
牛久市都市再生整備推進法人の指定等に関

する事務取扱要綱 
平成 25 年 8 月 12 日 

 
  

8 群馬県 前橋市 
前橋市都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
平成 30 年 11 月 30 日 

 
  

9 埼玉県 さいたま市 
さいたま市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

令和 3 年 4 月 1 日 ○   

10 埼玉県 川越市 
川越市中心市街地地区における都市再生整
備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 

平成 24 年 5 月 10 日 
 

  

11 埼玉県 熊谷市 
熊谷市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 4 年 12 月 7 日 ○   

12 埼玉県 川口市 
川口市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 30 年 7 月 1 日 
 

  

13 埼玉県 寄居町 
寄居町都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
不明 

 
  

14 千葉県 柏市 
柏市都市再生推進法人の指定等に関する要

綱 
平成 26 年 8 月 1 日 ○ 

事務取扱

要綱以外 

15 千葉県 市原市 
市原市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 2 年 3 月 4 日 ○   

16 東京都 港区 
港区都市再生推進法人の指定等に関する事
務取扱要綱 

平成 29 年 10 月 1 日 
 

  

17 東京都 目黒区 
目黒区都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 28 年 5 月 2 日 
 

  

18 東京都 世田谷区 
世田谷区都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

令和 1 年 12 月 1 日 
 

  

19 東京都 渋谷区 
渋谷駅周辺地域における都市再生推進法人の

指定等に関する事務取扱要綱 
平成 30 年 3 月 14 日 

 
  

20 東京都 町田市 
町田市都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要領 
令和 1 年 5 月 1 日 

 

事務取扱

要綱以外 

21 新潟県 新潟市 
新潟市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 1 年 7 月 1 日 
 

  

22 新潟県 上越市 
上越市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 1 年 7 月 1 日 
 

  

23 富山県 富山市 
富山市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 30 年 7 月 17 日 
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NO. 都道府県 市区町村 名称 施行年月日 
本調査で
提出 

備考 

24 福井県 福井市 
福井市都市再生整備推進法人の指定等に関
する事務取扱要綱 

平成 25 年 3 月 11 日 
 

  

25 長野県 飯田市 
飯田市都市再生整備推進法人の指定等に関
する事務取扱要領 

平成 24 年 2 月 15 日 ○   

26 長野県 飯田市 
飯田市都市再生整備推進法人公募 審査基

準及び内容 
平成 24 年 3 月 27 日 

 

事務取扱

要綱以外 

27 静岡県 静岡市 
静岡市都市再生推進法人の指定等に関する

規則 
平成 30 年 4 月 1 日 

 

事務取扱

要綱以外 

28 静岡県 浜松市 
浜松市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 3 年 4 月 1 日 ○   

29 愛知県 名古屋市 
名古屋市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

平成 30 年 4 月 1 日 
 

  

30 愛知県 岡崎市 
岡崎市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 31 年 3 月 8 日 
 

  

31 愛知県 春日井市 
春日井市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

平成 30 年 4 月 1 日 
 

  

32 愛知県 豊田市 
豊田市都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
平成 30 年 2 月 19 日 

 
  

33 愛知県 西尾市 
西尾市都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
令和 4 年 4 月 1 日 ○   

34 愛知県 東海市 
東海市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 27 年 1 月 9 日 
 

  

35 三重県 桑名市 
桑名市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 3 年 1 月 26 日 ○   

36 滋賀県 大津市 
大津市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要領 

平成 29 年 12 月 14 日 
 

  

37 滋賀県 長浜市 
長浜市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 4 年 4 月 1 日 ○   

38 群馬県 草津市 
草津市都市再生整備推進法人の指定等に関

する規則 
平成 28 年 4 月 1 日 

 

事務取扱

要綱以外 

39 滋賀県 守山市 
守山市都市再生推進法人の指定等に関する

規則 
平成 30 年 12 月 25 日 

 

事務取扱

要綱以外 

40 大阪府 大阪市 
大阪市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 27 年 8 月 10 日 
 

  

41 大阪府 寝屋川市 
寝屋川市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

平成 31 年１月 10 日 
 

  

43 大阪府 大東市 
大東市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 30 年 11 月 21 日 
 

  

44 兵庫県 神戸市 
神戸市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 30 年 12 月 27 日 
 

  

45 兵庫県 福崎町 
福崎町都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
令和 3 年 4 月 1 日 ○   

46 奈良県 桜井市 
桜井市都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
平成 28 年 5 月 30 日 

 
  

47 奈良県 桜井市 
桜井市都市再生推進法人の指定に関する実
施要領 

不明 
 

事務取扱
要綱以外 

48 和歌山県 和歌山市 
和歌山市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

平成 29 年 10 月 4 日 
 

  

49 島根県 松江市 
松江市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 5 年 4 月 1 日 
 

事務取扱
要綱以外 

50 島根県 松江市 
松江市都市再生推進法人の指定等に関する
実施要領（令和 5 年 4 月 1 日施行） 

令和 5 年 4 月 1 日 
 

  

51 島根県 松江市 
松江市都市再生推進法人の指定における審査

基準（令和 5 年 10 月 12 日改定） 
令和 5 年 10 月 12 日 

 
  

52 岡山県 岡山市 
岡山市都市再生推進法人の指定等に関する

事務取扱要綱 
令和 2 年 7 月 7 日 ○   

53 岡山県 倉敷市 
倉敷市都市再生推進法人の指定等に関する
規則 

令和 3 年 3 月 24 日 ○ 
事務取扱
要綱以外 

54 山口県 宇部市 
宇部市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

令和 2 年 2 月 26 日 ○   

55 福岡県 北九州市 
北九州市都市再生推進法人の指定等に関す
る事務取扱要綱 

令和 4 年 10 月 3 日 ○   

56 熊本県 合志市 
合志市都市再生推進法人の指定等に関する
事務取扱要綱 

平成 30 年 6 月 28 日 
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■各項目に記載される内容の実態、傾向、特徴等 

提出のあった要綱・要領は、国土交通省が官民連携まちづくりポータルサイトで公表している「都

市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱の作成例※」（以下、「作成例」という。）における各

規定との比較を行った。当該分析は、国土交通省都市局が本調査外で取得した 33 団体の要綱・要

領を加えた 56規程について行った。 
 

※ https://www.mlit.go.jp/toshi/common/000205040.pdf 
 

・ 「作成例」は、「（趣旨）第 1条」「（指定の申請）第 2条」「（指定の基準等）第 3条」「（名称等の変

更）第 4 条」「（事業の報告）第 5 条」「（その他）第 7 条」から成るが、56 規程のうち、「作成例」に

ない規定を新たに追加している要綱・要領が 54規程であった。 

・ 追加された規定は、「定義」「指定の通知」「指定の決定等」「指定の取消しの手続」「指定の通知

名称等の変更」「変更の届出」「監督等」「公示」「業務の廃止及び指定の辞退」「暴力団の排除」

「聴聞の実施」等であった。 

・ 追加された規定として最も多かったのは「指定の取消し」で 34 規程であり、次いで多かったのが、

「改善命令」で 31規程であった（当該規定は例えば以下のような内容）。 

（改善命令） 

第●条 市長は，業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは，推進法人に対し，その業

務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（指定の取消し） 

第●条 市長は，前条の規定による命令に違反したときは，指定を取消すことができる。この場合に

おいては，法第●条第●項の規定により公示するものとする。 
 

・ また、「検討委員会」を置く規定を設けている規程（千葉県柏市）があった。 
 

（検討委員会） 

第８条 市長は，第３条から前条の規定における決定等に際し，適正な検討を行うため，検討委員会

を置くことができる。 
 

・ 一方、「作成例」における「（指定の基準等）第 3 条」の内容について、独自の内容を付加する規

程が複数みられた。具体的には、活動目的や実績、法人所在地を市内に限定する等の何らか

の基準を設けているものが 49規程あった。 

・ このうち、特徴的な規定としては、法人の活動エリアについて、都心まちづくり計画（北海道札幌

市）、立地適正化計画・誘導区域（福島県郡山市、静岡県浜松市、滋賀県守山市）、都市計画

マスタープラン（茨城県牛久市）、都市再生整備計画（群馬県前橋市、埼玉県熊谷市、岡山県

岡山市）、中心市街地活性化基本計画（埼玉県川越市、富山県富山市、福井県福井市、長野

県飯田市、愛知県豊田市、群馬県草津市、山口県宇部市）等の区域内に限定するものがあっ

た。 

・ 以上から、都市再生推進法人の指定権者は、当該指定を受けようとする者に対し、地域のまち

づくりの担い手としての公的な機能や様々なプロジェクトの主体としての役割を期待するものとし

て、改善命令、指定の取消し、検討委員会、活動エリア等の規定等を設けること等を通じ、より適

切な運用を図っているものと考えられる。  

https://www.mlit.go.jp/toshi/common/000205040.pdf


 

2-48 

 

問 2-2 都市再生推進法人の指定の状況 

■設問 

貴団体における都市再生推進法人の指定状況について、該当するもの（一つ）に「○」印を選択してくださ

い。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

都市再生推進法人を指定していると回答した自治体は 68 で、割合は回答数の 5.8％となってい

る。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,171（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 指定している 68 5.8% 

2 指定していな
い 

1,103 94.2% 

合計 1,171  100.0% 

 

 

 

 

■設問（法人概要等記入欄） 

以下の設問は、「問 2-2 都市再生推進法人の指定の状況」の設問において、「１ 指定している」を選択し

た場合にのみ、指定している団体ごとに回答してください。 
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表 2.1-7 法人概要等の記入一覧 ※都市再生推進法人の指定年月日が早い順に記載 

No. 法人名 法人区分 都道府県 市区町村 設立年月日 指定年月日 設立目的 

1 
札幌大通まちづく

り 株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
北海道 札幌市 2009 9 1 2011 12 9 

市民参加によるまちづくり、商店街の活性化、

個店の発展につながる取組等を行い、エリアマ

ネジメントによる大通地区の再生を担う。 

2 
株式会社 飯田

まちづくりカンパニー 

まちづくり会社

（株式会社） 
長野県 飯田市 1998 8 3 2012 3 30 

飯田の街を守り育て、誇りある街を未来に残

す 

3 
株式会社 まちづ

くり川越 

まちづくり会社

（株式会社） 
埼玉県 川越市 2010     2012 5 28 

川越市の中心市街地活性化を図るための事

業運営 

4 
まちづくり福井 株

式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
福井県 福井市 2013 5 25 2013 4 18 

まち会社が蓄積してきたノウハウを生かし、法

人の指定により公的位置づけを高め、まちづく

りの担い手として、行政の補完的機能を担い

ながら関係者調整の役割、まちづくりコーディネ

ーターとして、中心市街地のまちづくりに寄与す

る。 

5 
牛久都市開発 

株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
茨城県 牛久市 1986 4 15 2013 9 25 ビルの管理、運営等 

6 

一般社団法人 

柏の葉アーバンデ

ザインセンター 

社団・財団法人 千葉県 柏市 2006 11 20 2014 1 14   

7 

一般財団法人 

柏市まちづくり公

社 

社団・財団法人 千葉県 柏市 1962 7 31 2014 2 14   

8 
一般財団法人 

柏市みどりの基金 
社団・財団法人 千葉県 柏市 1995 4 3 2014 3 31 

市民、行政、企業及び専門家等が連携して

進めるみどりの保全・再生・創出を支援するこ

とにより ，花や緑を活かした美しい風景のあ

るまちの実現 及 び 持続可能な地域の生

態系の維持並びに自然と調和した快適な生

活空間の形成とコミュニティの醸成に寄与する

こと 

9 

一般社団法人 

グランフロント大阪

TMO 

社団・財団法人 大阪府 大阪市 2012 5 23 2014 7 29 

うめきた先行開発区域（以下「当区域」とい

う。）開発事業「グランフロント大阪」につい

て、大阪市が策定した大阪駅北地区まちづく

り基本計画、大阪駅北地区地区計画及び

都市再生特別地区の都市計画決定を踏ま

え、公民連携による持続的且つ一体的なまち

の運営を推進することにより、当区域を中心と

した地域の活性化、環境改善、及びコミュニテ

ィの形成等に関する事業を展開し、当区域の

付加価値を高め、当区域ひいては関西並び

に日本経済の持続的な発展に寄与すること 

10 
株式会社 まちづ

くり東海 

まちづくり会社

（株式会社） 
愛知県 東海市 2011 4 1 2015 3 9 東海市の中心市街地活性化のため 

11 
えきまち長浜 株

式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
滋賀県 長浜市 2014 9 26 2015 3 20 長浜駅周辺のエリアマネジメント 

12 

一般社団法人 

新宿副都心エリア

環境改善委員会 

社団・財団法人 東京都 新宿区 2010 6 30 2015 3 26 

賑わい形成・低炭素化・防災性向上等の環

境改善・地域価値向上に資するまちづくりを

進めていくため、地権者法人等で構成される

会員が英知を結集して、行政機関・地元とも

連携しつつ、既存の地域資源を有効活用し

ながら、当エリアのさらなる活性化に資するまち

づくり構想・計画の立案・情報発信、具体プロ

ジェクトの検討・実施等の各種取組を行ってい

くことを目的とする。 

13 
むつまちづくり 株

式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
青森県 むつ市 2013 6 24 2015 7 15 

都市再生整備計画区域において、関係利権

者や市との調整により、空き店舗・空き地の有

効利用などの事業を展開することで、街に動き

を与え、地域に新しい魅力と地域の必要性を

創出する。 

14 

一般社団法人 

荒井タウンマネジメ

ント 

社団・財団法人 宮城県 仙台市 2013 5 14 2016 1 14 

荒井東地区の長期的な価値向上につながる

まちづくりを展開するため、まちの駐車場や公

共的空間の維持管理、賑わい創出、エコタウ

ンづくり、見守り等の事業を行い、荒井東地区

の発展に寄与するとともに、広く社会貢献に資

すること。 

15 
株式会社 ジェイ・

スピリット 

まちづくり会社

（株式会社） 
東京都 目黒区 2002 7 29 2016 6 30 

都市計画、市街地再開発に関する企画、調

査設計及びコンサルタント業務など、クレジット

カード等による代金決済システムの運営及び

管理 

16 
桜井まちづくり 株

式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
奈良県 桜井市 2016 6 1 2016 9 1 

地域振興に関する企画、イベント運営事業委

託、観光戦略及び広報戦略に関する業務、

地域活性化推進のための事業を営むため。 

17 

柳ヶ瀬を楽しいま

ちにする 株式会

社 

まちづくり会社

（株式会社） 
岐阜県 岐阜市 2016 12 20 2017 7 7 

柳ケ瀬の商店街・地域住民と一体となって、

「柳ケ瀬に新しい商いを生み、土地・エリアの

価値を高めて、次世代にまちを引き継ぐ」ため

のまちづくりを行う 
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No. 法人名 法人区分 都道府県 市区町村 設立年月日 指定年月日 設立目的 

18 

一般社団法人 

アーバンデザインセ

ンター大宮 

社団・財団法人 埼玉県 さいたま市 2016 12 20 2017 10 4 

当法人は、埼玉県さいたま市における大宮駅

周辺地域を対象としながら、行政機関、地域

団体、特定非営利活動法人、市?、企業、

教育研究機関等との連携を図りながら、大宮

駅周辺地域戦略ビジョンの実現に向けた各種

まちづくり事業やアーバンデザインの取り組みに

ついて、調査研究、計画立案、実践、並びに

これらの調整等を行うことを目的とする。東日

本の広域的な拠点都市を目指すなかで、中

枢的な役割を担うべき大宮駅及び周辺の機

能更新や高次化、質の高い都市環境の整

備・創造を推進あるいは促進していく。 

19 

一般社団法人 

新虎通りエリアマネ

ジメント 

社団・財団法人 東京都 港区 2015 10 22 2017 10 10 

道路空間等を良好な状態に保持し、その空

間を用いてまちの価値の向上を目指すエリアマ

ネジメント活動の推進に寄与するとともに、その

活動における契約等の当事者となってこれを

支援することを目的とする。 

20 

特定非営利活動

法人 砂山バンマ

ツリ 

NPO 法人 和歌山県 和歌山市 2013 4 23 2017 12 26 

地域住民に対して、地域の人・モノ・資源を活

用した、災害に強く、安全で安心して暮らせ、

次世代を育てる魅力あるまちづくりに寄与する

ため 

21 
特定非営利活動

法人 愛福会 
NPO 法人 和歌山県 和歌山市 2013 6 3 2017 12 26 

自分たちが住む住環境を少しでも良くしていく

ために、まちづくりに積極的に参加することよっ

て、安心安全なまちをつくり、牽いては持続的

にまちを大切にする住民が住むまちを目指すた

め 

22 
株式会社 紀州

まちづくり舎 

まちづくり会社

（株式会社） 
和歌山県 和歌山市 2014 10 2 2017 12 26 

リノベーションを軸とした、店舗の立ち上げ・プロ

デュース・運営サポート、直営店舗の立ち上

げ・運営、イベントの企画・運営などを行い、エ

リア価値及び魅力の向上に寄与するため 

23 
株式会社 

sasquatch 

まちづくり会社

（株式会社） 
和歌山県 和歌山市 2014 2 19 2017 12 26 

遊休不動産を活用したリノベーション及び管理

規格運営、まちづくり事業、新しいコンテンツや

仕組みの制作、イベントの企画運営等を行

い、エリアの価値及び魅力の向上に寄与する

ため。 

24 
一般社団法人 

みんとしょ 
社団・財団法人 和歌山県 和歌山市 2016 8 10 2017 12 26 

地域の抱える問題、多様な社会的問題の解

決に取り組み、公共空間の潜在的価値を最

大限に活用し、まちに住まう人びとが活躍でき

つ地域の社会作りに貢献するため 

25 
株式会社 真田

堀家守舎 

まちづくり会社

（株式会社） 
和歌山県 和歌山市 2017 12 26 2017 12 26 

遊休不動産のリノベーション事業やコンサルティ

ング事業、エリアマネジメントとエリアプロデュー

ス、イベント等の企画運営管理等のエリア価

値及び魅力の向上に寄与するため 

26 
株式会社 ワカヤ

マヤモリ舎 

まちづくり会社

（株式会社） 
和歌山県 和歌山市 2015 4 10 2017 12 26 

まちづくりに関する調査研究、イベントの企画

運営、エリアマネジメント等のエリアの価値及び

向上に寄与するため 

27 
株式会社 宿坊ク

リエイティブ 

まちづくり会社

（株式会社） 
和歌山県 和歌山市 2016 4 4 2017 12 26 

地域価値の維持・向上、にぎわい・雇?の創

出、地域内経済循環の促進による継続的な

まちの再?を図るため 

28 
株式会社 まちづ

くり大津 

まちづくり会社

（株式会社） 
滋賀県 大津市 2008 1   2018 2 20 中心市街地の活性化 

29 
栄ミナミまちづくり 

株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
愛知県 名古屋市 2016 11 7 2018 2 22 

賑わいづくりに関する事業、住みやすさ向上に

関する事業等を行うことを目的に設立 

30 
一般社団法人 

TCCM 
社団・財団法人 愛知県 豊田市 2017 2 28 2018 3 23 

豊田市中心市街地・都心において、まちづくり

事業やプロモーション事業等を展開し、まち・エ

リアの価値の向上や、まちなかのにぎわい創出

等中心市街地の活性化に資する事業を実施

するため。 

31 
株式会社 キャッ

セン大船渡 

まちづくり会社

（株式会社） 
岩手県 大船渡市 2015 12 15 2018 3 26 

大船渡駅周辺地区のエリアマネジメントを通じ

たまちづくりのため 

32 

一般社団法人 

渋谷駅前エリアマ

ネジメント 

社団・財団法人 東京都 渋谷区 2015 8 18 2018 5 11 「渋谷が世界一だと思う人をふやす」 

33 
一般社団法人 

草薙カルテッド 
社団・財団法人 静岡県 静岡市 2017 2 16 2018 6 24 

当法人は、平成 26 年 1 月に草薙駅周辺ま

ちづくり検討会議で策定された「草薙 駅周辺

まちづくりビジョン」に基づき、草薙のまちづくりを

持続的・一体的・効果的にマネジメントし、住

民・商業者・来街者等に価値ある都市サービ

スを提供することを目的とし、その目的に資す

るため、次の事業を行う。 

(1)草薙での暮らしを豊かにする「安心安全・

住み良さ」事業 

(2)文教などの資源を活かす「文化・教育」事

業 

(3)魅力的な価値ある空間にする「駅周辺の

賑わい」事業 

(4)その他前各号に掲げる事業に附帯又は

関連する事業 
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No. 法人名 法人区分 都道府県 市区町村 設立年月日 指定年月日 設立目的 

34 
高蔵寺まちづくり 

株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
愛知県 春日井市 2017 10 2 2018 10 5 

高蔵寺ニュータウンの良好な環境や価値の

維持・向上を目指すエリアマネジメントを担う

ため設立 

35 
株式会社 こうし

未来研究所 

まちづくり会社

（株式会社） 
熊本県 合志市 2015 4 10 2018 10 26 

（１）施設整備事業（２）公共公益施

設の活用・管理運営事業（３）民間施設

の管理運営事業（４）地域交通サービス

関連事業（５）店舗運営事業（６）イ

ベント企画・運営事業（７）情報発信・提

供・広告事業（８）人材育成・中間支援

事業（９）地域づくり・まちづくり関連事業

（１０）不動産賃貸業（１１）宅地建

物取引業（１２）旅館業（１３）古物

営業法に基づく古物商（１４）前各号に

附帯関連する一切の事業 

36 
株式会社 まちみ

とラボ 

まちづくり会社

（株式会社） 
茨城県 水戸市 2016 11 1 2018 11 1 水戸市のまちなか再生を目的とする。 

37 

一般社団法人 

竹芝エリアマネジメ

ント 

社団・財団法人 東京都 港区 2017 3 9 2018 11 27 

「豊かな緑、海、文化を実感できる、活気あ

る業務・商業等の拠点形成」に向け、竹芝

地区を中心としたまちづくりに関する事業活

動を実施、推進することを目的とする。 

38 

公益財団法人 

前橋市まちづくり

公社 

社団・財団法人 群馬県 前橋市 2011 2 7 2018 12 18   

39 株式会社 PAGE 
まちづくり会社

（株式会社） 
兵庫県 福崎町 2019 12 25 2019 1 21 

歴史的建造物・古民家の活用，まちづくり

事業、調査業務，シティプロモーション、観

光、旅行観光施設などの指定管理業務，

情報発信（マスメディア、 WEB 、サイネー

ジ）コンサルティング、エリアマネジメント，地

域商品の開発、販売、ライブコマースイベント

企画運営、映像・告知媒体制作 など 

40 
神戸ハーバーラン

ド 株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
兵庫県 神戸市 1988 4 11 2019 2 12 

ハーバーランド地区内事業者と協力して、街

全体の活性化に貢献すること。 

41 

アドバンス寝屋川

マネジメント 株式

会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
大阪府 寝屋川市 1985 9 30 2019 3 6 

寝屋川市施行による寝屋川市駅前第一種

市街地再開発事業（1972 年度～1986

年度）で完成した「アドバンスねやがわ 1 号

館及び 2 号館」の管理・運営並びに寝屋川

市の商業活性化・まちづくり支援を目的とし

た公共的事業を担うため、株式会社第三セ

クター法人として設立。 

42 

一般社団法人 

UDCK タウンマネ

ジメント 

社団・財団法人 千葉県 柏市 2019 1 18 2019 3 20 

千葉県柏市柏の葉地区を拠点とし、近隣

住民・来訪者にとって魅力ある空間の創出

および賑わいのある街の持続・発展に寄与

するため 

43 
株式会社 富山

市民プラザ 

まちづくり会社

（株式会社） 
富山県 富山市 1987 7 8 2019 4 1 

中心市街地の活性化と活力ある都市づくり

のシンボル施設である「富山市民プラザビル」

の建設にあたり、市と民間の共同出資による

第３セクターとして設立したもの。 

44 
株式会社 みらい

もりやま 21 

まちづくり会社

（株式会社） 
滋賀県 守山市 2008 9 24 2019 5 16 

「市街地整備等まちづくりに係る調査研究、

企画、事業推進および実施」等の事業を行

うため 

45 
株式会社 まちづ

くり岡崎 

まちづくり会社

（株式会社） 
愛知県 岡崎市 2013 3 27 2019 5 22 

・商店街・商店の販売促進のための共同事

業の企画・運営及びその委託・商店・事業

所を対象とする各種経営支援業務 

46 

特定非営利活動

法人 岡崎まち育

てセンター・りた 

NPO 法人 愛知県 岡崎市 2006 9 7 2019 5 22 

まちづくりの推進を図る活動及びその活動を

行う団体の運営又は活動に関する連絡、助

言又は援助の活動 

47 

一般社団法人 

市駅グリーングリー

ンプロジェクト 

社団・財団法人 和歌山県 和歌山市 2018 7 20 2019 6 18 

「憩い」と「賑わい」に満ちた、人と環境にやさ

しいまちづくりを実現するため、住民・市民、

商業者・企業、大学、行政等の連携による

市駅地区のエリアマネジメントを推進するた

め 

48 
新潟古町まちづく

り 株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
新潟県 新潟市 2012 10 1 2019 8 13 

地域の商業活性化及び環境改善に係る調

査研究並びに実施運営に関する事業 

49 
株式会社 テダソ

チマ 

まちづくり会社

（株式会社） 
福島県 須賀川市 2019 8 1 2019 12 18 

都市の課題を解決し地域のまちづくりの担い

手として行政の補完的機能を担う事を目的

とした。 

50 
一般社団法人ま

ちづくり 府中 
社団・財団法人 東京都 府中市 2016 12 21 2020 1 30 中心市街地内のにぎわい創出を図るため 

51 

一般社団法人 

二子玉川エリアマ

ネジメンツ 

社団・財団法人 東京都 世田谷区 2019 1 23 2020 2 21 

対象地域にてエリアマネジメント活動を推進

するととともに、まちづくり活動の方針などを定

めることにより、街の価値を高め、人々の幸

せをはぐくむことを目的とする。 

52 
御伝鷹まちづくり 

株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
静岡県 静岡市 2003 7 1 2020 3 16 

都市計画、観光開発及び土地建物の有効

利用に関する調査、計画、運営、設計及び

コンサルタント業務。 
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53 
株式会社 まちづく

り佐久 

まちづくり会社

（株式会社） 
長野県 佐久市 2019 4 1 2020 3 27 

「次世代へつなぐ 岩村田の未来へ向けたまち

づくり」という事業コンセプト案のもと、商業・居

住・医療・文化といったコンテンツを融合し、住

む人にとっても、来る人にとっても魅力的なま

ち、新たな「生活街」としての再生を目指し、

持続的なまちづくりを推進するための主体とし

て設立した。 

54 
株式会社 にぎわい

宇部 

まちづくり会社

（株式会社） 
山口県 宇部市 2016 4 21 2020 3 31   

55 

一般社団法人 前

橋デザインコミッショ

ン 

まちづくり会社

（株式会社） 
群馬県 前橋市 2019 11 1 2020 4 1   

56 
株式会社 街づくり

まんぼう 

まちづくり会社

（株式会社） 
宮城県 石巻市 2001 2 5 2020 5 29 

「人の光が街をかえる」を経営理念とし、宮城

県石巻市の中心市街地 52 ヘクタールの商

業活性化を中心とした街づくり活動にとどまら

ず、 広く公益的な立場のもとに、｢まちおこし｣

｢産業振興｣｢人材育成｣を果たし石巻市全

体の活性化に貢献することを目的とする。 

57 アコス 株式会社 
まちづくり会社

（株式会社） 
埼玉県 草加市 1990 8 30 2020 8 14 

アコスビル南館（草加駅東口再開発ビル）

の管理及び運営、シティパーキングアコス（地

下駐車場）、アコスホールの管理運営、草加

駅前広場及び草加駅東口短時間駐輪場設

備の管理、損害保険の代理店業務、草加松

原 AKOS ビジョン（大型 LED ビジョン）等を

活用した広告代理業務、草加駅東口駅前

広場を中心とした賑わい創出事業等を実施

すること 

58 
特定非営利活動法

人 今様草加宿 
NPO 法人 埼玉県 草加市 2018 3 22 2020 8 14 

地域住民に対し、住民自らが積極的に参加

できるまちづくりを目指し、住民・行政・企業・

様々な市民団体が協働して、「おもてなしのこ

ころにあふれた、歴史・文化・観光・賑わい・安

全・安心を共創する街」の空間プロデュースを

図ることを目的とする。 

59 
株式会社 

HYAKUSHO 

まちづくり会社

（株式会社） 
香川県 丸亀市 2019 8 19 2020 8 31 まちづくり、エリアマネジメント事業 

60 

一般社団法人 日

本橋室町エリアマネ

ジメント 

社団・財団法

人 
東京都 中央区 2014 10 9 2020 9 15 

日本橋らしい景観を維持しながら、公共空間

等を活用して賑わいに資する機会の創出・支

援に関する事業を行うことによって地域活性

化に寄与することを目的とします。 

61 
株式会社 まちづく

り寄居 

まちづくり会社

（株式会社） 
埼玉県 寄居町 2016 4 15 2020 10 1 都市再生のため 

62 
特定非営利活動法

人 わくわく西灘 
NPO 法人 兵庫県 神戸市 2020 3 4 2020 10 15   

63 
おかやま未来まちづ

くり 株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
岡山県 岡山市 2018 11 1 2020 10 21 

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．商店街の運営及び活性化に関する事

業２．広告代理業３．不動産の賃貸及び

管理４．イベントの企画及び運営５．コンサ

ルティング料６．前各号に関連する一切の事

業 

64 
一般社団法人 ミ

チル空間プロジェクト 

社団・財団法

人 
和歌山県 和歌山市 2015 3 19 2020 11 24 

活動をとおし、雇用と産業を創出し、交流人

口の増加、移住・定住の促進に寄与するため 

65 

一般社団法人 リ

バブルシティイニシア

ティブ 

社団・財団法

人 
兵庫県 神戸市 2016 5 18 2020 11 30 

リバブルシティ（住みやすいまち）を実現する

ための調査・研究、社会実験の企画・実施、

フォーラム・シンポジウム等の実施など。 

66 
一般財団法人 武

蔵野市開発公社 

社団・財団法

人 
東京都 武蔵野市 1968 8 19 2020 12 4 

武蔵野市が行うまちづくりに関連する事業を

推進することにより、快適で豊かな生活環境

の実現を目指し、もって市民福祉の増進と市

の発展に寄与すること 

67 
株式会社 まちづく

り八戸 

まちづくり会社

（株式会社） 
青森県 八戸市 2007 10 25 2020 12 21 

中心市街地活性化のための地域開発のプロ

デューサーとして、八戸商工会議所とともに中

心市街地活性化協議会を立ち上げ、活性化

に関する企画・調整、意思決定、進行管理

などの合意形成を行う役割を果たし、中心市

街地活性化につながるハード・ソフトの事業主

体となり、民間・行政・住民などの関係者が一

体となったまちづくりを推進すること 

68 
株式会社 築切家

守舎 

まちづくり会社

（株式会社） 
広島県 福山市 2018 4 2 2021 1 20 

まちの賑わいのプロデュース，公民連携による

まちづくり，空き家再生，まちづくりに関する

専門家派遣・情報提供 など 

69 

特定非営利活動法

人 かみのやまランド

バンク 

NPO 法人 山形県 上山市 2019 6 18 2021 3 30 市内の空き家・空き地の問題解決 
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70 
錦二丁目エリアマネ

ジメント 株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
愛知県 名古屋市 2018 3 1 2021 4 28 

名古屋市中区錦二丁目周辺地区でのまちづ

くり活動等を行うことを目的に設立 

71 

一般社団法人 梅

田 1 丁目エリアマ

ネジメント 

社団・財団法

人 
大阪府 大阪市 2020 3 18 2021 5 13 

大阪市北区梅田 1 丁目地区及びその周辺

において、道路管理者と連携して、道路施設

の安全性及び快適性を高めること、並びに当

地区におけるまちづくり活動を推進することを目

的に設立。 

72 
倉敷まちづくり 株

式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
岡山県 倉敷市 2008 9 1 2021 7 8 中心市街地活性化 

73 

株式会社 神戸ウ

ォーターフロント開

発機構 

まちづくり会社

（株式会社） 
兵庫県 神戸市 2021 5 31 2021 8 2   

74 
ビーフレンズ 株式

会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
和歌山県 和歌山市 2013 2 1 2021 8 25 

和歌山市内のお店やイベント、子育て情報を

発信し、お店さまの販売促進につなげ、地域

のみなさまがより豊かな暮らしになるようなサー

ビスを展開するため 

75 

株式会社 はこだ

て西部まちづく Re-

Design 

まちづくり会社

（株式会社） 
北海道 函館市 2021 8 3 2021 10 11 

○函館西部地区での暮らしや営みを大切に、

ここにしかない歴史や文化を活かしたまちづくり

を推進○函館西部地区内外の人々との共創

を通じ、地域課題を解決する事業に取り組

み、未来に向けた新たなまちの価値をデザイン

○志ある人の想いに共感し、挑戦する機会を

創出 

76 

一般社団法人 日

本橋浜町エリアマネ

ジメント 

社団・財団法

人 
東京都 中央区 2020 4 1 2022 1 17 

地元町会・商店街・企業・住民と連携しなが

ら、まちの価値向上・活気あふれる地域活動

を推進及び支援することを目的としています。 

77 
公益財団法人 名

古屋まちづくり公社 

社団・財団法

人 
愛知県 名古屋市 1961 7 25 2022 3 8 

名古屋の個性を生かしたまちづくりの方向性を

明らかにし、地域的特性に応じた都市機能の

増進及び潤いある豊かな生活環境の創出を

図ることにより、快適で活力ある名古屋のまち

づくりを推進し、もって地域の健全な発展に寄

与することを目的とする。 

78 
一般社団法人 ぷ

らっと西川 

社団・財団法

人 
岡山県 岡山市 2021 3 1 2022 3 8 

当法人は、岡山市中心市街地である西川エ

リアにおいて賑わいに資する機会の創出や交

流の促進・支援等、公共空間等を活用した

街づくりに関する事業を行い、安全で安心して

飲食ができ、住み続けられる街の実現を目的

とする。 

79 
一般財団法人 和

歌山まちづくり財団 

社団・財団法

人 
和歌山県 和歌山市 2015 11 26 2022 3 11 

自立した持続可能な地域を目指し、そのまち

づくりのための事業を通し、地域社会を未来に

つなぐため 

80 
株式会社 こまつ

賑わいセンター 

まちづくり会社

（株式会社） 
石川県 小松市 1998 10 7 2022 3 16 小松駅周辺市街地のにぎわい創出 

81 

特定非営利活動

法人 志民連いち

のみや 

NPO 法人 愛知県 一宮市 2005 2 2 2022 3 18 

さまざまな活動を行う団体等を支援していく事

業を行い、市民、行政、企業、諸団体が協働

する地域づくり環境の醸成と、自己責任で活

動していく自主的市民性の育成を図り、地域

社会および地域市民の公益一般に寄与する

ことを目的とする。 

82 

一般社団法人 小

岩駅周辺地区エリ

アマネジメント 

社団・財団法

人 
東京都 江戸川区 2020 11 16 2022 3 29   

83 
特定非営利活動

法人 SYL 
NPO 法人 広島県 呉市 2017 11 27 2022 4 15 

地域特性を尊重した持続可能な地域社会の

実現に寄与する 

84 
株式会社 大分ま

ちなか倶楽部 

まちづくり会社

（株式会社） 
大分県 大分市 2007 5 1 2022 5 12 

大分市の健全な発展を目指すうえで重要な

役割を果たす良好な中心市街地を形成する

ため、中心市街地活性化に関する法律の規

定にもとづく官民協慟のまちづくり機関（法

15 条１項１号に規定）として、大分市中心

市街地の活性化に係る基本計画（中心市

街地活性化基本計画）において承認された

諸事業の推進をはじめ、将来にわたり大分市

の公共公益並びに中心市街地の活性化に資

することを目的とする。 

85 
まちづくり武生 株

式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
福井県 越前市 2015 4   2022 7 26 

次世代に”まち”を継承していくため越前国府

の歴史・文化を礎に地域の新しいつながりをつ

くり武生のまちの魅力を高める 

86 
株式会社 城下町

PRIDE 

まちづくり会社

（株式会社） 
愛知県 西尾市 2018 12 3 2022 8 15 

西尾市内の都市開発、観光開発、並びに土

地建物の有効利用に関する調査、企画立

案、設計及びその実施に伴うコンサルタント業

務。商店街の販売促進及び観光客誘致等の

ために行う事業の企画立案、運営及び情報

提供。など 
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87 

特定非営利活動

法人 やらまいか

人まちサポート 

NPO 法人 愛知県 西尾市 2006 3 31 2022 8 22 

西尾市内の都市開発、観光開発、並びに土

地建物の有効利用に関する調査、企画立

案、設計及びその実施に伴うコンサルタント業

務。商店街の販売促進及び観光客誘致等の

ために行う事業の企画立案、運営及び情報

提供。など 

88 
福 Lab 株式会

社 

まちづくり会社

（株式会社） 
広島県 福山市 2015 11 11 2022 9 16 

未利用地の活用について，都市計画・まちづ

くりの専門家として援助を行うこと，及び地権

者と新規事業者との橋渡し役を担うこと。 

89 
三田地域振興 

株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
兵庫県 三田市 2001 4 10 2022 9 22 

三田駅前市街地再開発事業で整備された施

設の管理運営を通じ、賑わいと活気あふれる

中心市街地形成 

90 
一般社団法人 

KURE-PERS 

社団・財団法

人 
広島県 呉市 2016 12 28 2022 10 4 

民間、行政、様々な分野のスペシャリストが集

い、様々なアイデアや色を重ねあわせながら、そ

の見識と感性で地元に存在する魅力を再編

集、再構築し、呉市の展望や前途・眺望を描

ききる 

91 

株式会社 OUR 

FAVORITE 

CAPITAL 

まちづくり会社

（株式会社） 
岐阜県 各務原市 2021 2 22 2022 10 31 

各務原市においてまちづくり及び地域活性化

に係る事業を行うため 

92 

一般社団法人 

八幡東田エリアマ

ネジメント 

社団・財団法

人 
福岡県 北九州市 2022 10 17 2022 12 14 

北九州市東田地区を拠点に、市民、企業、

非営利組織、行政、教育研究機関等の産学

官民の多様な主体の共創により本地区の地

域価値向上に資するエリアマネジメント事業を

推進する。 

93 
ふらのまちづくり 

株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
北海道 富良野市 2003 10 28 2022 12 19 第一種市街地再開発事業の実施 

94 
一般社団法人 

ブルーバード 

社団・財団法

人 
福島県 郡山市 2018 6 20 2023 2 10 

人口減少が著しい郡山市内や駅前商店街を

再活性化させるため 

95 
つくばまちなかデザ

イン 株式会社 

まちづくり会社

（株式会社） 
茨城県 つくば市 2021 4 1 2023 3 31 

まちなかの人と人、コトとコトをつなけ?るフ?ラッ

トフォームとして、つくは?の”まち”に誰よりも愛

着を持ち、“まち”の変化を先取りし、ここて?し

かて?きないコトて?“多様性を享受する”こと。 

96 

一般社団法人 

天文館みらいマネ

ジメント 

社団・財団法

人 
鹿児島県 鹿児島市 2022 4 1 2023 6 7   

97 

一般社団法人 

高輪ゲートウェイエ

リアマネジメント 

社団・財団法

人 
東京都 港区 2022 3 18 2023 6 9 

高輪ゲートウェイ駅周辺エリアの更なる魅力と

価値の向上を目的とする。 

98 

特定非営利活動

法人 宇都宮まち

づくり推進機構 

NPO 法人 栃木県 宇都宮市 1999 10 1 2023 7 26 

公共団体と民間団体が連携して宇都宮のま

ちづくりに取り組むための中核的な組織とし

て，魅力ある中心市街地の形成を図ること

で，宇都宮の将来の発展に寄与すること。 

99 
一般社団法人 

釜川から育む会 

社団・財団法

人 
栃木県 宇都宮市 2017 4 1 2023 7 26 

釜川および，その周辺地域に関心のある会員

が連携し，周辺住民や店主と協働しながら，

釜川地区の良好な環境形成を図り，魅力的

で，活力のある地域を育むこと。 

100 

一般社団法人 

大垣タウンマネジメ

ント 

社団・財団法

人 
岐阜県 大垣市 2019 4 1 2023 9 29 

大垣市中心市街地において、まちづくり事業や

プロモーション事業等を展開し、まち・エリアの価

値向上や、まちなかの賑わい創出等中心市街

地の活性化に資する事業を実施・推進するこ

とを目的とする。 
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■回答 

2-49～2-54 頁に示した 100 団体の「主な活動内容」は、「2 イベント等実施による賑わい創出」が

87 件で最も多い。続いて、「1 公共施設の管理・活用」の 59 件、「10 地域情報の発信」の 58 件が多

くなっている。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝460（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 公共施設の管理・活用 59 12.2% 

2 イベント等実施による賑わい創出 87 17.9% 

3 不動産管理・運営 39 8.0% 

4 空き家・空き地の活用 33 6.8% 

5 広告設置事業 21 4.3% 

6 行政支援（行政からの受託業務等） 45 9.3% 

7 地域ビジョン・ルールの作成 22 4.5% 

8 防災・防犯の意識啓発 19 3.9% 

9 清掃・美化活動 33 6.8% 

10 地域情報の発信（広報紙・SNS・HP等） 58 12.0% 

11 中間支援的活動（コミュニティ形成支援・アドバイザー・マネジメント全

般） 
37 7.6% 

12 その他 7 1.4% 
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問 2-3 都市再生推進法人の指定の取消の状況 

■設問 

貴団体が指定した都市再生推進法人について、その指定を取り消したことがあるかについて、該当するも

のすべて（複数回答）に「○」印を選択してください。「1-ａ」～「1-ｄ」と回答した場合は、指定を取り消した法

人の概要や、当該取消の理由や背景等について、≪指定を取り消した法人概要等の記入欄≫に記入してく

ださい。 

 

■回答（主な活動内容に関する回答） 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

都市再生推進法人の指定の取消の状況について、「1指定を取り消したことがある（当該法人が解

散した場合を含む）」との回答は 2件（1.7％）あった。 

なお、「1-ｄ その他」の回答は 5 件の回答があったが、このうち 3 件は設問趣旨と異なる内容（都

市再生推進法人を受け入れていない、対象法人が存在しない、都市再生推進法人を指定していな

い）であったため集計から除外し、当該回答数を 2件として扱った。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝116（複数回答）） 

項目 
回答数 割合 

大項目 小項目 

1 指定を取り

消したこと

がある（当

該法人が解

散した場合

を含む） 

1-a 貴団体が指定を取り消した（改善命

令に法人が応じなかった等による） 
0 0.0% 

1-ｂ 都市再生推進法人から指定取消

の申し出があり、取り消した 
0 0.0% 

1-ｃ 都市再生推進法人が解散した 0 0.0% 

1-ｄ その他 2 1.7% 

2 指定を取り消したことがない 114 98.3% 

 
■自由記述 

選択肢「1-ｄ その他」の記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

1-ｄ その他 

No. 記載内容 

1 指定取り消しの申し出があり、現在手続き中 

2 同グループ内の別法人に事業承継したため 
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2-4 都市再生推進法人との連携状況 

■設問 

都市再生推進法人との連携状況について、該当するもの（一つ）に「○」印を選択し、その概要を記入欄に

ご記入願います。 

 

■回答（主な活動内容に関する回答） 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

都市再生推進法人との連携状況は、回答が多い順に、「2 適宜、メール等で連絡を取り合い、活

動状況等の情報共有を行っている」が 41 件で 37.6％、「3 定期的に活動状況等の情報共有を図る

場（会議等）を設けて行っている」が 34件で 31.2％、「1特段の情報共有は行っていない」が 15件で

13.8％となっている。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝109（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 特段の情報共
有は行っていな
い 

15 13.8% 

2 適宜、メール
等で連絡を取り
合い、活動状況
等の情報共有を
行っている 

41 37.6% 

3 定期的に活動
状況等の情報共
有を図る場（会議
等）を設けて行っ
ている 

34 31.2% 

4 都市再生協議
会を開催し、活動
状況等の情報共
有を行っている 

2 1.8% 

5 法人が取り組
むまちづくり活動
を適宜調査し、情
報共有を行って
いる 

3 2.8% 

6 その他 14 12.8% 

合計 109 100.0% 
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■自由記述 

選択肢「2 適宜、メール等で連絡を取り合い、活動状況等の情報共有を行っている」の記載欄に

記入があった内容は、以下の通りである。 

・ 「情報共有の内容やその頻度 等」は、施策・事業・イベント等に関する情報共有を、定期（1 回/

週～1回/年）と不定期（適宜、事業進捗等の必要に応じ 等）で実施するものが多い。 

・ 「情報共有が行われている背景 等」は、協定締結、連携による事業実施、都市再生推進法人

の運営に関する技術的支援等がある。 

 

2 適宜、メール等で連絡を取り合い、活動状況等の情報共有を行っている 

都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 
記載内容 

情報共有の内容やその頻度 等 
情報共有が行われている背景 
等 

北海道 
富良野
市 

ふらのまち
づくり株式会
社 

中心市街地活性化会議 週 1 回
指定管理施設実績報告 月 1 回
フラノマルシェ入込報告 週 1 回 

- 

群馬県 前橋市 

一般社団法
人前橋デザ
インコミッシ
ョン 

内容：現在進行中の「馬場川プロ
ジェクト」における進捗状況の共
有や方針の調整。また、橋市アー
バンデザイン協議会を年２回実施
し、まちづくりに関わる関係者間
で活動状況の報告と情報共有を
行なっている。頻度：ほぼ毎日 

都市利便増進協定に基づいて沿
道の地権者と調整を行いながら
実施している「馬場川プロジェク
ト」の進捗のために必要なため。 

北海道 札幌市 
札幌大通ま
ちづくり株式
会社 

週 1～2 
事業を連携して取り組んでいるた
め。 

鹿児島
県 

鹿児島
市 

一般社団法
人天文館み
らいマネジメ
ント 

週に数回程度、アーケード整備
や公共空間の利活用等に関する
情報を共有 

都市再生推進法人の運営に関す
る技術的支援 

岐阜県 大垣市 

一般社団法
人大垣タウ
ンマネジメン
ト 

1 か月に数回。イベント現場や会
議時に情報共有している。 

業務として話す訳ではない、まち
のさまざまな話題。 
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都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 
記載内容 

情報共有の内容やその頻度 等 
情報共有が行われている背景 
等 

福岡県 
北九州
市 

一般社団法
人八幡東田
エリアマネジ
メント 

メールや個別協議を行い活動の
進捗を確認。頻度は２～３か月に
１回。 

（背景）法人の活動を後押しする
ための状況把握。 

岡山県 岡山市 
おかやま未
来まちづくり
株式会社 

３か月に１回程度 - 

宮城県 仙台市 

一般社団法
人荒井タウ
ンマネジメン
ト 

現在進行中の事業についての進
捗報告。頻度は 3 か月に 1 度程
度。 

事業を進めるにあたり、庁内関係
課との調整が必要になるため。 

兵庫県 神戸市 
神戸ハーバ
ーランド株式
会社 

年度替わりに、事業計画書・事業
報告書を提出していただいている 

- 

兵庫県 神戸市 
特定非営利
活動法人わ
くわく西灘 

年度替わりに、事業計画書・事業
報告書を提出していただいている 

- 

兵庫県 神戸市 

一般社団法
人リバブル
シティイニシ
アティブ 

年度替わりに、事業計画書・事業
報告書を提出していただいている 

- 

福井県 武生市 
まちづくり武
生株式会社 

イベント開催の案内や情報共有 中心市街地活性化 

東京都 中央区 

一般社団法
人日本橋室
町エリアマネ
ジメント 

事業進捗、特定街区の活用報告
書等により情報共有を行ってい
る。 

メールで適宜連絡を取り合ってい
る。 

東京都 中央区 

一般社団法
人日本橋浜
町エリアマネ
ジメント 

事業進捗等の情報共有を行って
いる。 

メールで適宜連絡を取り合ってい
る。 

長野県 飯田市 
株式会社飯
田まちづくり
カンパニー 

中心市街地のイベントにまちづく
りカンパニーとともに事務局とし
てかかわっているため、事業に応
じて随時情報共有している。 

中心市街地活性化基本計画に基
づき、中心市街地活性化協会（協
議会）が組織されており、まちづく
りカンパニー、会議所、市が事務
局に位置づけられているため。ま
た、市も出資しているため、経営
会議等に出席している。 

愛知県 西尾市 
株式会社城
下町 PRIDE 

適宜 - 

愛知県 西尾市 

特定非営利
活動法人や
らまいか人
まちサポート 

適宜 - 

北海道 函館市 

株式会社は
こだて西部
まちづく Re-
Design 

適宜随時 - 
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都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 
記載内容 

情報共有の内容やその頻度 等 
情報共有が行われている背景 
等 

東京都 港区 

一般社団法
人高輪ゲー
トウェイエリ
アマネジメン
ト 

適宜必要な情報を共有している - 

東京都 港区 

一般社団法
人新虎通り
エリアマネジ
メント 

適宜必要な情報を共有している - 

東京都 港区 

一般社団法
人竹芝エリ
アマネジメン
ト 

適宜必要な情報を共有している - 

愛知県 東海市 
株式会社ま
ちづくり東海 

都市利便増進協定による歩道の
活用状況の情報共有を適宜行っ
ている。 

市と都市利便増進協定を締結し
ているため。 

愛知県 
春日井
市 

高蔵寺まち
づくり株式会
社 

法人の活動状況や今後の計画
等を適宜確認、情報共有を行っ
ている。 

行政計画に沿った内容であるか、
行政の支援が必要な場合に、ど
のような目的で実施するかなど事
前の情報共有を行うことで円滑な
活動を図るため。 

香川県 丸亀市 
株式会社
HYAKUSHO 

必要に応じて エリアプラットフォーム構築 
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■自由記述 

選択肢「３ 定期的に活動状況等の情報共有を図る場（会議等）を設けて行っている」の記載欄に

記入があった内容は、以下の通りである。 

・ まちづくりの目的で設置される協議の場（ワーキング、協議会、定例会議 等）が設置されている

ことが多い。事業関連の打合せや協議を定期に行う例もみられる。 

・ 取締役会や法人の法人の事業等の年度報告（事業報告書 等）に絡み情報共有されている例

もある。 

 

３ 定期的に活動状況等の情報共有を図る場（会議等）を設けて行っている 

都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 記載内容 

東京都 港区 
一般社団法人高輪ゲートウェ
イエリアマネジメント 

高輪ゲートウェイ駅周辺地区広域連絡会の下部
組織となるワーキンググループ 

愛知県 岡崎市 
特定非営利活動法人岡崎まち
育てセンター・りた 

デザイン会議により、専門家や地域代表の方含
めて、情報共有を行っている※年 3-4 回開催 

愛知県 岡崎市 株式会社まちづくり岡崎 
デザイン会議により、専門家や地域代表の方含
めて、情報共有を行っている※年 3-4 回開催 

広島県 府中市 一般社団法人まちづくり府中 委託事業等の打ち合わせ 

山口県 宇部市 株式会社にぎわい宇部 
月 1 回程度会議を行っているほか、必要に応じ適
宜情報共有を図っている。 

岡山県 岡山市 一般社団法人ぷらっと西川 月に１回程度、情報共有の場を設けている 

東京都 渋谷区 
一般社団法人渋谷駅前エリア
マネジメント 

月一回程度定例会議を設けているほか、それ以
外にも自然と少なくとも月に２回は相談や報告な
どで打合せを実施している。 

東京都 世田谷区 
一般社団法人二子玉川エリア
マネジメンツ 

事務局会議、理事会、協議会 

大分県 大分市 株式会社大分まちなか倶楽部 
取締役会を開催して、活動状況等の情報共有を
図っている。 

愛知県 名古屋市 
公益財団法人名古屋まちづく
り公社 

情報共有、今後の連携の検討 

群馬県 前橋市 前橋市まちづくり公社 
前橋市アーバンデザイン協議会を年２回実施し、
まちづくりに関わる関係者間で活動状況の報告と
情報共有を行なっている。 

東京都 目黒区 株式会社ジェイ・スピリット 都市再生推進法人の取締役会、まち運営会議等 

愛知県 名古屋市 
錦二丁目エリアマネジメント株
式会社 

同社の全額出資者である「まち発展機構」の一員
である「まちづくり協議会」に、市からオブザーバ
ーなどとして定期的に参加 

愛知県 名古屋市 栄ミナミまちづくり株式会社 
年 2 回栄ミナミまちづくりの会にオブザーバーとし
て参加。その他、不定期に運営協議会にも参加。 

兵庫県 三田市 三田地域振興株式会社 
非定期ではあるが、担当者間の協議を行ってい
る。 

香川県 丸亀市 株式会社 HYAKUSHO 
法人の事業進捗、経営状態の確認のための定例
会議を隔月で実施している。 

静岡県 静岡市 一般社団法人草薙カルテッド 毎月末の定例会議に出席 

大阪府 大阪市 
一般社団法人グランフロント大
阪 TMO 

毎年度の事業計画書・収支予算書、事業報告書・
収支決算書の提出を義務付けている 

大阪府 大阪市 
一般社団法人梅田１丁目エリ
アマネジメント 

毎年度の事業計画書・収支予算書、事業報告書・
収支決算書の提出を義務付けている 

  



 

2-62 

 

■自由記述 

選択肢「6 その他」の記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

6 その他 

都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 記載内容 

和歌山県 和歌山市 
株式会社紀州
まちづくり舎 

まちづくり活動に対する補助金制度を整備し、イベント等の活
動に対する支援を行い、適宜メール等で連絡をとり、活動状況
等の情報共有を行っている。エリアプラットフォームの一員とし
ても他の法人と連携してまちづくり活動を行い、定期的に会議
を開催し情報共有を行っている。 また、年に１回、市と都市再
生推進法人各社がそれぞれの取組等（実績・計画）について報
告する連絡会議を開催し、各法人間で情報共有を行っている。 

和歌山県 和歌山市 
特定非営利活
動法人愛福会 

まちづくり活動に対する補助金制度を整備し、ワークショップ等
の活動に対する支援を行い、適宜メール等で連絡を取り、活動
状況等の情報共有を行っている。 
また、年に１回、市と都市再生推進法人各社がそれぞれの取
組等（実績・計画）について報告する連絡会議を開催し、各法
人間で情報共有を図っている。 

和歌山県 和歌山市 
特定非営利活
動法人砂山バ
ンマツリ 

まちづくり活動に対する補助金制度を整備し、清掃活動やワー
クショップ等の活動に対する支援を行い、適宜メール等で連絡
を取り、活動状況等の情報共有を行っている。 また、年に１
回、市と都市再生推進法人各社がそれぞれの取組等（実績・
計画）について報告する連絡会議を開催し、各法人間で情報共
有を図っている。 

和歌山県 和歌山市 
特定非営利活
動法人志民連
いちのみや 

業務を委託しているので適宜打合せを行っている。 

岐阜県 岐阜市 
柳ヶ瀬を楽しい
まちにする株式
会社 

市事業実施のパートナーとして、適宜情報共有を行っている 

茨城県 水戸市 
株式会社まち
みとラボ 

要項に定める実績報告の際に活動内容を確認し，助言等を行
っている。 
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■設問 

都市再生推進法人との連携状況について、該当するもの（一つ）に「○」印を選択し、その概要を記入欄に

ご記入願います。 

 

■回答（主な活動内容に関する回答） 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

都市再生推進法人との連携状況は、「1 普段から、法人と連携して定常的なまちづくり活動等を実

施している」が 74件であり、回答数の 68.5％となっている。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝108（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 普段から、法人と連
携して定常的なまちづ
くり活動等を実施してい
る 

74 68.5% 

2 法人と連携した定常
的な活動等は実施して
いない 

34 31.5% 

合計 108 100.0% 

 

 

  



 

2-64 

 

■自由記述 

選択肢「1 普段から、法人と連携して定常的なまちづくり活動等を実施している」の記載欄に記入

があった内容は、以下の通りである。 

・ 「当該まちづくり活動等の内容、頻度 等」は、大きく、イベント系の取組と施設の整備や管理・運

営系の取組（公共空間活用 等）がある。 

・ 「法人が行政のパートナーとしての活動を行っている理由、きっかけ、背景 等」は、大きく、官民

連携等に関する事業（官民連携まちなか再生推進事業、都市再生整備計画、中心市街地活性

化、エリアマネジメント活動促進制度 等）によるものと、法人の出自・活動内容（中心市街地活

性化、民間主導 等）によるものある。 

 

1 普段から、法人と連携して定常的なまちづくり活動等を実施している 

都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 

記載内容 

当該まちづくり活動等
の内容、頻度 等 

法人が行政のパートナ
ーとしての活動を行って
いる理由、きっかけ、背
景 等 

兵庫県 三田市 三田地域振興株式会社 イベントの実施 - 

東京都 港区 
一般社団法人新虎通りエリ
アマネジメント 

イベントの実施など 
官民連携まちなか再生
推進事業 

東京都 港区 
一般社団法人竹芝エリアマ
ネジメント 

イベントの実施など 
官民連携まちなか再生
推進事業など 

滋賀県 長浜市 えきまち長浜株式会社 

エリアプラットフォーム
「湖の辺のまち長浜デ
ザイン会議」への参画、
年４～５回 

- 

岩手県 
大船渡
市 

株式会社キャッセン大船渡 

エリアマネジメント分担
金制度を事業用定期借
地権の契約期間内で行
っている。 

被災地の早期復興を図
りつつ持続的なまちづく
りを進めるため。 

東京都 港区 
一般社団法人高輪ゲートウ
ェイエリアマネジメント 

お祭りなど - 

茨城県 
つくば
市 

つくばまちなかデザイン株式
会社 

つくばペデカフェプロジ
ェクトと題し、つくば駅周
辺の公共空間を活用し
た取組を実施。 

つくば市と地域の事業者
が連携して設立した第３
セクターであるため。 

愛知県 西尾市 株式会社城下町 PRIDE 
にぎわい創出イベント
の委託 

- 

愛知県 西尾市 
特定非営利活動法人やらま
いか人まちサポート 

にぎわい創出イベント
の委託 

- 

和歌山県 
和歌山
市 

特定非営利活動法人 砂山
バンマツリ 

ベンチの設置や花植え
等の活動、講演会等の
交流の場作り等のまち
づくり活動 

自治会が主の法人で、
行政と協力を行うことで
より地域密着型の活動
を行えるため 

東京都 中央区 
一般社団法人日本橋室町エ
リアマネジメント 

まちかどコンサート等、
月に複数回実施。 

地域の賑わいを醸成す
るため。 

東京都 目黒区 株式会社ジェイ・スピリット 
まちづくり検討会、エリ
プラ会議等 

都市計画道路整備に向
けたまちづくり活動支
援、エリプラ設立 
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都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 

記載内容 

当該まちづくり活動等
の内容、頻度 等 

法人が行政のパートナ
ーとしての活動を行って
いる理由、きっかけ、背
景 等 

奈良県 奈良市 桜井まちづくり株式会社 

まちなかウォーカブル
推進事業の業務委託、
桜井駅周辺地区まちづ
くり基本計画の事業実
施内容の検討、GCFを
活用した事業支援 

- 

東京都 中央区 
一般社団法人日本橋浜町エ
リアマネジメント 

マルシェ等、月に数回
実施。 

地域の賑わいを醸成す
るため。 

和歌山県 
和歌山
市 

特定非営利活動法人愛福会 ワークショップの開催等 

自治会が主の法人で、
行政と協力を行うことで
より地域密着型の活動
を行えるため 

栃木県 
宇都宮
市 

一般社団法人釜川から育む
会 

官民連携まちなか再生
事業の対象事業者であ
るため 

- 

岐阜県 
各務原
市 

株式会社 OUR FAVORITE 
CAPITAL 

協議会設立を連携をと
って進めている 

- 

埼玉県 草加市 
特定非営利活動法人今様草
加宿 

空き店舗を活用した地
域活性化事業 

- 

鹿児島県 
鹿児島
市 

 一般社団法人天文館みら
いマネジメント 

月１程度、アーケード整
備や公共空間の利活用
に関する協議を行って
いる 

表参道歩行者天国社会
実験の協議をきっかけ 

愛知県 
名古屋
市 

錦二丁目エリアマネジメント
株式会社 

公共空間の利活用をテ
ーマとした部会に市の
まちづくり部局と道路部
局が参加 

エリアマネジメントの一
環として法人が主体的に
地域還元を行っているた
め 

和歌山県 
和歌山
市 

株式会社紀州まちづくり舎 
公共施設の管理、ワー
クショップの開催等 

- 

愛知県 
春日井
市 

高蔵寺まちづくり株式会社 

公共施設や駅周辺にお
いて民間活力を導入し
たまちづくりとして企画
立案・事業運営等を担
う。 

高蔵寺ニュータウンの良
好な環境や価値の維
持・向上を目指すエリア
マネジメントを担うため 

大阪府 大阪市 
一般社団法人梅田１丁目エ
リアマネジメント 

広告板の設置・管理 
都市再生整備計画に基
づく道路占用許可特例
の活用 

熊本県 合志市 株式会社こうし未来研究所 
合志市居住支援協議会
（空き家活用関連） 

- 

東京都 府中市 一般社団法人まちづくり府中 
市内のエリアマネジメン
ト 

民間活力を利用すること
で、まちづくりの幅を広
げるもの。 

東京都 
世田谷
区 

一般社団法人二子玉川エリ
アマネジメンツ 

事務局会議、理事会、
協議会の出席 
及び法人活動のサポー
トの実施 

- 

愛知県 
名古屋
市 

公益財団法人名古屋まちづ
くり公社 

地域団体との定例会議 
地域におけるエリアマネ
ジメントの推進 

福井県 武生市 まちづくり武生株式会社 
中心市街地でのイベン
ト開催 

中心市街地活性化のた
め従来より活動を行って
いた団体であるため 
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都道 
府県 

市区 
町村 

法人名 

記載内容 

当該まちづくり活動等
の内容、頻度 等 

法人が行政のパートナー
としての活動を行ってい
る理由、きっかけ、背景 
等 

愛知県 東海市 株式会社まちづくり東海 
中心市街地でのイベン
ト等の実施 

民間主導での中心市街
地のにぎわいの創出の
ため。 

長野県 飯田市 
株式会社飯田まちづくりカ
ンパニー 

中心市街地のイベント
にまちづくりカンパニー
とともに事務局としてか
かわっているため、事
業に応じて随時情報共
有している。 

中心市街地活性化基本
計画に基づき、中心市街
地活性化協会（協議会）
が組織されており、まち
づくりカンパニー、会議
所、市が事務局に位置づ
けられているため。 

北海道 函館市 
株式会社はこだて西部まち
づく Re-Design 

適宜随時 - 

大阪府 大阪市 
一般社団法人グランフロン
ト大阪 TMO 

都市利便増進施設の
維持管理 

大阪市エリアマネジメント
活動促進制度の活用 

宮城県 仙台市 
一般社団法人荒井タウンマ
ネジメント 

都市利便増進施設活
用事業（公園運営）、通
年 

地元から「球技ができる
公園」などの要望を受け
たため。 

北海道 札幌市 
札幌大通まちづくり株式会
社 

当該地区における建替
相談窓口を都市再生
推進法人が担ってお
り、官民連携しならが
地域のビジョンに基づ
いたまちづくりを進めて
いる。 

まちづくり会社として地域
の発展に取り組んでいる
ため。 

愛知県 岡崎市 
特定非営利活動法人岡崎
まち育てセンター・りた 

道路空間活用/頻度：
日常 

道路空間活用による収
益性アップ 

東京都 渋谷区 
一般社団法人渋谷駅前エ
リアマネジメント 

道路通行空間における
優良清掃サービス 

当該エリアの清掃レベル
の向上がエリア価値の向
上に繋がるため。 

福井県 福井市 まちづくり福井株式会社 
福井市が委託するまち
なかのイベント等 

中心市街地でのノウハ
ウ、市民・団体・警察との
強い信頼関係を築いてい
るから 

埼玉県 
さいたま
市 

一般社団法人アーバンデ
ザインセンター大宮 

歩道や道路拡幅予定
地を活用した、まちの
賑わい創出に資する取
組（社会実験）を月に
10 回程度行っている。 

産・官・学・民が連携した
まちづくりを推進するた
めに設立された法人であ
るため。 

茨城県 水戸市 株式会社まちみとラボ 

法人が事務局となって
いるまちづくりの任意
団体に本市も構成員と
して参加している 

- 

愛知県 
名古屋
市 

栄ミナミまちづくり株式会社 

法人が年に数回、地域
パトロールを実施して
おり、行政も参加してい
る。 

エリアマネジメントの一環
として法人が主体的に地
域還元を行っているため 

栃木県 
宇都宮
市 

特定非営利活動法人 宇
都宮まちづくり推進機構 

- 
本市の財政援助団体で
あるため 
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■自由記述 

選択肢「２ 法人と連携した定常的な活動等は実施していない」の記載欄に記入があった内容は、

以下の通りである。 

 

２ 法人と連携した定常的な活動等は実施していない 

No. 記載内容 

1 法人独自の活動もあるため、連携は定常的でない。 

2 定常的ではないが、イベント時など、必要に応じ連携活動は行っている。 
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問 2-5 都市再生推進法人になることを目指す団体等に対する支援制度等の状況 

■設問 

都市再生推進法人の指定をめざす団体の指定に向けた取組みを促進する支援策や、当該団体を認定す

るの仕組み等の有無について、該当するもの（一つ）に「○」印を選択してください。 

 

■回答（主な活動内容に関する回答） 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

都市再生推進法人になることを目指す団体等に対する支援制度等があると回答した市区町村は

5団体であり、割合は 0.5％にとどまる。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,023（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 都市再生推進法人
になることを目指す団
体等に対する支援制
度等がある 

5 0.5% 

2 都市再生推進法人
になることを目指す団
体等に対する支援制
度等がない 

1,018 99.5% 

合計 1,023  100% 

 

■自由記述 

選択肢「1 支援制度がある」の記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

・ 仙台市の制度は、市が「仙台市都市再生まちづくり団体の認定等に関する事務取扱要綱」に基

づき都市再生推進法人を目指す団体を認定するものである。市は、当該団体が作成したエリア

ビジョンに基づく民間遊休不動産や公共空間等を活用した賑わいづくり、活動エリアの環境改

善等の活動支援を行う。 

・ 大阪市の制度は、市が都市再生推進法人準備団体を認定し、当該団体が道路上にオープンカ

フェ等の物件を設置して事業検証を行う際に、市が占用主体となること等を通じ、当該実証実験

に対する支援を行う制度である。都市再生緊急整備地域で活動するエリアマネジメント団体に

適用するもので、認定の有効期間は 2年（1回限り 1年の更新が可能）である。 
 

1 支援制度がある 

都道府県 市区町村 記載内容 

宮城県 仙台市 

都市再生推進法人を目指すエリマネ団体向けにガイドラインを作成した。
（https://www.city.sendai.jp/toshisaisesuishin/kurashi/machi/machizukuri/ma
nagement.html） 
また、都市再生推進法人を目指すエリマネ団体を都市再生まちづくり団体とし
て認定する制度を創設した。
（https://www.city.sendai.jp/toshisaisesuishin/kurashi/machi/kaihatsu/toshik
ekaku/toshisaise/machidantai.html） 

大阪府 大阪市 
都市再生推進法人準備団体認定制度
（https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000494783.html） 

 

https://www.city.sendai.jp/toshisaisesuishin/kurashi/machi/machizukuri/management.html
https://www.city.sendai.jp/toshisaisesuishin/kurashi/machi/machizukuri/management.html
https://www.city.sendai.jp/toshisaisesuishin/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/toshisaise/machidantai.html
https://www.city.sendai.jp/toshisaisesuishin/kurashi/machi/kaihatsu/toshikekaku/toshisaise/machidantai.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000494783.html
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(2) 調査２：低未利用土地利用促進協定の活用に関する調査 

調査２は、「市区町村まちづくり担当課」と「都市再生推進法人」を対象として、低未利用土地利用

促進協定（法第 46 条第 26項、法第 80 条の 3～第 80条の 8）のあり方等を整理することを目的に、

地方公共団体における当該制度に関する認知状況、評価等を把握するために実施した。 

 

1) 回答状況 

調査２：低未利用土地利用促進協定の活用に関する調査を行った結果、市区町村まちづくり担当

課では 80.8%、都市再生推進法人では 75.7%の回答があった。 

 

表 2.1-8 調査２：低未利用土地利用促進協定の活用に関する調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

市区町村まちづくり担当課 1,741 1,406 80.8％ 

都市再生推進法人 111 84 75.7％ 

 

 

2) 調査項目 [市区町村まちづくり担当課向、都市再生推進法人向] 

調査２の調査項目については、次項以降に、「市区町村まちづくり担当課」「都市再生推進法人」

の順に、アンケート調査の調査票を示した。 
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資料 2-2：調査２[市区町村まちづくり担当課向] 調査票 
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資料 2-3：調査２[都市再生推進法人向] 調査票 
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3) 調査結果 [市区町村まちづくり担当課向、都市再生推進法人向]  

 

① 「１．低未利用土地利用促進協定（法第 46 条第 26 項、法第 80 条の 3～第 80 条の 8）に関する

お考え」 

問 1-１ 認知状況等 

■設問 

低未利用土地利用促進協定の貴団体における認知状況等について、該当するもの（一つ）に「○」印を

選択（プルダウン式）してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課と都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

低未利用土地利用促進協定の認知状況等は、市区町村まちづくり担当課、都市再生推進法人と

もに、「1制度を理解し、活用を検討中」が最も少なく、「4活用可能性がない」が最も多い。 

「1-ａ協定の内容や関係権利者との調整・検討を行っている」は、市区町村まちづくり担当課は 0

件だが、都市再生推進法人は 3件の回答がみられる。 

「2 制度を理解しているが、検討が進んでいない」のうち「2-ａ課題があり検討が進んでいない」は、

市区町村まちづくり担当課で 13件、都市再生推進法人で 7件の回答がある。 

「4 活用可能性がない」は、市区町村まちづくり担当課、都市再生推進法人ともに、「制度活用が

必要となるケースがない」と「低未利用土地利用の対策等を検討していない」の割合が多い。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,280（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
回答数 割合 

大項目 小項目 

1  制度を理解
し、活用を検
討中 

1-ａ 協定の内容や関係
権利者との調整・検討を
行っている 

0 

5 

0.0% 

0.4％ 1-ｂ 協定の内容は未検
討だが、都市再生整備計
画には位置付けた 

1 0.1% 

1-ｃ その他 4 0.3% 
2  制度を理解

しているが、
検 討 が 進 ん
でいない 

2-ａ 課題があり検討が
進んでいない 

13 

169 

1.0% 

13.2％ 
2-ｂ 具体的な案件がな
い 

156 12.2% 

3  制度を十分
に理解してお
らず、今後の
制 度 適 用 を
想定し理解を
深めたい 

3-ａ 制度に関する説明
会や勉強会等が必要 

222 

326 

17.3% 

25.4％ 3-ｂ 制度に関するパンフ
レットや web サイト等によ
る情報発信が必要 

96 7.5% 

3-ｃ その他 8 0.6% 
4 活用可能性

がない 
4-ａ 独自制度を持ってい
る（又は制度化せず独自
の取組を実施） 

2 

782 

0.2% 

61.0％ 

4-ｂ 他の制度を活用して
いる 

11 0.9% 

4-ｃ  制度活用が必要と
なるケースがない 

269 21.0% 

4-ｄ 低未利用土地利用
の対策等を検討していな
い 

500 39.0% 

 合計 1,282  100% 

 

＜大項目＞ 

＜小項目＞ 
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・都市再生推進法人の回答（N＝79（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
回答数 割合 

大項目 小項目 

1 制度を理解
し、活用を検
討中 

1-ａ 協定の内容や
関係権利者との調
整・検討を行ってい
る 

3 

5 

3.8% 

6.3％ 
1-ｂ 協定の内容は
未検討だが、都 市
再生整備計画には
位置付けた 

1 1.3% 

1-ｃ その他 1 1.3% 

2 制度を理解
しているが、
検 討 が 進 ん
でいない 

2-ａ 課題があり検
討が進んでいない 

7 

17 

8.9% 

21.5％ 
2-ｂ 具体的な案件
がない 

10 12.7% 

3 制度を十分
に理解してお
らず、今後の
制 度 適 用 を
想 定 し 理 解
を深めたい 

3-ａ 制度に関する
説明会や勉強会等
が必要 

15 

21 

19.0% 

26.6％ 
3-ｂ 制度に関する
パンフレットや web
サイト等による情報
発信が必要 

6 7.6% 

3-ｃ その他 0 0.0% 

4 活用可能性
がない 

4-ａ 他の制度を活
用している 

2 

36 

2.5% 

45.6％ 
4-ｂ 制度活用が必
要となるケースがな
い 

18 22.8% 

4-ｃ 低未利用土地
利用の対策等を検
討していない 

16 20.3% 

 合計 79  100% 

 

1 制度を理解し、活用を

検討中
6.3%

2 制度を理解しているが、

検討が進んでいない
21.5%

3 制度を十分に理解しておら

ず、今後の制度適用を想定し

理解を深めたい
26.6%

4 活用可能性がない
45.6%

1-ａ 協定の内容や関係権利者

との調整・検討を行っている
3.8%

1-ｂ 協定の内容は未検討だが、都市

再生整備計画には位置付けた
1.3%

1-ｃ その他
1.3%

2-ａ 課題があり検討が

進んでいない
8.9%

2-ｂ 具体的な案件がない
12.7%

3-ａ 制度に関する説明会や勉強会

等が必要
19.0%

3-ｂ 制度に関するパンフレットやwebサ

イト等による情報発信が必要
7.6%

3-ｃ その他
0.0%

4-ａ 他の制度を活用し

ている
2.5%

4-ｂ 制度活用が必要とな

るケースがない
22.8%

4-ｃ 低未利用土地利用の対策等

を検討していない
20.3%

＜大項目＞ 

＜小項目＞ 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,280（単回答）） 

1　制度を理解し、活用を検討
中

2　制度を理解しているが、検
討が進んでいない

3　制度を十分に理解しておら
ず、今後の制度適用を想定し
理解を深めたい

4　活用可能性がない

10万人未満 4 106 83 669

10万人～50万人未満 1 56 16 100

50万人～100万人未満 0 4 4 8

100万人以上 0 3 1 5

全体 5 169 104 782  

 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝79（単回答）） 

1　制度を理解し、活用を検討

中

2　制度を理解しているが、検討

が進んでいない

3　制度を十分に理解しておら

ず、今後の制度適用を想定し

理解を深めたい

4　活用可能性がない 合計

10万人未満 1 2 5 9 17
10万人～50万人未満 2 12 13 18 45
50万人～100万人未満 1 1 3 4 9
100万人以上 1 2 0 5 8
全体 5 17 21 36 79  
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「1-ｃ」「3-ｃ」「4-a」「4-ｂ」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

1-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 都市再生整備計画を策定する際には、活用を検討したい。 

3-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 自主勉強で理解を深めたい 

2 人口規模等が類似する団体の事例について学ぶ機会が必要。 

3 制度の理解とともに制度活用に向けた具体の検討が必要 

4 現在のところ低利用の土地等の課題は顕在化しておらず、具体的な案件がないため検討したことが
ないが、将来に向けた制度の理解は必要と考える。 

4-ａ 独自制度を持っている（又は制度化せず独自の取組を実施） 

No. 記載内容 

1 
民間提案制度 
公有地等を民間のアイデア、資金を活用して利活用してもらう 

2 土地所有者と市で賃借契約を締結し、低未利用地をポケットパークとして市が無償で活用する代わり
に、固定資産税を免除している。 

4-ｂ 他の制度を活用している 

No. 記載内容 

1 制度化せず、庁内各課への調査・ヒアリングを進めながら土地の利活用を検討している。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「4-a」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

4-ａ 他の制度を活用している 

No. 記載内容 

1 普都市利便増進協定 

 

■アンケートの回答等に関する追加の情報提供を依頼し、得られた事例情報 

No. 事例内容 

1 

＜都市再生整備計画に「低未利用土地利用促進協定」の位置付けを終えた事例＞ 
（１）低未利用土地利用促進協定に関する検討の概要 

協定締結者は、市、都市再生整備推進法人、まちづくり会社、土地・建物所有者。 
整備する施設は、温泉旅館施設、物販施設、駐車場等を想定。 

（２）地区の基本情報 
・ 対象となる敷地や施設等 

まちづくり会社が運営するホテル、通り沿いの空き地や空き店舗、空き旅館の活用に向けて検討。 
・ スケジュール及び検討内容 

検討開始時期 ： 令和２～３年度くらいから 、 都市再生整備計画 ： 記載済み 、 
共用開始 ： 未定 

（３）制度活用の検討、協議調整の内容（又は、法的手続き等） 
固定資産の減免などの税制優遇の進め方、税務課でも事例が無く判断が不明。 
まちづくり団体が協定まで締結するメリットがない。 
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問 1-2 低未利用土地利用促進協定制度に対する評価 

問 1-2-1  メリットと考える事柄 

■設問 

低未利用土地利用促進協定制度に関し、貴団体がメリットとお考えになる事柄について、該当するものす

べて（複数回答）に「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

①土地所有者等のメリット 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

市区町村まちづくり担当課が土地所有者等のメリットと考える事柄は、「2 市町村が協定を締結又

は認可するため土地活用の安定性や実効性が担保される」が 192 件で最も多い。次いで、「3 低未

利用土地を収益用途等に活用することができる」が 164 件、「1 市町村等と協定を結ぶことによりまち

づくりを支えることができる」が 157件となっている。 

都市規模別に見ると、「3」については、「10万人未満」「10万人～50万人未満」「50万人～100万

人未満」「100万人以上」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝414（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 市町村等と協定を結ぶことによりまちづくりを支えることができる 157 37.9% 

2 市町村が協定を締結又は認可するため土地活用の安定性や実効性が

担保される 
192 46.4% 

3 低未利用土地を収益用途等に活用することができる 164 39.6% 

4 協定を締結しようとする土地所有者等は、国・関係地方公共団体による

支援（情報提供・助言等）を受けることができる 
126 30.4% 

5 その他 27 6.5% 
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■都市規模によるクロス集計（N＝414（複数回答）） 

 

 

 

■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢①「1～4」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

①土地所有者等のメリット 

1 市町村等と協定を結ぶことによりまちづくりを支えることができる 

No. 記載内容 

1 オーナーの理解が必要不可欠 

2 
市町村等と協定を結ぶことにより、土地活用の安定性や実効性が担保され、継続的なまちづくりを
進めやすくなる。 

3 都市再開発にもつながる可能性があり、将来的な地価の上昇も見込める。 

2 市町村が協定を締結又は認可するため土地活用の安定性や実効性が担保される 

No. 記載内容 

1 市の方針に反する民間開発を抑止することが出来る。 

3 一定の条件下で営利を目的とする施設の整備・活用が可能であり、低未利用土地を収益用途等に活用す

ることができる 

No. 記載内容 

1 収益が得られることが、モチベーション向上につながる。 

2 利用していない土地が利活用されることで、土地の管理（草刈り等）を任せることができるため。 

4 その他 

No. 記載内容 

1 管理不全の低未利用土地等を自治体等により適正に管理・運営してもらえる。 

 

1　市町村等と協定
を結ぶことによりま
ちづくりを支えること

ができる

2　市町村が協定を締
結又は認可するため
土地活用の安定性や
実効性が担保される

3　低未利用土地を
収益用途等に活用
することができる

4　協定を締結しようとする土
地所有者等は、国・関係地方
公共団体による支援（情報提
供・助言等）を受けることがで

きる

5　その他

116 141 103 94 21

37.5% 45.6% 33.3% 30.4% 6.8%

35 46 53 28 6

37.6% 49.5% 57.0% 30.1% 6.5%

5 4 6 3 0

50.0% 40.0% 60.0% 30.0% 0.0%

1 1 2 1 0

50.0% 50.0% 100.0% 50.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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②市町村・都市再生推進法人等のメリット 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課と都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

市町村・都市再生推進法人等のメリットは、市区町村まちづくり担当課の回答は、「1 土地の整備

や管理の方法などを協定に定めることで、一定期間、その土地を活用したまちづくりを円滑に進める

ことができる」が 320 件で最も多く、続いて、「2 条例を新たに定めることなく、継続的なまちづくりを実

現できる」が 148 件、「3 官民連携まちなか再生推進事業による支援を受けることができる」が 95 件、

「4 共助推進型まちづくりファンド支援事業の対象となる」が 41 件となっており、順に少ない回答数と

なっている。都市再生推進法人の回答は、「4その他」を除く全ての回答がほぼ同数である。 

都市規模別に見ると、市区町村まちづくり担当課の回答は、「10 万人未満」「10 万人～50 万人未

満」「50万人～100万人未満」のどの都市規模においても、「1」が最も多い。 

都市再生推進法人の回答は、「10 万人未満」の「1」「2」「3」の回答割合が、他の都市規模より大き

い傾向がある。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝424（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 土地の整備や管理の方法などを協定に定めることで、一定期間、その土

地を活用したまちづくりを円滑に進めることができる 
320 75.5% 

2 条例に基づく「まちづくり協定」とは異なり、法律に基づく制度であるため、

市町村は条例を新たに定めることなく、継続的なまちづくりを実現できる 
148 34.9% 

3 都市再生推進法人が協定に基づき施設の整備等を実施する場合には、

官民連携まちなか再生推進事業による支援を受けることができる 
95 22.4% 

4 協定締結により民都機構による共助推進型まちづくりファンド支援事業の

対象となる 
41 9.7% 

5 その他 27 6.4% 
 

 

320

148

95

41

27

0 50 100 150 200 250 300 350

1 土地の整備や管理の方法などを協定に定めることで、

一定期間、その土地を活用したまちづくりを円滑に進める

ことができる

2 条例に基づく「まちづくり協定」とは異なり、法律に基づ

く制度であるため、市町村は条例を新たに定めることな

く、継続的なまちづくりを実現できる

3 都市再生推進法人が協定に基づき施設の整備等を実

施する場合には、官民連携まちなか再生推進事業による

支援を受けることができる

4 協定締結により民都機構による共助推進型まちづくり

ファンド支援事業の対象となる

5 その他
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・都市再生推進法人の回答（N＝39（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 土地の整備や管理の方法などを協定に定めることで、一定期間、その

土地を活用したまちづくりを円滑に進めることができる 
25 64.1% 

2 都市再生推進法人が協定に基づき施設の整備等を実施する場合には、

官民連携まちなか再生推進事業による支援を受けることができる 
26 66.7% 

3 協定締結により民都機構による共助推進型まちづくりファンド支援事業

の対象となる 
21 53.8% 

4 その他 3 7.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝424（複数回答）） 

1　土地の整備や管理の

方法などを協定に定める

ことで、一定期間、その

土地を活用したまちづくり

を円滑に進めることがで
きる

2　条例に基づく「まちづく

り協定」とは異なり、法律

に基づく制度であるため、

市町村は条例を新たに定

めることなく、継続的なま
ちづくりを実現できる

3　都市再生推進法人が協定

に基づき施設の整備等を実施

する場合には、官民連携まち

なか再生推進事業による支援

を受けることができる

4　協定締結により民

都機構による共助推

進型まちづくりファンド

支援事業の対象とな

る

5　その他 対象団体数

231 109 55 19 20 313

73.8% 34.8% 17.6% 6.1% 6.4%

77 35 35 20 7 98

78.6% 35.7% 35.7% 20.4% 7.1%

10 3 4 2 0 11

90.9% 27.3% 36.4% 18.2% 0.0%

2 1 1 0 0 2

100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
 

・都市再生推進法人の回答（N＝39（複数回答）） 

1　土地の整備や管理の方法な

どを協定に定めることで、一定

期間、その土地を活用したまち
づくりを円滑に進めることができ

る

2　条例に基づく「まちづくり協

定」とは異なり、法律に基づく制

度であるため、市町村は条例を
新たに定めることなく、継続的な

まちづくりを実現できる

3　都市再生推進法人が協定に

基づき施設の整備等を実施する

場合には、官民連携まちなか再
生推進事業による支援を受ける

ことができる

4　協定締結により民都機構によ

る共助推進型まちづくりファンド
支援事業の対象となる

回答法人数

6 9 9 0 9

66.7% 100.0% 100.0% 0.0%

12 12 8 2 21

57.1% 57.1% 38.1% 9.5%

3 2 2 1 5

60.0% 40.0% 40.0% 20.0%

4 3 2 0 4

100.0% 75.0% 50.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢②「1」「5」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

②市町村・都市再生推進法人等のメリット 

1 土地の整備や管理の方法などを協定に定めることで、一定期間、その土地を活用したまちづくりを円滑に進

めることができる 

No. 記載内容 

1 継続的にその土地を使用できる。 

2 安定した利活用を行う根拠にできる。 

3 まちづくりには場所が必要なため土地の活用に関する制度は有効である。 

5 その他 

No. 記載内容 

1 制度に関する勉強会等が必要 

2 空き家解消につながる可能性がある 

3 中心市街地活性化やまちなか再生にあたって、本制度の活用を検討したい。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「1」「2」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 土地の整備や管理の方法などを協定に定めることで、一定期間、その土地を活用したまちづくりを円滑に進

めることができる 

No. 記載内容 

1 公益事業としての位置づけを明確化しやすくなる点 

2 都市再生推進法人が協定に基づき施設の整備等を実施する場合には、官民連携まちなか再生推進事業

による支援を受けることができる 

No. 記載内容 

1 
１．空き家（廃工場含む）利活用  地域の居場所づくり 
２．河川道の利活用  自然と調和した憩いの場の創出 

2 低未利用土地利用促進協定制度を活用して DX モビリティの拠点整備やサイクルポート設置など 

4 その他 

No. 記載内容 

1 
地権者との交渉時に、「低未利用土地利用促進協定制度」という公的協定制度（官民連携により事業
推進を図っていること）を提示することによる、地権者への「安心感の提供」、それによる合意形成の
円滑化 
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問 1-2-2 課題と考える事柄 

■設問 

低未利用土地利用促進協定制度に関し、貴団体が課題とお考えになる事柄について、該当するもの

すべて（複数回答）に「○」印を選択し（プルダウン式）、その概要を記入欄にご記入願います。 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課と都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

課題と考える事柄は、市区町村まちづくり担当課の回答は、「4 協定締結には土地所有者等の全

員同意が必要であり、合意形成が困難である」が 248 件で最も多い。都市再生推進法人の回答は、

「6都市再生整備計画について次期計画の策定や計画期間の延伸が必要となる」の 17件、「4合意

形成が困難」の 16 件、「5都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じ

る」の 13件が多い。 

都市規模別に見ると、市区町村まちづくり担当課の回答は、「10 万人未満」「10 万人～50 万人未

満」「50万人～100万人未満」のどの都市規模においても、「4」が最も多い。 

都市再生推進法人の回答は、「10 万人未満」の「1」「2」「3」「6」「7」の回答割合が、他の都市規模

より大きい傾向がある。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝459（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 承継効がない 144 31.4% 

2 協定の対象となる施設 （交通施設、公園系施設、水系施設、公共施設、にぎわいを創出する施設 

等）が適切でない（又は十分でない） 
31 3.2% 

3 協定締結の要件が、都市再生整備計画の区域が対象区域に限られる 156 16.0% 

4 協定締結には土地所有者等の全員同意が必要であり、合意形成が困難である 248 25.5% 

5 都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる 185 19.0% 

6 都市再生整備計画の計画期間（5 年間等）が終了した場合、協定の対象となる区域等を明示する

都市再生整備計画がその後も必要となるため、次期計画の策定や計画期間の延伸が必要となる 
142 14.6% 

7 協定締結により活用可能となる国の支援策（官民連携まちなか再生推進事業、共助推進型まちづ

くりファンド）が不十分である 
27 2.8% 

8 その他 39 4.0% 
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・都市再生推進法人の回答（N＝40（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 承継効がない 6 7.7% 

2 協定の対象となる施設 （交通施設、公園系施設、水系施設、公共施

設、にぎわいを創出する施設 等）が適切でない（又は十分でない） 
4 5.1% 

3 協定締結の要件が、都市再生整備計画の区域が対象区域に限られる 5 6.4% 

4 協定締結には土地所有者等の全員同意が必要であり、合意形成が困

難である 
16 20.5% 

5 都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感

じる 
13 16.7% 

6 都市再生整備計画の計画期間（5 年間等）が終了した場合、協定の対象

となる区域等を明示する都市再生整備計画がその後も必要となるため、次

期計画の策定や計画期間の延伸が必要となる 

17 21.8% 

7 協定締結により活用可能となる国の支援策（官民連携まちなか再生推

進事業、共助推進型まちづくりファンド）が不十分である 
9 11.5% 

8 その他 8 10.3% 
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1 承継効がない

2 協定の対象となる施設 （交通施設、公園系施設、水系

施設、公共施設、にぎわいを創出する施設 等）が適切で

ない（又は十分でない）

3 協定締結の要件が、都市再生整備計画の区域が対象

区域に限られる

4 協定締結には土地所有者等の全員同意が必要であり、

合意形成が困難である

5 都市再生整備計画への記載など、制度活用のための

手続きが煩雑と感じる

6 都市再生整備計画の計画期間（5年間等）が終了した場

合、協定の対象となる区域等を明示する都市再生整備計

画がその後も必要となるため、次期計画の策定や計画期

間の延伸が必要となる

7 協定締結により活用可能となる国の支援策（官民連携

まちなか再生推進事業、共助推進型まちづくりファンド）が

不十分である

8 その他
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝459（複数回答）） 

1　承継効がない

2　協定の対象となる施設 （交通施設、

公園系施設、水系施設、公共施設、に

ぎわいを創出する施設　等）が適切でな

い（又は十分でない）

3　 協定締結の要

件が、都市再生整

備計画の区域が対

象区域に限られる

4　協定締結には

土地所有者等の全

員同意が必要であ

り、合意形成が困

難である

5　都市再生整備

計画への記載な

ど、制度活用のた

めの手続きが煩雑

と感じる

6　都市再生整備計画の計画期間（5年

間等）が終了した場合、協定の対象とな

る区域等を明示する都市再生整備計画

がその後も必要となるため、次期計画

の策定や計画期間の延伸が必要となる

7　協定締結により活用可能となる国の

支援策（官民連携まちなか再生推進事

業、共助推進型まちづくりファンド）が不

十分である

8　その他 回答団体数

101 26 115 180 135 92 18 30 345

29.3% 7.5% 33.3% 52.2% 39.1% 26.7% 5.2% 8.7%

39 5 36 57 41 43 6 8 101

38.6% 5.0% 35.6% 56.4% 40.6% 42.6% 5.9% 7.9%

3 0 4 9 8 6 3 1 11

27.3% 0.0% 36.4% 81.8% 72.7% 54.5% 27.3% 9.1%

1 0 1 2 1 1 0 0 2

50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上  

 

・都市再生推進法人の回答（N＝40（複数回答）） 

1　承継効がな

い

2　協定の対象となる施設 （交通

施設、公園系施設、水系施設、公

共施設、にぎわいを創出する施設

等）が適切でない（又は十分でな

い）

3　協定締結の

要件が、都市再

生整備計画の区

域が対象区域に

限られる

4　協定締結に

は土地所有者等

の全員同意が必

要であり、合意

形成が困難であ

る

5　都市再生整

備計画への記載

など、制度活用

のための手続き

が煩雑と感じる

6　都市再生整備計画の計画期間

（5年間等）が終了した場合、協

定の対象となる区域等を明示する

都市再生整備計画がその後も必要

となるため、次期計画の策定や計

画期間の延伸が必要となる

7　協定締結により活用可能とな

る国の支援策（官民連携まちなか

再生推進事業、共助推進型まちづ

くりファンド）が不十分である

8　その他 回答法人数

3 2 2 3 3 6 3 0 9

33.3% 22.2% 22.2% 33.3% 33.3% 66.7% 33.3% 0.0%

1 1 3 7 8 9 6 5 22

4.5% 4.5% 13.6% 31.8% 36.4% 40.9% 27.3% 22.7%

0 0 0 2 1 1 0 3 5

0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 60.0%

2 1 0 4 1 1 0 0 4

50.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「1」「3」「4」「7」「8」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 承継効がない 

No. 記載内容 

1 新しい土地所有者の意向により、協定が結べない可能性がある。 

2 土地売買や相続により協定の継続が難しくなる。 

3 協定締結の要件が、都市再生整備計画の区域が対象区域に限られる 

No. 記載内容 

1 もっと広い区域要件にすれば制度の活用につながる。 

4 協定締結には土地所有者等の全員同意が必要であり、合意形成が困難である 

No. 記載内容 

1 所有者には不在地主も想定され、合意形成がより難しくなることが考えられる。 

7 協定締結により活用可能となる国の支援策（官民連携まちなか再生推進事業、共助推進型まちづく

りファンド）が不十分である 

No. 記載内容 

1 低未利用土地に対して支援を広げていく必要がある。 

8 その他 

No. 記載内容 

1 財源不足、人員不足 

2 事業を進める職員不足 

3 制度に関する勉強会等が必要 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「4」「5」「6」「8」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

4 協定締結には土地所有者等の全員同意が必要であり、合意形成が困難である 

No. 記載内容 

1 
協定を締結して、土地利用の課題を解決できるものの、経済性が伴わず、事業化継続できる見通し
が立たない 

5 都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる 

No. 記載内容 

1 

基礎自治体の認可を得ている都市再生推進法人については、制度活用の際に簡略的に進められる
ような担当窓口が必要 （現状都市整備局関係各課、管理している区役所の地域整備課などの承認
手続きに時間がかかり、担当者が変わった場合一から説明していかないといけないのでかなり時間
コストがかかる） 
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6 都市再生整備計画の計画期間（5 年間等）が終了した場合、協定の対象となる区域等を明示する都市再生

整備計画がその後も必要となるため、次期計画の策定や計画期間の延伸が必要となる 

No. 記載内容 

1 
実証実験の後、自立した運営をするためにも長期スパンで取り組む政策（交通政策など）については
特例期間を設けても良いと感じる 

2 事後評価の効果検証に過度な負担を求められる懸念がある 

8 その他 

No. 記載内容 

1 事業性が課題となり、具体的な土地の活用策が詰めきれない 

2 
対象候補地は複数見込まれるものの、対象地の絞り込みを含む事業計画作成・実施・運営まで実行
するマンパワーが現状不足 

3 県と市の連帯 

4 低未利用土地利用促進協定を締結した土地の税制上の優遇措置が不明 

 

② 「２．制度に対するご意見、ご要望」 

■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

No. 記載内容 

1 
制度に関する説明会や勉強会等が必要・制度に関するパンフレットや web サイト等による情報発信
が必要 

2 
協定区域の設定には区域内全員の同意が必要な点が所有者不明土地などが協定区域の設定を阻
むことが考えられる。 

3 合意形成が難しいため、締結実績がないのではないか。 

4 制度の理解が十分でないので，何らかのフォローアップが必要である。 

5 都市再生整備計画を策定後、検討したい。 

6 土地所有者がメリットを感じにくいのではないか（自治体側からのアクションが起こしにくい） 

7 
本協定制度による土地所有者の金銭的なメリットもあると、利用が促進されると思われる。 
本市の中心市街地では、老朽化した建物の解体後は、一定の収入が見込め、かつ管理負担が少な
い民間駐車場に整備されるケースが多い。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

No. 記載内容 

1 
地権者との交渉時に、「低未利用土地利用促進協定制度」という公的協定制度（官民連携により事業
推進を図っていること）を提示することによる、地権者への「安心感の提供」、それによる合意形成の
円滑化（これ以外の内容は、率直にメリットとして感じていない） 

2 
低未利用地利用促進協定制度の制定地域の周辺を準協定地域的な緩い制度締結案件があればい
い 

3 
地元行政もまちづくり組織側も課題が集中してなかなか時間が取れない中で、制度を活用するため
の相談窓口などがあって、気軽に相談ができると活用が進む 

4 都市再生推進法人を対象に年１回研修会開催 
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(3) 調査３：都市再生(整備)歩行者経路協定に関する調査 

調査３は、「市区町村まちづくり担当課」を対象として、都市再生（整備）歩行者経路協定（法第 45

条の 2、法第 46 条第 24 項、法第 73 条）のあり方等を整理することを目的に、地方公共団体におけ

る当該制度に関する認知状況、評価等を把握するために実施した。 

 

1) 回答状況 

調査３：都市再生(整備)歩行者経路協定に関する調査を行った結果、全国の地方公共団体では

全体の 80.8%の回答があった。 

 

表 2.1-9 調査３：都市再生(整備)歩行者経路協定に関する調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

市区町村まちづくり担当課 1,741 1,406 80.8％ 

 
 

2) 調査項目 [市区町村まちづくり担当課向] 

調査３の調査項目については、次項以降に、「市区町村まちづくり担当課」のアンケート調査の調

査票を示した。 
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資料 2-4：調査３[市区町村まちづくり担当課向] 調査票 
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3) 調査結果 [市区町村まちづくり担当課向]  

 

① 「都市再生（整備）歩行者経路協定（法第 45 条の 2、法第 46 条第 24 項、法第 73 条）に関するお考

え」 

 

問 1-１ 認知状況等 

■設問 

都市再生（整備）歩行者経路協定の貴団体における認知状況等について、該当するもの（一つ）に「○」印

を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課が回答する調査設計である。 

都市再生（整備）歩行者経路協定の認知状況等は、「1 制度を理解し、活用を検討中」が最も少な

く、「4活用可能性がない」が最も多い。「2制度を理解しているが、検討が進んでいない」の 110件に

ついては、「2-b具体的な案件がない」が 106件を占める。「3制度を十分に理解しておらず、今後の

制度適用を想定し理解を深めたい」の 268 件は、「3-ａ制度に関する説明会や勉強会等が必要」が

173件で最も多い。「4」の 885件は、「4-ｂ制度活用が必要となるケースがない」が 835件を占める。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」は、他の都市規模と比較して、「4 活用可能性がない」の割

合が 74.7％で著しく高い。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,194（単回答）） 

項目 
回答数 割合 

大項目 小項目 

1 制度を理解し、活用を検討中 2 0.2% 

2 制度を理
解してい
るが、検
討が進ん
でいない 

2-ａ 課題があり
検討が進んで
いない 

4 

110 

0.3% 

8.7％ 

2-ｂ 具体的な
案件がない 

106 8.4% 

3 制度を十
分に理解
しておら
ず、今後
の制度適
用を想定
し理解を
深めたい 

3-ａ 制度に関
する説明会や
勉強会等が必
要 

173 

268 

13.7% 

21.2％ 
3-ｂ 制度に関

するパンフレッ
トや web サイ
ト等による情
報発信が必要 

91 7.2% 

3-ｃ その他 4 0.3% 

4 活用可能
性がない 

4-ａ 独自制度を
持っている 

1 

885 

0.1% 

70.0％ 
4-ｂ 制度活用

が必要となる
ケースがない 

853 67.4% 

4-ｃ その他 31 2.5% 

合計 1,194 100.0% 

＜大項目＞ 

＜小項目＞ 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,194（単回答）） 

 

 

 

■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「3-ｃ」「4-ｃ」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

3-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 自主勉強で理解を深めたい 

2 制度の理解とともに制度活用に向けた具体の検討が必要 

4-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 都市再生整備計画を策定しておらず、都市再生歩行者経路協定を検討する段階に無い。 

2 
特定都市再生特別地区における民間開発の公共貢献としてデッキや地下道の整備・管理を求
めている。 

3 本町での活用はあまりメリットを感じない 

  

1　制度を理解し、活用を検討
中

2　制度を理解しているが、検
討が進んでいない

3　制度を十分に理解しておら
ず、今後の制度適用を想定し
理解を深めたい

4　活用可能性がない

10万人未満 0 60 198 761

10万人～50万人未満 1 43 59 110

50万人～100万人未満 0 6 9 9

100万人以上 1 1 2 5

全体 2 110 268 885
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問 1-2 都市再生（整備）歩行者経路協定制度に対する評価 

問 1-2-1  メリットと考える事柄 

■設問 

都市再生（整備）歩行者経路協定制度に関し、貴団体がメリットとお考えになる事柄について、該当するも

のすべて（複数回答）に「○」印を選択し（プルダウン式）、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課が回答する調査設計である。 

市区町村まちづくり担当課がメリットと考える事柄は、「1承継効がある」が 154件で最も多い。次い

で、「2所有・管理主体が異なる複数の施設 （歩行者デッキ、地下通路、歩行者専用通路等）を組み

合わせた歩行者経路の形成が可能である」の 129 件と「4 条例の制定や都市計画審議会を経ること

なく、継続的なまちづくりを実現できる」の 104件が多い。 

都市規模別に見ると、「1」「2」「3」「5」については、「10 万人未満」「10 万人～50 万人未満」「50 万

人～100万人未満」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝326（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 承継効があるため、経営状況の悪化等により土地所有者が変わってしまっ

た場合でも、新たな所有者に歩行者経路を確保する義務が承継される 
154 47.2% 

2 所有・管理主体が異なる複数の施設 （歩行者デッキ、地下通路、歩行者

専用通路等）を組み合わせた歩行者経路の形成が可能である 
129 39.6% 

3 法定の協定であり、都市再生整備計画に記載されることから、複数の土地

所有者や借地権者等にかかる合意が形成しやすい 
66 20.2% 

4 まちづくり条例、都市計画（地区計画等）とは異なり、条例の制定や都市計

画審議会を経ることなく、継続的なまちづくりを実現できる 
104 31.9% 

5 都市再生推進法人が協定に基づき施設の整備等を実施する場合には、官

民連携まちなか再生推進事業による支援を受けることができる 
64 19.6% 

6 協定締結により民都機構による共助推進型まちづくりファンド支援事業の

対象となる 
35 10.7% 

7 その他 40 12.3% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝326（複数回答）） 

 

 

 

  

1　承継効があるた
め、経営状況の悪
化等により土地所

有者が変わってし
まった場合でも、

新たな所有者に歩
行者経路を確保す
る義務が承継され

る

2　所有・管理主体

が異なる複数の施
設 （歩行者デッ

キ、地下通路、歩
行者専用通路等）
を組み合わせた歩

行者経路の形成
が可能である

3　法定の協定で

あり、都市再生整
備計画に記載され

ることから、複数
の土地所有者や
借地権者等にか

かる合意が形成し
やすい

4　まちづくり条例、

都市計画（地区計
画等）とは異なり、

条例の制定や都
市計画審議会を経
ることなく、継続的

なまちづくりを実現
できる

5　都市再生推進

法人が協定に基づ
き施設の整備等を

実施する場合に
は、官民連携まち
なか再生推進事

業による支援を受
けることができる

6　協定締結により

民都機構による共
助推進型まちづく

りファンド支援事業
の対象となる

7　その他

98 67 42 71 36 19 31

44.7% 30.6% 19.2% 32.4% 16.4% 8.7% 14.2%

46 51 20 27 21 15 9

50.0% 55.4% 21.7% 29.3% 22.8% 16.3% 9.8%

7 9 4 3 6 1 0

63.6% 81.8% 36.4% 27.3% 54.5% 9.1% 0.0%

3 2 0 3 1 0 0

75.0% 50.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「1」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 承継効があるため、経営状況の悪化等により土地所有者が変わってしまった場合でも、新たな所有者に歩

行者経路を確保する義務が承継される 

No. 記載内容 

1 整備後は土地所有者等に合意を取る必要がなくなるため。 

2 
相続等により土地所有者が変更になり、事業継続が難しくなる事例が民間事業で発生してい
る。 

 

■アンケートの回答等に関する追加の情報提供を依頼し、得られた情報 

No. 事例内容 

1 

＜都市再生（整備）歩行者経路協定制度に関し、メリットと考える事柄＞ 

1 承継効があるため、経営状況の悪化等により土地所有者が変わってしまった場合でも、新た

な所有者に歩行者経路を確保する義務が承継される 

地下通路から地上に至る階段、エスカレーター、エレベーターを一体的に協定範囲としてお

り、民地内のエレベーター部分の協定締結、承継効により、バリアフリー動線が将来的にも確保

されている。 

 

2 所有・管理主体が異なる複数の施設 （歩行者デッキ、地下通路、歩行者専用通路等）を組み

合わせた歩行者経路の形成が可能である 

所有・管理主体として 4 者（市・JR・民間事業者 2 社）が関わる歩行者経路が形成され、将来

にわたり安全性が担保されている。 
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問 1-2-2  課題と考える事柄 

■設問 

都市再生（整備）歩行者経路協定制度に関し、貴団体が課題とお考えになる事柄について、該当するもの

すべて（複数回答）に「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課が回答する調査設計である。 

市区町村まちづくり担当課が課題と考える事柄は、「2 複数の施設の所有・管理主体による制度適

用や費用負担（整備段階、管理（ランニング）段階）の考え方の調整が困難である」の 145 件と「3 都

市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる」の 143件がともに多くなっ

ている。次いで、「1協定締結の要件が、都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の区域が対象

区域に限られる」の 117 件と「4 都市再生整備計画について次期計画の策定や計画期間の延伸が

必要となる」の 109件が多い。 

都市規模別に見ると、「2」については、「10万人未満」「10万人～50万人未満」「50万人～100万

人未満」「100万人以上」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝345（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 協定締結の要件が、都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の区域

が対象区域に限られる 
117 33.9% 

2 複数の施設の所有・管理主体による制度適用や費用負担（整備段階、管

理（ランニング）段階）の考え方の調整が困難である 
145 42.0% 

3 都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じ

る 
143 41.4% 

4 都市再生整備計画の計画期間（5 年間等）が終了した場合、協定の対象と

なる区域等を明示する都市再生整備計画がその後も必要となるため、次期計

画の策定や計画期間の延伸が必要となる 

109 31.6% 

5 協定締結により活用可能となる国の支援策（官民連携まちなか再生推進事

業、共助推進型まちづくりファンド）が不十分である 
19 5.5% 

6 その他 44 12.8% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝345（複数回答）） 

 

 

■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「4」「6」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

4 都市再生整備計画の計画期間（5 年間等）が終了した場合、協定の対象となる区域等を明示する都

市再生整備計画がその後も必要となるため、次期計画の策定や計画期間の延伸が必要となる 

No. 記載内容 

1 
継続的な効力のある協定であることがメリットであるにも関わらず、計画期間の延伸等を繰り返

していく必要があることはデメリットと思われる。 

2 当初から 5 年以上の計画期間が見込まれる可能性が高い。 

6 その他 

No. 記載内容 

1 関係者との合意形成が煩雑である。 

2 制度に関する勉強会等が必要。 

 

  

1　協定締結の要

件が、都市再生
緊急整備地域、

都市再生整備計
画の区域が対象
区域に限られる

2　複数の施設の
所有・管理主体に

よる制度適用や
費用負担（整備段

階、管理（ランニ
ング）段階）の考
え方の調整が困

難である

3　都市再生整
備計画への記載

など、制度活用
のための手続き

が煩雑と感じる

4　都市再生整備計画の
計画期間（5年間等）が

終了した場合、協定の対
象となる区域等を明示す

る都市再生整備計画が
その後も必要となるた

め、次期計画の策定や
計画期間の延伸が必要

となる

5　協定締結により活

用可能となる国の支
援策（官民連携まち

なか再生推進事業、
共助推進型まちづく

りファンド）が不十分
である

6　その他

83 82 100 67 15 36

34.4% 34.0% 41.5% 27.8% 6.2% 14.9%

27 52 35 34 3 8
30.3% 58.4% 39.3% 38.2% 3.4% 9.0%

4 8 6 6 0 0
36.4% 72.7% 54.5% 54.5% 0.0% 0.0%

3 3 2 2 1 0
75.0% 75.0% 50.0% 50.0% 25.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■アンケートの回答等に関する追加の情報提供を依頼し、得られた情報 

No. 事例内容 

1 

＜都市再生（整備）歩行者経路協定制度に関し、課題と考える事柄＞ 

2 複数の施設の所有・管理主体による制度適用や費用負担（整備段階、管理（ランニング）段階）の

考え方の調整が困難である 

関係者が少ない場合はそもそも本制度に頼る必要は無く、複数の関係者が入り組んでいる部分

を、わかりやすく、将来的にも確実に維持管理していくための制度ととらえており、調整が困難である

ことは、制度上の課題というよりは、制度を進めるうえで避けられない課題。 

2 

＜都市再生（整備）歩行者経路協定制度に関し、課題と考える事柄＞ 

1 協定締結の要件が、都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の区域が対象区域に限られる 

他の整備事業が完了した後も、区域内で歩行者経路協定を締結した場合は整備計画を延伸する

必要がある。 

 

2 複数の施設の所有・管理主体による制度適用や費用負担（整備段階、管理（ランニング）段階）の

考え方の調整が困難である 

一般的な管理協定でも調整は困難ではあるが、協定が縦覧に供されることや変更の手続きが煩雑

であることが、より調整を難しくさせる要因となり得る。 

 

3 都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる 

計画への記載や公告縦覧等の手続きなどが必要であり、現場での管理ルールなどを運用の中で

柔軟に変えたい場合に対応しづらい。 

 

4 都市再生整備計画の計画期間（5 年間等）が終了した場合、協定の対象となる区域等を明示する

都市再生整備計画がその後も必要となるため、次期計画の策定や計画期間の延伸が必要となる 

他の整備事業が完了した後も、区域内で歩行者経路協定を締結した場合は整備計画を延伸する

必要がある。 

 

② 「２．制度に対するご意見、ご要望」 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

No. 記載内容 

1 
制度に関する説明会や勉強会等が必要・制度に関するパンフレットや web サイト等による情報

発信が必要。 
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③ 「３．都市再生（整備）歩行者経路協定の事例（検討中含む）」 

■設問 

貴団体管内における取組事例などについて、検討中のものを含め、ご存知の範囲で以下の回答欄にご記入願います。 

■回答 

都
道
府

県
名 

市
区
町

村
名 

問 3-1 協定の締結に関する発意者 問 3-2 協定の締結又は検討の背景 問 3-3 協定の締結内容 

1 2 3 

面的なまちづくり（歩行
者ネットワークの形成 

等）の取組概要、開発
事業等の経緯・予定等 

検討のきっかけ、端緒 
協定により解決し

ようとする課題 

締結者 対象施設 経路の整備又は管理に関する事項 

協定の有効
期間 
  

協定に違反した場合
の措置 
  

その他 

  
土地
所有
者 

借地権者 その他 土地所有者 

借
地

権
者 

その

他 

歩行者の移

動上の利便
性・安全性の
向上のため

の経路 

その

他 

❶経路の幅員、路
面構造に関する基
準 

❷経路を構成する施設

（エレベーター、エスカ
レーター、ベンチ、植
栽、広告物など）の整

備・管理に関する事項 

❸その他経
路の整備

又は管理に
関する事項 

東

京

都 

港

区 
○      

浜松町駅から開発地（竹

芝地区）に接続するデッ

キ（都市施設）を開発事

業者が整備。 

当該デッキを将来にわたっ

て、歩行者の移動上の利便

性及び安全性の向上を担保

するため。 

適切な維持管理な

ど 

港区（区

道）、東京都

（都道）、東

京都島嶼町

村一部事務

組合、株式

会社アルベ

ログランデ 

    

歩行者デッキ

及び建築物内

の歩行者通路 

  

・幅員は基本 6ｍ

（箇所によって異な

る） 

・滑りにくい構造と

するとともに、歩行

上及び避難上支障

となるものを設けな

いこと 

財産区分に従い、各々

が管理する。（EV、エスカ

レーター） 

  

有効期間の期

限は定めず、

対象施設が存

続するまでの

期間としてい

る。 

違反者に対し、相当の

猶予期間を付して、是

正するために必要な措

置をとるべきことを文

書で請求する。違反者

は請求があった場合に

は、これに従わなけれ

ばならない。 

  

長

野

県 

中

野

市 

    ○ 市 検討中 

新たな制度ができたため、

その制度の利活用につい

て、検討を開始したところで

す。 

中心市街地の活性

化（人流の確保な

ど） 

検討中 
検討

中 

検討

中 

歩行者専用通

路 
  

都市計画道路（中

町線）、3.5ｍ（歩

道）、敷石 

ベンチ、植栽、街路灯な

ど 
    

滋

賀

県 

長

浜

市 

    ○ 
えきまち

長浜（株） 
        

長浜駅前広場を横

断し、又は、その周

囲を環状に通る歩

廊について、歩行者

の移動上の利便性

及び安全性を向上さ

せるための経路を将

来にわたって確保

し、適正に管理す

る。 

（株）平和堂

ほか 16 人 

えき

まち

長浜

（株） 

  

長浜駅自由通

路、階段、エス

カレーター、ペ

デストリアンデ

ッキ等 

  
幅員：1～３ｍ以上 

構造：滑りにくい 

日常管理は、財産区分

に応じ、えきまち長浜

（株）、（株）平和堂が実

施 

  

歩行者経路が

供用される期

間 

違反者に、違反行為の

是正措置を文書で請

求 

  

大

阪

府 

枚

方

市 

       

枚方市駅周辺地域にお

いて、再整備事業を行っ

ており、エリアの回遊性

向上を目指している。今

後、枚方市駅南側で面整

備を予定しており検討を

進めている。 

枚方市駅周辺地域におい

て、周辺建物の更新、市庁

舎の建て替え、交通課題の

解決、賑わいの創出等を目

指すため。 

             

兵

庫

県 

神

戸

市 

○   

神戸市、

山陽電気

鉄道㈱、

山陽タク

シー㈱ 

  

開発（図書館整備）にあ

わせて、駅までの歩行者

動線の整備を行う。令和

６～７年度整備予定 

山陽電鉄所有地に歩行者動

線を確保するためのスキー

ムを検討する中で、他都市

の事例を参考にした 

駅前における歩行

者の移動上の利便

性や安全性（対象の

開発が行われる周

辺は歩道未整備部

分であるため） 

山陽電鉄 

歩行

者専

用通

路 

  
歩行者専用通

路 
  歩道幅員２ｍ 

経路協定の内容につい

ては現在協議中 

経路協定の

内容につい

ては現在協

議中 

歩行者経路が

供用される期

間 

是正措置の文書請求   

福

岡

県 

福

岡

市 

○   

福岡市・

JR 九州・

民間ビル

２社 

  

規制緩和による民間建築

物の更新を促し、多くの

人が訪れる九州の陸の

玄関口である博多駅の活

力と賑わいを周辺につな

げていくプロジェクト「博

多コネクティッド」を実施

中 

従来から歩行者と自動車の

輻輳により地上交通の渋滞

が深刻化していたところ、平

成２３年３月の九州新幹線

全線開業に向け、さらに歩

行者増加が見込まれること

から、駅前広場の再整備と

合わせて地下通路の整備を

検討することとなった。  

地上交通の渋滞緩

和を図るとともに、

地下街・地下鉄・ビ

ル地下階等の各施

設が有機的に連携

した地下歩行者ネッ

トワークの形成を図

る。  

福岡市・JR 

九州・西日本

シティ銀行・

㈱TAK プロ

パティ 

    地下通路 

階段、

エレベ

ータ

ー、エ

スカレ

ーター 

延長：約６０ｍ 有効

幅員：６ｍ以上路面

は滑りにくい構造と

する 

日常管理及び保守工事

等の内容や費用負担に

ついては、別途維持管理

協定を締結する 

日常管理及

び保守工事

等の内容や

費用負担に

ついては、

別途維持管

理協定を締

結する 

協定区域内の

経路が供用さ

れる期間 

違反者に対し、相当の

猶予期間を付して、是

正祖措置を文書で請

求 
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都道府県
名 

市区町村名 

問 3-4 協定が属する区域 

（特定）都市再生緊急整備地域 指定年月  都市再生整備計画区域 計画期間 

地域名 年 月 区域名  
自 至 

年 月 年 月 

東京都 港区 東京都心・臨海地域 2012 7      

長野県 中野市         

滋賀県 長浜市       長浜中心市街地地区 2015 4 2020 3 

大阪府 枚方市            

兵庫県 神戸市    神戸垂水地区 2021 4 2025 3 

福岡県 福岡市 福岡都心地域 2012 1 福岡都心部地区（第５期） 2023 4 2028 3 
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(4) 調査４：普通財産の活用に関する制度に関する調査 

調査４は、「市区町村まちづくり担当課」と「都市再生推進法人」を対象として、普通財産の活用に

関する制度（法第 46条第 14項第 4号、法第 62条の 13）のあり方等を検討することを目的に、地方

公共団体における当該制度に関する認知状況や、普通財産をまちづくり会社等※に安価に貸し付け、

まちづくりへの活用を図るための地方公共団体における工夫や課題認識等を把握するために実施

した。 

 

※まちづくり会社等 

エリアマネジメントや地域の活性化等に取組む法人、まちづくり会社、NPO等 

 

1) 回答状況 

調査４：普通財産の活用に関する制度の活用に関する調査を行った結果、全国の地方公共団体

では全体の 80.8%、都市再生推進法人では全体の 75.6%の回答があった。 

 

表 2.1-10 調査４：普通財産の活用に関する制度の活用に関する調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

市区町村まちづくり担当課 1,741 1,406 80.8％ 

都市再生推進法人 111 84 75.6％ 

 
 

2) 調査項目 [市区町村まちづくり担当課向、都市再生推進法人向] 

調査４の調査項目については、次項以降に、「市区町村まちづくり担当課」「都市再生推進法人」

の順に、アンケート調査の調査票を示した。 
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資料 2-5：調査４[市区町村まちづくり担当課向] 調査票 
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資料 2-6：調査４[都市再生推進法人向] 調査票
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3) 調査結果 [市区町村まちづくり担当課向、都市再生推進法人向]  

 

① 「１．普通財産の活用に関する制度（法第 46 条第 14 項第 4 号法第 62 条の 3）に関するお考え」 

 

問 1-１ 認知状況等 

■設問 

普通財産の活用に関する制度の貴団体における認知状況等について、該当するもの（一つ）に「○」印を

選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課と都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

普通財産の活用に関する制度の認知状況等は、市区町村まちづくり担当課、都市再生推進法人

ともに、「1 制度を理解し、活用を検討中」が最も少ない。「1-ａ普通財産活用の内容や活用主体等と

の調整・検討を行っている」は、市区町村まちづくり担当課の 10 件、都市再生推進法人の 7 件の回

答がみられる。「2 制度を理解しているが、検討が進んでいない」は、市区町村まちづくり担当課、都

市再生推進法人ともに、「2-b具体的な案件がない」の割合が高い。「4活用可能性がない」は、市区

町村まちづくり担当課、都市再生推進法人ともに、「制度活用が必要となるケースがない」の割合が

高い。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」は、他の都市規模と比較して、市区町村まちづくり担当課の

「4 制度活用が必要となるケースがない」が 67.8％で著しく高い。一方、都市再生推進法人の「10 万

人未満」の「4」は 33.3％であり、市区町村まちづくり担当課と比較すると低い割合である。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,280（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 
項目 割合 

大項目 大項目 

1 制度を理解
し、活用を検
討中 

1-ａ 普通財産活用の
内容や活用主体等との
調整・検討を行っている 

10 

15 

0.8% 

12.1％ 
1-ｂ 活用の内容は未
検討だが、都市再生整
備計画には位置付けた 

0 0.0% 

1-ｃ その他 5 0.4% 

2 制度を理解
しているが、
検討が進んで
いない 

2-ａ 課題があり検討が
進んでいない 

13 
155 

 

1.0% 
22.7％ 

2-ｂ 具体的な案件がな
い 

142 11.1% 

3 制度を十分
に理解してお
らず、今後の
制度適用を想
定し理解を深
めたい 

3-ａ 制度に関する説明
会や勉強会等が必要 

184 

291 

14.4% 

64.0％ 
3-ｂ 制度に関するパン
フレットや web サイト等
による情報発信が必要 

99 7.7% 

 3-ｃ その他 8 0.6% 

4 活用可能
性がない 

4-ａ 独自制度を持って
いる（又は制度化せず
独自の取組を実施） 

9 

819 

0.7% 

1.2％ 
4-ｂ 他の制度を活用し
ている 

4 0.3% 

4-ｃ 制度活用が必要と
なるケースがない 

455 35.5% 

4-ｄ 普通財産の活用
等を検討していない 

351 27.4% 

合計 1,280  100% 

 

 

＜大項目＞ 

＜小項目＞ 
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・都市再生推進法人の回答（N＝77（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 
回答数 割合 

大項目 小項目 

1 制度を理解
し、活用を検討
中 

1-ａ 普通財産活
用の内容や活用主
体等との調整・検
討を行っている 

7 

9 

9.1% 

11.7％ 
1-ｂ 活用の内容
は未検討だが、都
市再生整備計画に
は位置付けた 

1 1.3% 

1-ｃ その他 
1 1.3% 

2 制度を理解し
ているが、検討
が進んでいない 

2-ａ 課題があり検
討が進んでいない 

3 
15 

 

3.9% 
19.5％ 

2-ｂ 具体的な案
件がない 

12 15.6% 

3 制度を十分
に理解しておら
ず、今後の制度
適用を想定し理
解を深めたい 

3-ａ 制度に関する
説明会や勉強会等
が必要 

13 

25 

16.9% 

32.5％ 
3-ｂ 制度に関する
パンフレットや web
サイト等による情報
発信が必要 

12 15.6% 

3-ｃ その他 0 0.0% 

4 活用可能性
がない 

4-ａ 他の制度を活
用している 

1 

28 

1.3% 

36.4％ 4-ｂ 制度活用が
必要となるケース
がない 

14 18.2% 

4-ｃ 普通財産の
活用等を検討して
いない 

13 16.9% 

合計 77 100.0% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,280（単回答）） 

 

 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝77（単回答）） 

 

 

  

1　制度を理解し、活用
を検討中

2　制度を理解している
が、検討が進んでいな
い

3　制度を十分に理解し
ておらず、今後の制度
適用を想定し理解を深
めたい

4　活用可能性がない 合計

10万人未満 10 99 224 701 1034

10万人～50万人未満 4 51 54 104 213

50万人～100万人未満 0 4 8 9 21

100万人以上 1 1 5 5 12

全体 15 155 291 819 1280

1　制度を理解し、活用を
検討中

2　制度を理解している
が、検討が進んでいない

3　制度を十分に理解して
おらず、今後の制度適用
を想定し理解を深めたい

4　活用可能性がない 合計

10万人未満 2 2 6 5 15

10万人～50万人未満 5 9 15 14 43

50万人～100万人未満 1 2 2 5 10

100万人以上 1 2 2 4 9

全体 9 15 25 28 77
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「1-ｃ」「3-ｃ」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 
まちづくりの手段の一つとして検討事項に加えているが、具体的な内容・活用主体の検討には

至っていない。 

2 
まちなかウォーカブル制度の利用を検討しており、活用可能性があるが内容については未検

討。 

3 都市再生整備計画を策定する際には、活用を検討したい。 

3-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 自主勉強で理解を深めたい。 

2 制度の理解とともに制度活用に向けた具体の検討が必要。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「4-a」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

4-ａ 他の制度を活用している 

No. 記載内容 

1 
当市では、普通財産（駐車場）を都市再生推進法人に無償で貸し付けており、同社が得た駐車場

収入を駅周辺のエリアマネジメントに活用いただくこととしている。 
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問 1-2 普通財産の活用に関する制度に対する評価 

問 1-2-1  メリットと考える事柄 

■設問 

普通財産の活用に関する制度に関し、貴団体がメリットとお考えになる事柄について、該当するものすべ

て（複数回答）に「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課と都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

普通財産の活用に関する制度のメリットについては、市区町村まちづくり担当課の回答は、「1 民

間による提案が可能である」が 268 件で最も多く、「2 貸し付け候補となる者との事前調整ができる」

が 126 件、「3 賃料の減免にかかる議会の議決や庁内説明等の根拠となる」が 128 件となっている。

都市再生推進法人の回答は、「1」と「2 普通財産の貸し付け料の減免を提案できる」の回答がほぼ

同数となっている。 

都市規模別に見ると、市区町村まちづくり担当課の回答は、「10 万人未満」「10 万人～50 万人未

満」「50 万人～100 万人未満」の各都市規模において、「1」の回答割合がそれ以外の選択肢の回答

割合より高い。都市再生推進法人の回答は、すべての都市規模において、「3」の回答がほとんどな

い。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝390（複数回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数 割合

1　民間による提案が可能である

民間事業者等（一体型事業実施主体等（都市再生推進法人または一体型ウォーカブル事業

の実施主体））が、都市再生整備計画に普通財産の活用について記載することを提案でき

る

268 68.7%

2　貸し付け候補となる者との事前調整ができる

都市再生整備計画に普通財産の活用に関する事項を記載する過程で、まちづくりの課題や

地域ニーズに応じた活用計画等を検討することができ、民間事業者等の貸し付け候補とな

る者との調整を十分に図ることができる

126 32.3%

3　賃料の減免にかかる議会の議決や庁内説明等の根拠となる

都市再生特別措置法において「普通財産を時価よりも低い対価で貸し付ける」ことが位置

付けられているため、地方公共団体内での合意形成や議会説明の根拠とすることができる
128 32.8%

4　その他
33 8.5%

 

 

268

126

128

33

0 50 100 150 200 250 300

1 民間による提案が可能である

2 貸し付け候補となる者との事前調整が

できる

3 賃料の減免にかかる議会の議決や

庁内説明等の根拠となる

4 その他
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・都市再生推進法人の回答（N＝48 （複数回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 回答数 割合

1　民間による提案が可能である

民間事業者等（一体型事業実施主体等（都市再生推進法人または一体型ウォーカブル事業の実施主

体））が、都市再生整備計画に普通財産の活用について記載することを提案できる
36 75.0%

2　貸し付け候補となる者との事前調整ができる

都市再生整備計画に普通財産の活用に関する事項を記載する過程で、まちづくりの課題や地域ニー

ズに応じた活用計画等を検討することができ、民間事業者等の貸し付け候補となる者との調整を十

分に図ることができる

38 79.2%

3　その他
2 4.2%
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝390（複数回答）） 
1　民間による提案が可能である

民間事業者等（一体型事業実施主体等（都市

再生推進法人または一体型ウォーカブル事業

の実施主体））が、都市再生整備計画に普通

財産の活用について記載することを提案でき

る

2　貸し付け候補となる者との事前調整がで

きる

都市再生整備計画に普通財産の活用に関する

事項を記載する過程で、まちづくりの課題や

地域ニーズに応じた活用計画等を検討するこ

とができ、民間事業者等の貸し付け候補とな

る者との調整を十分に図ることができる

3　賃料の減免にかかる議会の議決や庁内説

明等の根拠となる

都市再生特別措置法において「普通財産を時

価よりも低い対価で貸し付ける」ことが位置

付けられているため、地方公共団体内での合

意形成や議会説明の根拠とすることができる

4　その他 回答団体数

195 86 93 22 281

69.4% 30.6% 33.1% 7.8%

65 35 26 10 96

67.7% 36.5% 27.1% 10.4%

5 2 3 1 7

71.4% 28.6% 42.9% 14.3%

3 3 6 0 6

50.0% 50.0% 100.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 
 

・都市再生推進法人の回答（N＝48（複数回答）） 

1　民間による提案が可能である

民間事業者等（一体型事業実施主体等（都市再

生推進法人または一体型ウォーカブル事業の実

施主体））が、都市再生整備計画に普通財産の

活用について記載することを提案できる

2　貸し付け候補となる者との事前調整ができる

都市再生整備計画に普通財産の活用に関する事

項を記載する過程で、まちづくりの課題や地域

ニーズに応じた活用計画等を検討することがで

き、民間事業者等の貸し付け候補となる者との

調整を十分に図ることができる

3　賃料の減免にかかる議会の議決や庁内説明等

の根拠となる

都市再生特別措置法において「普通財産を時価

よりも低い対価で貸し付ける」ことが位置付け

られているため、地方公共団体内での合意形成

や議会説明の根拠とすることができる

回答法人数

9 12 0 12

75.0% 100.0% 0.0%

19 18 2 27

70.4% 66.7% 7.4%

4 4 0 5

80.0% 80.0% 0.0%

4 4 0 4

100.0% 100.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「2」「4」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

2 貸し付け候補となる者との事前調整ができる 

No. 記載内容 

1 まちづくりの活性化につながればよい。 

2 周辺の状況や関連事業との検討が想定されるため、事前調整は必要。 

4 その他 

No. 記載内容 

1 民間事業者等に当該市有地の維持管理を行わさせることができる。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「1」「2」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 民間による提案が可能である 

No. 記載内容 

1 イベントやマルシェの実施の際のイス・テーブル・パラソルを格納できる倉庫として駅前の市の駐輪
施設を活用についてお願いしている。 

2 駅前東口広場を活用したイベントや実証実験。 

3 駅前の空間を交通、人流の観点から駐車場事業を提案したい。 

4 実施主体から提案できた方が、スピード感や実効性を担保できると考える。 

2 普通財産の貸し付け料の減免を提案できる 

No. 記載内容 

1 
市と JR が共有している駅東口広場の賃借料減免措置を取ることができれば、イベント、実証実験
等の可能性が広がる。 

2 実施主体が都市再生推進法人の場合、資金力に課題があることが多いと想定され、貸付料の減
免規定があることは制度活用を促進するものと考える。 
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問 1-2-2  課題と考える事柄 

■設問 

普通財産の活用に関する制度に関し、貴団体が課題とお考えになる事柄について、該当するものすべ

て（複数回答）に「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課と都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

課題と考える事柄は、市区町村まちづくり担当課の回答は、「1 都市再生整備計画への位置付け

に加え、条例か議会の議決が必要」が 223 件で最も多い。都市再生推進法人の回答は、「1 制度活

用の対象区域が限られている」「2 制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている」

「3国の支援策が措置されていない」「4手続きが煩雑」「5安価な貸付の基準等がわかりづらい」が概

ね同数である。 

都市規模別に見ると、市区町村まちづくり担当課の回答は、「制度活用の期間が、都市再生整備

計画の期間内に限られている」については、「10万人未満」「10万人～50万人未満」「50万人～100

万人未満」の順に回答の割合が高くなる傾向であるが、都市再生推進法人の回答は、「制度活用の

期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている」については、「50 万人～100 万人未満」「10

万人～50万人未満」「10万人未満」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 
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・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝416 （複数回答））  

項目 回答数 割合

1　都市再生整備計画への位置付けに加え、条例か議会の議決が必要
普通財産の活用について記載した都市再生整備計画の公表に加え、貸し付けする者の選定方
法や当該事業内容の条件等について、条例または議会の議決（地方自治法第237条第2項）によ
ることが必要となる

223 53.6%

2　制度活用の対象区域が限られている

制度活用の要件が、滞在快適性等向上区域 （まちなかウォーカブル区域）に限られる 161 38.7%

3　制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている
都市再生整備計画の計画期間（5年間等）が終了した場合、次期計画の策定や計画期間の延伸
がなされるかが不明確なため、事業内容や投資規模が限定されることがある 155 37.3%

4　国の支援策が措置されていない
制度活用により受けることができる国の支援策が措置されていない 89 21.4%

5　手続きが煩雑
都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる 183 44.0%

6　安価な貸付の基準等がわかりづらい
安価の程度をどう判断するかの考え方や基準がわかりづらい 131 31.5%

7　その他
37 8.9%
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1 都市再生整備計画への位置付けに加え、条例か議会の議決が必要

普通財産の活用について記載した都市再生整備計画の公表に加え、貸し付けする者の選定方法や

当該事業内容の条件等について、条例または議会の議決（地方自治法第237条第2項）によることが

必要となる

2 制度活用の対象区域が限られている

制度活用の要件が、滞在快適性等向上区域 （まちなかウォーカブル区域）に限られる

3 制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている

都市再生整備計画の計画期間（5年間等）が終了した場合、次期計画の策定や計画期間の延伸がな

されるかが不明確なため、事業内容や投資規模が限定されることがある

4 国の支援策が措置されていない

制度活用により受けることができる国の支援策が措置されていない

5 手続きが煩雑

都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる

6 安価な貸付の基準等がわかりづらい

安価の程度をどう判断するかの考え方や基準がわかりづらい

7 その他
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 ・都市再生推進法人の回答（N＝42 （複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　制度活用の対象区域が限られている
制度活用の要件が、滞在快適性等向上区域 （まちなかウォーカブル区域）に限られる 16 38.1%

2　制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている
都市再生整備計画の計画期間（5年間等）が終了した場合、次期計画の策定や計画期間
の延伸がなされるかが不明確なため、事業内容や投資規模が限定されることがある

20 47.6%

3　国の支援策が措置されていない
制度活用により受けることができる国の支援策が措置されていない 19 45.2%

4　手続きが煩雑
都市再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる 21 50.0%

5　安価な貸付の基準等がわかりづらい
安価の程度をどう判断するかの考え方や基準がわかりづらい 18 42.9%

6　その他 2 4.8%  
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝416（複数回答）） 

1　都市再生整備計画への位置付
けに加え、条例か議会の議決が必
要
普通財産の活用について記載した都
市再生整備計画の公表に加え、貸し
付けする者の選定方法や当該事業内
容の条件等について、条例または議
会の議決（地方自治法第237条第2
項）によることが必要となる

2　制度活用の
対象区域が限ら
れている
制度活用の要件
が、滞在快適性
等向上区域 （ま
ちなかウォーカブ
ル区域）に限られ
る

3　制度活用の
期間が、都市再
生整備計画の
期間内に限られ
ている
都市再生整備計
画の計画期間（5
年間等）が終了し
た場合、次期計
画の策定や計画
期間の延伸がな
されるかが不明
確なため、事業
内容や投資規模
が限定されること
がある

4　国の支援策
が措置されてい
ない
制度活用により
受けることができ
る国の支援策が
措置されていない

5　手続きが煩
雑
都市再生整備計
画への記載な
ど、制度活用の
ための手続きが
煩雑と感じる

6　安価な貸付
の基準等がわ
かりづらい
安価の程度をどう
判断するかの考
え方や基準がわ
かりづらい

7　その他 回答団体数

156 119 99 63 139 86 25 306

51.0% 38.9% 32.4% 20.6% 45.4% 28.1% 8.2%

60 37 46 20 38 38 11 96

62.5% 38.5% 47.9% 20.8% 39.6% 39.6% 11.5%

4 4 6 1 3 3 1 8

50.0% 50.0% 75.0% 12.5% 37.5% 37.5% 12.5%

3 1 4 5 3 4 0 6

50.0% 16.7% 66.7% 83.3% 50.0% 66.7% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝84（複数回答）） 

1　制度活用の対
象区域が限られ
ている
制度活用の要件
が、滞在快適性等
向上区域 （まちな
かウォーカブル区
域）に限られる

2　制度活用の期
間が、都市再生
整備計画の期間
内に限られている
都市再生整備計画
の計画期間（5年間
等）が終了した場
合、次期計画の策
定や計画期間の延
伸がなされるかが

3　国の支援策が措置
されていない
制度活用により受ける
ことができる国の支援
策が措置されていない

4　手続きが煩雑
都市再生整備計画へ
の記載など、制度活用
のための手続きが煩雑
と感じる

5　安価な貸付の基準
等がわかりづらい
安価の程度をどう判断
するかの考え方や基準
がわかりづらい

6　その他
回答法
人数

6 6 6 3 4 2 9

66.7% 66.7% 66.7% 33.3% 44.4% 22.2%

6 9 8 13 10 0 24

25.0% 37.5% 33.3% 54.2% 41.7% 0.0%

2 1 1 2 1 0 5

40.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0%

2 4 4 3 3 0 4

50.0% 100.0% 100.0% 75.0% 75.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

選択肢「2～5」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

2 制度活用の対象区域が限られている 

No. 記載内容 

1 広い区域要件にすれば制度の活用につながる。 

3 制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている 

No. 記載内容 

1 良い案件は延長を容易にできる仕組みがあるとよい。 

4 国の支援策が措置されていない 

No. 記載内容 

1 支援策があると制度活用のハードルが下がる。 

5 手続きが煩雑 

No. 記載内容 

1 民間事業者はスピード感を求めている場合が多いため、活用のための手続きが煩雑であることはデ
メリットである。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「1～4」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 制度活用の対象区域が限られている 

No. 記載内容 

1 
制度活用したい普通財産（市有地）は、主要駅からやや離れた位置にあり、滞在快適性等向上区域

と指定することが適当ではない。同区域に指定できないエリアに位置する普通財産こそ収益性を確

保しにくいため、制度活用が必要ではないか。 

2 制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間内に限られている 

No. 記載内容 

1 
DX モビリティ等の実証実験を行う場合、自立した経営計画を立てる際、長期スパンでの利用計画、
採算計画が立てにくい。 

2 次期計画の有無によらず、当初計画期間終了後も当該制度を活用した取組を実施可能な運用にし
た方が取組の継続性を担保できると考える。 

3 国の支援策が措置されていない 

No. 記載内容 

1 基礎自治体への説明などが必要。現場で制度理解がされていない。 
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4 手続きが煩雑 

No. 記載内容 

1 
手続きの間も人件費等はかかるので、そうしたコストをどこが出すのかも課題。 

限りなく公的な事案に対して民間が動くので、都市再生推進法人の認可を受けた団体の申請処理

に関してはもう少し手続きの簡略化等できるような優遇措置があっても良いのではないか。 

 

② 「２．制度に対するご意見、ご要望」 

 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

No. 記載内容 

1 
制度に関する説明会や勉強会等が必要・制度に関するパンフレットや web サイト等による情報発信

が必要 

2 
条例か議会の議決が必要なので、制度活用期間が都市再生整備計画の期間内にかぎられている

こと。 

3 
対象区域がまちなかウォーカブル区域に限定されている、すなわち前提条件として都市再生整備計

画の策定が必須であることから、当該計画を策定していない状況では制度を活用するためのハード

ルが高い。 

4 普通財産が、想定されるウォーカブル区域外に複数あるため、制度を活用しにくい。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

No. 記載内容 

1 

都市再生推進法人の指定を受ける団体の前提的な素養として、地元地権者との調整、低未利用土

地等の空間整備・事業計画の検討など、一程度の地元調整、コンサルティング能力は備わっている

ものと考える。 

その中で、制度活用を担保とした、資金調達に関する支援制度（特に、上記の検討を進める上での

団体職員の人件費の確保策）が無いことが特に課題と考える。 
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4) ヒアリング調査  

資料 2-7：ヒアリング依頼に関する事務連絡 

 



2-128 

 

 

  

別 紙 

 

（１）制度活用の検討、協議調整の内容（又は、法的手続き等）について 

１）制度活用の理由（目的、期待する効果、解決しようとした課題 等） 

 

２）制度活用に関係する法令、行政手続き 等 

 

３）検討内容 

・ きっかけ・端緒（発意者） 

 

・ 検討・協議等の相手や関係者（例.施設管理者（通路、広場 等）、庁内関係課

（資産管理部局）、議会、周辺権利者 等） 

 

・ 当該検討・協議の具体的な内容、概ねの期間、その際のハードルと対処策、工夫 

 

・ 制度のメリット・デメリット（まちづくりの観点、施行者の観点、権利者等の観点

等） 

 

 

＜お願い＞ 

下記について可能な範囲でご提供ください。 

・ 普通財産（敷地、建物、施設 等）の活用に関する計画等 

・ 都市利便増進協定（写） 

・ 貸付、事業者選定等に関する資料 

・ 賃貸借契約等の写し 

・ その他（規約、協定 等） 

 

 

（２）その他 

・ 事業推進上の課題や調整が特に難航した事項 

 

・ ご意見、ご要望（あれば） 等 

 

以 上 

ヒアリングシート 
（地区名称 ： 金山駅周辺地区） 
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「普通財産の活用に関する制度」の活用にかかるヒアリング 記録簿 

 

■実施日等 

・日時：令和 6 年 2 月 21 日（水） 13：00～14：00 

・場所：Web による実施 

■ヒアリング対象 

・名古屋市住宅都市局まちづくり企画課 

・公益財団法人名古屋まちづくり公社 

 

１ ヒアリング目的 

・まちなか再生に向けた官民連携によるエリアマネジメント及びウォーカブル施策の展開等

に向け、「普通財産の活用に関する制度（都市再生特別措置法第 46 条第 14 項第 4 号、法

第 62 条の 13）」の活用を検討している名古屋市、公益財団法人名古屋まちづくり公社に

検討内容や課題など具体的かつ率直な意見交換を実施した。 

 

２ ヒアリング内容 

【金山総合駅周辺のまちづくりについて】 

金山総合駅は、１日あたり 48 万人が利用する（コロナ禍以前）交通拠点であり、今後、金

山総合駅周辺で２つの再整備を予定している。１つ目は、金山総合駅の北側に位置してい

る商業施設「アスナル金山」である。「アスナル金山」は、市有地の上に事業用定期借地権

で（公財）名古屋まちづくり公社が建てた商業施設であり、借地期間終了後に再整備を予

定している。２つ目は、老朽化が進んでいる「Niterra 日本特殊陶業市民会館」の建て替え

である。この２つの再整備を核としながら、金山総合駅周辺のまちづくりを、地区のコン

セプトである「人・文化・芸術とともに育つまち」を元に進めていきたい。（名古屋市） 

 

【「普通財産の活用に関する制度」活用のきっかけ】 

・名古屋市財産条例第 15 条に、「公共的団体」に無償使用又は減額使用させることが可能

（公益事業のみ）という規定があるが、法人税法上の収益事業に該当する事業を含んで

いる場合は、無償又は減額の貸し付けができない。金山総合駅連絡橋では、（公財）名

古屋まちづくり公社が直営している情報板（デジタルサイネージ広告の事業）があり、

これが法人税法上の収益事業に該当してしまう。その中で、どのように減額するかを考

え、「普通財産の活用に関する制度」を活用しようとなった。（名古屋市） 

・安価な貸し付けを行う際の貸付料をどのように定めるかについて非常に悩ましく、検討

に時間がかかった。金山総合駅連絡橋はもともと道路に準じる施設として扱っており、

道路占用料を準用しているため、「普通財産の活用に関する制度」の適用にあたっても、

道路占用特例の減額基準（1/10）を準用した。国から「安価な貸付料」の考え方の例示
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などの情報提供があると大変参考になる。（名古屋市） 

 

【質疑応答】 

・「普通財産の活用に関する制度」を活用しようとしたきっかけは、名古屋市と（公財）名

古屋まちづくり公社のどちらからか。（国土交通省） 

⇒名古屋市から（公財）名古屋まちづくり公社に話をした。（公財）名古屋まちづくり

公社にエリアマネジメントを進めていただくためには、やはり原資が必要ではないか

と考え、以前から貸していた金山総合駅連絡橋の貸付料に目を付けた。（名古屋市） 

・都市再生特別措置法に規定される「普通財産の活用に関する制度」を使うにあたって、

資産管理部局からの意見や協議をしていく上で課題となったことはあるか。（国土交通

省） 

⇒検討関係者に資産管理部局は入っているが、「普通財産の活用に関する制度」を適用

した前例や基準がなかったので、資産管理部局が判断するに及ばなかった。結局事業

部門で判断して進めた。検討の経緯としては、最初から都市再生特別措置法に規定さ

れる「普通財産の活用に関する制度」を使うことを考えたのではなく、もともとある

財産条例をベースとして、財産条例の考え方の中に都市再生特別措置法の考え方を取

り入れて検討した。都市再生特別措置法の考え方を取り入れる際には、資産管理部局

はそれを判断するに足る必要な基準や実例が見出せなかった。（名古屋市） 

・関係者の中に周辺地権者が入っているが、鉄道事業者もしくは周辺ビルの事業者に、「普

通財産の活用に関する制度」の活用をする上で意見を伺ったのか。（国土交通省） 

⇒将来的にいろいろな民間企業と連携していきたいと考えているので、周辺地権者と記

載した。また、金山総合駅連絡橋については、もともと都市利便増進協定を、（公財）

名古屋まちづくり公社、東海旅客鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、名古屋市で締

結し、管理・整備を実施しているが、今回の「普通財産の活用に関する制度」の減額に

ついては、東海旅客鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社の意見は得ていない。（名古

屋市） 

・道路占用特例の減額基準を準用しているが、公物管理法以外の他の減額基準の準用につ

いて検討したか。（国土交通省） 

⇒金山総合駅連絡橋は、道路認定をしていない工作物であるが、従来より道路に準じる

施設として扱っていたため、道路占用料の減額基準を準用した。他の減額方法は検討

しなかった。（名古屋市） 

・広場条例等の活用は検討したか。（都市みらい推進機構） 

⇒検討していない。名古屋市には広場条例がないため、もし実施するのであれば、条例

から作る必要がありハードルが高かった。（名古屋市） 

・９割減免されたことで活動の幅が広がったか。（昭和株式会社） 

⇒（公財）名古屋まちづくり公社は、名古屋市から受託を受けて金山総合駅連絡橋の管

理をしている。受託費と運営の中での収益を管理費用に充てているため、「普通財産

の活用に関する制度」を活用して、減額していただけると、管理費用に充てる財源を
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確保することができる。（（公財）名古屋まちづくり公社） 

・対象としている施設の面積と減額の金額規模はどれくらいか。（昭和株式会社） 

⇒金山総合駅連絡橋の面積は約1,900㎡である。おおよそ年間500万円減額されている。

なお、占用料は約 2,600 円/㎡・年である。（名古屋市） 

・どのような考えで都市再生整備計画の期間（15 年間）を設定したのか。（都市みらい推

進機構） 

⇒「アスナル金山」と「日本特殊陶業市民会館」の再整備や、その周辺のエリアマネジ

メントの実施を考えて、長めに期間を設けている。（名古屋市） 

・他の地区で「普通財産の活用に関する制度」の活用を検討しているか。（国土交通省） 

⇒検討していない。（名古屋市） 

・どのように制度の情報収集をしているか。（昭和株式会社） 

⇒官民連携まちづくりの進め方（都市再生特別措置法に基づく制度の活用手引き）を参

考にしている。しかし、普通財産活用にかかる掲載事例は、スキームや進め方がよく

分からないため、もう少し具体的な内容を知りたい。（名古屋市） 

 

以上 
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■受領資料 
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(5) 調査５：まちなか公共空間等活用支援事業に関する調査 

調査５は、「都市再生推進法人」を対象として、まちなか公共空間等活用支援事業※のあり方等を

整理することを目的に、都市再生推進法人における当該制度に関する認知状況、評価等を把握す

るために実施した。 

 

※ まちなか公共空間等活用支援事業 

都市再生整備計画に定められたまちなかウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）において、カフ

ェ等の整備と併せて広場へのベンチ設置や植栽等を行うなど、快適に交流・滞在できる空間の創出に役

立つ都市開発事業を行う都市再生推進法人に、（一財）民間都市開発推進機構が長期にわたる低利貸

付を行うことにより事業の円滑化を図る事業 

 

1) 回答状況 

調査５：まちなか公共空間等活用支援事業に関する調査を行った結果、都市再生推進法人の

75.6%の回答があった。 

 

表 2.1-11 調査５：まちなか公共空間等活用支援事業に関する調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

都市再生推進法人 111 84 75.6％ 

 
 

2) 調査項目 [都市再生推進法人向] 

調査５の調査項目については、次項以降に、「都市再生推進法人」のアンケート調査の調査票を

示した。 
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資料 2-8：調査５[都市再生推進法人向] 調査票
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2-139 

 

3) 調査結果 [都市再生推進法人向]  

 

① 「１．まちなか公共空間等活用支援事業に関するお考え」 

 

問 1-１ 認知状況等 

■設問 

まちなか公共空間等活用支援事業の貴法人における認知状況等について、該当するもの（一つ）に「○」

印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

まちなか公共空間等活用支援事業の認知状況等は、「4 活用可能性がない」が最も多く、全体の

42.3％を占める。「1制度を理解し、活用を検討中」は最も少なく 15.4％である。 

都市規模別に見ると、「100万人以上」の「4」の割合が 66.7％であり、他の都市規模と比較してり大

きい傾向がある。 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝78（単回答）） 

項目 
回答数 割合 

大項目 小項目 

1 制度を
理解し、
活用を検
討中 

1-ａ 民都機構と
の調整や事業
内容等の検討
を行っている 

4 

12 

5.1% 

15.4％ 

1-ｂ 具体的な
調整は今後行
う予定だが、
都市再生整備
計画にまちな
かウォーカブ
ル区域は位置
付けた 

3 3.8% 

1-ｃ その他 5 6.4% 
2 制度を

理解して
いるが、
検討が
進んでい
ない 

2-ａ 課題があり
検討が進んで
いない 

5 

18 

6.4% 

23.1％ 
2-ｂ 具体的な

案件がない 13 16.7% 

3 制度を
十分に
理解して
おらず、
今後の
制度適
用を想定
し理解を
深めたい 

3-ａ 制度に関す
る説明会や勉
強会等が必要 

9 

15 

11.5% 

19.2％ 
3-ｂ 制度に関

するパンフレッ
トや web サイ
ト等による情
報発信が必要 

5 6.4% 

3-ｃ その他 1 1.3% 
4 活用可

能性がな
い 

4-ａ 他の制度を
活用している 2 

33 

2.6% 
42.3％ 

4-ｂ 制度活用
が必要となる
ケースがない 

31 39.7% 

合計 78 100.0% 

＜大項目＞ 

＜小項目＞ 
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■都市規模によるクロス集計 

・都市再生推進法人の回答（N＝78（単回答）） 

 

 

 

■自由記述 

選択肢「1-ｂ」「1-ｃ」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

1-ｂ 具体的な調整は今後行う予定だが、都市再生整備計画にまちなかウォーカブル区域は位置付けた 

No. 記載内容 

1 環状第二号線周辺地区 

2 那加地区（検討中） 

1-ｃ その他 

No. 記載内容 

1 今後、事業内容の検討を開始予定 

2 
今後の活動における活用に向けて検討中 
（※区主体で、都市再生整備計画（計画期間：R5 年度～R7 年度）におけるウォーカブル区域は位置付
けがされている。） 

3 民都とは、協議をしたいが、エリアプラットフォーム内での検討には、まだ未着手である。 

4 令和 4 年度制度を活用した 

  

1　制度を理解し、活用を検討中
2　制度を理解しているが、検討
が進んでいない

3　制度を十分に理解しておら
ず、今後の制度適用を想定し理
解を深めたい

4　活用可能性がない 合計

10万人未満 2 3 4 7 16

10万人～50万人未満 8 10 9 16 43

50万人～100万人未満 2 2 2 4 10

100万人以上 0 3 0 6 9

全体 12 18 15 33 78
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問 1-2 まちなか公共空間等活用支援事業に対する評価 

問 1-2-1  メリットと考える事柄 

■設問 

まちなか公共空間等活用支援事業に関し、貴法人がメリットとお考えになる事柄について、該当するもの

すべて（複数回答）に「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

まちなか公共空間等活用支援事業のメリットは、「1 公共施設整備だけでなく、収益部分も貸し付

け対象となる」が 30 件で最も多い。次いで、「2 低金利による貸付を受けることができる」の 27 件、「3

固定金利のもと、長期の貸付（最長 20年）を受けることができる」の 22件が多い。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」の「1」「2」「3」「4」「5」の回答割合が、他の都市規模より大き

い傾向がある。 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝43 （複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 公共施設整備だけでなく、収益部分も貸し付け対象となる 30 30.9% 

2 低金利による貸付を受けることができる 27 27.8% 

3 固定金利のもと、長期の貸付（最長 20 年）を受けることができ

る 
22 22.7% 

4 貸付対象となる事業は都市再生整備計画に記載されている必

要はない 
16 16.5% 

5 その他 2 2.1% 

合計 97 100.0% 
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■都市規模によるクロス集計 

・都市再生推進法人の回答（N＝43（複数回答）） 

1　公共施設整備だ

けでなく、収益部

分も貸し付け対象

となる

2　低金利による貸

付を受けることが

できる

3　固定金利のも

と、長期の貸付

（最長20年）を受

けることができる

4　貸付対象となる

事業は都市再生整

備計画に記載され

ている必要はない

5　その他 回答法人数

9 6 6 4 1 10

90.0% 60.0% 60.0% 40.0% 10.0%

14 14 11 9 1 24

58.3% 58.3% 45.8% 37.5% 4.2%

3 3 3 1 0 5

60.0% 60.0% 60.0% 20.0% 0.0%

4 4 2 2 0 4

100.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
 

 

■自由記述 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「1」「4」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 公共施設整備だけでなく、収益部分も貸し付け対象となる 

No. 記載内容 

1 公共施設整備のみ実施する事業者は少ないはずで、収益部分も対象であれば制度活用の幅が広が
ると考える。 

2 植栽・ベンチだけだと維持管理の費用が掛かるので捻出する努力をしている。 

4 貸付対象となる事業は都市再生整備計画に記載されている必要はない 

No. 記載内容 

1 手間を省けるため、制度活用が促進されると考える。 
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問 1-2-2  課題と考える事柄 

■設問 

まちなか公共空間等活用支援事業に関し、貴法人が課題とお考えになる事柄について、該当するものす

べて（複数回答）に「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、都市再生推進法人が回答する調査設計である。 

課題と考える事柄は、「3公共施設の整備を伴わなければならない」が 25件で最も多い。次いで、

「2 制度の利用にあたっては、建築物の整備を行う必要がある（テントや屋台などの仮設は対象にな

らない）」の 22件が多い。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」の回答が、他の都市規模と比較して、「1」「2」の割合が大き

い。 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝41（複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　貸付対象となる事業が、滞在快適性等向上区域 （まちなかウォーカブル区域）で
実施する事業に限られている

14 34.1%

2　制度の利用にあたっては、建築物の整備を行う必要がある（テントや屋台などの
仮設は対象にならない）

22 53.7%

3　公共施設の整備を伴わなければならない 25 61.0%

4　その他 6 14.6%  
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■都市規模によるクロス集計 

・都市再生推進法人の回答（N＝41（複数回答）） 

1　貸付対象となる事業

が、滞在快適性等向上区

域 （まちなかウォーカブ

ル区域）で実施する事業

に限られている

2　制度の利用にあたって

は、建築物の整備を行う

必要がある（テントや屋

台などの仮設は対象にな

らない）

3　公共施設の整備を伴わ

なければならない
4　その他 回答法人数

6 6 5 0 9

66.7% 66.7% 55.6% 0.0%

5 10 13 4 23

21.7% 43.5% 56.5% 17.4%

1 2 3 2 5

20.0% 40.0% 60.0% 40.0%

2 4 4 0 4

50.0% 100.0% 100.0% 0.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
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■自由記述 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「１～４」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 貸付対象となる事業が、滞在快適性等向上区域 （まちなかウォーカブル区域）で実施する事業に限られて

いる 

No. 記載内容 

1 ウォーカブル区域外であれば活用したい案件がある（中心市街活性化計画エリア）。 

2 
河川敷の活用推進に向けた取り組みを進めており、河川区域などかわまちづくり計画とウォーカブル

区域が連動しやすいような枠組みがあると良い。 

2 制度の利用にあたっては、建築物の整備を行う必要がある（テントや屋台などの仮設は対象にならない） 

No. 記載内容 

1 建築物の整備と認められるのはどういう内容か、条件が良くわからない。 

3 公共施設の整備を伴わなければならない 

No. 記載内容 

1 
公共施設が一定程度整備されていて（復興事業 等）、そこの利用をさらに活発化させるために民

間施設を整備しようとする場合には、公共施設整備は不要になる。 

2 
公共施設の整備は、計画段階から実施段階まで様々な協議が必要となるため、その手間が制度活

用のメリットを上回るケースも少なくない。 

3 
公共空間で民間が大きな収益を上げるのは、特に地方都市では容易ではなく、一定の公共施設の

整備は行政が担う等、適切な役割分担を前提にした取り組みが必要。 

4 その他 

No. 記載内容 

1 審査に時間がかる。 

2 民都機構の支援制度であり、貸付審査が煩雑かつ難易度が高いイメージがある。 

3 市の理解と協力が必要。 
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② 「２．制度に対するご意見、ご要望」 

・都市再生推進法人の自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

No. 記載内容 

1 
ベンチの設置はしたいが、カフェ等収益施設の整備ができる場所がなく、事業として成り立つスキー

ムにできない。 

2 
街中の空間をウォーカブルにし、移動を楽しむことは大賛成であるが、費用の関係で企業が行う場

合は支出に対して税金面の優遇等を支援してほしい 

3 公共施設の定義や解釈が行政とまちづくり会社側とで少し認識の違いがありそう。 

4 行政との調整が必要なケースもあり、事業速度に影響が出る。 

5 
税制特例につき、所有者以外の事業者が施した設備・償却資産に対する固定資産税にも適用して

もらいたい。 

6 貸付でなく補助メニューであれば活用したい。 

7 低金利による貸し付けは大変有難いが、補助金・交付金的な支援も検討いただきたい。 

 

 



2-147 

(6) 調査６：道路の利活用の課題把握のための調査 

調査６は、「都道府県の道路管理者」「市区町村まちづくり担当課」「市区町村の道路管理者」「都

市再生推進法人」を対象として、まちづくり団体※が行うエリアマネジメント活動等（以下、「エリアマネ

ジメント活動等」という。）を促進するための道路占用制度のあり方について整理することを目的に、

「「居心地が良く歩きたくなる」まちなか創出に向けた道路空間利活用に関するガイドライン（令和４年

４月 「居心地が良く歩きたくなる」まちなか創出に向けた関係省庁支援チーム）」（以下「ガイドライン」

という。）の公表以降の運用状況等を把握するために実施した。 

 

※ まちづくり団体 

・ エリアマネジメントや地域の活性化等に取組む法人、まちづくり会社、NPO等 

・ まちづくり活動を行う任意の団体、協議会、実行委員会等 

 

1) 回答状況 

調査６：道路の利活用の課題把握のための調査を行った結果、都道府県の道路管理者の 74.5%、

市区町村まちづくり担当課の 80.8%、市区町村の道路管理者の 70.6%、都市再生推進法人の 75.6%

の回答があった。 

 

表 2.1-12 調査６：道路の利活用の課題把握のための調査 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

都道府県の道路管理者 47 

35 
74.5％ 

（回答のあった都道府県本庁 

の管理部局の数） 

78 
- 

（出先事務所から回答があったもの

を含む）注 

市区町村まちづくり担当課 1,741 1,406 80.8％ 

市区町村の道路管理者 1,741 1,231 70.6％ 

都市再生推進法人 111 84 75.6％ 

注）都道府県の道路管理者向けのアンケートの回答には、一つの都道府県内の、複数の出先事務所（道路管理者）から回答され

たものが含まれていたため、それらの回答を合わせた延べ回答数は「78」となる。 

次頁以降の個別の設問の回答率は、出先事務所を含む道路管理者の回答数に対する傾向をみることを重視する観点から、

原則、分母を、出先事務所の数も含めた回答数「78」として回答率を計算した。その際、参考として、出先事務所からの回答

を個別にカウントした総数でなく、都道府県本庁の管理部局による回答数「35」を分母とした回答率も示した。 

一方、上記に関わらず、単回答の設問における回答率については、当該回答総数を分母として回答率を計算した。 

 

2) 調査項目 [都道府県の道路管理者向、市区町村まちづくり担当課向、市区町村の道路管理

者向、都市再生推進法人向] 

調査６の調査項目については、次項以降に、「都道府県の道路管理者・市区町村の道路管理者」

「市区町村まちづくり担当課」「都市再生推進法人」の順に、アンケート調査の調査票を示した。 
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資料 2-9：調査６[都道府県の道路管理者向・市区町村の道路管理者] 調査票
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資料 2-10：調査６[市区町村まちづくり担当課向] 調査票 
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資料 2-11：調査６[都市再生推進法人向] 調査票
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3) 調査結果 [都道府県の道路管理者向、市区町村まちづくり担当課向、市区町村の道路管理

者向、都市再生推進法人向] 

 

① 「１．「「居心地が良く歩きたくなる」まちなか創出に向けた道路空間利活用に関するガイドライン」の

活用状況」 

 

問 1-１ ガイドラインの認知状況等 

■設問 

ガイドラインの貴団体における認知状況等について、該当するもの（一つ）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道路管理者、都市

再生推進法人が回答する調査設計である。 

ガイドラインの認知状況等は、都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村の

道路管理者、都市再生推進法人の 4 者において、「1 認知しており、ガイドラインを活用している」が

最も少ない。 

4 者の回答の傾向を比較すると、「1」の回答割合は、都市再生推進法人は 23.2％であるが、他の

3 者は 5％前後の割合に留まっている。都道府県の道路管理者の回答は、「1」が最も少なく「3 認知

していない（知らなかった）」が最も多いが、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道路管理者、都

市再生推進法人の３者の回答は、「1」が最も少なく、「2認知しているが、ガイドラインに即した制度の

活用機会がない」が最も多い。また、「2」の回答について、都道府県の道路管理者の「2-a」の回答

割合は、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道路管理者の回答と比較して小さい。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」は、他の都市規模と比較して、市区町村まちづくり担当課、

市区町村の道路管理者、都市再生推進法人の 3 者において、「1」の割合が最も小さい。「1」の回答

について、市区町村まちづくり担当課と市区町村の道路管理者の 2 者は「100 万人以上」の割合が

最も高いが、都市再生推進法人は「50 万人～100 万人未満」の割合が最も高い。また、市区町村ま

ちづくり担当課の「100 万人以上」は、「1」の回答が 62.5％であり、他の都市規模と比較して、「1」の

割合が著しく高い。 
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・都道府県の道路管理者の回答（N＝78（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,293（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数 割合 

1 認知しており、ガイドラインを活用し
ている 

4 
（2） 

5.1% 
（5.7％） 

2  認知してい
るが、ガイドラ
インに即した制
度の活用機会
がない 

2-ａ まちづくり団体
がない 

3 
（2） 

32 
（16） 

3.8% 
（5.7％） 

41.0％ 
（40.7％） 

2-ｂ 道路の利活用
が必要となるエリア
マネジメント活動等
のケースがない 

29 
（14） 

37.2% 
（40.0％） 

3 認知していない（知らなかった） 
36 

（12） 
46.2% 

（34.3％） 

4 その他 
6 

（5） 
7.7% 

（14.3％） 

合計 
78 

（35）  
100.0% 

（100.0％） 

 

項目 回答数 割合 

1 認知しており、ガイドラインを活用してい
る 

55 4.3% 

2 認知している
が、ガイドライン
に即した制度の
活用機会がな
い 

2-ａ まちづくり団体が
ない 

224 

735 

17.3% 

56.8％ 

2-ｂ 道路の利活用が
必要となるエリアマネ
ジメント活動等のケー
スがない 

511 39.5% 

3 認知していない（知らなかった） 455 35.2% 

4 その他 48 3.7% 

合計 1,293 100.0% 

 

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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・市区町村の道路管理者の回答（N＝1,230（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝82（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 回答数 割合 

1 認知しており、ガイドラインを活用して
いる 

57 4.6% 

2  認知している
が、ガイドライン
に即した制度の
活用機会がない 

2-ａ まちづくり団体
がない 

141 

579 

11.5% 

47.1％ 

2-ｂ 道路の利活用
が必要となるエリア
マネジメント活動等
のケースがない 

438 35.6% 

3 認知していない（知らなかった） 554 45.0% 

4 その他 40 3.3% 

合計 1,230  100.0% 

 

項目 回答数 割合 

1 認知しており、ガイドラインを活用している 19 23.2% 

2 認知しているが、ガイドラインに即した制度

の活用機会がない 
38 46.3% 

3 認知していない（知らなかった） 20 24.4% 

4 その他 5 6.1% 

合計 82  100.0% 
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■都市規模によるクロス集計 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,293（単回答）） 

 

 

 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝1,230（単回答）） 

 

 

 

  

1　認知しており、ガイ
ドラインを活用している

2　認知しているが、ガ
イドラインに即した制
度の活用機会がない

3　認知していない（知
らなかった）

4　その他 合計

10万人未満 16 602 414 25 1,057

10万人～50万人未満 29 119 40 20 208

50万人～100万人未満 5 13 0 2 20
100万人以上 5 1 1 1 8
全体 55 735 455 48 1,293

1.5%

13.9%

25.0%

62.5%

4.3%

57.0%

57.2%

65.0%

12.5%

56.8%

39.2%

19.2%

0.0%

12.5%

35.2%

2.4%

9.6%

10.0%

12.5%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

全体

1 認知しており、ガイドラインを活用している 2 認知しているが、ガイドラインに即した制度の活用機会がない

3 認知していない（知らなかった） 4 その他

1　認知しており、ガイド
ラインを活用している

2　認知しているが、ガイ
ドラインに即した制度の
活用機会がない

3　認知していない（知
らなかった）

4　その他 合計

10万人未満 17 487 480 21 1,005
10万人～50万人未満 33 82 63 15 193
50万人～100万人未満 4 9 4 4 21
100万人以上 3 1 7 0 11
全体 57 579 554 40 1,230

※都道府県の道路管理者の回答については、人口によ

る有為の比較が難しいと考えられるため、都市規模

によるクロス集計は行わないものとした。 
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・都市再生推進法人の回答（N＝82（単回答）） 

 

 

 

■自由記述 

選択肢「4」の記載欄に記入があった主な内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

4 その他 

No. 記載内容 

1 
知っているが、地域の実情により参考になるとは限らない。 

多く自治体では、大都市の事例は参考にならないので、ガイドラインにもローカルな取り組みを

記載すべき。 

2 
認知しているが、ガイドライン発出以前からエリアマネジメント活動が行われており、すでに申請

の簡素化・弾力化を行っているため、積極的な活用は行っていない。 

3 
ガイドラインは認知しているが、従前よりにぎわい創出を目的とした活動に対し、道路占用を許

可している。 

4 認知している。今後活用を検討している。 

5 

認知しているが、国家戦略特区法における占用特例を活用しており、ガイドラインに即した制度

の活用は現時点で行われていない。 

なお、特例措置の全国展開を踏まえて、道路の利活用を継続するため、ガイドライン等を参考と

しながら、新たな制度の適用を検討している。 

  

1　認知しており、ガ

イドラインを活用して
いる

2　認知しているが、
ガイドラインに即した

制度の活用機会が

ない

3　認知していない（知らなかっ

た）
4　その他 合計

10万人未満 2 8 4 2 16

10万人～50万人未満 10 24 10 1 45

50万人～100万人未満 4 3 3 1 11

100万人以上 3 3 3 1 10

全体 19 38 20 5 82

12.5%

22.2%

36.4%

30.0%

23.2%

50.0%

53.3%

27.3%

30.0%

46.3%

25.0%

22.2%

27.3%

30.0%

24.4%

12.5%

2.2%

9.1%

10.0%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

全体

1 認知しており、ガイドラインを活用している 2 認知しているが、ガイドラインに即した制度の活用機会がない

3 認知していない（知らなかった） 4 その他
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No. 記載内容 

6 
ガイドラインが策定される前から、駅前広場条例策定し指定管理者に管理を委ねており、当該エ

リアを利活用しているため担当課としてガイドラインに即した制度の活用機会がない 

7 
エリアマネジメントの一環として利活用を検討できる道路はあるが、当該ガイドラインとして対応

するほどの状況にない。 

8 ガイドラインによらず、国の通知等により実施 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

4 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 記載内容 

1 
ガイドラインの存在は知っていたが、内容の解釈、活用の場面、警察協議等が難しく、新しい

ことはほとんどできない。 

2 国家戦略特区道路占用事業の制度を活用。 

3 制度を活用して、道路占用を行い、ウォーカブルな空間創出を検討していく。 

4 認知しており参考にしているが、具体的な活用はしていない。 
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問 1-2 エリアマネジメント活動等に係る道路の利活用における「ガイドラインの活用による申請手続

等に関する簡素化・弾力化」の状況 

 

問 1-2-1  道路占用許可の申請手続の簡素化・弾力化の状況 

■設問 

エリアマネジメント活動等に係る道路占用許可の申請手続きについて、ガイドラインｐ9～10 に記載され

る下記「1」～「5」に関し、回答欄の 3つの選択肢（「a．ガイドライン発出前より実施済」「ｂ．ガイドライン発出

後、実施している」「ｃ．特段対応は行っていない」）のうち該当するもの（一つ）を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道路管理者が回答

する調査設計である。 

道路占用許可の申請手続の簡素化・弾力化の状況は、都道府県の道路管理者、市区町村まち

づくり担当課、市区町村の道路管理者の 3者に共通するものとして、「ａ．ガイドライン発出前より実施

済」と回答した項目は、「1 事前相談における助言」「2 道路占用許可申請書の一括化」「3 更新手続

書類の簡素化」が多く、この 3つに次いで「5占用の期間の柔軟な取扱い」が多く、「4道路使用許可

との一括受付制度」が最も少ない傾向がある。 

また、「ｂ．ガイドライン発出後、実施している」の回答は、「ａ．ガイドライン発出前より実施済」と「ｃ．

特段対応は行っていない」の回答と比較して、回答数が著しく少なく、「ｃ．特段対応は行っていない」

については、「4」の回答が多い傾向も 3者の回答に共通している。 
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・都道府県の道路管理者の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 

ａ．ガイドライン発出前よ
り実施済 

ｂ．ガイドライン発出
後、実施している 

ｃ．特段対応は行ってい
ない 

合計 

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 

1 事前相談における助言 
道路管理者が、路上イベント等の設置
しようとする物件の概要、安全確保策な
どについて、積極的に事前相談を受
け、適切に助言を実施 

40 
（10） 

55.6% 
（43.4％） 

0 
（0） 

0.0% 
（0.0%） 

32 
（13） 

44.4% 
（56.5％） 

72 
（23） 

100.0% 
（100.0%） 

2 道路占用許可申請書の一括化 
複数の露店、テーブル及び椅子などの
物件が同一の主体の管理及び責任の
下で設置される場合に、それらの物件
をまとめて１枚の申請書に記載させて
一括申請させることにより、図面等作成
の労力を省力化 

35 
（12） 

48.6% 
（37.5％） 

0 
（0） 

0.0% 
（0.0%） 

37 
（20） 

51.4% 
（62.5％） 

72 
（32） 

100.0% 
（100.0%） 

3 更新手続書類の簡素化 
占用許可期間が満了し、占用主体が引
き続き同一の物件の占用を希望する場
合に、前回申請時の図面を活用するな
どにより、更新手続時に求める書類を
簡素化 

39 
（16） 

54.2% 
（50.0％） 

0 
（0） 

0.0% 
（0.0%） 

33 
（16） 

45.8% 
（50.0％） 

72 
（32） 

100.0% 
（100.0%） 

4 道路使用許可との一括受付制度 
オープンカフェの出店など、道路占用許
可と道路使用許可の両方が必要となる
場合に、実施主体・警察と一堂に会する
場を設けて事前相談を受けたり、道路
管理者又は警察署長のいずれかが申
請を一括して受け付けたりすることによ
り、申請者の負担を軽減 

10 
（6） 

13.9% 
（18.2％） 

0 
（0） 

0.0%（0.0%） 
62 

（26） 
86.1% 

（81.3％） 
72 

（32） 
100.0% 

（100.0%） 

5 占用の期間の柔軟な取扱い 
継続的・反復的に路上イベントが開催さ
れる場合に、開催のたびに申請書の提
出を求めるのではなく、例えば一定期
間内の土曜日及び日曜日の特例の時
間を許可期間とする占用許可を行うな
どにより、申請者の負担を軽減 

24 
（8） 

33.3% 
（25.0％） 

1 
（0） 

1.4% 
（0.0%） 

47 
（24） 

65.3% 
（75.0％） 

72 
（32） 

100.0% 
（100.0%） 

全体 
148 
（52） 

41.1% 
（34.9％） 

1 
（0） 

0.3% 
（0.0%） 

211 
（99） 

58.6% 
（68.9％） 

360 
（151） 

100.0% 
（100.0%） 

 

N＝72 

N＝72 

N＝72 

N＝72 

N＝72 

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局による回答数」である。 
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・市区町村まちづくり担当課の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

183

164

144

16

91

11

12

7

5

9

827

843

865

994

913

0 200 400 600 800 1000 1200

1 事前相談における助言

道路管理者が、路上イベント等の設置しようとする物件の概要、安

全確保策などについて、積極的に事前相談を受け、適切に助言を

実施

2 道路占用許可申請書の一括化

複数の露店、テーブル及び椅子などの物件が同一の主体の管理

及び責任の下で設置される場合に、それらの物件をまとめて１枚の

申請書に記載させて一括申請させることにより、図面等作成の労力

を省力化

3 更新手続書類の簡素化

占用許可期間が満了し、占用主体が引き続き同一の物件の占用を

希望する場合に、前回申請時の図面を活用するなどにより、更新

手続時に求める書類を簡素化

4 道路使用許可との一括受付制度

オープンカフェの出店など、道路占用許可と道路使用許可の両方

が必要となる場合に、実施主体・警察と一堂に会する場を設けて事

前相談を受けたり、道路管理者又は警察署長のいずれかが申請を

一括して受け付けたりすることにより、申請者の負担を軽減

5 占用の期間の柔軟な取扱い

継続的・反復的に路上イベントが開催される場合に、開催のたびに

申請書の提出を求めるのではなく、例えば一定期間内の土曜日及

び日曜日の特例の時間を許可期間とする占用許可を行うなどによ

り、申請者の負担を軽減

ａ．ガイドライン発出前より実施済

ｂ．ガイドライン発出後、実施している

ｃ．特段対応は行っていない

項目 

ａ．ガイドライン発出前よ
り実施済 

ｂ．ガイドライン発出
後、実施している 

ｃ．特段対応は行ってい
ない 

合計 

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 

1 事前相談における助言 
道路管理者が、路上イベント等の設置しようとする物件

の概要、安全確保策などについて、積極的に事前相談

を受け、適切に助言を実施 

183 17.9% 11 1.1% 827 81.0% 1,021 100.0% 

2 道路占用許可申請書の一括化 
複数の露店、テーブル及び椅子などの物件が同一の主

体の管理及び責任の下で設置される場合に、それらの

物件をまとめて１枚の申請書に記載させて一括申請させ

ることにより、図面等作成の労力を省力化 

164 16.1% 12 1.2% 843 82.7% 1,019 100.0% 

3 更新手続書類の簡素化 
占用許可期間が満了し、占用主体が引き続き同一の物

件の占用を希望する場合に、前回申請時の図面を活用

するなどにより、更新手続時に求める書類を簡素化 

144 14.2% 7 0.7% 865 85.1% 1,016 100.0% 

4 道路使用許可との一括受付制度 
オープンカフェの出店など、道路占用許可と道路使用許

可の両方が必要となる場合に、実施主体・警察と一堂に

会する場を設けて事前相談を受けたり、道路管理者又

は警察署長のいずれかが申請を一括して受け付けたり

することにより、申請者の負担を軽減 

16 1.6% 5 0.5% 994 97.9% 1,015 100.0% 

5 占用の期間の柔軟な取扱い 
継続的・反復的に路上イベントが開催される場合に、開

催のたびに申請書の提出を求めるのではなく、例えば一

定期間内の土曜日及び日曜日の特例の時間を許可期

間とする占用許可を行うなどにより、申請者の負担を軽

減 

91 9.0% 9 0.9% 913 90.1% 1,013 100.0% 

全体 598 11.8% 44 0.9% 4,442 87.4% 5,084 100.0% 

 

N＝1,021 



2-168 

・市区町村の道路管理者の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

ａ．ガイドライン発出前
より実施済 

ｂ．ガイドライン発出
後、実施している 

ｃ．特段対応は行っていな
い 

合計 

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 
回答
数 

割合 

1 事前相談における助言 
道路管理者が、路上イベント等の設置
しようとする物件の概要、安全確保策
などについて、積極的に事前相談を受
け、適切に助言を実施 

352 29.8% 16 1.4% 812 68.8% 1,180 100.0% 

2 道路占用許可申請書の一括化 
複数の露店、テーブル及び椅子など
の物件が同一の主体の管理及び責任
の下で設置される場合に、それらの物
件をまとめて１枚の申請書に記載させ
て一括申請させることにより、図面等
作成の労力を省力化 

370 31.6% 12 1.0% 790 67.4% 1,172 100.0% 

3 更新手続書類の簡素化 
占用許可期間が満了し、占用主体が
引き続き同一の物件の占用を希望す
る場合に、前回申請時の図面を活用
するなどにより、更新手続時に求める
書類を簡素化 

327 27.8% 14 1.2% 836 71.0% 1,177 100.0% 

4 道路使用許可との一括受付制度 
オープンカフェの出店など、道路占用
許可と道路使用許可の両方が必要と
なる場合に、実施主体・警察と一堂に
会する場を設けて事前相談を受けた
り、道路管理者又は警察署長のいず
れかが申請を一括して受け付けたりす
ることにより、申請者の負担を軽減 

37 3.1% 5 0.4% 1,135 96.4% 1,177 100.0% 

5 占用の期間の柔軟な取扱い 
継続的・反復的に路上イベントが開催
される場合に、開催のたびに申請書の
提出を求めるのではなく、例えば一定
期間内の土曜日及び日曜日の特例の
時間を許可期間とする占用許可を行う
などにより、申請者の負担を軽減 

170 14.4% 16 1.4% 993 84.2% 1,179 100.0% 

全体 1,256 21.3% 63 1.1% 4,566 77.6% 5,885 100.0% 

 

N＝1,180 
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問 1-2-2  道路使用許可の申請手続の簡素化・弾力化の状況 

■設問 

エリアマネジメント活動等に係る道路使用許可の申請手続きについて、ガイドラインｐ13 に記

載される下記「1」～「4」に関し、右の回答欄の 3 つの選択肢（「a．ガイドライン発出前より実施

済」「ｂ．ガイドライン発出後、実施している」「ｃ．特段対応は行っていない」）のうち該当するもの

（一つ）を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

道路使用許可の申請手続の簡素化・弾力化の状況は、「1 事前相談への対応」「2 合意形成の円

滑化への協力」「3 許可の一括化」「4 道路占用許可との一括受付」の全ての項目で、「ｃ．特段対応

は行っていない」の回答数は、「ａ．ガイドライン発出前より実施済」と「ｂ．ガイドライン発出後、実施し

ている」の回答と比較して、著しく多くなっている。また、「ｂ．ガイドライン発出後、実施している」の回

答は、「ａ．ガイドライン発出前より実施済」の回答数の比較においても著しく少ない傾向がある。 
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・市区町村まちづくり担当課の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

ａ．ガイドライン発
出前より実施済 

ｂ．ガイドライン発
出後、実施してい
る 

ｃ．特段対応は
行っていない 

合計 

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 

1 事前相談への対応 
警察が、事前相談が行われるよう周
知するとともに、イベント等の実施主
体に対し、交通への影響を少なくする
ための実施方法について、助言・情
報提供等を実施 

81 8.4% 9 0.9% 875 90.7% 965 100.0% 

2 合意形成の円滑化への協力 
警察が、道路使用についての地域住
民、道路利用者等の合意形成が円滑
になされるよう必要な助言・情報提供
等を行うとともに、地方公共団体と連
携 

60 6.2% 7 0.7% 897 93.0% 964 100.0% 

3 許可の一括化 
占用許可期間が満了し、占用主体が
引き続き同一の物件の占用を希望す
る場合に、前回申請時の図面を活用
するなどにより、更新手続時に求める
書類を簡素化 

67 7.0% 10 1.0% 884 92.0% 961 100.0% 

4 道路占用許可との一括受付 
道路使用許可と道路占用許可の双
方が必要である場合に、実施主体・
道路管理者と一堂に会する場を設け
て事前相談を受けたり、両許可に係
る申請を一括して受け付け 

23 2.4% 5 0.5% 932 97.1% 960 100.0% 

全体 231 6.0% 31 0.8% 3,588 93.2% 3,850 100.0% 

 

N＝965 
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問 1-3 ガイドラインの効果 

■設問 

エリアマネジメント活動等に係る道路の利活用における「ガイドラインの活用」の効果について、該当する

ものすべて（複数回答）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道路管理者が回答

する調査設計である。 

ガイドラインの効果については、都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村

の道路管理者の 3者において、「4まだ効果が得られない、感じられない」の回答が著しく多い。 

都市規模別に見ると、市区町村まちづくり担当課の回答について、「100 万人以上」は、回答の母

数は少ないが、「4」の回答割合が、他の都市規模と比較して、著しく高い傾向がある。また、市区町

村の道路管理者の回答については、「1」と「2」の回答割合が、都市規模が大きくなるにつれて高くな

る傾向がある。 

 

・都道府県の道路管理者の回答（N＝６９（全体）、Ｎ’＝３１（カッコ内、本庁のみ）） 

項目 回答数 割合 

1 道路占用許可・道路使用許可の申請件数が増えた 
0 0.0% 

(0) (0.0%) 

2 道路占用・道路使用によるエリアマネジメント活動等の回数が増えた 
1 1.4% 

(1) (3.2%) 

3 申請手続等が円滑になった、合理化された 2 2.9% 

(0) (0.0%) 

4 まだ効果が得られない、感じられない 
47 68.1% 

(22) (71.0%) 

5 その他 
19 27.5% 

(8) (25.8%) 

 

  ※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝811（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 道路占用許可・道路使用許可の申請件数が増えた 5 0.6% 

2 道路占用・道路使用によるエリアマネジメント活動等の回数が増えた 14 1.7% 

3 申請手続等が円滑になった、合理化された 25 3.1% 

4 まだ効果が得られない、感じられない 628 77.4% 

5 その他 152 18.7% 

 

 

 

 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝1,064（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 道路占用許可・道路使用許可の申請件数が増えた 18 1.7% 

2 道路占用・道路使用によるエリアマネジメント活動等の回数が増えた 16 1.5% 

3 申請手続等が円滑になった、合理化された 26 2.4% 

4 まだ効果が得られない、感じられない 817 76.8% 

5 その他 210 19.7% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝811（複数回答）） 

1　道路占用許可・道
路使用許可の申請件
数が増えた

2　道路占用・道路使用による
エリアマネジメント活動等の回
数が増えた

3　申請手続等が円滑
になった、合理化され
た

4　まだ効果が得られ
ない、感じられない 5　その他

回答団体
数

3 7 15 508 126 650

0.5% 1.1% 2.3% 78.2% 19.4%

1 1 10 106 21 140

0.7% 0.7% 7.1% 75.7% 15.0%

0 0 0 10 4 14

0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6%

1 2 0 4 1 7

14.3% 28.6% 0.0% 57.1% 14.3%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 

・ 市区町村の道路管理者の回答（N＝1,064（複数回答）） 

1　道路占用許可・道
路使用許可の申請件
数が増えた

2　道路占用・道路使用による
エリアマネジメント活動等の回
数が増えた

3　申請手続等が円滑
になった、合理化され
た

4　まだ効果が得られ
ない、感じられない

5　その他 対象団体数

12 11 23 652 171 854

1.4% 1.3% 2.7% 76.3% 20.0%

5 4 2 143 32 180

2.8% 2.2% 1.1% 79.4% 17.8%

0 0 0 15 4 19

0.0% 0.0% 0.0% 78.9% 21.1%

1 1 1 7 3 11

9.1% 9.1% 9.1% 63.6% 27.3%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 

 

■自由記述 

選択肢「5」の各記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

5 その他 

 

No. 記載内容 

1 
ガイドラインができる前から取り組んでおり、エリマネ支援の効果として道路占用・使用許可申請
が増え、道路占用・道路使用によるエリアマネジメント活動等の回数が増えた。 

2 ガイドライン発出以前からエリアマネジメント活動が行われており、すでに申請の簡素化・弾力化
を行っていたため、変わりなし。 

3 
ガイドライン発出前に、「中心市街地の活性化に関する法律に基づく特例」を活用して道路占用
許可を行い、歩道の有効活用「まちカフェ」を継続実施していることから、ガイドラインの効果が
分からない。 
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② 「２．道路占用許可の特例道路の事例（検討中含む）」 ※事業期間の開始年月が早い順に記載 

 

ア) 都市再生特別措置法に基づく特例 

No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ 
① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

1 千葉県 柏市 柏市若柴 
柏の葉キャン
パス駅西口駅
前線 

・食事施設の設
置・サイン，バナ
ーの設置 

2014 4 2019 3 2019 4 2024 3         2014 4 2019 3 2019 4 2024 3         
道路占用許可の特
例（都市再生整備
計画） 

2014 4 2019 3 2019 4 2024 3         

2 長野県 長野市 

市道長野
中 央 通 り
線の市道
長 野 中 ３
号線交差
点か ら国
道 406 号
交差点ま
での東側
歩道部 

市道長野中央
通り線 

歩行者優先道路
化事業により広く
なった歩道空間
を活用し、オープ
ンカフェの設置な
ど沿道の商業施
設と一体となった
魅力的な演出を
行う。 

2014 7 2021 3                 2014 8 2021 3                 
都市再生特別措置
法第 46条第 10項 

2014 8 2021 3                 

3 愛知県 東海市 
東海市大
田町地内 

太田川駅東歩
道、太田川駅
西歩道、太田
川駅前通線、
太田川駅前 4
号線 

都市再生特別措
置法に基づく特
例を活用し、オー
プンカフェ等によ
り滞留空間を形
成し、まちのにぎ
わいを創出す
る。 

2015 4                     2015 4                     
都市再生特別措置
法に基づく特例 

2015 4                     

4 栃木県 宇都宮市 
宇都宮市
江 野 町 ，
曲師町 

市道３号線及
び１１３６号線
（オリオン通
り） 

オープンカフェ事
業 

2017 4                                             

都市再生特別措置
法に基づく道路占
用の許可基準の特
例 

                        

5 東京都 多摩市 
多摩市落
合１－４５
地先 

市道５－３１号
歩線 

オープンカフェ事
業 

2017 4 2022 3 2022 5 2025 3         2017 4 2022 3 2022 5 2025 3         
道路占用許可基準
の特例 

                        

6 愛知県 岡崎市 
岡崎市康
生通東 

康生通り 
道路空間の利活
用に関する社会
実験、軒先活用 

2018 11 2018 11 2019 10 2019 11 2020 11 2021 3 2018 11 2018 11 2019 10 2019 11 2020 11 2021 3 
都市再生特別措置
法に基づく道路占
用特例 

2018 11 2018 11 2019 10 2019 11 2020 11 2021 3 

7 愛知県 名古屋市 
名古屋市
中区（栄ミ
ナミ地区） 

大津通 他 

デジタルサイネ
ージの広告設置
シェアサイクルポ
ートの設置 等 

2018 4 2021 3 2021 4 2024 3         2018 4 2021 3 2021 4 2024 3         

都市再生特別措置
法に規定する道路
法の特例による道
路占用 

                        

8 群馬県 前橋市   

主要地方道前
橋停車場線西
側歩道部分
（前橋市道 01
－169号線交
差点から 01－
176号線交差
点までの間） 

食事施設、購買
施設その他類す
る施設（オープン
カフェ等） 

2019 4 2022 3 2023 4 2027 3         2019 4 2022 3 2023 4 2027 3         

都市再生特別措置
法４６条１０項によ
る道路占用許可特
例 

                        

9 長野県 松本市 
松本市深
志 1丁目 

市道 2014号
線 

コミュニティサイ
クル事業として
サイクルポート
（自転車駐車器
具）を設置 

2019 3                     2019 2 2024 3                 
都市再生特別措置
法に基づく特例（法
第 46条 10項） 

                        

10 岡山県 岡山市 
岡山県岡
山市北区
幸町ほか 

ハレまち通り
（旧県庁通り） 

ハレまち通り（旧
県庁通り）におい
て、歩道の一部
を活用しオープ
ンカフェ等を実施 

2021 4                     2021 4                     
都市再生特別措置
法に基づく特例 

2021 4                     
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No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至        

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

11 東京都 荒川区 
西日暮里駅

前 
ルートにっぽり 

道路を活用した

飲食店のテラス

営業 

2021 11 2021 11                 2021 11 2021 11                 
道路占用許可の特

例 
                        

12 大阪府 守口市 

守口市本町

２丁目２番先

～桜町７番

先 

市道守口 135

号線 
社会実験 2022 10 2022 10                 2022 10 2022 10                   2022 10 2022 10                 

13 埼玉県 
さいたま

市 

埼玉県さい

たま市大宮

区大門町 2

丁目 119 

さいたま市道

3.3.75大宮中

央通線 

購買・飲食施設

を設置し適切に

運営・管理を行

うことで、賑わ

いの創出を図

る。 

2023 10 2026 3                 2023 10 2026 3                 
都市再生特別措置

法に基づく特例 
2023 10 2026 3                 

14 長野県 千曲市 

長野県千曲

市大字桜堂

483-9 

一般県道白石

千曲線 

飲食店等の仮

設店舗の設置

や生産者の直

売所の設置 

2023 4 2024 3                 2023 4 2024 3                 
道路法に基づく特

例 
2023 4 2024 3                 

15 長崎県 佐世保市 

佐世保市下

京町 1000-

10 

佐世保市道下

京上京町 1号

線 

ウォーカブル推

進事業に基づく

社会実験 

2023 11 2023 11                                           2023 11 2023 11                 

16 千葉県 千葉市 

千葉市中央

区弁天２丁

目地先 

市道弁天３１

号線 
 2023 3 2023 12                 2023 3 2023 12                                           

17 栃木県 小山市 

栃木県小山

市城山町 3

丁目 

一般県道小山

停車場線（栃

木県道 263

号） 

歩道上にオー

プンテラスを設

置 

2024 4 2029 3                                         
都市再生特別措置

法に基づく特例 
2024 4 2029 3                 

18 愛知県 豊田市 
愛知県豊田

市喜多町 

（都）豊田市停

車場線 

マーケットの開

催等 
                                                

都市再生特別措置

法に基づく特例 
                        

19 埼玉県 宮代町 

中央１丁目

～笠原１丁

目、２丁目 

町道第９４号

線（都市計画

道路東武動物

公園駅西口駅

前通り線） 

未定                                                 
都市再生特別措置

法に基づく特例 
                        

20 東京都 港区 

東京都港区

西新橋二丁

目、西新橋

三丁目付近 

環状第二号線 

道路内建築、

道路内でのイ

ベントなど 

                                                

都市再生特別措置

法第 46条第 10項

の規定に基づく特

例道路占用 
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No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

1 ○       有効幅員の確保 
柏の葉キャンパス駅・
柏たなか駅周辺地区 

2019 4 2024 3 
・食事施設の設置・サイン，
バナーの設置 

○                 

2     ○   
可動式ベンチの設
置 

善光寺表参道地区 2014 7 2021 3 

市道長野中央通り線におい
て、都市再生特別措置法施
行令第 16条第１項第２号に
規定する食事施設等を新た
に設ける。 

    ○             

3     ○   
オープンカフェの設
置・管理 

文化交流地区 2022 4 2027 3 
都市再生特別措置法第 46
条第 10 項による道路占用
許可特例を記載 

    ○             

4   ○       
オリオン通り（江野
町・曲師町地区） 

2023 3 2027 3 

公共空間を活用したオープ
ンカフェの実施による，商店
街利用者の利便性・快適性
の向上および中心市街地
の活性化 

    ○       

特定非営
利活動法
人 宇都宮
まちづくり
推進機構 

オリオン通りアーケード内等に
パラソル，テーブル，イスのセッ
トを設置し，事業の安全性，有
効性等を検証（平成２３年度１１
月，平成２８年度５月，１０月） 

３回実施 

5           
多摩センター周辺地
区 

2017 4     

広域拠点、駅拠点にふさわ
しい魅力とにぎわいあふれ
る街づくりを目的とし、オー
プンカフェ事業を実施 

    ○       多摩市 
滞在空間、滞留空間の創出、
検証（R6.3) 

１回、１週間程度 

6   ○ ○   
歩道空間における
沿道店舗による軒
先活用 

乙川リバーフロント
QURUWA 戦略地区
（第２期） 

2021 4 2026 3 
民間による公共空間利活用
（民間まちづくり活動促進・
普及啓発事業） 

○           
株式会社
まちづくり
岡崎 

2018 年 11 月 12 日～18 日、
2019年 10月 8日～11月 8日、
2020年 11月 28日～2021年 3
月 31日 

３回 

7           栄・伏見・大須地区 2018 3 2025 3   ○           

栄ミナミエ
リアマネジ
メント社会
実験協議
会事務局 

デジタルサイネージ広告 H28.4
～H30.3 

７箇所 

8     ○     前橋市中心拠点地区 2023 4 2027 3 
協定制度等の取り組みの
一つとして記載 

○                 

9           松本駅周辺地区         

・自転車駐輪器具（サイクル
ポート）の整備 
公募ポロポーザルによって
運営主体を決定し、コミュニ
ティサイクル専用の自転車
駐輪器具を活用して事業の
管理・運営を図る。 

    ○             

10     ○   
露店等（オープンカ
フェ）の設置 

魅力と賑わいのある
中心市街地の創出
（第Ⅱ期） 

2022 4 2027 3 

地区中央のハレまち通りで
は、再整備により拡幅され
た歩道空間を活用し、オー
プンカフェの設置など沿道
の店舗と一体となった魅力
的な演出と有効活用を行
う。 

    ○       岡山市 2019年度 
沿道事業者と協力して、各
店舗前の歩道１メートルを
活用して実施 
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No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

11 ○       飲食店のテラス営業              ○         

西日暮里

駅前イベン

ト運営委員

会 

2021年 11月 27～28日 １回 

12     ○   オープンカフェ 
守口市駅北側エリ

ア 
2021 4           ○       

守口市本

町２丁目２

番先～桜

町７番先 

将来的な広場機能の導入の可

能性や、歩行者優先の回遊空

間づくりの検証のため 

２回 

13     ○   キッチンカー 
大宮駅周辺地区

（第 2期） 
2021 4 2026 3 

大宮門街前、さいたま市道

3.3.75 大宮中央通線大宮門

街前歩道部に、購買・飲食

施設を設置し適切に運営・

管理を行うことで、賑わいを

創出する。 

○                 

14     ○   

飲食店等の仮設店

舗の設置や生産者

の直売所の設置 

            ○                 

15     ○   
道路上に露店等を

出店 
佐世保中央地区 2023 4 2028 3 

滞在快適性等向上区域の

指定及び社会実験の実施 
    ○             

16     ○   
テーブル・イス、パラ

ソルなどの設置 
千葉都心地区 2020 4     

オープンカフェ、マーケット

のなどの実施 
    ○       千葉市 令和２年８月～令和４年８月 ２年間 

17   ○ ○   
テーブル、イス、ベン

チ、パラソルの設置 

小山市中心拠点地

区 
2018 4 2024 3 

検討中のため計画への記

載なし（※第二期計画への

記載を検討中） 

    ○       小山市 

歩道上へのオープンテラスの

設置・2019年 3月～2023年 10

月 

約 800m 区間で平均 10 店

舗がオープンテラスを設

置・11回（上記期間内） 

18     ○   露店等の設置 豊田都心地区 2023 3 2028 3 

○道路占用特例（（都）豊田

市停車場線）○都市利便増

進協定の活用（飲食店の設

置と広場管理、インフォメー

ション施設の運営・管理、広

告看板の設置及びイベント

の開催） 

○                 

19   ○ ○   
ベンチの設置、露店

の出店等 
          未定       ○     町 

回遊性に向けたイベントモビリ

ティ（2 日間）、スタンプラリー（2

週間）、パークレット（約 3 ヶ月） 

  

20           
環状第二号線周辺

地域 
2018 3 2023 3 

下記の特例道路占用を位

置づけ 

・食事施設・購買施設等（テ

ーブル、椅子等、店舗（建築

物））の設置によるにぎわい

の創出 

・地域のルールに則った広

告塔・看板の設置 

○                 
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イ) 道路法に基づく特例（歩行者利便性増進道路：通称ほこみち） 

No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ 
① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

1 岩手県 盛岡市 

岩手県盛
岡市盛岡
駅前通地
内 

市道盛岡
駅前通線 

路上テラス営業 2020 7                     2020 7 2022 9                 

新型コロナウイル
ス感染症防止に伴
う道路占用許可基
準の緩和措置、歩
行者利便増進道路
制度 

2020 7 2022 9                 

2 新潟県 新潟市 

新潟市中
央区万代
１ 丁 目 地
内（万代ガ
ルベストン
通） 

南２－４号
線 

万代シテイを管理す
る「万代シテイ商店
街振興組合」ととも
に、都市デザインの
具現化（ウォーカブ
ル推進）に向けた公
共空間利活用、新型
コロナウイルス感染
症の影響を受ける飲
食店等の支援のた
めに、コロナ特例を
活用し、実施。その
後、歩行者利便増進
道路制度に移行し
た。 

2020 7 2020 9 2022 4             2020 7 2020 9 2022 4                                       

3 山口県 周南市 
山口県周
南市銀南
街地内 

銀南街線 
歩行者利便促進制
度を利用し、憩いの
場を提供する 

2022 11 2023 10                 2022 11 2023 10                 
歩行者利便増進道
路 

2022 11 2023 10                 

4 宮城県 仙台市 

仙台市青
葉区一番
町四丁目
11番 10地
先か ら仙
台市青葉
区立町 22
番8地先ま
で 

市道 定
禅寺通線
（定禅寺通
立町エリ
ア） 

道路空間の再構成
やエリアマネジメント
の導入による、魅力
ある空間の創出をき
っかけとして、まちな
かの人の回遊性を
高め、仙台市がより
一層多くの人々を魅
了する活力ある都市
となることを目指して
いる。 

2022 8 2023 3 2023 4 2024 3         2022 8 2023 3 2023 4 2024 3         
歩行者利便増進道
路(ほこみち) 

2022 8 2023 3 2023 4 2024 3         

5 岐阜県 各務原市 

各務原市
鵜 沼 南
町 、 鵜 沼
山崎町 

市道鵜
721号線、
市道鵜
1423号線 

キッチンカーの設置 2023 8 2023 8                                         ほこみち 2023 8 2023 8                 

6 福岡県 福岡市 
福岡市中
央区天神
１丁目 

市道天神
1577号線 

オープンカフェの設
置やイベント開催 

2023 4 2028 3                 2023 4 2028 3                 
歩行者利便増進道
路及び利便増進誘
導区域の指定 

2023 4 2023 3                 

7 東京都 狛江市 

狛江市元
和泉１（狛
江駅北口
周辺） 

市道３号
線・236号
線・237号
線・238号
線 

上記４路線を歩行者
利便増進道路に指
定した。今後、道路
改修工事を行った後
に、利便増進区域指
定を経て、本格運用
を開始する。 

2024 4                     2024 4                     
歩行者利便増進道
路制度 
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No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至        

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

8 東京都 調布市 

東京都調布

市小島町 2-

59  

市道南 14号

線 

歩行者利便増

進道路（ほこみ

ち）の設定 

2024 4                     2024 4                                               

9 福島県 福島市 福島市栄町 
吾妻通り（市道

栄町・上町線） 

市有地（広場・

道路）と民有地

を活用した社会

実験（飲食ゾー

ン、憩いゾーン

の創出）の実施

を検討中 

                                                

道路法に基づく特

例（歩行者利便性

増進道路：通称ほ

こみち） 

                        

10 山口県 宇部市 
宇部市中央

町一丁目 

市道常盤通り

宇部新川駅線 

中心市街地の

活性化 
                                                

歩行者利便増進道

路 
2023 4 2024 3                 

11 福島県 いわき市 
いわき平字

三町目 他 
国道 399号 

中心市街地の

賑わいづくり及

びエリア価値向

上に向けた取

組み（検討中） 

                                                
歩行者利便増進道

路（検討中） 
                        

12 兵庫県 神戸市 

神戸市中央

区加納町４

丁目２番地

先、北長狭

通１丁目１番

地先 

市道若菜神戸

駅線（通称：サ

ンキタ通り） 

沿道店舗によ

るテラス営業や

路上イベントな

ど、地域主体の

道路の利活用

を実施。 

2021 4 2022 3 2022 4             2021 4 2022 3 2022 4 2023 3           2021 4 2022 3 2022 4 2023 3 2023 4 2024 3 
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No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

1     ○   
道路上へのテーブ

ル、椅子設置 
          なし ○                 

2   ○     

ベンチやテーブルの

恒常的な設置、シェ

アサイクルポートの

設置 

新潟都心地区 2023 4 2027 4       ○       新潟市 
ベンチやテーブルの設置、キッ

チンカーの出店など 
2020年に 3か月程度実施 

3         
ベンチ、テーブルの

設置 
              ○               

4   ○     
テーブルセット、ベン

チの設置 

仙台都心地区（宮城

県仙台市）  
2021   2025   

基幹事業 高質空間形成施

設（定禅寺通） 

交付期間内事業期間 Ｒ５

～Ｒ７ 

滞在環境整備（定禅寺通） 

交付期間内事業期間 Ｒ３

～Ｒ４ 

まちなかウォーカブル区域

（滞在快適性等向上区域） 

【定禅寺通エリア】 

    ○       

定禅寺通

活性化検

討会、仙台

市 

車線を一部削減し、拡張した歩

行者空間を利活用するもの 

（令和元年 10 月及び令和 3 年

8月~9月） 

令和元年 10月は青葉区立

町（定禅寺通南側沿道）及

び国分町三丁目（定禅寺

通北側沿道）、令和 3 年 8

月～９月は、定禅寺通（東

二番丁～西公園通）等 

5     ○   キッチンカー                               

6     ○   
オープンカフェの設

置 
            ○                 

7     ○   
キッチンカーの設置 

など 
狛江駅周辺地区  2023 3 2027 3 

道路や公共空間を活用した

滞在性の向上や人々の交

流を促進するため、ストリー

トファーニチャーなど憩いの

場やイベント等で利用でき

る環境を整え、魅力ある都

市空間の創出する。 

 

鉄道事業者や地元事業者

と官民連携により道路空間

を活用したオープンテラス

等を設置する箇所の環境の

整備を行い、狛江駅周辺の

滞在性の向上と賑わいを創

出する。 

    ○       市 
令和４年 10 月 22 日～20 日（９

日間） 
１回 
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No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

8   ○ ○ ○ オープンカフェ                 ○             

9   ○ ○ ○ 

露店・キッチンカー

出店、カフェテーブ

ル・イス設置、ベン

チや芝の設置 

                  ○           

10     ○   
屋台等の飲食施設

（テーブル、いす） 
                  ○           

11   ○ ○   未定                 ○             
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ウ) 国家戦略特別区域法における道路占用特例 

No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ 
① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

1 東京都 豊島区 

南池袋 2 丁

目

27,28,29,30

番、東池袋 1

丁目 12,24,25

番 

グリーン大

通り 

エリアの価値向

上を目的に、グ

リーン大通りや

南池袋公園等の

公共空間を活用

し、マーケットを

実施している。 

2023 5 2023 5 2023 9 2023 9 2023 11 2023 11 2023 5 2023 5 2023 9 2023 9 2023 11 2023 11 

国家戦略道路占用

事業（歩行者利便

増進道路への移行

を検討中） 

2023 5 2023 5 2023 9 2023 9 2023 11 2023 11 

2 東京都 品川区 

品川区大崎

二丁目 10 番

先～大崎一

丁目 11番先 

特別区道Ⅱ

-113号、特

別区道幹線

1級 3号、

特別区道Ⅱ

-24-③号、

区有通路Ⅱ

-8号 

道路活用賑わい

創出事業（イベ

ント等実施） 

                                                

国家戦略特別区域

法における道路占

用特例 

                        

 

No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

1     ○   
露店、屋台店、商品

の陳列 
池袋地区（第 2期） 2023 4 2025 3 

【基幹事業】滞在環境整備

事（ウォーカブル推進事業） 

【事業内容】グリーン大通り

マルシェ/賑わい創出プロジ

ェクト（社会実験） 

○           

グリーン大

通りエリア

マネジメン

ト協議会 

マルシェの実施、テナントに立

ち寄るお客様の行動調査 

2023年は、5月、7月、9月に各

月 1日開催（７月は雨天中止）。

11月に連続 3日間開催予定。 

グリーン大通り歩道部分に

て実施 

5月、7月、9月は南側歩道

部分、11 月は南側・北側歩

道部分 

2     ○ ○ 

マルシェ等定期的な

物販、大規模イベン

ト（しながわ夢さん橋

等）の開催 

            ○                 
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エ) 中心市街地の活性化に関する法律に基づく特例 

No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ 
① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

1 新潟県 長岡市 
長岡市大手
通１丁目ほか 

一般国道
351，352
号、主要地
方道長岡停
車場線 

歩道の有効活用
「まちカフェ」歩
道を有効利用
し、テーブルやイ
スを置いて来街
者が気軽に会話
や飲食を楽しむ
ことで、まちの賑
わいを創出する
（現在も継続中） 

2019 4                     2019 4                     
中心市街地の活性
化に関する法律に
基づく特例 

2019 4                     

2 大阪府 茨木市 
茨木市駅前
一丁目１番地
先 

市道 駅前
一丁目学園
南線 

JR茨木駅２階
東口のデッキ
（いばらきスカイ
パレット）にコン
テナ型のカフェと
可動式のテーブ
ルと椅子を設
置。 

2023 3 2025 3                 2023 2 2025 3                 
中心市街地活性化
法による道路占用
許可の特例 

2023 3 2025 3                 

3 三重県 伊勢市 
本町 96-5 地
先 

市道外宮二
見線 

自転車駐車器具
（シェアサイクル
ポート）の設置・
管理※現在、占
用に向けて手続
き中 

2023 10 2025 3                                                                   

 

No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

1     ○   

イス、テーブル、柵、

看板、旗ざお、幕な

ど移動可能なものの

設置 

長岡市中心市街地地

区 
2018 4 2023 3       ○       

長岡市商

店街連合

会 

歩道の有効活用「まちカフェ」の

社 会 実 験   H28 年 度

(10/21~10/23)、H29 年度(6/23

～7/2，9/15～10/1)、H30 年度

(5/25～7/26，8/7～10/31) 

H28 年度(16 店舗)、H29 年

度(18 店舗)、H30 年度(19

店舗) 

2     ○   
コンテナ型カフェの

設置 
            ○                 

3   ○     

自転車駐車器具（シ

ェアサイクルポート）

の設置 

伊勢市中心市街地活

性化区域地区 
2019 4 2025 3 

公共交通の機能を補完する

新たな移動手段の充実を図

るとともに、市民や観光客

の利便性、回遊性の向上及

び地域の活性化を目的とす

る。 

○                 
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オ) コロナ特例制度 

No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ 
① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

1 北海道 札幌市 
狸小路 1 丁

目～7丁目 
狸小路 

道路協力団体制

度を活用し、各

店舗前で物販や

イス・テーブル等

の占用による賑

わいを創出、得

られた収益は歩

行者空間やアー

ケードの維持管

理に充ててい

る。 

2020 7                     2020 7                     

コロナ特例制度

（2020年 7月～

2022年 3月）、道

路協力団体制度

（2022年 4月～） 

2020 7                     

2 
鹿児島

県 
霧島市                                                       コロナ特例                         

 

No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

1   ○ ○   
ベンチ・テーブル、

商品棚等 
            ○                 

2         露店                         

霧島リノベ

ーションま

ちづくり実

行協議会 

2020年 11月 17日から 23日ま

で 2021 年 3 月 1 日から 31 日

まで 

2回 
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カ) その他 

No. 
都道府

県名 

市区町村

名 
住所 道路名称 活動の概要 

事業期間 道路占用期間 

特例制度 

道路使用期間 

① ② ③ ① ② ③ 
① ② ③ 

自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 自 至 

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 

1 兵庫県 芦屋市 
芦屋市茶屋
之町 

市道１９１号
線（茶屋さく
ら通り） 

自治会と事業者と
市が連携し、秋祭
りなど地域の賑わ
い創出に資するイ
ベントを実施して
おり、その中で実
証実験として歩道
に販売ブースなど
を設けて道路空
間の利活用を行
っている。 

2022 10 2022 10                 2022 10 2022 10                                           

2 静岡県 沼津市 
沼津市上土
町 72-5～63
地先 

（一）沼津港
線 

沿道店舗による
歩道へのイス・テ
ーブルの設置 

2023 4                     2023 4 2024 3                   2023 4 2024 3                 

3 山形県 長井市 
長井市栄町
1番 1号 

市道長井駅
前線、市道
本町西 1号
線 

イベントに伴う飲
食スペースとして
道路上にテントや
ベンチ等を設置 

2023 10 2028 3                 2023 10 2028 3                   2023 10 2028 3                 

4 鳥取県 鳥取市   
市道駅前太
平線 

小休憩のできる
滞留空間を形成
することで、くつろ
げる空間を創出
する。 

2023 4 2028 3                                                                   

5 千葉県 流山市 

千葉県流山
市江戸川台
東２丁目智
咲 

市道２７１号
線 

商店街通りを歩
行者専用道路化
し、飲食のための
テーブルやイスな
どを設置する空
間づくり 
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No. 

行為の分類 

左記の行為の代表

的な内容 

都市再生整備計画の位置づけ等 
道路占用許可の特例の活用の発意者 

その他

記入欄 

社会実験等の実施 

1 2 3 4 5 

社会実験

等の実施

主体 

実施内容・時期（期間） 活動規模・回数 等  

道交法第 77条 

第１項 

地区名  

計画期間 

都市再生整備計画におけ

る記載内容 

道路

占用

の主

体 

沿道の地

権者等

（開発事

業者等含

む） 

市区町

村等 

道路

管理

者 

その

他 
第

1

号 

第

2

号 

第

3

号 

第

4

号 

年 月 年 月 

1   ○ ○ ○ 

沿道店舗によるテラ

ス営業や看板設置

による広告、路上イ

ベントの実施等 

                ○             

2     ○   露店             ○           

自治会と

事業者と

市で構成

する協議

会 

自治会と事業者と市が連携し、

地域の賑わい創出に資するイ

ベントとして秋祭りを実施。その

中で実証実験として歩道に販

売ブースなどを設けて道路空

間の利活用を行っている。 

1回（今年度も実施予定） 

3   ○     
イス・テーブルの設

置 
              ○               

4     ○ ○                   ○             

5                                   

鳥取市都

市整備部

まちなか未

来創造課 

令和 5 年 9 月 3 日から令和 5

年 11月 30日 

鳥取駅北口ケヤキ広場の

一部を活用 

6                                   

江戸川台

イーストリ

ートプロジ

ェクト運営

協議会 

令和４年５月、１１月、令和５年

５月 

約２００ｍを歩行者専用道

路化、３回 
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③ 「３．エリアマネジメント活動等に関する道路占用料の減免の状況」 

 

問 3-１ 実施状況 

■設問 

エリアマネジメント活動等に関する道路占用料の減免について、該当するもの（一つ）に「○」印を選択して

ください。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者が回答する調査設計である。 

エリアマネジメント活動等に関する道路占用料の減免は、都道府県の道路管理者、市区町村の

道路管理者ともに、「2 エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免を実施していない」が多く、

「1 エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免を実施している」が少ない傾向がある。また、

これらの 2 者の回答の傾向を比較すると、「2」の回答は、市区町村の道路管理者の回答割合は

81.4％で、都道府県の道路管理者の 55.6％より割合が高くなっている。 

都市規模別に見ると、市区町村の道路管理者の「1」の回答割合は、「10万人未満」では 12.5％で

あるが、都市規模が大きくなるにつれて高くなる傾向があり、「100万人以上」では 81.8％となる。 

 

・都道府県の道路管理者の回答（N＝72（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 エリアマネジメント活動等
に係る道路占用料の減免を
実施している 

32 
（14） 

44.4% 
（42.4％） 

2 エリアマネジメント活動等
に係る道路占用料の減免を
実施していない 

40 
（19） 

55.6% 
（57.6％） 

合計 
72 

（33） 
100.0% 

（100.0％） 

 

 

 

 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝1,153（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 エリアマネジメント活動等
に係る道路占用料の減免を
実施している 

214 18.6% 

2 エリアマネジメント活動等
に係る道路占用料の減免を
実施していない 

938 81.4% 

合計 1152 100.0% 

 

  

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝1,153（単回答）） 

 

 

 

 

 

 

  

1　エリアマネジメント活動等に係る道路
占用料の減免を実施している

2　エリアマネジメント活動等に係る道路
占用料の減免を実施していない

合計

10万人未満 118 827 945

10万人～50万人未満 74 103 177

50万人～100万人未満 13 6 19

100万人以上 9 2 11

全体 214 938 1152

12.5%

41.8%

68.4%

81.8%

18.6%

87.5%

58.2%

31.6%

18.2%

81.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

全体

1 エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免を実施している

2 エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免を実施していない

※都道府県の道路管理者の回答については、人口による有為の比較が難しいと考えられるため、

都市規模によるクロス集計は行わないものとした。 
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問 3-2 道路占用料の減免の基準を明示する規程等 

■設問 

エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免の基準を明示する規程等について、該当するもの（一

つ）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者が回答する調査設計である。 

エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免の基準を明示する規程等は、「1 「道路占用

料徴収条例・同施行規則」に道路占用料の減免に関する基準を示し、減免を実施している」の回答

割合は、都道府県の道路管理者 14.1％であるのに対し、市区町村の道路管理者は 31.4％である。

一方、「2 道路占用料徴収条例・同施行規則とは別に「道路占用料の減免に関する基準を示す規程」

を定め、当該規定に基づき減免を実施している」及び「3 国や都道府県等が示す基準等を適用し

（準用し）、減免を実施している」については、都道府県の道路管理者の回答は、市区町村の道路管

理者の 2倍以上の割合となっている。 

都市規模別に見ると、市区町村の道路管理者の回答割合は、「50万人～100万人未満」は、他の

都市規模と比較し、「1」が小さく「2」大きい傾向がある。 

 

・都道府県の道路管理者の回答（N＝64（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 「道路占用料徴収条例・同
施行規則」に道路占用料の減
免に関する基準を示し、減免を
実施している 

9 
（6） 

14.1% 
（22.2％） 

2 道路占用料徴収条例・同施
行規則とは別に「道路占用料
の減免に関する基準を示す規
程」を定め、当該規定に基づき
減免を実施している 

18 
（6） 

28.1% 
（22.2％） 

3 国や都道府県等が示す基
準等を適用し（準用し）、減免を
実施している 

16 
（5） 

25.0% 
（18.5％） 

4 その他 
21 

（10） 
32.8% 

（37.0％） 

合計 
64 

（27） 
100.0% 

（100.0％） 

 

 

 

 

  

1 「道路占用料徴収条例・

同施行規則」に道路占用料

の減免に関する基準を示

し、減免を実施している
14.1%

2 道路占用料徴収条

例・同施行規則とは別に

「道路占用料の減免に関

する基準を示す規程」を

定め、当該規定に基づき

減免を実施している
28.1%

3 国や都道府県等が示す

基準等を適用し（準用し）、

減免を実施している
25.0%

4 その他
32.8%

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 



2-190 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝799（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 「道路占用料徴収条例・同施
行規則」に道路占用料の減免
に関する基準を示し、減免を実
施している 

251 31.4% 

2 道路占用料徴収条例・同施
行規則とは別に「道路占用料
の減免に関する基準を示す規
程」を定め、当該規定に基づき
減免を実施している 

65 8.1% 

3 国や都道府県等が示す基準
等を適用し（準用し）、減免を実
施している 

93 11.6% 

4 その他 390 48.8% 

合計 799 100.0% 

 

■都市規模によるクロス集計 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝799（単回答）） 

 

 

 

 

 

  

1　「道路占用料徴収条例・
同施行規則」に道路占用
料の減免に関する基準を
示し、減免を実施している

2　道路占用料徴収条例・同施
行規則とは別に「道路占用料
の減免に関する基準を示す規
程」を定め、当該規定に基づき
減免を実施している

3　国や都道府県等が
示す基準等を適用し
（準用し）、減免を実施
している

4　その他 合計

10万人未満 200 36 59 332 627

10万人～50万人未満 46 21 28 51 146

50万人～100万人未満 2 6 4 4 16

100万人以上 3 2 2 3 10

全体 251 65 93 390 799

31.9%

31.5%

12.5%

30.0%

31.4%

5.7%

14.4%

37.5%

20.0%

8.1%

9.4%

19.2%

25.0%

20.0%

11.6%

53.0%

34.9%

25.0%

30.0%

48.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

全体

1 「道路占用料徴収条例・同施行規則」に道路占用料の減免に関する基準を示し、減免を実施している

2 道路占用料徴収条例・同施行規則とは別に「道路占用料の減免に関する基準を示す規程」を定め、当該規定に基づき減

免を実施している
3 国や都道府県等が示す基準等を適用し（準用し）、減免を実施している

4 その他

※都道府県の道路管理者の回答については、人口による有為の比較が難しいと考えられるた
め、都市規模によるクロス集計は行わないものとした。 
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■設問 

当該規程等における減免対象の設定の考え方等について、該当するものすべて（複数回答）に「○」印を

選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者が回答する調査設計である。 

規程等における減免対象の設定の考え方等は、都道府県の道路管理者は、「1「公益目的のエリ

アマネジメント活動等に係る占用物件」を定めている」の回答数が 24 件で最も多く、「2「まちづくり団

体が行う道路占用の目的の公益性」を定めている」「3「まちづくり団体の属性」を定めている」「4「まち

づくりや都市計画等に関するエリア等」を定めている」の回答数と比べ 3 倍以上の回答数である。一

方、市区町村の道路管理者は、「1」の回答数が 79 件で最も多いのは都道府県道路管理者と同じだ

が、「2」の 57、「3」の 35、「4」の 19件と順に少ないの回答数となっている。 

「1」の回答割合は、都道府県の道路管理者 38.1％であるのに対し、市区町村の道路管理者は

14.1％である。 

都市規模別に見ると、「1」「2」「3」「4」の各回答は、「10 万人～50 万人未満」の回答割合より、「10

万人未満」の回答割合が高くなる傾向がある。 

 

・都道府県の道路管理者の回答（N＝78（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 減免対象となる「公益目的のエリアマネジメント活動等に係る占用物件」を
定めている 

24 
（12） 

38.1% 
（40.0％） 

2 減免対象となる「まちづくり団体が行う道路占用の目的の公益性」を定めて
いる 

7 
（2） 

11.1% 
（6.7％） 

3 減免対象となる「まちづくり団体の属性」を定めている 
4 

（1） 
6.3% 

（3.3％） 

4 減免対象となる「まちづくりや都市計画等に関するエリア等」を定めている 
5 

（4） 
7.9% 

（13.3％） 

5 その他 
23 

（11） 
36.5% 

（36.7％） 

合計 
63 

（30） 
100.0% 

（100.0％） 

 

 

 

  

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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・市区町村の道路管理者の回答（N＝603（複数回答）） 

項目 回答数 割合 

1 減免対象となる「公益目的のエリアマネジメント活動等に係る占用物件」を定
めている 

79 13.1% 

2 減免対象となる「まちづくり団体が行う道路占用の目的の公益性」を定めて
いる 

57 9.5% 

3 減免対象となる「まちづくり団体の属性」を定めている 35 5.8% 

4 減免対象となる「まちづくりや都市計画等に関するエリア等」を定めている 19 3.2% 

5 その他 457 75.8% 

合計 63 100.0% 

 

 

 

■都市規模によるクロス集計 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝603） 

1　減免対象とな

る「公益目的のエ

リアマネジメント

活動等に係る占用

物件」を定めてい

る

2　地域減免対象

となる「まちづく

り団体が行う道路

占用の目的の公益

性」を定めている

3　減免対象とな

る「まちづくり団

体の属性」を定め

ている

4　減免対象とな

る「まちづくりや

都市計画等に関す

るエリア等」を定

めている

5　その他

対象団体数

74 49 31 16 343 480
15.4% 10.2% 6.5% 3.3% 71.5%

5 8 4 3 97 106
4.7% 7.5% 3.8% 2.8% 91.5%

0 0 0 0 12 12
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

0 0 0 0 5 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
 

 

 

 

※都道府県の道路管理者の回答については、人口による有為の比較が難しいと考えられるため、
都市規模によるクロス集計は行わないものとした。 
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■設問 

当該規程等における減免対象等に関する規定の内容について、該当するものすべて（複数回答）に

「○」印を選択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者が回答する調査設計である。 

規程等における減免対象等に関する規定の内容について、「対象とする占用物件」は、都道府県

の道路管理者の回答数は、「1 広告塔、看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 等」「2 食事施設、購買

施設 等」「3 自転車駐車器具 等」「4 ベンチその他これらに類する工作物 等」「5 街灯その他これら

に類する工作物 等」「6 露店、商品置場その他これらに類する施設 等」が多い傾向があり、市区町

村の道路管理者の回答数は、「1」「4」「5」「6」が多い傾向がある。 

「対象とする道路占用の公益性」は、都道府県の道路管理者の回答数は、「1 景観の形成又は風致

の維持に寄与する 等」「2 道路の通行者又は利用者の利便の増進に寄与する 等」が多いが、市区

町村の道路管理者の回答数は、「2」「4 商業活性化、賑わいづくり等に資する 等」が多い。 

「対象とする団体の属性」は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者ともに、「1 公的制

度等に基づき、市区町村等から指定や認定を受けた団体、組織、協議会 等」の回答数が多い。 

「対象とするエリア等」は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者ともに、「1 都市再生整

備計画等の区域」と「5 利便増進誘導区域（歩行者利便増進道路）」の回答数が多く、都道府県の道

路管理者の「5」の回答割合は、市区町村の道路管理者と比較して大きい。 

 

都市規模別の「対象とする占用物件」は、「1」の回答が、「50万人～100万人未満」「10万人～50万

人未満」「10万人未満」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 

都市規模別の「対象とする道路占用の公益性」は、「2」「3」「4」の回答が、「50万人～100万人未満」

「10万人～50万人未満」「10万人未満」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 

都市規模別の「対象とする団体の属性」は、都市規模ごとに際立った傾向の違いはみられない。 

都市規模別の「対象とするエリア等」は、「1」「5」の回答が、「50万人～100万人未満」「10万人～50

万人未満」「10万人未満」の順に回答の割合が高くなる傾向である。 
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対象とする占用物件 

・都道府県の道路管理者回答（N=51（全体）、N’=23（カッコ内、本庁のみ）(複数回答）） 

項目 回答数 割合

26 51.0%
10 (43.5%)
23 45.1%
10 (43.5%)
20 39.2%
8 (34.8%)

27 52.9%
13 (56.5%)
24 47.1%
9 (39.1%)

20 39.2%
8 (34.8%)
6 11.8%
4 (17.4%)
2 3.9%
1 (4.3%)
2 3.9%
0 (0.0%)

1 2.0%

0 (0.0%)

24 47.1%

12 (52.2%)
11　その他

6　露店、商品置場その他こ
れらに類する施設　等
7　太陽光発電設備、風力発
電設備　等
8　デジタルアセット（防犯カメ
ラ　等）
9　デジタルアセット（wifi設備
等）

10　デジタルアセット（人流セ
ンサー　等）

1　広告塔、看板、標識、旗ざ
お、幕及びアーチ　等

2　食事施設、購買施設　等

3　自転車駐車器具　等

4　ベンチその他これらに類す
る工作物　等
5　街灯その他これらに類する
工作物　等

 

 

 

 

・市区町村道路管理者の回答（N＝582（複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　広告塔、看板、標識、旗ざお、幕

及びアーチ　等
166 28.5%

2　食事施設、購買施設　等 78 13.4%

3　自転車駐車器具　等 59 10.1%
4　ベンチその他これらに類する工作

物　等
116 19.9%

5　街灯その他これらに類する工作物 162 27.8%

6　露店、商品置場その他これらに類

する施設　等
129 22.2%

7　太陽光発電設備、風力発電設備

等
22 3.8%

8　デジタルアセット（防犯カメラ

等）
43 7.4%

9　デジタルアセット（wifi設備

等）
17 2.9%

10　デジタルアセット（人流セン

サー　等）
15 2.6%

11　その他 350 60.1%  

 

 

  

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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対象とする道路占用の公益性 

・都道府県の道路管理者回答（N=48(全体)、N’=21(カッコ内、本庁のみ)（複数回答）) 

項目 回答数 割合

21 43.8%
7 (33.3%)

23 47.9%
10 (47.6%)
2 4.2%
1 (4.8%)
6 12.5%
2 (9.5%)

22 45.8%
11 (52.4%)

4　商業活性化、賑わいづくり等
に資する　等

5　その他

1　景観の形成又は風致の維持
に寄与する　等
2　道路の通行者又は利用者の
利便の増進に寄与する　等
3　ウォーカブルな空間等の形
成、歩行者の回遊性等に資する

 

 

 

 

 

・市区町村道路管理者の回答（N＝482（複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　景観の形成又は風致の

維持に寄与する　等
50 10.4%

2　道路の通行者又は利用

者の利便の増進に寄与する

等

128 26.6%

3　ウォーカブルな空間等

の形成、歩行者の回遊性等

に資する　等

34 7.1%

4　商業活性化、賑わいづ

くり等に資する　等
132 27.4%

5　その他 298 61.8%  

 

  

※（ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局に

よる回答数」である。 
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対象とする団体の属性 

・都道府県の道路管理者回答(N=44(全体)、N’=17(カッコ内、本庁のみ)（複数回答）) 

項目 回答数 割合

14 31.8%

6 (35.3%)

7 15.9%

3 (17.6%)

28 63.6%
10 (58.8%)

1　公的制度等に基づき、市
区町村等から指定や認定を
受けた団体、組織、協議会
等

2　公的制度等の指定や認
定のない団体、組織、協議
会、実行委員会　等

3　その他
 

 

 

 

 

・市区町村道路管理者の回答（N＝737（複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　公的制度等に基づき、

市区町村等から指定や認定
159 21.6%

2　公的制度等の指定や認

定のない団体、組織、協議

会、実行委員会　等

84 11.4%

3　その他

317 43.0%

 

 

  

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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対象とするエリア等 

・都道府県の道路管理者回答 (N=46(全体)、N’=21(カッコ内、本庁のみ)（複数回答）) 

項目 回答数 割合

7 15.2%

5 (23.8%)

1 2.2%

1 (4.8%)

4 8.7%
4 (19.0%)
4 8.7%
4 (19.0%)

17 37.0%
9 (42.9%)

26 56.5%
11 (52.4%)

4　中心市街地活性化基本計
画の区域
5　利便増進誘導区域（歩行者
利便増進道路）

6　その他

1　都市再生整備計画等の区
域

2　特定都市再生緊急整備地
域、都市再生緊急整備地域

3　国家戦略特別区域

 

 

 

 

・市区町村道路管理者の回答（N＝758（複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　都市再生整備計画等
の区域

35 5.0%

2　特定都市再生緊急整
備地域、都市再生緊急整
備地域

5 0.7%

3　国家戦略特別区域 19 2.7%

4　中心市街地活性化基
本計画の区域

19 2.7%

5　利便増進誘導区域（歩
行者利便増進道路）

36 5.1%

6　その他 380 53.7%
  

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局

による回答数」である。 
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■都市規模によるクロス集計 

対象とする占用物件 

・市区町村道路管理者の回答（N＝582（複数回答）） 

1　広告

塔、看板、

標識、旗ざ

お、幕及び

アーチ　等

2　食事施

設、購買施

設　等

3　自転車

駐車器具

等

4　ベンチ

その他これ

らに類する

工作物　等

5　街灯そ

の他これら

に類する工

作物　等

6　露店、

商品置場そ

の他これら

に類する施

設　等

7　太陽光

発電設備、

風力発電設

備　等

8　デジタ

ルアセット

（防犯カメ

ラ　等）

9　デジタ

ルアセット

（wifi設備

等）

10　デジタ

ルアセット

（人流セン

サー　等）

11　その他 対象団体数

122 57 44 84 133 91 133 29 11 11 259 449
27.2% 12.7% 9.8% 18.7% 29.6% 20.3% 29.6% 6.5% 2.4% 2.4% 57.7%

38 18 13 29 25 33 25 13 5 4 77 113
33.6% 15.9% 11.5% 25.7% 22.1% 29.2% 22.1% 11.5% 4.4% 3.5% 68.1%

5 2 1 2 3 4 3 1 1 0 7 12
41.7% 16.7% 8.3% 16.7% 25.0% 33.3% 25.0% 8.3% 8.3% 0.0% 58.3%

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 8
12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上  

対象とする道路占用の公益性 

・市区町村道路管理者の回答（N＝482（複数回答）） 

1　景観の形成

又は風致の維持

に寄与する　等

2　道路の通行

者又は利用者の

利便の増進に寄

与する　等

3　ウォーカブ

ルな空間等の形

成、歩行者の回

遊性等に資する

等

4　商業活性

化、賑わいづく

り等に資する

等

5　その他 対象団体数

41 100 24 101 254 393
10.4% 25.4% 6.1% 25.7% 64.6%

8 24 8 27 37 77
10.4% 31.2% 10.4% 35.1% 48.1%

1 3 2 4 4 8
12.5% 37.5% 25.0% 50.0% 50.0%

0 1 0 0 3 4
0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 75.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
 

 

対象とする団体の属性 

・市区町村道路管理者の回答（N＝737（複数回答）） 

1　公的制度等に基づき、市
区町村等から指定や認定を
受けた団体、組織、協議会

2　公的制度等の指定や認
定のない団体、組織、協議
会、実行委員会　等

3　その他 対象団体数

122 66 239 576

21.2% 11.5% 41.5%

34 16 66 138

24.6% 11.6% 47.8%

3 1 6 13

23.1% 7.7% 46.2%

0 1 6 10

0.0% 10.0% 60.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 

  

※都道府県の道路管理者の回答について
は、人口による有為の比較が難しいと考
えられるため、都市規模によるクロス集
計は行わないものとした。 
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対象とするエリア等 

・市区町村道路管理者の回答（N＝737（複数回答）） 

1　公的制度等に基づき、市
区町村等から指定や認定を
受けた団体、組織、協議会

2　公的制度等の指定や認
定のない団体、組織、協議
会、実行委員会　等

3　その他 対象団体数

122 66 239 576

21.2% 11.5% 41.5%

34 16 66 138

24.6% 11.6% 47.8%

3 1 6 13

23.1% 7.7% 46.2%

0 1 6 10

0.0% 10.0% 60.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 

 

■自由記述 

規程等における減免対象等に関する規定について、「対象とする占用物件」「対象とする道

路占用の公益性」「対象とする団体の属性」「対象とするエリア等」の記載欄に記入があった

内容は、以下の通りである。 

 

・都道府県の道路管理者の自由記述 

対象とする占用物件 

1 広告塔、看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 等 

No. 記載内容 

1 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 

2 露店に付随する看板、旗竿、仮設の客席（椅子等） 

3 利便増進誘導区域内において、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる場合 

2 食事施設、購買施設 等 

No. 記載内容 

1 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの 

2 キッチンカー等 

3 商品置場、靴みがき、売店など 

4 テーブル、椅子、パラソル、ランプなどと一体のものとして占用可 

5 利便増進誘導区域内において、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる場合 

3 自転車駐車器具 等 

No. 記載内容 

1 利便増進誘導区域内において、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる場合 

2 自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 

3 自転車等を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 
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4 ベンチその他これらに類する工作物 等 

No. 記載内容 

1 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの 

2 露店、キッチンカーの客席 

3 
標識又はベンチ、街灯その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する

もの 

4 
利便増進誘導区域内においては、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる場

合に、減免対象とする。 

5 公共の用に供する歩廊施設、ベンチ及び上屋 

5 街灯その他これらに類する工作物 等 

No. 記載内容 

1 ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの 

2 元々免除対象であること 

3 利便増進誘導区域内においは、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる場合 

6 露店、商品置場その他これらに類する施設 等 

No. 記載内容 

1 集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの 

2 食事を提供する露店等 

3 利便増進誘導区域内において、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる場合 

7 太陽光発電設備、風力発電設備 等 

No. 記載内容 

1 
防災拠点駐車場内以外においては、占用主体により提案される道路維持管理への協力が行われる

場合 

2 太陽光発電設備 

8 デジタルアセット（防犯カメラ 等） 

No. 記載内容 

1 臨時にもうける軽易な物件 

2 商店組合その他これらに準ずる団体が設置する防犯カメラ 

9 デジタルアセット（wifi 設備 等） 

No. 記載内容 

1 臨時にもうける軽易な物件に限る 

10 デジタルアセット（人流センサー 等） 

No. 記載内容 

1 臨時にもうける軽易な物件に限る 
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11 その他 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について（令和 2年 11月 25日付国通達）

による 

2 国通知を準用している 

3 
令和 4年 3月 11日付け国道利第 36号道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基

づく占用料の減免措置等の取扱いについてに準ずる。 

 

対象とする道路占用の公益性 

1 景観の形成又は風致の維持に寄与する 等 

No. 記載内容 

1 道路の美化 

2 道路の通行者又は利用者の利便の増進に寄与する 等 

No. 記載内容 

1 交通安全 

4 商業活性化、賑わいづくり等に資する 等 

No. 記載内容 

1 賑わい創出の観点 

2 祝日、休日、縁日、市等が対象 

5 その他 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について（令和 2年 11月 25日付国通達）

による 

2 国通知を準用している 

3 交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与 

4 公衆の利便 

 

対象とする団体の属性 

1 公的制度等に基づき、市区町村等から指定や認定を受けた団体、組織、協議会 等 

No. 記載内容 

1 まちづくり公社 

2 商店街その他これらに類する地域団体 

2 公的制度等の指定や認定のない団体、組織、協議会、実行委員会 等 

No. 記載内容 

1 商店街その他これらに類する地域団体 
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3 その他 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について（令和 2 年 11 月 25 日付国通達

による） 

2 国通知を準用している 

 

対象とするエリア等 

5 その他 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について（令和 2 年 11 月 25 日付国通達

による） 

2 国通知を準用している 

3 各団体の活動エリア 

4 通過交通等に影響の少ない区間（実例では伝統的にそのような区間で実施） 

5 申請に基づき都度判断している。 

6 法で定める区域による指定はない 

 

・市区町村の道路管理者の自由記述 

対象とする占用物件 

1 広告塔、看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 等 

No. 記載内容 

1 「国家戦略特区区域法施行令」第 5条に掲げる占用物件 

2 歩行者利便増進施設 

3 
広告塔・看板は、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 

標識・旗ざお・幕・アーチは、歩行者の利便の増進に資するもの 

2 食事施設、購買施設 等 

No. 記載内容 

1 「国家戦略特区区域法施行令」第 5条に掲げる占用物件 

2 中心市街地活性化基本計画に基づく道路空間活用事業 

3 自転車駐車器具 等 

No. 記載内容 

1 「国家戦略特区区域法施行令」第 5条に掲げる占用物件 

4 ベンチその他これらに類する工作物 等 

No. 記載内容 

1 「国家戦略特区区域法施行令」第 5条に掲げる占用物件 

2 中心市街地活性化基本計画に基づく道路空間活用事業 
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5 街灯その他これらに類する工作物 等 

No. 記載内容 

1 「国家戦略特区区域法施行令」第 5条に掲げる占用物件 

11 その他 

No. 記載内容 

1 電気使用の為の架空線（中心市街地活性化基本計画に基づく道路空間活用事業） 

 

対象とする道路占用の公益性 

1 景観の形成又は風致の維持に寄与する 等 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路制度の趣旨に基づくもの 

都市再生特別措置法第 46条の事業の趣旨に基づくもの 

2 歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となる清掃 

 

2 道路の通行者又は利用者の利便の増進に寄与する 等 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路制度の趣旨に基づくもの 

都市再生特別措置法第 46条の事業の趣旨に基づくもの 

2 交流の利便に寄与する掲示板その他の物件 

3 賑わいのある道路空間の構築を目的として、歩いて楽しめる道路 

3 ウォーカブルな空間等の形成、歩行者の回遊性等に資する 等 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路制度の趣旨に基づくもの 

都市再生特別措置法第 46条の事業の趣旨に基づくもの 

2 まちなかウォーカブル推進事業の一環における社会実験 

3 中心市街地活性化基本計画に基づく道路空間活用事業 

4 商業活性化、賑わいづくり等に資する 等 

No. 記載内容 

1 
歩行者利便増進道路制度の趣旨に基づくもの 

都市再生特別措置法第 46条の事業の趣旨に基づくもの 

2 まちなかウォーカブル推進事業の一環における社会実験 

3 中心市街地活性化基本計画に基づく道路空間活用事業 

4 コロナ占用特例の申請 

 

 

 

 

 



2-204 

対象とする団体の属性 

1 公的制度等に基づき、市区町村等から指定や認定を受けた団体、組織、協議会 等 

No. 記載内容 

1 都市再生整備計画事業で指定した団体 

2 エリアマネジメント組織（都市再生推進法人） 

3 エリアマネジメントに類する活動を行うセンター地区連絡協議会（定期的にイベントを実施）。 

4 まちづくり会社 

5 まちづくり協議会等 

6 まちづくり推進機構 

7 協定を締結した地元商店街組合 

8 タウンマネージメントの主体（商店街振興組合） 

 

2 公的制度等の指定や認定のない団体、組織、協議会、実行委員会 等 

No. 記載内容 

1 ほこみち制度に基づく団体（占用者） 

2 祭り、イベント等の実行委員会等 

3 これまでに地域と一体となって賑わいづくりに寄与した実績があり、これを市が認める場合 

4 街づくり協議会、地域の祭り等の実行委員会等 

5 都市再生推進法人 

3 その他 

No. 記載内容 

1 まちなかウォーカブル推進事業の一環における社会実験 

2 
「市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、占用料を免除することができる」との規定に

より、個別案件に応じて対応 

3 
「地域の活性化等に資する路上イベントに伴う道路占用の取扱いについて（平成 17 年３月 17 日国道

利第 28号）」を準用 

 

対象とするエリア等 

5 その他 

No. 記載内容 

1 
「市長が特に必要があると認めるもの」として個別案件により対応 

※ 2件 
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④ 「４．エリアマネジメント活動等に関する道路占用協議に関する課題」 

■設問 

エリアマネジメント活動等に関する道路占用協議に関し、課題とお考えになる事柄について、該当するも

のすべて（複数回答）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者、都市再生推進法人が回答する調

査設計である。 

エリアマネジメント活動等に関する道路占用協議に関する課題について、都道府県の道路管理

者と市区町村の道路管理者の回答数は、ともに、「1 エリアマネジメント活動等に係る道路占用許可

にあたり、参考となる許可事例がない」が最も多く、続いて「2 許可の対象とする物件に該当するか判

断が難しい」「3許可の対象とする団体に該当するか判断が難しい」の順に多くなっており、同様の傾

向がある。都市再生推進法人の回答は、「1協議に時間がかかる、回数が多い」が 42件で最も多く、

「2占用料が高い」の 17件、「3道路管理者からの情報提供が少ない」の 16件の 2倍以上の回答数

がある。 

都市規模別に見ると、市区町村の道路管理者は、すべての都市規模において、「1」の回答割合

が他の選択肢の回答割合より高い。都市再生推進法人の回答はすべての都市規模において、「1」

の回答割合が他の選択肢の回答割合より高い。 

 

  



2-206 

・都道府県道路管理者の回答（N＝５７（全体）、Ｎ’＝２８（カッコ内、本庁のみ）） 

項目 回答数 割合

36 63.2%

(18) (64.3%)

14 24.6%

(7) (25.0%)

12 21.1%

(5) (17.9%)

2 3.5%

(1) (3.6%)

21 36.8%
(8) (28.6%)

1　エリアマネジメント活動等
に係る道路占用許可にあた
り、参考となる許可事例がな
い

2　許可の対象とする物件に
該当するか判断が難しい

3　許可の対象とする団体に
該当するか判断が難しい

4　まちづくり団体のノウハウ
不足等により申請内容等が
妥当でない

5　その他
 

 

 

・市区町村道路管理者の回答（N＝980 (複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　エリアマネジメント活動等
に係る道路占用許可にあた
り、参考となる許可事例が
ない

642 65.5%

2　許可の対象とする物件に
該当するか判断が難しい

289 29.5%

3　許可の対象とする団体に
該当するか判断が難しい

256 26.1%

4　まちづくり団体のノウハウ
不足等により申請内容等が
妥当でない

113 11.5%

5　その他 188 19.2%
 

 

・都市再生推進法人の回答（Ｎ＝69 (複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　協議に時間がかかる、

回数が多い 42 60.9%

2　占用料が高い 17 24.6%

3　道路管理者からの情報

提供が少ない
16 23.2%

4　占用許可（又は使用許

可）が下りなかったことが

ある

3 4.3%

5　その他 18 26.1%  

 

  

※ （ ）内の回答数は「都道府県本庁の管理部局による回答数」である。 



2-207 

 

■都市規模クロス 

・市区町村の道路管理者の回答（N＝980（複数回答）） 

1　エリアマネジメ
ント活動等に係る
道路占用許可に

2　許可の対象と
する物件に該当す
るか判断が難しい

3　許可の対象と
する団体に該当す
るか判断が難しい

4　まちづくり団体
のノウハウ不足等
により申請内容等

5　その他 対象団体数

529 233 206 92 149 789

67.0% 29.5% 26.1% 11.7% 18.9%

97 48 46 21 31 163

59.5% 29.4% 28.2% 12.9% 19.0%

10 6 3 0 6 18

55.6% 33.3% 16.7% 0.0% 33.3%

6 2 1 0 2 10

60.0% 20.0% 10.0% 0.0% 20.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

 

 

・都市再生推進法人の回答（N＝69（複数回答）） 

1　協議に時間が
かかる、回数が多
い

2　占用料が高い
3　道路管理者か
らの情報提供が少
ない

4　占用許可（又は
使用許可）が下り
なかったことがあ
る

5　その他 回答法人数

9 8 4 1 3 15

60.0% 53.3% 26.7% 6.7% 20.0%

24 6 6 1 10 37

64.9% 16.2% 16.2% 2.7% 27.0%

5 1 3 0 0 7

71.4% 14.3% 42.9% 0.0% 0.0%

4 2 3 1 5 10

40.0% 20.0% 30.0% 10.0% 50.0%

10万人未満

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上
 

 

  

※都道府県の道路管理者の回答については、人口に
よる有為の比較が難しいと考えられるため、都市
規模によるクロス集計は行わないものとした。 
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■自由記述 

選択肢「1～5」の記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村の道路管理者の自由記述 

1 エリアマネジメント活動等に係る道路占用許可にあたり、参考となる許可事例がない 

No. 記載内容 

1 国などの参考資料の事例が先進的かつ規模が大きいため、判断基準として難しい。 

2 

当市で定める減免要綱上の「地方公共団体」が「まちづくり団体」と全く同じであると前提した場合、エ

リアマネジメント活動に限らず団体が行う事業を減免の対象とする規定はすでに定めている。 

ただし、エリアマネジメント活動を定める基準はなく、当市の減免要綱上の対象と当該活動が全くのイ

コールであるとし難い点を考慮すると、許可事例があるとは言えない。 

この活動と当市の減免対象にあたる活動の整合性及び、新たに減免対象として挙げる必要があるか

について検討する必要がある。 

3 
従来の許可基準に当てはめた時に許可できないケースが多い。 

エリアマネジメント活動用の許可基準を作るか検討している。 

 

2 許可の対象とする物件に該当するか判断が難しい 

No. 記載内容 

1 
詳細の規定・内容は「地域の活性化等に資する路上イベントに伴う道路占用の取扱いについて」等の

通達を適用しているが、イベント等に伴うその他のものについて判断に苦慮している。 

2 国などの参考資料の事例が先進的かつ規模が大きいため、判断基準として難しい。 

3 エリアマネジメント活動(地域活性化)に該当するか判断が難しいケースがある。 

4 
路上イベントに係る案件にて、占用物件の許可基準をどこまで緩和してよいか。(H17.3.17 通知「地域

の活性化等に資する～」) 

5 
原則、車両・歩行者等を優先させ安全を図る必要があるため、安全性の確保ができるか判断に苦慮

する。 

6 従来の許可基準に当てはめた時に許可できないケースが多いため判断が難しい。 

 

3 許可の対象とする団体に該当するか判断が難しい 

No. 記載内容 

1 
詳細の規定・内容は「地域の活性化等に資する路上イベントに伴う道路占用の取扱いについて」等の

通達を適用しているが、上記に記載の占用主体に当てはまるものかの判断に苦慮している。 

2 許可対象とする団体を認定する法的制度がなく、慣例で出している部分が多い。 

3 公共的団体以外の判断が難しい。 

4 許可の対象の団体が公益性のある団体かの判断が難しい。 

5 地元に係る団体であるか、ただの企業体であるか名称等では判断できない。 

6 エリアマネジメント活動等の占用事例が少なく、判断に苦慮している。 
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4 まちづくり団体のノウハウ不足等により申請内容等が妥当でない 

No. 記載内容 

1 申請書類に不備があることが多い。 

2 
市の関係部署が手助けしていることがほとんどである。やりたい気持ちが先行し、占用のことを理解

してもらえてないと感じる。 

3 最低限必要な書類の不足や、占用開始日の間際に申請される案件が多い。 

4 エリアマネジメント活動をしていない。 

 

5 その他 

No. 記載内容 

1 
利益主体のイベント実施等の事前相談は数件あるが、公共性・公益性を確保できる申し出がない。 

また、中心市街地については歩道幅員も狭く、最小歩道幅員を確保すると、イベントスペースは確保で

きないため、慣例で実施している祭のみ通行規制をかけて実施している現状。 

2 
道路法や都市再生特別措置法の特例に基づく区域の指定などについては、その必要性の整理や他機

関協議などを考慮すると実施にはハードルが高いと感じる。 

3 
活用事例が数件しかなく、今後他の団体に許可を出す案件が発生した際の基準となるサンプル数に乏

しい。 

4 

都市再生推進法人がオープンカフェ事業として各店舗からの食事・購買施設の占用を取りまとめている

が、各店舗が用意した物件を使っているため、統一性がなく、各店舗の一部のようになっており、休憩

施設として誰もが利用するという点からすると利用しづらくなっている。 

また、オープンカフェ事業に属していない（占用許可を受けていない）店舗が食事・購買施設を出してし

まっているケースがあり、不法占用物件の撤去に係る指導を度々行っている。 

5 占用者が許可物件以外のものを設置すること。 

6 占用許可申請者には、一律同じように許可の取り計らいを行うよう心掛けている。 

7 団体に属さない近隣の商業施設には占用を許可できないことがあり、指導が難しい。 

8 市が関与していない活動の場合に公益性の判断が難しい。 

9 管理（清掃等）を行うことでエリア全てを独占できると勘違いしている。 

10 歩行者利便増進道路指定の前提となる道路、交通安全施設整備が困難。 

11 団体の規模定義存続性など該当可否が難しい。 

12 道路管理者がイベント開催側のノウハウが少ないことから申請者の主張を理解できないことがある。 

13 
短期間で終了する縁日露店については、占用許可を要しないこととしており、現在まで、これに該当す

るケースしか無く、本市の許可に係るノウハウが不足している。 

14 明確な基準がないため、系統的に対処できない（その都度、課内で協議） 

15 警察等の関係機関との調整。 

16 案件ごとの判断を行っているため、時間を要する。 

17 道路使用許可の基準・判断等についても緩和措置の検討が必要。 

18 
イベント等で道路の一時使用にあたるのか、占用に当たるのか判断が難しいケースがあり、担当者が

変わった後でも一貫した見解で事務が遂行できているか不安である。 

19 
道路占用許可申請に不慣れな方からの申請が多く、実施日直近に相談・提出されるほか、添付所類の

不備等が多いことから、ガイドラインの作成を進めている。 

20 判断基準が曖昧である。 
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No. 記載内容 

21 地域住民の理解・協力。 

 

・都市再生推進法人の自由記述 

選択肢「1～5」の記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

1 協議に時間がかかる、回数が多い 

No. 記載内容 

1 イベントごとに行政内部、各部門へ段階的な説明が必要。 

2 沿道地権者等の協力取りまとめに多大な労力と時間を要する。 

3 協議に時間がかかるため、その前の事業企画の時間が十分にとることができない 

4 占用基準が厳しいため、個別協議を要する事案が多い印象を持っている。 

5 
道路空間活用の事例が多く、多くの案件がある中、占用許可を出す部署以外の了解も必要で、行政

の担当部署とのアポ調整が大変である。 

6 
道路占用許可の特例制度の中に「広告塔」という表記があるが、デジタルサイネージという言葉が無

いため担当者の理解を得ることに時間がかかっている。 

7 
道路占用協議には、実際上は、道路管理者に加え、所轄警察協議を伴う場合が多く、協議手続きの

簡略化には限界がある。 

8 
利用ニーズのある道路は地域住民の日常生活にかかせない道路で、迂回路の確保が困難で、多数

の住民との交渉など道路占有使用の協議が進んでいない。 

9 道路占用と道路使用の許可申請を一括でできることを知らなかった。 

2 占用料が高い 

No. 記載内容 

1 
アーケード（商店街所有）内の左右合わせて１６本の柱を広告物を掲示する面として利用しようとする

と広告紙面の大きさの道路占有料金がかかる。 

コロナ禍でキッチンカー特例を活用していたが、現在は社会実験として特例で運営中。 

2 コロナ特例期間が終了し、占用料が高くなった。 

3 減免を頂いているものの、年間を通して占用許可を得ているため、高額となる。 

4 
路線価が基準となるため、高容積率の民地の基準を道路の占用料に適用するのは、おかしいと考え

る。 

3 道路管理者からの情報提供が少ない 

No. 記載内容 

1 行政の中で道路管理の所管課の理解・認識が低い。 
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4 占用許可（又は使用許可）が下りなかったことがある 

No. 記載内容 

1 路上イベントは警察の理解が得るのが難しい。 

5 その他 

No. 記載内容 

1 
商店街を歩行者天国にしたイベントを年に数回実施しているが、「昔ながらの方法」で進めることが暗

黙の了解として商店街の中にあり、外部の人たちにも使ってもらうためのルールを作りにくい状況にあ

る。 

2 
シェアサイクルなど自転車駐車器具の設置基準（固定方法や柵設置、P マーク設置など）が民地に比

べ非常に厳しい点がハードルとなっている。 

3 
許可は下りても制限がかかったことがある。 

企業色を出さないよう注意されるが、企業色が出ないと活用しにくい。 

4 
市との利便増進協定に基づく、道路占用許可の特例制度を活用し毎月歩道空間を活用してマーケット

を開催しているが、毎月道路管理者に対する申請書を作成・届け出及び使用料が必要であるが、警察

は今年度から免除（提出不要）になっている。 

5 事実上、道路占用許可と道路使用許可の一括申請が運用されていない。 

6 住民合意に手間がかかる。 

7 
所轄警察署の理解がすすまず、従来のマルシェによる道路占用許可の範疇を超えておらず、この制度

を活用した道路の利活用にはなっていない。 

8 
過去に道路占用の許可が下りたとしても、次年度になると景観や企業色が出ることで制限がかかるこ

とがある。 

9 
警察との協議に当たって、ステークホルダーの意向が十分に反映できず、計画の見直しを迫られるよう

な事態が想定される。 
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⑤ 「３．制度に対するご意見、ご要望」 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村の道路管理者の自由記述 

No. 記載内容 

1 

「国家戦略道路占用事業」から「歩行者利便増進道路制度」への移行について、【立体道路】の

取扱いも明記してほしい。 

ほこみち制度においてはグランドレベルの構造を基本としており、立体道路の取扱いが無いた

め、現在「国家戦略道路占用事業」で占用許可を得てイベント等を実施している立体道路に対し

て、令和９年３月 31日以降継続できないと思うが、見解をご教授いただきたい。 

2 

ほこみち指定を行うにあたり、公安委員会への 95条協議、所管警察署への 33条協議が必要と

なるが、それぞれの担当部署でほこみち制度の理解度や協力意識にバラつきがあり、調整に時

間を要している。 

占用料の費用は、ほこみち指定により 1/10に減額されるものの、昨今の物価高騰等により路線

価が上昇しており、1/10 であっても占用料が高額と感じ、道路空間の利活用に尻込みしてしまう

団体もいる。 

3 
都市再生特別措置法の特例を活用している場合に、ほこみちへ移行することのメリットや機能比

較などを知りたい。 

4 
複数の占用制度が存在することによる説明の難しさを感じる。 

ほこみち制度は個別申請が可能であり、運用面の難しさがある。 

5 
エリアマネジメント活動や社会実験時に交通管理者の理解（道路使用許可）を得やすいようして

ほしい。 

6 

エリアマネジメント団体ではなく、市が県道で行う社会実験にあたり、通常の道路占用基準内で

の実施となり、当ガイドラインについては活用が出来なかった。 

警察との協議の中での県にならう通常の基準での判断となり、県内でも対応が各所で異なるた

め、ガイドラインに沿った活用が増えるように国からよりいっそう働きかけてほしい。 

また、働きかけの加えて、国による人的・金銭的なサポートを得て、関係機関との協議を円滑に

し、実例を増やす取組みがあるとよいのではと感じる。 

7 

現行制度の運用が一律ではなく道路管理者に委ねられているため、一部の自治体では制度が

機能していないと思われる。 

本市は県道でオープンテラスの取り組みを実施しているため、市から県（道路管理者）に占用申

請を行っているが、使用許可は別途交通管理者へ提出する必要があり、ガイドライン４④の一括

受付ができずに負担となっている。 

8 都道府県警ごとに緩和の基準が異なっていること。 

9 道路使用許可における警察協議が大きな負担となるケースが多く見受けられる。 

10 
自転車歩行者専用道へのほこみち制度適用の事例はあるか（ニュータウン建設等により整備さ

れている自歩専について）。 
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・都市再生推進法人の自由記述 

No. 記載内容 

1 「ほこみち」制度など地方行政側の理解に疑問がある。 

2 
道路使用・道路占用に係る手続きに時間を要する。 

道路内の常設的な滞留施設（椅子・ベンチ）の設置、道路占用の内容に制限がある 

3 

道路占用による日常的かつ短時間の飲食施設(キッチンカー)の設置を実施しているが、占用料が高

く車両形状を投影した小さな区画を限って占用することとなった。 

運用にあたって、付随するテーブル・ベンチなどはキッチンカーでテイクアウトしたものを飲食するため

であれば食事施設として占用料が必要となるとの判断から、別途実施している滞在空間(ベンチ等)の

設置はキッチンカーの占用位置から離して設置せざるを得なかった。 

占用料の高さが原因で利用性を高めるレイアウトが難しくなっているため、食事施設の利用者以外も

一般に利用できる滞在空間はテイクアウトを飲食する可能性があっても、柔軟な判断をできるようさ

れたい。 

歩行者利便増進道路の制度活用を検討し協議を進めたが、「歩行者利便増進道路制度は、既存の

道路空間では活用できない」「新設道路であっても道路延長が短い場合は活用できない」などの自治

体判断で制度活用に至っていない。制度上は上記のような条件設定は無いとの認識であるが、運用

条件の周知・認知を高められたい。 
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(7) 調査７：都市公園の利活用の課題把握のための調査 

調査７は、「市区町村公園管理者」を対象として、まちづくり団体※が行うエリアマネジメント活動等

（以下、「エリアマネジメント活動等」という。）を促進するための都市公園の利活用のあり方を検討す

ることを目的として、都市公園の占用許可、公園内行為許可等に関する実態を把握するために実施

した。 

 

※ まちづくり団体 

・ エリアマネジメントや地域の活性化等に取組む法人、まちづくり会社、NPO等 

・ まちづくり活動を行う任意の団体、協議会、実行委員会等 

 

1) 回答状況 

調査７：都市公園の利活用の課題把握のための調査を行った結果、市区町村公園管理者の

72.7％の回答があった。当該回答数の 1,265 には、管内に都市公園を有しない団体も含まれていた

ため、都市公園が無いことが確認できた 71 団体の回答を除いた 1,194 を有効回答とし、有効回答

率は 68.6％とした。 

 

表 2.1-13 調査７：都市公園の利活用の課題把握のための調査回答状況 

対象団体 団体数 
回答数 回答率 

有効回答数 有効回答率 

市区町村公園管理者 1,741 
1,265 72.7％ 

1,194 68.6％ 

 

2) 調査項目 [市区町村公園管理者向] 

調査７の調査項目については、次項以降に、「市区町村公園管理者」のアンケート調査の調査票

を示した。 
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資料 2-12：調査 7[市区町村公園管理者向] 調査票
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3) 調査結果 [市区町村公園管理者向]  

 

① 「１．エリアマネジメント活動等に関する都市公園の占用料、使用料の減免の状況」 

 

問 1-１ 都市公園の占用料、使用料の減免の状況 

■設問 

エリアマネジメント活動等に関する都市公園の占用料、使用料の減免の状況について、該当するもの（一

つ）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村公園管理者のみが回答する調査設計である。 

エリアマネジメント活動等に関する都市公園の占用料、使用料の減免は、「4 エリアマネジメント活

動等に係る都市公園の占用料、使用料の減免を実施していない」が 591 件で最も多く、回答数の割

合は 51.7％である。次いで、「1 エリアマネジメント活動等に係る都市公園の占用料、使用料の減免

を実施している」が 231件で多く、回答数の割合は 20.2％である。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」と「100 万人以上」は、他の都市規模と比較して、「3 使用料

の減免を実施している」の回答割合が高い。また、「10 万人～50 万人未満」は、「1 占用料、使用料

の減免を実施している」の回答割合が高い。 

 

・市区町村公園管理者の回答（N＝1,144（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 エリアマネジメント活
動等に係る都市公園の
占用料、使用料の減免

を実施している 

231 20.2% 

2 エリアマネジメント活
動等に係る都市公園の
占用料の減免を実施し

ている 

21 1.8% 

3 エリアマネジメント活
動等に係る都市公園の
使用料の減免を実施し

ている 

99 8.7% 

4 エリアマネジメント活
動等に係る都市公園の
占用料、使用料の減免

を実施していない 

591 51.7% 

5 その他 202 17.7% 

合計 1,144 100.0% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村公園管理者の回答（N＝1,144（単回答）） 

 

 

 

■自由記述 

選択肢「5」の記載欄に記入があった主な内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村公園管理者の自由記述 

5 その他 

No. 記載内容 

1 
行政とエリアマネジメント組織で設立した「官民連携プラットフォーム協議会」が主催するイベントについ

て減免 

2 エリアマネジメント活動等を推進する所属課の依頼文がある場合 

3 行政との共催、行政の後援がある場合、市の政策に沿った事業を展開する場合 等 

4 都市再生推進法人の活動、ＮＰＯ、ＪＣなどが行う地域振興イベント 等 

5 
公共性が認められるもの、公共の用に供する場合、公益上特に必要があると認めるとき、公共的な団

体が公益的な活動に供する場合 等 

6 
活動等の内容により個別に減免、イベントの内容や趣旨に応じて判断、案件・個別の判断により減免 

等 

7 非営利の場合に限り減免、私的な利用のみ有料 等 

 

  

1　エリアマネジメント
活動等に係る都市
公園の占用料、使用
料の減免を実施して
いる

2　エリアマネジメン
ト活動等に係る都市
公園の占用料の減
免を実施している

3　エリアマネジメン
ト活動等に係る都市
公園の使用料の減
免を実施している

4　エリアマネジメント活
動等に係る都市公園の
占用料、使用料の減免
を実施していない

5　その他 合計

10万人未満 156 13 79 504 149 901
10万人～50万人未満 71 5 17 74 46 213
50万人～100万人未満 4 2 3 8 4 21
100万人以上 0 1 0 5 3 9
全体 231 21 99 591 202 1,144
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問 1-2 都市公園の占用料、使用料の減免の基準を明示する規程等 

■設問 

都市公園の占用料、使用料の減免の基準を明示する規程等について、該当するもの（一つ）に「○」印を

選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村公園管理者のみが回答する調査設計である。 

エリアマネジメント活動等に関する都市公園の占用料、使用料の減免の基準を明示する規程等

は、「1「都市公園条例・同施行規則」にエリアマネジメント活動等に係る基準を示し、減免を実施して

いる」が 53件で回答数の割合は 5.8％に留まり、「2都市公園条例・同施行規則とは別に「エリアマネ

ジメント活動等に係る基準を示す規程」を定め、当該規定に基づき減免を実施している」が 11 件で

回答数の割合は 1.2％に留まる。 

都市規模別に見ると、「10 万人未満」「10 万人～50 万人未満」「50 万人～100 万人未満」におい

て、「1」の回答割合は概ね 5％前後であり、「100万人以上」は 0％である。 

 

・市区町村公園管理者の回答（N＝910（単回答）） 

項目 回答数 割合 

1 「都市公園条例・同施
行規則」にエリアマネジ
メント活動等に係る基準
を示し、減免を実施して
いる 

53 5.8% 

2 都市公園条例・同施
行規則とは別に「エリア
マネジメント活動等に係
る基準を示す規程」を定
め、当該規定に基づき
減免を実施している 

11 1.2% 

3 その他 846 93.0% 

合計 910 100.0% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村公園管理者の回答（N＝910（単回答）） 

 

 

 

  

1　「都市公園条例・同施行規則」
にエリアマネジメント活動等に係る
基準を示し、減免を実施している

2　都市公園条例・同施行規則とは別に「エ
リアマネジメント活動等に係る基準を示す
規程」を定め、当該規定に基づき減免を実
施している

3　その他 合計

10万人未満 39 4 647 690
10万人～50万人未満 13 5 175 193
50万人～100万人未満 1 1 17 19
100万人以上 0 1 7 8
全体 53 11 846 910
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問 1-2 当該規程等における減免対象の設定の考え方 

■設問 

当該規程等における減免対象の設定の考え方について、該当するものすべて（複数回答）に「○」印を選

択し、その概要を記入欄にご記入願います。 

 

■回答 

本設問は、市区町村公園管理者のみが回答する調査設計である。 

規程等における減免対象の設定の考え方等は、「3 減免の対象となる「まちづくり団体が行う占用、

公園内の行為の目的の公益性」を定めている」の回答数が 109 件で最も多く、次いで、「4 減免の対

象となる「まちづくり団体の属性」を定めている」の回答数が 99件で多くなっている。 

都市規模別に見ると、「1」「2」「3」「4」「5」の各回答は、「10 万人～50 万人未満」の回答割合より、

「10万人未満」の回答割合が高くなる傾向がある。 

 

・市区町村公園管理者の回答（N＝767（複数回答）） 

項目 回答数 割合

1　減免の対象となる「公益目的のエリアマネジメント活動等に係る占用物件」を
定めている

54 7.0%

2　減免の対象となる「公益目的のエリアマネジメント活動等に係る公園内の行
為」を定めている

73 9.5%

3　減免の対象となる「まちづくり団体が行う占用、公園内の行為の目的の公益
性」を定めている

109 14.2%

4　減免の対象となる「まちづくり団体の属性」を定めている 99 12.9%

5　減免の対象となる「まちづくりや都市計画等に関するエリア等」を定めている 12 1.6%

6　その他 556 72.5%  
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村公園管理者の回答（N＝1,194（複数回答）） 

47 66 98 90 11 409 567

8.3% 11.6% 17.3% 15.9% 1.9% 72.1%

6 6 10 8 0 128 138

4.3% 4.3% 7.2% 5.8% 0.0% 92.8%

0 0 0 0 0 15 15

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 1 1 1 1 4 5

20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 80.0%

10万人～50万人未満

50万人～100万人未満

100万人以上

対象団体
数

5　減免の対象となる
「まちづくりや都市計画
等に関するエリア等」を

定めている

4　減免の対象となる
「まちづくり団体の属
性」を定めている

3　減免の対象となる
「まちづくり団体が行う
占用、公園内の行為の
目的の公益性」を定め

ている

10万人未満

6　その他

2　減免の対象となる
「公益目的のエリアマ
ネジメント活動等に係る
公園内の行為」を定め

ている

1　減免の対象となる
「公益目的のエリアマ
ネジメント活動等に係る
占用物件」を定めている

 

 

② 「２．制度に対するご意見、ご要望」 

■自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村公園管理者の自由記述 

No. 記載内容 

1 
県や国のプラットフォームで実施するサウンディングの際に参加自治体が作成する資料（様式や記載

要領など）を統一してほしい。 

2 

都市公園リノベーション協定制度を利用しようとすると、前提として、公園が所在する地域が、都市再

生特別措置法に基づく都市再生整備計画において、滞在快適性向上区域に含まれている必要があ

る。 

いわゆるウォーカブルと連携して公園を活用していくという趣旨は分かるが、公園の地域性を考えた

場合に滞在快適性向上区域にふさわしくない場合があったり、都市再生整備計画を新たに策定する

ことに要する時間を考えると活動主体のスピード感に追いつかない場合もあるため、リノベーション協

定制度の使い勝手が悪いように感じる。 

3 
公平な公園利用の観点から、指定管理者の事業による利用とエリアマネジメント活動等の公益的利

用、地域住民・一般利用の適切な水準・期間、設定、利用料金減免等の取り扱いの基準が欲しい。 

4 
現行制度では、特定団体が公園内の一部を占用することや、用途に制限があり、エリアマネジメント

活動の受け入れのハードルが高い。 

5 条例上、占用料減免対象について明確な規定がないため、今後内規で定める予定。 

6 
都市再生推進法人の占用料、使用料の減免に対する詳細なルールが必要であると認識しているも

のの、現場運用の自治体には作り出すのが難しく感じている。自治体で取り組む際のガイドラインな

どがあるとありがたい。 

7 
都市公園の維持管理やにぎわい創出に民間活力を導入したいが、都市部ではない本市の小規模な

公園では参入事業者が見込めず、導入に至らない。 

8 
公園内で自動販売機の設置や物販等設置をしたい事業者の希望があり、設置管理許可をしていくに

あたり、事業者選定方法をどのようにしていこうか検討している。 

9 
当市で取扱いの多いのが、自治会の清掃やお祭りなどでして、そういった活動もエリアマネジメント活

動に該当すると捉える。 

10 
地域住民の行う公園愛護活動の支援や、公園内でのイベントに対する使用料の減免等を行ってい

る。しかし、エリアマネジメントとして定義したうえで、活動の支援を行っていない。今後、エリアマネジ

メントを促進するのであれば、積極的な制度等の情報提供をお願いしたい。 
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No. 記載内容 

11 

公募設置管理制度の民間事業者によるカフェや売店の出店の収益化はまだまだ一部の大都市でし

か難しい現状や、まちづくり団体は基本的に組織を立ち上げた人たちが新しい人々に入れ変わってし

まうと機能しなくなる現状があるため、それよりも「まち」や「都市公園」の活性化のために誰でも気軽

に行えるキッチンカー等（移動販売車）による臨時売店での飲食物販売の全国的な法整備が待たれ

る。 

12 
市町村によって都市再生推進法人に対する都市公園占用料または使用料の減免の解釈や運用が

異なるため、都市再生特別措置法に基づく都市公園占用許可、使用許可の特例を作っていただきた

い。 

13 どの様な活動をどの様な規定で運用しているのか情報が欲しい。 

14 
もしエリアマネジメント活動等を目的とした団体を審査し、認定するシステムができれば、使用料の減

免等の申請処理がスムーズになり、行政および団体にとってメリットとなる。 

15 
現行の内規上、エリアマネジメント団体単独の申請であると行為許可の申請者区分として行えないこ

とが多くあり、相談をいただく場合がある。エリアマネジメント団体の取り扱いについては検討をしてい

るところ。 

16 
まちづくり団体等がエリアマネジメント活動をしたいと思う魅力的な公園にするという段階で、整備等

コストがかかってしまうこと。 

17 
都市公園の管理部署が期待する都市公園の利活用とまちづくり団体が考える都市公園において実

施するエリアマネジメント活動が合致しにくいことが課題と考える。 

18 
公募設置管理制度（Park-PFI）等の導入可能性調査を実施中だが、複数の省庁の許認可が必要な

ケースが予想されることから、国に窓口となる部署を設置していただきたい。 

19 
地方都市（人口規模 10万人未満）の都市公園にとって、現行 Park-PFI制度が扱いづらいと感じてい

る。 

20 
埼玉県河川環境課と連携して、水辺 deベンチャーチャレンジを実施しております。河川及びその周辺

施設の都市公園を一体的に捉え、エリアマネジメント活動等についても検討しているところですが、補

助金等の情報があれば積極的に共有をしていただきたい。 

21 
都市再生特別措置法に基づく特例占用について、対象者は一体型ウォーカブル事業の実施主体と

なっているが、その収益や使途について、都市公園内で指定管理者等の公園管理者が活用できるよ

うな仕組みがあれば良いと考える。 

22 
地方によっては、公園の管理と収益活動を同時に行える企業（体）が限られることがあり、エリアマネ

ジメント活動を積極的に行う企業と公園管理者のマッチングの場があると良い。 

23 
各種制度の利用促進のため、チャート図やチェックリストなどの全自治体で共有できる基準があると

良い。 
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(8) 調査８：エリアマネジメントの目的や成果に関する意識調査 

調査８は、「市区町村まちづくり担当課」を対象として、まちづくり団体※が行うエリアマネジメント活

動等（以下、「エリアマネジメント活動等」という。）の目的や成果について、国による情報発信や解説

のあり方等を整理することを目的に、まちづくりの現場における実務担当者等の考え方や認識を把

握するために実施した。 

 

※ まちづくり団体 

・ エリアマネジメントや地域の活性化等に取組む法人、まちづくり会社、NPO等 

・ まちづくり活動を行う任意の団体、協議会、実行委員会等 

 

1) 回答状況 

調査８：エリアマネジメントの目的や成果に関する意識調査を行った結果、市区町村まちづくり担

当課の 80.3%の回答があった。 

 

表 2.1-14 調査８：エリアマネジメントの目的や成果に関する意識調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

市区町村まちづくり担当課 1,741 1,398 80.3％ 

 

2) 調査項目 [市区町村まちづくり担当課向] 

調査８の調査項目については、次項以降に、「市区町村まちづくり担当課」のアンケート調査の調

査票を示した。 
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資料 2-13：調査 8[市区町村まちづくり担当課向] 調査票
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3) 調査結果 [市区町村まちづくり担当課向]  

 

① 「１．今後のエリアマネジメント活動等で重要と考えるテーマ」 

■設問 

今後のエリアマネジメント活動等で重要と考えるテーマについて、最も重要なもの（一つ）に「◎」印を選択

してください。そのうえで、最も重要なもの以外で、重要と考えるテーマに該当するものすべて（複数回答）に

「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

今後のエリアマネジメント活動等で重要と考えるテーマについて、「最も重要：◎」とする回答は、

「3 安全・安心、防災・減災（水害､地震 等）」が最も多く、続いて、「11 コンパクトでゆとりとにぎわい

のあるまちづくり、コンパクト・プラス・ネットワークの実現」「1ウェルビーイングの実現を目指した地域・

空間・まちづくり」「2 子育て・子ども環境の形成」「7 空き家対策、所有者不明土地等対」の順に回答

数が多くなっている。一方、「最も重要：◎」に「重要：○」を加えた回答数の合計は、「3」が最も多い

のは「最も重要：◎」のみの結果と同じだが、それに続く回答が、「2」「7」「11」「1」の順に多くなってい

る。 

「最も重要：◎」を都市規模別に見ると、全ての都市規模において、「1」の各回答は、他の都市規

模の回答割合より高い傾向がある。 

「重要：○」を都市規模別に見ると、「3」「5」の各回答は、「10 万人未満」の回答割合が最も小さく、

「100万人以上」の回答割合が最も高い傾向がある。また、「10万人未満」の「3」は、他の都市規模の

回答数より著しく少なく、「10 万人～50 万人未満」の「11」と「100 万人以上」の「10地方都市のイノベ

ーション力・大都市の国際競争力の強化、二拠点居住等住生活環境の充実」は、他の都市規模の

回答数より多い傾向がある。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,356（複数回答）） 

項目 
最も重要：◎ 重要：○ 

回答数 割合 回答数 割合 

1 ウェルビーイングの実現を目指した地域・空間・まちづくり 231 17.0% 298 22.0% 

2 子育て・子ども環境の形成 171 12.6% 641 47.3% 

3 安全・安心、防災・減災（水害､地震 等） 328 24.2% 599 44.2% 

4 民間投資やビジネス機会の拡大、PPP/PFI の推進 79 5.8% 371 27.4% 

5 環境問題、環境価値を重視したストック活用・形成、グリーントランスフォー
メーション（GX） 9 0.7% 266 19.6% 

6 バリアフリー社会の実現、ユニバーサルデザインのまちづくり 9 0.7% 380 28.0% 

7 空き家対策、所有者不明土地等対 115 8.5% 711 52.4% 

8 景観の保全 26 1.9% 459 33.8% 

9 地方経済・雇用を支える観光や農林水産業等 75 5.5% 410 30.2% 

10 地方都市のイノベーション力・大都市の国際競争力の強化、二拠点居住
等住生活環境の充実 9 0.7% 133 9.8% 

11 コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくり、コンパクト・プラス・ネットワ
ークの実現 

271 20.0% 375 27.7% 

12 その他 21 1.5% 13 1.0% 

合計 1,344 100.0% 3,392 100.0% 
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■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,356（複数回答））  

最も重要: 

◎ 

1 ウェ

ルビー

イング

の実現

を目指

した地

域・空

間・ま

ちづくり 

2 子育

て・子

ども環

境の形

成 

3 安

全・安

心、防

災・減

災（水

害､地

震 等） 

4 民間

投資や

ビジネス

機会の

拡大、

PPP/PFI

の推進 

5 環境

問題、

環境価

値を重

視した

ストック

活用・

形成、

グリー

ントラン

スフォ

ーメー

ション

（GX） 

6 バ

リアフ

リー社

会の

実現、

ユニ

バー

サル

デザ

インの

まちづ

くり 

7 空き

家対

策、所

有者不

明土地

等対 

8 景観

の保全 

9 地方

経済・

雇用を

支える

観光や

農林水

産業等 

10 地

方都市

のイノ

ベーシ

ョン力・

大都市

の国際

競争力

の強

化、二

拠点居

住等住

生活環

境の充

実 

11 コ

ンパク

トでゆ

とりとに

ぎわい

のある

まちづ

くり、コ

ンパク

ト・プラ

ス・ネッ

トワー

クの実

現 

12 そ

の他 

回答団

体数 

10 万
人未満 

152 157 296 48 8 8 108 26 73 3 196 16 1,101  

13.8% 1.1% 2.0% 0. 3% 0.1% 0.1% 0.7% 0.2% 0.5% 0.0% 1.3% 0.1%   

10 万
人～50
万人未
満 

65 13 30 27 1 0 7 0 2 6 67 3 222 

29.3% 5.9% 13.5% 12.2% 0.5% 0.0% 3.2% 0.0% 0.9% 2.7% 30.2% 1.4%   

50 万
人～
100万
人未満 

11 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 22 

50.0% 4.5% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 0.0%   

100万
人以上 

3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 11 

27.3% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 18.2%   

 

  

231

171

328

79

9

9

115

26

75

9

271

21

298

641

599

371

266

380

711

459

410

133

375

13

0 200 400 600 800 1000

1 ウェルビーイングの実現を目指した地域・空間・まちづくり

2 子育て・子ども環境の形成

3 安全・安心、防災・減災（水害､地震 等）

4 民間投資やビジネス機会の拡大、PPP/PFIの推進

5 環境問題、環境価値を重視したストック活用・形成、グリーントランスフォーメー

ション（GX）

6 バリアフリー社会の実現、ユニバーサルデザインのまちづくり

7 空き家対策、所有者不明土地等対

8 景観の保全

9 地方経済・雇用を支える観光や農林水産業等

10 地方都市のイノベーション力・大都市の国際競争力の強化、二拠点居住等住

生活環境の充実

11 コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくり、コンパクト・プラス・ネットワーク

の実現

12 その他

最も重要：◎ 重要：○

合計 529

合計 812

合計 34 
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・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,356（複数回答））  

重要： 

○ 

1 ウェ

ルビー

イング

の実現

を目指

した地

域・空

間・まち

づくり 

2 子育

て・子

ども環

境の形

成 

3 安

全・安

心、防

災・減

災（水

害､地

震 等） 

4 民間

投資や

ビジネス

機会の

拡大、

PPP/PFI

の推進 

5 環境

問題、

環境価

値を重

視した

ストック

活用・

形成、

グリー

ントラン

スフォ

ーメー

ション

（GX） 

6 バリ

アフリ

ー社会

の実

現、ユ

ニバー

サルデ

ザイン

のまち

づくり 

7 空き

家対

策、所

有者不

明土地

等対 

8 景観

の保全 

9 地方

経済・

雇用を

支える

観光や

農林水

産業等 

10 地

方都市

のイノ

ベーシ

ョン力・

大都市

の国際

競争力

の強

化、二

拠点居

住等住

生活環

境の充

実 

11 コ

ンパク

トでゆ

とりとに

ぎわい

のある

まちづ

くり、コ

ンパク

ト・プラ

ス・ネッ

トワー

クの実

現 

12 そ

の他 

回答団

体数 

10 万人
未満 

203 514 474 254 192 277 591 339 334 74 274 9 1,101  

18.4% 3.5% 3.2% 1.7% 1.3% 1.9% 4.0% 2.3% 2.3% 0.5% 1.8% 0.1%   

10 万人
～50 万
人未満 

80 113 102 102 60 90 111 103 66 47 89 2 222 

36.0% 50.9% 45.9% 45.9% 27.0% 40.5% 50.0% 46.4% 29.7% 21.2% 40.1% 0.9%   

50 万人
～100
万人未
満 

10 9 15 9 8 9 4 10 5 5 7 1 22 

45.5% 40.9% 
68.2% 

40.9% 36.4% 40.9% 18.2% 45.5% 22.7% 22.7% 31.8% 4.5%   

100万
人以上 

5 5 8 6 6 4 5 7 5 7 5 1 11 

45.5% 45.5% 72.7% 54.5% 54.5% 36.4% 45.5% 63.6% 45.5% 63.6% 45.5% 9.1%   
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■自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

１．今後のエリアマネジメント活動等で重要と考えるテーマ 

No. 記載内容 

1 エリマネ活動団体の自立・自走のための財源確保、行政による伴走支援 

2 まちづくり団体の持続可能な収入源の確保 

3 組織の持続性 

4 活動の実施主体や利用主体の双方になる、人手の維持・確保 

5 置き換えができる持続可能なまちづくり 

6 官民協働による推進、官民の活力 

7 継続したにぎわいのあるまちづくり 

8 新たなコミュニティの形成 

9 生産性や需要の観点からエリアマネジメント活動による効果は低いと感じる。 

10 地域とをつなぐ公共交通等の移動手段の確保 

11 地域の特色を活かしたまちづくり 

12 地域の美化・清掃 

13 
地域既存団体の理解、地域住民等の意欲、継続性などにぎわいの形成、地域経済の活性化、教育

の推進、文化創造、生涯学習の機会の提供 

14 賑わいの創出、来街者の増加 

15 移住定住の推進、関係人口の創出・拡大 

16 復興に資する取り組み 
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② 「２．エリアマネジメント活動等に対する期待」 

■設問 

今後、貴団体管内で行われるエリアマネジメント活動等に対し、行政として期待する成果について、最も

重要なもの（一つ）に「◎」印を選択してください。そのうえで、最も重要なもの以外で、期待する成果に該当

するものすべて（複数回答）に「○」印を選択してください。 

 

■回答 

本設問は、市区町村まちづくり担当課のみが回答する調査設計である。 

今後、行政として期待する成果について、「最も重要：◎」とする回答は、「3 まちの安全・安心、環

境、景観の向上」が最も多く、続いて、「1 まちへの愛着（シビックプライド）の醸成」「2 地域の付加価

値向上、ブランドの育成」「8定住促進」「10コンパクトシティの形成」の順に回答数が多くなっている。

一方、「最も重要：◎」に「重要：○」を加えた回答数の合計は、「3」が最も多く、続いて、「8」「2」「5 来

街者増、集客（買い物客、観光客等）の効果」の順に回答数が多くなっている。 

「最も重要：◎」を都市規模別に見ると、「2」の回答は、「10 万人未満」の回答割合が最も小さく、

「100万人以上」の回答割合が最も高い傾向がある。 

「重要：○」を都市規模別に見ると、「1」「3」「4」「5」の各回答は、「10 万人未満」の回答割合が最も

小さく、「100 万人以上」の回答割合が最も高い傾向がある。また、「10 万人未満」の「9 国際競争や

地域間競争」は、他の都市規模の回答数より著しく少なく、「100 万人以上」の「6 資産価値の維持･

増大、空き家・空き店舗減」は、他の都市規模の回答数より多い傾向がある。 

 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,356（複数回答）） 

項目 

最も重要：◎ 重要：○ 

回答数 割合 回答数 割合 

1まちへの愛着（シビックプライド）の醸成 214 15.8% 472 34.8% 

2 地域の付加価値向上、ブランドの育成 199 14.7% 528 38.9% 

3まちの安全・安心、環境、景観の向上 311 22.9% 622 45.9% 

4 消費活動や売上、雇用などの経済への効果 67 4.9% 530 39.1% 

5 来街者増、集客（買い物客、観光客等）の効果 107 7.9% 595 43.9% 

6 資産価値の維持･増大、空き家・空き店舗減 55 4.1% 615 45.4% 

7 イノベーションや新たな産業創出 28 2.1% 353 26.0% 

8 定住促進 185 13.6% 562 41.4% 

9 国際競争や地域間競争 3 0.2% 128 9.4% 

10 コンパクトシティの形成 152 11.2% 349 25.7% 

11 その他 14 1.0% 10 0.7% 

合計 1335   4,764   

 



2-233 

 

 

■都市規模によるクロス集計 

・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,356（複数回答）） 

最も重要 

◎ 

1 まちへ

の 愛 着

（シビッ

クプライ

ド）の醸

成 

2地域の

付 加 価

値 向

上、ブラ

ンドの育

成 

3 まちの

安全・安

心 、 環

境 、 景

観 の 向

上 

4消費活

動 や 売

上 、 雇

用 な ど

の 経 済

へ の 効

果 

5来街者

増 、 集

客（買い

物 客 、

観 光 客

等）の効

果 

6資産価

値 の 維

持 ･ 増

大、空き

家・空き

店舗減 

7 イノベ

ーション

や 新 た

な 産 業

創出 

8 定住

促進 

9 国際競

争や地域

間競争 

10 コン

パクトシ

ティの形

成 

11 その

他 

回 答 団

体数 

10 万人

未満 

170 128 280 61 71 43 21 172 3 120 11 1,093  

15.6% 11.7% 25.6% 5.6% 6.5% 3.9% 1.9% 15.7% 0.3% 11.0% 1.0%   

10 万人

～50 万

人未満 

37 55 28 5 32 12 6 13 0 31 3 222 

16.7% 24.8% 12.6% 2.3% 14.4% 5.4% 2.7% 5.9% 0.0% 14.0% 1.4%   

50 万人

～ 100

万 人 未

満 

6 8 3 1 3 0 0 0 0 1 0 22 

27.3% 

36.4% 

13.6% 4.5% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0%   

100 万

人以上 

1 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11 

9.1% 72.7% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

 

  

214

199

311

67

107

55

28

185

3

152

14

472

528

622

530

595

615

353

562

128

349

10

0 200 400 600 800 1000

1まちへの愛着（シビックプライド）の醸成

2地域の付加価値向上、ブランドの育成

3まちの安全・安心、環境、景観の向上

4消費活動や売上、雇用などの経済への効果

5来街者増、集客（買い物客、観光客等）の効果

6資産価値の維持･増大、空き家・空き店舗減

7イノベーションや新たな産業創出

8定住促進

9国際競争や地域間競争

10コンパクトシティの形成

11その他

最も重要：◎ 重要：○
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・市区町村まちづくり担当課の回答（N＝1,356（複数回答）） 

重要 

◎ 

1 まちへ

の愛着

（シビッ

クプライ

ド）の醸

成 

2 地域

の付加

価値向

上、ブラ

ンドの育

成 

3 まちの

安全・安

心、環

境、景

観の向

上 

4 消費

活動や

売上、

雇用な

どの経

済への

効果 

5 来街

者増、

集客（買

い物客、

観光客

等）の効

果 

6 資産

価値の

維持･増

大、空き

家・空き

店舗減 

7 イノベ

ーション

や新た

な産業

創出 

8 定住

促進 

9 国際競

争や地域

間競争 

10 コン

パクトシ

ティの形

成 

11 その

他 

回答団

体数 

10 万人

未満 

340 405 468 389 447 469 263 461 72 250 5 1,093  

31.1% 37.1% 42.8% 35.6% 40.9% 42.9% 24.1% 42.2% 6.6% 22.9% 0.5%   

10 万人

～50 万

人未満 

111 108 129 119 124 126  90 42 90 5 222 

50.0% 48.6% 58.1% 53.6% 55.9% 56.8% 35.1% 40.5% 18.9% 40.5% 2.3%   

50 万人

～100

万人未

満 

13 12 16 13 15 11 7 5 6 4 0 22 

59.1% 54.5% 
72.7% 

59.1% 68.2% 50.0% 31.8% 22.7% 27.3% 18.2% 0.0%   

100万

人以上 

8 3 9 9 9 9 5 6 8 5 0 11 

72.7% 27.3% 81.8% 81.8% 81.8% 81.8% 45.5% 54.5% 72.7% 45.5% 0.0%   
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■自由記述 

・市区町村まちづくり担当課の自由記述 

記載欄に記入があった内容は、以下の通りである。 

２．エリアマネジメント活動等に対する期待 

No. 記載内容 

1 エリアマネジメント団体の自走化、ウォーカブル区域内の回遊性の向上 

2 公民連携による公共空間の活用や空き家など低未利用のリノベーションによる活性化 

3 公民連携まちづくりに向けた合意形成の推進 

4 商業地が魅力的な観光地として、適正管理され、持続的に発展すること 

5 
取組みの規模、内容、場所、主体となる構成員によって、期待する成果も変わるべき。 

また、８については、地域間競争という側面だけでなく、例えば他地域との役割分担や協力、相乗効

果等も期待している。 

6 新しいライフスタイルづくり 

7 新たなコミュニティの形成 

8 生産的な思考と、挑戦に対する失敗や、間違いが許容される地域社会への変化 

9 
地域課題の適切な把握及び課題解決に向けた事業提案 

地域団体との連携強化 

10 復興に資する取り組み 

11 民間投資の活性化、低未利用地（駐車場など）の活用促進、街なか居住人口の増加 

12 生産性や需要の観点からエリアマネジメント活動による期待は低い。 
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(9) 調査９：都市特性評価指標・ツールに関する調査 

調査９は、「市区町村企画担当課」を対象として、全国の都市がそれぞれの個性あるまちづくりを

進めるため、自治体や民間事業者が活用できるよう、分野や属性等に分けて都市の強みや弱みな

どを相対的に評価・分析するための指標・ツールの活用状況を把握することを目的として実施した。 

 

1) 回答状況 

調査９：都市特性評価指標・ツールに関する調査を行った結果、市区町村企画担当課の 80.8%の

回答があった。 

 

表 2.1-15 調査９：都市特性評価指標・ツールに関する調査回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

市区町村企画担当課 1,741 1,406 80.8％ 

 
 

2) 調査項目 [市区町村企画担当課向] 

調査９の調査項目については、次項以降に、「市区町村企画担当課」のアンケート調査の調査票

を示した。 
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資料 2-14：調査 9[市区町村企画担当課向] 調査票 
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2.2 都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料に関する調査の実施 

都市再生推進法人に対し、都市再生推進法人の活動実態を把握し、結果の分析・整理を行った。 

 

2.2.1 調査方法 

本調査は、都市再生推進法人の法人概要、活動情報、財務情報等について、都市再生推進法

人に提出を依頼するものである。この調査の実施については、前節のアンケート調査の実施にあわ

せ、都市再生推進法人が存する地方公共団体のまちづくり担当課から、管内の都市再生推進法人

にアンケート調査への回答とあわせて、都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料の作成

（作成済みの場合は更新）と当該データの提出を依頼した。 

 

2.2.2 調査内容 

提出を依頼した資料は、「法人概要資料」と「活動実態資料」であり、それぞれ表 2.2-1 に示す調

査内容となっている。調査対象は、全国の都市再生推進法人とした。 

 

表 2.2-1 都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料に関する調査 

調査項目 主な内容 
対象 
団体 

団体
数 

一覧掲
載箇所 

法人概要資料 

・ Basic information 
・ 法人の紹介 
・ 官民連携による事業推進体制 
・ 活動エリア 
・ Project 
・ Hot topic 
・ Tool（活用している各種まちづくり制度） 

都市再
生推進
法人 

111 表 2.1-2 
活
動
実
態
資
料 

法人の概要 

・ 法人名、主たる事務所の所在地、代表者氏名、
設立登記年月日、都市再生推進法人指定年月
日 

・ 定款や組織規約等に記載された団体・法人の
目的、活動の目標、団体・法人の主な活動内容
及び主なサービスの対象者 

・ 活動エリアの主な用途地域（プルダウンで選択）
活動エリアの概況（活動エリア面積と直近 5 か
年の公示価格） 

・ 構成員等、年間予算、団体の性格 
・ 本件の担当者、ホームページ等 

活動情報 
（ 事業分野、理
由、工夫） 

(1)主となる収入(収益の多い順に上位３つ。事業
分野と収益を上げられている理由・そのための
工夫) 

(2)主となる経費等(経費の多い順に上位３つ。どの
ようなことにお金がかかるか。またその理由。経
費縮減に向けた工夫) 

市・民間事業者等
からの支援と保有
資産の状況 

(１)市・民間事業者等からの支援の状況 
(２)保有資産の状況 

任意回答調査票
（財務情報） 

（１）直近の事業年度（直近の決算） 
（２）（１）の事業年度の予算額 
（３）貸借対照表 
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資料 2-15：都市再生推進法人の法人概要資料 
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資料 2-16：都市再生推進法人の活動実態資料 

 

平成 年 月 日 有

平成 年 月 日

1.
サービス
の対象者

２．
サービス
の対象者

３．
サービス
の対象者

４．
サービス
の対象者

５．
サービス
の対象者

６．
サービス
の対象者

年度 円

年度 円

年度 円

年度 円

年度 円

名 名

名

１．

２．

３．

４．

５．

名 ％

１．

２．

３．

４．

５．

約

6.その他（シンクタンク・中間支援組織等）

077-514-7690

ホームページ等  URL メールアドレス

本件の担当者  氏名 問合せ電話番号 FAX番号

年間予算 23,000 千円（直近の事業年度）

団体の性格（近い
ものに〇）

1.公的機関の関与が
強い団体（外郭団体

2.中小企業が主
体の団体(4.を除

3.大企業が
主体の団体

4.商店街・
自治会等が

5.小規模なまちづく
り会社・NPO法人等

（具体的に　                                                              ）

構成員等
（可能な範囲で記入

してください）

事務局の職員数 常勤職員 名 非常勤職員

会員数／社員数

主な構成員
（本社の所在地が活動エ
リア外の場合、組織名の
後ろに（）書きで所在地

住所を記載）
（構成員が個人の場合

所属する組織名）

主な出資者

出資者数 自治体の出資割合 出資自治体 大津市

活動内容 1.居住者 2.事業者
3.これら以
外の来訪者

活動エリアの概況
（活動エリア面積
と直近5か年の公
示価格）

面積 461 ha 公示価格 ※活動エリア近傍の1箇所の公示価格を記載

活動内容 1.居住者 2.事業者
3.これら以
外の来訪者

活動エリアの主な
用途地域（プルダ
ウンで選択）

2.商業地域

活動の目標

大津市中心市街地の活性化とまちづくりの推進にかかる事業を行う

団体・法人の
主な活動内容及び
主なサービスの対
象者(いずれか一
つに〇)

活動内容 1.居住者 2.事業者
3.これら以
外の来訪者

活動内容 1.居住者 2.事業者
3.これら以
外の来訪者

活動内容 1.居住者 2.事業者
3.これら以
外の来訪者

活動内容 1.居住者 2.事業者
3.これら以
外の来訪者

都市再生推進法人
指定年月日

定款や組織規約等
に記載された

団体・法人の目的

ふりがな

主たる事務所の
所在地

代表者氏名

都市再生推進法人の活動実態に関する調査※以下の黄色の部分に記載して下さい。

ふりがな

法人の形態
（法人区分）

株式会社
法人名

設立登記年月日 定款や組織規約等の有無 有・無を選択
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活動情報

(1)主となる収入(収益の多い順に上位３つ。事業分野と収益を上げられている理由・そのための工夫)

事業分野

理由

工夫

事業分野

理由

工夫

事業分野

理由

工夫

(2)主となる経費等(経費の多い順に上位３つ。どのようなことにお金がかかりますか。またその理由。経費縮減に向けた工夫)

事業分野

理由

工夫

事業分野

理由

工夫

事業分野

理由

工夫

市・民間事業者等からの支援と保有資産の状況

人的 物的 金銭 人的 物的 金銭

× - 〇 × - ×

- × × - × ×

- × × - × ×

- × × - × ×

- × × - × ×

- × × - - -

市区町村 民間事業者等

- - - -

(１)市・民間事業者等からの支援と保有資産の状況

(２)保有資産の状況

ソフト事業

ハード事業

非収益事業

指定管理

職員数 嘱託・臨時社員・パート・アルバ
イト等●名

常勤●名

●●事業

▲▲事業

〇〇事業

♦♦イベント

□□（施設名）

主な事業

× ×

テナントミックス事業

市・民間事業者等からの支援と保有資産の状況

（１）市・民間事業者等からの支援の状況

・当該推進法人の職員数を「常勤」とそれ以外に分けて記載してください。

・「活動情報」（１）主となる収入に記載した当該推進法人の収益事業に対する市及び民間事業者等からの「人的」、「物的」、「金銭

的」支援の有無について、「○」、「×」で記載してください。なお該当しない項目は「－」を記載してください。

また、指定管理や非収益事業を行っている場合も同様に記載してください。

（２）保有資産の状況

・当該推進法人の保有資産を記載してください。

（例）オープンカフェ、音響装置、事業用土地・建物、駐車場、物販施設の内装・設備、デジタルサイネージ、バナー広告
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財務情報　※任意回答の調査項目です。ご回答いただける場合は、以下ご記入願います。

（１）直近の事業年度（直近の決算） 年度 （ ～ ）

　損益計算書（収支計算書、正味財産増減計算書、事業活動収支計算書、活動計算書）

％ ％ ％ ％

単位：千円

（２）（１）の事業年度の予算額

年度 （ ～ ）

　　損益計算書（収支計算書、正味財産増減計算書、事業活動収支計算書、活動計算書）

％ ％ ％ ％

単位：千円

（３）貸借対照表 令和 年 月 日 現在

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

Ⅲ　正味財産の部

資産合計 負債及び正味財産合計

経常収益計     

(a)及び(ｂ)の占める割合

年　月　日 年　月　日

単位：千円

【公益事業】

○○事業
(または会計単位・区分)

【収益事業】

○○事業
(または会計単位・区分)

【その他事業】

○○事業
(または会計単位・区分)

合計

公的補助金(a)  

公的受託収益(b)  

○○収入  

○○収入  

○○収入  

経常費用計     

事業費合計  

管理費合計  

補助金の内訳
事業名（国、県、市町村の区分） 金額

当期経常増減額     

※事業区分は、個別事業ごとの区分ではなく、「公益事業」「収益事業」「その他事業」等の区分とする。

経常収益計     

(a)及び(ｂ)の占める割合

　年　　月　　日 年　　月　　日

単位：千円

【公益事業】

○○事業
(または会計単位・区分)

【収益事業】

○○事業
(または会計単位・区分)

【その他事業】

○○事業
(または会計単位・区分)

合計

公的補助金(a)  

公的受託収益(b)  

○○収入  

○○収入  

○○収入  

経常費用計     

事業費合計  

管理費合計  

補助金の内訳
事業名（国、県、市町村の区分） 金額

単位：千円 単位：千円

当期経常増減額     

※事業区分は、個別事業ごとの区分ではなく、「公益事業」「収益事業」「その他事業」等の区分とする。

負債合計  

正味財産合計

 

１．流動資産 １．流動負債

２．固定資産 ２．固定負債
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2.2.3 調査結果 

 

(1) 法人概要資料 

 

1) 回答状況 

法人概要資料は 47.7%の回答があった。 

 

表 2.2-2 法人概要資料の回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

都市再生推進法人 111 53 47.7％ 

 

 

(2) 活動実態資料 

 

1) 回答状況 

活動実態資料は 59.5%の回答があった。 

 

表 2.2-3 活動実態資料の回答状況 

対象団体 団体数 回答数 回答率 

都市再生推進法人 111 66 59.5％ 
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2) 調査結果 

活動実態資料のうち、以下①～⑫の項目において、単純集計を行った結果を以下に示す。 

 

① 団体・法人の主な活動内容 

主な活動内容として「公共施設の管理・活用」（38 団体）が最も多く、次いで「イベント等実施による

賑わい創出」（33 団体）「不動産管理・運営」（33 団体）「中間支援的活動（コミュニティ形成支援等）」

（28団体）という結果となった。 

 

項目 回答数 割合 

①公共施設の管理・活用 38 16.7% 

②イベント等実施による賑わい創出 33 14.5% 

③不動産管理・運営 33 14.5% 

④空き家・空き地の活用 8 3.5% 

⑤広告設置事業 10 4.4% 

⑥行政支援（行政からの受託業務等） 16 7.0% 

⑦地域ビジョン・ルールの作成 7 3.1% 

⑧防災・防犯の意識啓発 7 3.1% 

⑨清掃・美化活動 9 4.0% 

⑩地域情報の発信（広報紙・SNS・HP等） 20 8.8% 

⑪中間支援的活動（コミュニティ形成支援等） 28 12.3% 

⑫その他 18 7.9% 

 
 

  

38

33

33

8

10

16

7

7

9

20

28

18

0 5 10 15 20 25 30 35 40

①公共施設の管理・活用

②イベント等実施による賑わい創出

③不動産管理・運営

④空き家・空き地の活用

⑤広告設置事業

⑥行政支援（行政からの受託業務等）

⑦地域ビジョン・ルールの作成

⑧防災・防犯の意識啓発

⑨清掃・美化活動

⑩地域情報の発信（広報紙・SNS・HP等）

⑪中間支援的活動（コミュニティ形成支援等）

⑫その他

N＝64（複数回答） 



2-248 

② 活動エリアの主な用途地域  

活動エリアの主な用途地域として「商業地域」（82.8%）が最も多いという結果となった。 

項目 回答数 割合 

①住居地域 11 17.2% 

②商業地域 53 82.8% 

③工業地域 0 0.0% 

合計 64 100.0% 

 

 

 

③ 活動エリアの面積  

活動エリアの面積としては「100ha超」（38.0%）が最も多いという結果となった。 

項目 回答数 割合 

①～10ha 未満 11 22.0% 

②10～50ha 未満 10 20.0% 

③50～100ha 未
満 

10 20.0% 

④100ha～ 19 38.0% 

合計 50 100.0% 

 

④ 事務局の職員数  

事務局の職員数として「～5人」（54.8%）が最も多いという結果となった。 

項目 回答数 割合 

①～5 人 34 54.8% 

②6～10 人 13 21.0% 

③11～50 人 14 22.6% 

④51人～ 1 1.6% 

合計 62 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N＝64（単回答） 

N＝50（単回答） 

N＝62（単回答） 
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⑤ 事務局の常勤、非常勤 

事務局の職員数として「常勤と非常勤」（41.8%）が最も多く、「常勤のみで構成」（30%）とあわせると

7割を超える結果となった。 

項目 回答数 割合 

①常勤のみで構
成 

21 38.2% 

②常勤と非常勤
で構成 

23 41.8% 

③非常勤のみで
構成 

11 20.0% 

合計 55 100.0% 

 

⑥ 自治体の出資割合  

自治体の出資割合として「出資なし」(43.8%)が最も多く、それに次いで「25%未満」(25%)という結果

となった。 

項目 回答数 割合 

①出資なし 21 43.8% 

②25％未満 12 25.0% 

③25％～50％未
満 

5 10.4% 

④50％～ 10 20.8% 

合計 48 100.0% 

 

 

⑦ 年間予算額  

年間予算額として「1億円以上」（77.4%）が最も多いという結果となった。 

 

項目 回答数 割合 

①～500 万円未
満 

1 1.9% 

②500～5,000 万
円未満 

8 15.1% 

③5,000 万円～1
億円未満 

3 5.7% 

④1億円以上 41 77.4% 

合計 53 100.0% 

 

 

 

 

 

N＝55（単回答） 

N＝48（単回答） 

N＝53（単回答） 
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⑧ 団体の性格  

団体の性格として「公的機関の関与の強い団体(外郭団体等)」（30.3%）が最も多く、次いで「中小

企業が主体の団体」「商店街・自治会等が主体の団体」（16.7%）という結果となった。 

 

項目 回答数 割合 

①公的機関の関
与が強い団体
（外郭団体等） 

20 30.3% 

②中小企業が主
体の団体 

11 16.7% 

③大企業が主体
の団体 

9 13.6% 

④商店街・自治会
等が主体の団
体 

11 16.7% 

⑤小規模なまちづ
くり会社・NPO
法人等 

10 15.2% 

⑥その他 5 7.6% 

合計 66 100.0% 

 

⑨ 団体・法人の主な収益源  

主な収入源として「不動産管理収入」（33 団体）が最も多く、次いで「指定管理等の公共からの委

託料」（24団体）という結果となった。 

 

項目 回答数 割合 

①不動産管理収入 33 32.0% 

②指定管理等の公共からの委託料 24 23.3% 

③イベント収入 12 11.7% 

④広告設置料 9 8.7% 

⑤自主事業 7 6.8% 

⑥会費・負担金 8 7.8% 

⑦補助金 5 4.9% 

⑧中間支援事業 3 2.9% 

⑨寄付金 2 1.9% 

N＝66（単回答） 

N＝57（複数回答） 
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⑩ 主なサービスの対象者 

主なサービスの対象者は「居住者、事業者以外の来訪者」（38.1％）、「事業者」（32.3％）、「居住

者」(29.6%)となり概ね同じ割合という結果となった。 

 

項目 回答数 割合 

①居住者 118 29.6% 

②事業者 129 32.3% 

③居住者、事業
者以外の来訪者 

152 38.1% 

 

 

⑪ 保有資産の状況 

保有資産の状況は「有」（66.7％）が多いという結果となった。 

 

項目 回答数 割合 

①有 30 66.7% 

②無 15 33.3% 

 

 

 

 

 

33

24

12

9

7

8

5

3

2

0 5 10 15 20 25 30 35

不動産管理収入

指定管理等の公共からの委託料

イベント収入

広告設置料

自主事業

会費・負担金

補助金

中間支援事業

寄付金

N＝399（複数回答） 

N＝45（単回答） 
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2.3 普及啓発方策の検討 

本業務において、普及啓発方策として、国土交通省ホームページの情報更新等を行ったのは、

以下の項目である。 

 

表 2.3-1 更新可能資料一覧 

出典 内容 図番号 

アンケート調査 

都市再生推進法人一覧（追加・更新） 図 2.3-1～8 

都市再生推進法人の取組概要資料（新指定法人を含む） 図 2.3-9 

都市再生特別措置法に基づく協定締結等の一覧（追加） 図 2.3-10 

「官民連携まちづくり

フォーラム‘23」なら

びに「都市再生推進

法人等会議‘23」 

官民連携まちづくりフォーラム‘23案内チラシ 図 2.3-11 

官民連携まちづくりフォーラム‘23「YouTube動画」の表示画面 図 2.3-12 

都市再生推進法人等会議‘23案内チラシ 図 2.3-13 
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図 2.3-1 ウェブサイト更新箇所 

（https://www.mlit.go.jp/toshi/toshisaisei/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshisaisei/
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図 2.3-2 ウェブサイト更新箇所 
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図 2.3-3 ウェブサイト更新箇所 
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図 2.3-4 ウェブサイト更新箇所 
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図 2.3-5 ウェブサイト更新箇所 
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図 2.3-6 ウェブサイト更新箇所 
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図 2.3-7 ウェブサイト更新箇所 

 

 

 

 

 

図 2.3-8 ウェブサイト更新箇所 
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図 2.3-9 都市再生推進法人の取組概要資料（例） 
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図 2.3-10 都市再生特別措置法に基づく協定締結等の一覧（抜粋） 
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図 2.3-11 官民連携まちづくりフォーラム‘23 案内チラシ 

※開催告知の詳細については、3.2.1 イベントの企画・運営を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-12 官民連携まちづくりフォーラム‘23「YouTube 動画」の表示画面（抜粋） 

※YouTube動画の詳細については、3.2.3 イベント後のとりまとめ・発信を参照 
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図 2.3-13 都市再生推進法人等会議‘23 案内チラシ 

※開催告知の詳細については、3.3.1 イベントの企画・運営を参照 
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第3章 官民連携まちづくり関係者の交流・促進イベントの企画・運営 

 

3.1 イベントの実施 

エリアマネジメント団体や都市再生推進法人などの民間まちづくり団体が、魅力的な都市空間を形成する

エリアマネジメントの知見を深め、先進的な取組について全国規模での効果的な普及啓発をする場として、

イベントを企画し、運営などを行った。 

 

3.2 2023年度 官民連携まちづくり DAYS 官民連携まちづくりフォーラム‘23 

3.2.1 イベントの企画・運営 

(1) イベント実施概要 

国土交通省と全国エリアマネジメントネットワークの共催によるイベント「2023 年度 官民連携まちづくり

DAYS 官民連携まちづくりフォーラム‘23」を、リアルとオンライン配信（Zoom）のハイブリッドで開催した。登

壇者の講演とパネルディスカッションにより、参加者がまちづくりに関する知見や最新の取組に関する情報を

収集し、ともに議論できる場として、下記のとおり実施した。 

 

表 3.2-1 イベント概要 

開催日時 令和 5年 11月６日（月）14:30～17:30 

会場 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル５階コンファレンスルーム Room６～Room ９ 

開催方式 リアルとオンライン配信（Zoom）のハイブリッド開催 ※登壇者は会場に参集 

次第 

1．開会挨拶 

2．基調講演 

3．インプットトーク 

4．休憩 

5．情報提供 

6．パネルディスカッション 

7．閉会挨拶 

 

(2) イベントの実施目的 

主催者である国土交通省 都市局、全国エリアマネジメントネットワーク、及び受託者により協議を行い、

近年話題となっている新たな社会志向 “幸福度（Well-being）”をテーマとして設定した。 

地域課題解決や暮らしに即した魅力増進を図るエリアマネジメント活動をさらに推進・展開していくには、

幸福度（Well-being）といった新たな社会志向は、エリアマネジメントが目指す持続可能な地域形成を図る上

で大きな関心事であると考えられる。 

そこで、「2023 年度 官民連携まちづくり DAYS 官民連携まちづくりフォーラム‘23」では、社会的要求が

高まっている「健康」や「子育て環境」といった「都市の幸福度を形成する要素」に着目し、多様性と包摂性を

促進するエリアマネジメントの在り方を考えることを目的とした。 
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(3) 登壇者 

イベントのテーマ、実施目的を踏まえ、幸福度（Well-being）に精通した方、関連する実務経験が豊富な方

を登壇者に選定した。 

基調講演の登壇者は、「幸福学（Well-being）」の観点からまちづくりの提言を行っておられる前野隆司氏、

地域全体で子どもを育てる「まち保育」の研究や活動を行っておられる三輪律江氏とした。 

インプットトークの登壇者は、札幌駅前通地区のビジネスパーソンを対象としたエリアヘルスマネジメントな

どを実践されている内川亜紀氏、北長瀬地区の住民を対象としたまちの賑わいづくりや人を繋げる様々な取

組を実施されている石原達也氏とした。 

パネルディスカッションの登壇者は、基調講演の前野隆司氏、三輪律江氏、インプットトークの内川亜紀氏、

石原達也氏とし、モデレーターには、コミュニティデザインや協働のまちづくりなど多岐にわたるまちづくりの

研究・活動を行っておられる小泉秀樹氏に依頼した。   

各登壇者の情報は以下のとおりである。 

 

表 3.2-2 登壇者一覧 

# 写真 所属・役職・氏名・ プロフィール 

1 

 慶應義塾大学大学院 

システムデザイン・マネジメント

研究科 教授 

前野 隆司 氏 

1984 年東京工業大学卒業、1986 年同大学修士課程修了。

キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究

員、ハーバード大学訪問教授等を経て現職。博士（工学）。専

門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーショ

ン教育など。著書に、『ディストピア禍の新・幸福論』（2022

年）、『ウェルビーイング』（2022年）、『幸せのメカニズム 実践・

幸福学入門』(2013年)他。 

2 

 横浜市立大学大学院 

都市社会文化研究科 教授 

三輪 律江 氏 

(株)坂倉建築研究所、横浜国大を経て 2011 年より現職。博

士（工学）。専門は建築・都市計画、参画型まちづくり、こどもの

ための都市環境、環境心理学。内閣府学術会議連携委員、国

交省や厚労省の専門委員、複数自治体で建築審査会、地域

まちづくり審議会等の委員の他、子育て支援やまちづくり NPO

の理事等も務める。代表編著に『まち保育のススメ（萌文社）』

『子どもまちづくり型録（鹿島出版）』他。 

3 

 
札幌駅前通まちづくり 

株式会社 

取締役統括マネージャー  

内川 亜紀 氏 

 

石塚計画デザイン事務所を経て､「札幌駅前通まちづくり株

式会社」設立時より勤務。チ･カ･ホ（札幌駅前通地下歩行空

間）やアカプラ（札幌市北 3条広場）などの公共空間の活用･運

営など、札幌駅前通地区のエリアマネジメントに携わる。 

4 

 一般社団法人 

北長瀬エリアマネジメント 

代表 

石原 達也 氏 

2001年学生によるNPO法人設立に参画。2003年鳥取市社

会福祉協議会に入職を経て、NPO 法人岡山 NPO センターに

転職。以降、NPO 法人みんなの集落研究所や（一社）北長瀬

エリアマネジメント等を設立。社会の「仕組み屋」として、まちづ

くりの仕組みづくり、多様な組織の連携プロジェクトのファシリテ

ートに取り組む。 

5 

 
東京大学 

都市工学科 教授 

小泉 秀樹 氏 

東京大学まちづくり研究室教授、東大まちづくり大学院コー

ス長、日本都市計画学会専務理事。専門は、都市計画、まち

づくり。研究成果をふまえつつ多くの各地で都市計画、まちづ

くりを実践。グッドデザイン賞など受賞多数。編著に『コミュニテ

ィデザイン学』(2016)、『都市地域の持続可能性アセスメント』

(2015）他。近年は、渋谷未来デザイン代表理事、アーバニスト

理事長として共創まちづくりを推進。 
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(4) 開催告知方法 

開催にあたり、国土交通省による記者発表、案内チラシなどの作成により、周知・参加者の募集を行った。 

 

1) ティザーチラシの作成 

ティザーチラシを作成し、国土交通省都市局のメーリングリストで発信して周知を行った。完成したチラシ

は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 ティザーチラシ 
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2) 案内チラシの作成 

案内チラシを作成し、国土交通省ホームページや官民連携まちづくりポータルサイトに掲載、国土交通省

都市局のメーリングリストで発信するなどして周知を行った。完成したチラシは次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2 案内チラシ 
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(5) 参加申込 

イベントへの参加は事前申し込み制とし、オンライン入力フォームで実施した。申込募集期間・申込者・入

力フォームなどの詳細は以下のとおりである。 

 

表 3.2-3 申込募集期間 

 

 

 

表 3.2-4 申込者数 

 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

表 3.2-5 申込者の属性数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

令和 5年 9月 29日（金）～令和 5年 10月 25日（水） 

属性 人数 

リアル会場 208名 

オンライン（zoom方式） 371名 

合計 ※579名 

属性 人数 

都市再生推進法人 56名 

民間企業（都市再生推進法人・まちづくり団体を除く） 270名 

まちづくり団体（都市再生推進法人を除く） 34名 

学生・大学関係者等 15名 

地方公共団体 192 名 

国土交通省（地方整備局を含む） 9名 

他省庁 3名 

合計 579名 
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図 3.2-3 参加申込フォームの項目と表示画面 

 

 



3-7 

(6) 申込フォームによる質問募集 

各登壇者に質問したいことを申込フォームにて事前に募集した。 

 

表 3.2-6 質問内容 

分類 質問内容 

まちづくり全般に

ついて 

まちづくりで目指す姿はなにか。 

地域の課題解決には時間がかかるものである。特にＳＸビジネス

なども今後加速される必要があるが、そこにかかるリードタイムの

長さで民間企業の収益に繋がらず挫折することも多いと思う。そ

のあたり既存事業と新たなチャレンジ（まちづくり）についての要

諦などを聞きたい。 

本市には商店街や店舗の連続性がなく、ウォーカブル推進事業

を進めるにあたって個々の店舗のニーズが把握できず、賑わい

をどう創出していくかで苦慮している。参考になる事例やアドバイ

スなどがあれば聞きたい。 

エリアマネジメント活動の評価方法（定量・定性）について聞きた

い。 

地域課題の本質をどういったアプローチで見つけていけばよい

か。ただ、「衰退している」➡「経済活動の活性化」だけではご理

解いただけない地域の方もいる可能性があるため。 

再開発事業の計画段階において、エリアマネジメントの観点から

気を付けるべき点（地区施設や配置計画など）について聞きた

い。 

Well-being は持続性が重要となると認識しているが、エリアマネ

ジメントを持続可能な取組とするアプローチに必要なものについ

て聞きたい。 

地域ごとに関わる人々や課題は異なると思うが、統一的な指標

で相対的に地域を測ることで、特徴を捉えたり、エリアマネジメン

トの取組を評価することは必要だと思うか。 

エリアマネジメントに必要なもの（抽象的なもの、具体的なもの）

はなにか。また、それをどのようにして手に入れたのか。 

地元企業や団体、地元人財の探索、協業、協力要請の工夫に

ついて聞きたい。 

エリアマネジメントに適した規模（人口、広さなど）はどの程度と考

えるか。 

エリアマネジメントを行う際にあるとうれしいまちのデータはある

か。 

Well-being の実

現について 

Well-being の成功事例と成功までのプロセスや、Well-being を

実現するための秘訣はなにか。 

まちの単位で『Well-being』を実現しようとすると、多様な人を対

象としなければならないが、その場合の課題、気を付けた方がよ

い点はどういったことがあるか。 

Well-being の視点からの緑化（特に建築物の緑化）に関する評

価と、緑化の活かし方について聞きたい。 

Well-being の評 「幸福度」について、どのような指標があるのか、地域特性とその
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分類 質問内容 

価について 指標をどう捉えるのかなど「幸福度」の理解を深めたい。 

事業の評価指標としての「Well-being」をどのように定量化して算

出するのか。 

エリアマネジメントの活動を評価する指標について聞きたい。特

に今回のテーマである幸福度はどのような KPIが挙げられるか。 

幸福度をどのような指標で数値として第三者に説明ができるか。 

Well-being の指標は地域によって変わるか、また時代とともに変

遷するか。 

Wellbeingを図る有効な手段や評価軸(判断指標)はなにか。 

エリアマネジメントの「Well-being」軸での評価指標としてはどのよ

うなものが考えられるか。もしくは具体の実例を聞きたい。 

エリアマネジメントにおける Wellbeing の計測は、どのように行うこ

とが望ましいのか。「あなたは幸せですか。」と対面や調査用紙を

用いて尋ねられた際に、実際は不幸だと感じていても「不幸で

す」と答える方は少ないように思うため、何をもって Wellbeing が

向上した（または下がった）と計測すればよいか。 
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(7) ポスター展示・プロモーションの告知・参加申込 

実施にあたり、令和５年９月 29 日時点の都市再生推進法人へメールにて発信し、参加団体の募集を行っ

た。 

 

表 3.2-7 申込募集期間 

 

 

 

表 3.2-8 申込団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

令和 5年 9月 29日（金）～令和 5年 10月 13日（金） 

# 名称 都道府県 市町村 
都市再生推進法人 

指定年月日 

1 一般社団法人 釜川から育む会 栃木県 宇都宮市 令和 5年７月 26日 

2 一般財団法人 柏市まちづくり公社 千葉県 柏市 平成 26年 2月 14日 

3 
特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会 

東京都 千代田区 
令和元年 11月 20日 

一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町まちづくり協議会 平成 25年 9月 3日 

4 一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント 東京都 港区 令和 5年 6月 9日 

5 一般社団法人 小岩駅周辺地区エリアマネジメント 東京都 江戸川区 令和 4年 3月 29日 

6 一般財団法人 武蔵野市開発公社 東京都 武蔵野市 令和 2年 12月 4日 

7 一般社団法人 伊豆長岡温泉エリアマネジメント 静岡県 伊豆の国市 令和 3年 8月 27日 

8 高蔵寺まちづくり 株式会社 愛知県 春日井市 平成 30年 10月 5日 

9 株式会社 神戸ウォーターフロント開発機構 兵庫県 神戸市 令和 3年 8月 2日 
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3.2.2 イベント当日の運営 

(1) プログラムの概要 

イベントプログラム・タイムテーブルは以下のとおりである。 

 

表 3.2-9 タイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 内容 登壇者 

13:00～18:00 ポスター展示・プロモーション  

13:30 開場（Zoom入室）  

14:30 （１）開会 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進

室企画専門官/ 

乃口 智栄 氏 

14:30～14:35 （２）開会挨拶 国土交通省都市局 局長/ 

天河 宏文 氏 

14:35～14:55 

（20分） 

（３）基調講演① 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント

研究科教授/ 

前野 隆司 氏 

14:55～15:15 

（20分） 

（４）基調講演② 横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授/ 

三輪 律江 氏 

15:15～15:30 

（15分） 

（５）インプットトーク① 札幌駅前通まちづくり株式会社 

取締役統括マネージャー/ 

内川 亜紀 氏 

15:30～15:45 

（15分） 

（６）インプットトーク② 一般社団法人北長瀬エリアマネジメント 

代表/ 

石原 達也 氏 

15:45～16:00 

（15分） 

休憩  

16:00～16:10 

（10分） 

（７）情報提供 池袋エリアプラットフォーム事務局/ 

倉林 真弓 氏 

16:10～17:25 

（75分） 

（８）パネルディスカッション モデレーター： 

東京大学都市工学科教授/ 

小泉 秀樹 氏 

〈登壇者〉 

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント

研究科教授/ 

前野 隆司 氏 

 

横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授/ 

三輪 律江 氏 

 

札幌駅前通まちづくり株式会社 

取締役統括マネージャー/ 

内川 亜紀 氏 

 

一般社団法人北長瀬エリアマネジメント 

代表/ 

石原 達也 氏 

17:25～17:30 

（5分） 

（９）閉会挨拶 全国エリアマネジメントネットワーク副会長/ 

金城 敦彦 氏 

17:30 終了/アンケート  
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(2) 参加者 

事前申込数及び当日の参加者数は、以下のとおりである。 

 

表 3.2-10 事前申込及び当日参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

表 3.2-11 事前申込及び当日参加者の属性数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※オンライン参加者については申込時点の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 属性 人数 

事前申込者 

リアル会場 208名 

オンライン（zoom方式） 371名 

合計 
※579名 

当日参加者 

リアル会場 166名 

オンライン（zoom方式）（アクセス数） 271名 

合計 437名 

項目 属性 人数 

事前申込者 

都市再生推進法人 56名 

民間企業（都市再生推進法人・まちづくり団体を除く） 270名 

まちづくり団体（都市再生推進法人を除く） 34名 

学生・大学関係者等 15名 

地方公共団体 192名 

国土交通省（地方整備局を含む） 9名 

他省庁 3名 

合計 579名 

当日参加者 

都市再生推進法人 48名 

民間企業（都市再生推進法人・まちづくり団体を除く） 247名 

まちづくり団体（都市再生推進法人を除く） 35名 

学生・大学関係者等 13名 

地方公共団体 183名 

国土交通省（地方整備局を含む） ９名 

他省庁 ２名 

合計 ※537名 
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(3) イベント運営・配信方法 

参加者はリアルとオンライン（Zoom）で参加した。登壇者及び運営者は会場（サンシャインシティ ワールド

インポートマートビル）に参集して、イベントを実施した。 

会場のレイアウト・設営状況の詳細は以下のとおりである。 

図 3.2-4 会場図 
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図 3.2-5 会場レイアウト 
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図 3.2-6 パネルディスカッション時の登壇者レイアウト 
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図 3.2-7 ポスター展示・プロモーション会場レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-8 会場レイアウト、リハーサルの様子 
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(4) イベント配布資料 

次第資料を参加者に事前にメールにて送付し、リアル参加者には受付時にも配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-9 次第資料 
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(5) 当日の会場の様子 

当日の会場の様子は以下のとおりである。 

 

  

開会 基調講演① 

  

基調講演② インプットトーク① 

  

インプットトーク② 情報提供 

  

パネルディスカッション 閉会 

図 3.2-10 各プログラム進行中の様子 
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(6) 視聴画面の様子 

当日の配信画面・slido画面は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-11 視聴者画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-12  slidoへの参加画面（携帯） 
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(7) 講演資料 

各プログラムの発表資料は以下のとおりである。 

 

1) 基調講演①（前野 隆司氏） 
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2) 基調講演②（三輪 律江氏） 

 

 

  



3-22 

 

 

 

  



3-23 

 

 

 

  



3-24 

3) インプットトーク①（内川 亜紀氏） 
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4) インプットトーク②（石原 達也氏） 
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5) 情報提供（倉林 真弓氏） 
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(8) パネルディスカッション論点資料 
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(9) パネルディスカッションの記録 

当日のパネルディスカッションの記録を以下に示す。（表中の敬称略） 

発言者 発言録 

小泉 氏 

（東京大学） 

今日のテーマは大きくいうと、Well－being とエリアマネジメントなどのまちづく

りの関係性や接点はどこにあるのかを考えることではないかと思っています。

また、本日三輪先生より「子育ち・子育て」という新しいキーワードをお聞きした

と思います。子どもを育てるということは、親の立場や目線からだけでなく、子

ども自身が育っていくといった視点が大事ということでしたが、そのことも含め

て議論できればと思います。前半は、Well－being とエリアマネジメントやまち

づくりとの関係性について、復習も兼ねながら議論し理解を深めたいと思いま

す。後半では「子育ち・子育て」を含めた、もう少し広い枠組みで議論をしてい

きたいと考えています。 

まずは前野先生より、Well-being 関連のご研究や地域生活 Well-being 指標

などの開発に関わったお立場から、Well-being とまちづくりの関係性につい

て、改めて理論的な説明をいただければと思います。例えば、エリアマネジメ

ントやまちづくり活動を行うことと、人々の Well-being の向上にはどのような関

係があるとお考えでしょうか。 

前野 氏 

（慶應義塾大学大学

院） 

様々な指標を作ってわかったのは、やりがいと繋がりがあるまちは幸せというこ

とです。デジタル田園都市国家構想のために、地域生活 Well-being 指標を

作りましたが、その指標と市町村が行っている活動に相関関係はありませんで

した。エリアマネジメントを行うのは狭い範囲であるため、本当に生き生きとし

た顔の見える活動の効果を測るには、小さい範囲で幸せを測る必要がありま

す。エリアレベルでアンケートを取り、調査していくことが、Well-beingが向上し

たことやどの項目が向上したかを可視化することができる良い単位になると思

います。 

小泉 氏 私も自治体政策や Well-being との関係性について、膨大なデータを使って、

関係性を分析していますが、あまり強い相関関係は出てきていません。今お

話しいただいたように、事業を実施した効果として、Well-being がどう関係して

いるのかはなにか分析できそうな気がします。エリアマネジメントの評価や効

果について、内川さんはどのようにお考えでしょうか。 

内川 氏 

（札幌駅前通まちづく

り株式会社） 

エリアマネジメントの評価や指標はどうしていますかと聞かれることが多いです

が、中々回答しづらい質問でもあります。社内で事業を実施するときに、それ

らがエリアにどう波及していくかの指標は、何を軸にしたらよいか、基準を持ち

にくいと感じることが結構あります。インプットトークでも、地域を困らせるため

に活動しているわけではないとお話しましたが、そのような Well-being などの

視点で評価できるようになれば、自分たちがどのような活動ができているのか

改めて振り返ることができるため、とても良いと思いました。ぜひ連携させてい

ただきたいです。 

小泉 氏 内川さんはエリアヘルスマネジメントなどの活動をされていらっしゃいますが、

その活動が地域のビジネスパーソンやワーカーにどうプラスの効果をもたらし

ているかは、具体的に把握できていないのでしょうか。 

内川 氏 何が課題かはアンケートで把握しやすく、それを解決していくための事業を進

めていけばよいですが、実施したことをどのようにできたかということに関して

は、まだまだ把握できていないと思いますし、エリアヘルスマネジメント以外で

もそうだと思います。 
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発言者 発言録 

小泉 氏 石原さんは北長瀬エリアで非常に多様な活動をされていますが、その活動に

関わる人やそこに訪れる人にとって、Well-being の向上という観点から評価で

きる活動や取組を取り上げるとすると、どのようなものがあるでしょうか。 

石原 氏 

（一般社団法人北長

瀬エリアマネジメント） 

前野先生の話でいうと、やりがいと繋がりということだと思うので、そこは最初の

頃から非常に重要視していました。特に専業主婦の方々の中で、ビジネス的

に起業した方もいれば、仲間たちと何か新しいことを始めたという方もいまし

た。我々の施設で新しいことを始めて下さった方がたくさんいて、それをきっか

けにその方々には今までとは違う繋がりが新たに生まれ、当然その分だけ豊

かになっていると思います。特に我々の活動するエリアは転勤族の方が多く、

男性は大体会社の中で繋がりがあります。女性は旦那さんに付いてきて知り

合いがおらず、子育てするにも孤独に感じるといった方が多くいます。その

方々が、教室を始めたり、自分で作ったものをマルシェで販売したり、それは

Well-beingに非常に繋がるところだと思います。 

小泉 氏 北長瀬エリアは地域の特性として、単身世帯の方も多いのでしょうか。ワーカ

ーの方が多いのでしょうか。 

石原 氏 電車通勤のワーカーの方がとても多いです。何人か知り合いを辿って聞いて

いくと、大学や病院の事務として働いているなど、一定の収入があり、一人で

暮らしていて特に困ることもないという方々がいます。わかりやすくいうと、煩わ

しい結婚をするより自分の好きな時間を確保して生きていきたいという方は結

構多いような印象です。 

小泉 氏 石原さんが実施している「ハッシュタグ食堂」の中で、特にワーカーの女性を

中心としたコミュニティを作っている取組があったと思いますが、なぜ女性にフ

ォーカスを当てたのでしょうか。 

石原 氏 一つは、女性が楽しくないと実は男性も楽しくないのではないか、そういったこ

とをリードするのは女性ではないかという気持ちがあったためです。まずは、女

性がそこに行ったら楽しいという状態になること、エリアマネジメント的にいう

と、通いたくなったり住み続けたいまちへ影響があるのではないかと思いまし

た。例えば、普段食べないカウンターのお寿司屋さんが自分のために握って

くれる機会があると、それなら行ってみようかと思います。そうすると、知らない

方でも自分と同じように仕事をしている人と出会い、またその知り合いが増え

ていくというように、周りに波及していくのではないかと思い、様々なテーマで

事業を進めています。 

小泉 氏 次に、三輪先生にお聞きしたいのですが、子ども自身や親や保護者の Well-

being、もしくはある種の自己肯定感も含めて、「子育ち・子育て」において重

要と考える点はどのようなものがあるでしょうか。 

三輪 氏 

（横浜市立大学大学

院） 

まず「子育ち」と「子育て」の違いについて質問をいただいておりましたのでお

話ししたいと思います。「子育ち」は、子どもの育ちを主とするということであり、

ライフステージ全体に関わってきます。「子育て」は子どもを育てることが主とな

り、客体として見るため、福祉サービスという色がどうしても強くなってしまいま

す。居場所事業といった取組もあるように、子どもの居場所というのは非常に

重要なキーワードです。施設の中だけでなく、まちの中で、ここは私の居場

所、ここも私の居場所と、その選択肢を増やせる状況を作ることがまちづくりに

は必要でとても大切なことです。子育てが終わっている人も終わっていない人

もなんとなくまちに関わりながら、関心を持つ、そのようなエッセンスは小さな

範囲でないとやりづらいと思います。私が行っている事業では、居場所があ
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発言者 発言録 

る、居場所になっていく、このまちが好きといったことを検証しながら実施して

いるため、前野先生の指標も今度使ってみたいなと思いました。 

小泉 氏 石原さんから「親バカイベント」を実施しているとお話がありましたが、要はまち

にそのような人を増やしていこうという視点で活動されていると思います。子ど

も自身や子育てしている方だけでなく、周りで一緒に育む人たちにとっての

Well-being を高めるような取組でもあるのかなと思います。このような観点で、

何かお話をお聞かせいただけますでしょうか。 

石原 氏 特に今子育てしている方の先輩の世代は、奥さんに子育てを任せっぱなしで

自分はほとんど何もしていないという人が多くいます。その方々にとって、例え

ば、男性が育休を取るといったことは、非常に高いハードルになってしまうこと

もあります。本当は子どもが大好きだけれど、会社や周りと過ごす中で言えな

かったという人もおそらくいます。そのようなことを解放することで、子どもがい

ることや子どもファーストで生活すること、まちと暮らしていくことが良いことであ

り、ポジティブに捉えようという風にしていきたいと思っています。三輪先生の

お話のように、「子育て」から「子育ち」と子どもが主となっていく中で、親が解

放されていないと子どもにとって幸せな状況が生まれてきません。そのため、

親バカ宣言をして、親側を肯定してあげようというイベントを実施しました。何

十人かの方々に子どものベストな写真を送っていただき、A3 用紙に拡大した

ものを壁中に貼って、みんなで可愛いと言ったり、祝ったり、お父さんに前に

出てもらい、親バカ宣言をしてもらいました。他の取組としては、小学生までの

子どもを対象としたプレイパークや、中高生にはコワーキングスペースを勉強

に使ってもらったり、大学生には様々な交流の機会を企画してもらうなど、

様々な世代が繋がって何かできるような場所をまちの中に作りたいと思ってい

ます。 

小泉 氏 とても興味深く、特徴的で良い事例だと改めて思いました。Well-beingとエリア

マネジメントの接点から、「子育ち・子育て」と Well-being やエリアマネジメント

の接点の方にも論点が移ってきているかと思います。ここからは、論点 2 に移

り、全体像の中で話をしていきたいと思います。前野先生にお聞きしたいので

すが、「子育ち・子育て」と Well-being の関係性について、アカデミックな知見

や先生のご研究の中から、わかっていることやポイントになることについて、ご

示唆いただけましたらと思います。 

前野 氏 エビデンスとして明らかなのは、結婚している人としていない人ではどちらの

幸福度が高いかという統計データです。全員ではないですが、統計的には結

婚しない人より結婚する人の方が幸福度が高い結果になっています。更に子

どもが 2～3人いる家庭の幸福度が高いです。ところが今は都市化が進み、核

家族や一人暮らしが増えて、「子育ち」をする居場所が減ってきています。孤

独は不幸ということでもありますので、一人暮らしでも何かに打ち込んでいると

きはよいですが、病気をしたり、災害が起きたり、失業したりといった苦難が訪

れたときに、一人でいること幸福度が低いことになります。「子育ち」や「子育

て」がしやすくなる、みんなが力を合わせる社会を作るようにしないと、日本だ

けでなく世界中が孤独化に向かってしまいます。エリアマネジメントは古臭い

村みたいと思わずに、多世代の人が共に力を合わせて、支援し合えるような

システムを取り戻せるかが重要です。 

小泉 氏 内川さんにお聞きしたいのですが、ワーカーの方が多く集まるようなエリアで

子育てしている親が、子ども自体のある種の関係づくりやそれ以外の多様な
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人との関係づくりをすることはどうなのか、やはり難しいのかというところをお聞

きしたいと思います。 

内川 氏 そもそもエリアマネジメントは色々な方が関わることが大事だと考えており、熱

くみんなでタッグを組むことももちろん大切ですが、ちょっとした顔見知りという

方もとても大切だと思います。ワーカーが多い所だと、お仕事が忙しくて、

個々のコミュニティ活動まで関わりにくいなと思うことも結構ありますが、緩い繋

がりや顔見知りの方がいると、その他の事業展開のときに頼ることができるの

で、そのような繋がりを作っていけることが大切です。顔見知りであることだけ

で、心理的な安定性を確保できると思っていますし、それが継続的に事業を

続けていくことに繋がると思います。そのような輪が繋がることによって、子育

て支援に理解のある企業が少しでも増えてくれればと考えています。 

小泉 氏 住宅地とワーカーの方が多いエリアのエリアマネジメントには似ている点と違

っている点があると思いますが、特にワーカーの方が多いエリアでの活動で、

「子育ち」や「子育て」の観点から、何か可能なことやこういったところを頑張る

というようなこと、注意すべきことがあれば教えていただきたいと思います。 

三輪 氏 ワーカーの方が多いエリアでの「子育ち・子育て」の話ですが、就業していると

ころにお子さんを連れてくるというのは、実は意外と面白いことです。中心部の

エリアに同じワーカーとして働いている人同士で、同じ課題を持っており、同じ

エリアに住んでいるが、お互い知らないという状況があります。それは中心部

のエリアマネジメントの中で、「子育ち」をキーワードにしながら、横の緩い繋が

りや斜めの繋がりを作ることで、いざというときに子どもを預け合ったり、食事に

行ったりということにも繋がります。そのような仕組みづくりが企業タンクででき

るのではないかと思います。 

小泉 氏 ワーカーが多いですが、色々な事業者が集まっているエリアだからこそでき

る、子ども同士や親同士の新しいネットワークづくりについて、何か可能性が

あるかお話を聞きたいと思います。 

内川 氏 夏休みの場合は、会社に子どもを連れてきてもよいといった、企業が会社を子

どもに開放する日を作ると、実は同じ幼稚園だったという話も生まれたりすると

思います。子どもに開くということはそのようなことだと思います。 

小泉 氏 夏休みに何か観察会を都心でやりましょうといったことができると、子育て中の

ワーカーが来て、ワーカー同士の緩いネットワークが生まれたり、何か可能性

があると思います。登壇者のみなさま、ありがとうございました。 
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(10) 登壇者への質問 

登壇者への質問を slidoの Q＆Aにて 11月 2日（木）より募集した。 

イベント当日の slidoへの延べ参加者数は 119人、寄せられた質問は 19問であった。 

主に以下の質問を基にパネルディスカッションにおいて意見交換を行った。 

 

表 3.2-12 パネルディスカッションで意見交換した登壇者への質問 

質問事項 

（三輪氏）子育ちと子育ての違いをもう少し詳しく聞きたい。 

まちづくりにおいて「繋がり」「コミュニティ」が大切だといわれるが、実情として、特に都市部では、そのような

ものを面倒に感じたり敬遠したくなる人が、属性問わず多い傾向にある。住民一人一人がそのようなジレン

マを乗り越えるために、まちづくりにおいてどのように後押しすることが有用だと思うか。 

子どもにまちを開くという観点で乳幼児だけでなく中高生や大学生とまちづくりの関係性について聞きたい。 

エリアマネジメントでの財源確保について皆様の実情と理想的なあり方、財源負担も含めた行政支援の在り

方について聞きたい。 

今日のテーマは、Well-being なまちをつくる方向性は共有できた。しかし、エリアマネジメント活動との繋がり

に距離がある印象。現状のエリアマネジメント団体の活動をこう改善するとよいなど具体的な話が聞きたい。 

Well-being の指標をソーシャルインパクトボンドの指標にするようなことはしているのか。幸せ＝予防医療と

いう話はなるほどと思ったが、エリアマネジメントの活動資金を、保健福祉の資金源と繋げることはできない

のか。 
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(11) ポスター展示・プロモーション資料 

ポスター展示・プロモーションの資料は以下のとおりである。 
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(12) ポスター展示・プロモーションの会場の様子 

当日の会場の様子は以下のとおりである。 

 

  

  

図 3.2-13 ポスター展示・プロモーションの様子 
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3.2.3 イベント後のとりまとめ・発信 

(1) 参加者アンケートの実施 

参加者に対して、イベントに関するアンケートを実施した。申込同様オンラインで行い、アンケートフォーム

の URL や QR コードについては、当日配布した次第資料に記載し、イベント後に Zoom上で紹介することに

て依頼を行った。実施内容の詳細は以下のとおりである。 

 

表 3.2-13 アンケート募集期間 

募集内容 募集期間 図表番号 

参加者アンケート 
令和 5年 11月 6日（月）～ 

令和 5年 12月 6日（水） 
図 3.2-15～16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-14 アンケートフォームの表示画面（スマートフォン・タブレット） 
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図 3.2-15 アンケートフォームの項目と表示画面（PC） 
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(2) 参加者アンケートの結果 

参加者向けのアンケート結果の集計は、下記のとおりである。 

 

表 3.2-14 参加者アンケートの回答件数 

項目 人数、件数 

当日参加者数 437人 

参加者アンケート回答件数 53件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-16 フォーラム参加の理由（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-17 フォーラムの参加方法 
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図 3.2-18 オンライン（zoom）で参加した理由（オンライン参加者のみ回答、複数回答可） 

 

表 3.2-15 オンライン（zoom）で参加した理由（その他の回答） 

# 回答 

1 移動時間が取れなかったため 

2 予算確保が難しいため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-19 ポスター展示・プロモーションを見たか/見れなかったか（リアル参加者のみ回答） 
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図 3.2-20 開催時期について 

 

表 3.2-16 開催時期について（自由意見） 

# 回答 

1 全国エリアマネジメントシンポジウムから時期が近い。 

2 10月か年明けが都合よい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-21 フォーラムを通しての感想 
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表 3.2-17 フォーラム内容や所要時間について（自由意見） 

# 回答 

1 

子育てのキーワードが満載であり、子どものいない人にとっては少し

きつかった。多様性連呼の会は少し気持ち悪いなと感じた。さらには

エリアマネジメントへの具体的示唆が少なかった。 

2 
（オンライン参加者）Well-being に話がよっており、官民連携まちづく

りの話が散らかっているように感じた。 

 

表 3.2-18 その他、全体を通してのご意見・ご感想 

回答 

感想  
大変良い会であった。ありがとうございました。 

Well-being とエリアマネジメントがどう結びつくのか、研究結果、具体の活動事例の紹介を通じて、具体的

にイメージすることができて良かった。自然と利他的な行動ができる仕組みをつくる、多様性を受け入れる

ことが重要と感じた。 

すごく充実していた。 

色々な意見を聴けて良かった。 

エリアマネジメントを実践する上でとても参考になった。 

大変参考になった。エリアマネジメントの方向性として、Well-being も考えていきたい。 

開催の時間も適切に運営されていた。基調講演、インプットトーク、パネルディスカッションも興味深い内

容であった。懇親会も、場所、雰囲気、料理も美味しく、交流を図れた。 

何のためのエリアマネジメントか、という根源的なテーマの設定だったのが良かった。 

エリアマネジメントを手探りで進めているので、たくさんの事例を知り、知識を増やせるようにしたい。 

（オンライン参加者）Well-beingはあまり馴染みがないが、まちづくりにおいて欠かせない指標だと感じた。 

要望  
個々の事例の話をもう少し深く聞きたかった。パネルディスカッションは不要ではないかと感じた。 

基調講演の各 20分は少し短いと感じた。 

官民連携の事例を法律や制度をどう適用することで実現したかもっと深く聞きたかった。 

可能であれば、机のある会場で開催してほしい。 

（オンライン参加者）子育ての概念が主なテーマに置き換わってしまっていたように思える。色々な視点か

らの意見が欲しかった。 

（オンライン参加者）それぞれの取組を深く知るには時間が足りないように感じた。 
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表 3.2-19 次回開催時に希望するテーマ 

回答 

具体的な事業について  
コミュニティマネジメント 

エリアマネジメントを通じた地域での具体的な事業例（特に収益事業） 

ウォーカブルなまちづくり 

都市利便増進協定 

Well-being もさらに進んだ形になると思う。今回のテーマの発展版で良いと思う。 

今回と同じ。 

都市再生推進法人だからこそ可能となる活動があるなら知りたい。 

現在のアーケードなど以外の路上利用 

ワーカー中心の街でない、住宅地における事業 

財務関係について  
今日も話が出たが、財務関係の生々しい話も参考になると思う。また、都市再生推進法人などの収支も聞

きたい。 

人材について  
エリアマネジメント人材確保・育成について 

評価について  
評価の参考になるオープンデータなど 

その他  
色々なエリアマネジメント関係者との交流を促進するような企画も混ぜてほしい。（グループワークなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-22 お住まい（都道府県） 
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図 3.2-23 所属（属性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-24 年齢 
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図 3.2-25 性別 
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(3) イベント後の情報発信 

レポートなどのイベント後の情報発信は、官民連携まちづくりポータルサイトにて記事投稿を行った。また、

イベントの主なプログラムについては、官民連携まちづくりポータルサイトの YouTubeチャンネルへ編集の上、

投稿を行い、官民連携まちづくりポータルサイト上にて紹介を行った。投稿に際しては、参加申込者へメー

ル配信を行い、周知を図った。投稿内容の詳細は以下のとおりである。 

 

表 3.2-20 イベント後の投稿記事及び配信動画一覧 

# 内容 公開日 URL 掲載画面 

1 

イベントレポート及び 

YouTube告知記事 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.mlit.go.jp/tosh

i/japan-

event/#machizukuriday 

図 3.2-27～28 

2 
YouTube動画 基調講演① 

慶應義塾大学大学院/前野 氏 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.youtube.com/

watch?v=qIFTt_DpeKU 

図 3.2-29 

3 
YouTube動画 基調講演② 

横浜市立大学大学院/三輪 氏 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.youtube.com/

watch?v=AMZm2kUsQEg 

図 3.2-30 

4 

YouTube動画 インプットトーク①

札幌駅前通まちづくり株式会社/

内川 氏 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.youtube.com/

watch?v=4qQbVeo_9y8 

図 3.2-31 

5 

YouTube動画 インプットトーク② 

一般社団法人北長瀬エリアマネ

ジメント/石原 氏 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.youtube.com/

watch?v=cOET3VL9pQU 

図 3.2-32 

6 

YouTube動画 情報提供 

池袋エリアプラットフォーム/ 

倉林 氏 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.youtube.com/

watch?v=D1AB85k3_6w 

図 3.2-33 

7 

YouTube動画 パネルディスカッ

ション 

登壇者 5名 

令和 5年 

12月 28日(木) 

https://www.youtube.com/

watch?v=mJlu_UmMDnE 

図 3.2-34 

 

  

https://www.mlit.go.jp/toshi/japan-event/#machizukuriday
https://www.mlit.go.jp/toshi/japan-event/#machizukuriday
https://www.mlit.go.jp/toshi/japan-event/#machizukuriday
https://www.youtube.com/watch?v=qIFTt_DpeKU
https://www.youtube.com/watch?v=qIFTt_DpeKU
https://www.youtube.com/watch?v=AMZm2kUsQEg
https://www.youtube.com/watch?v=AMZm2kUsQEg
https://www.youtube.com/watch?v=4qQbVeo_9y8
https://www.youtube.com/watch?v=4qQbVeo_9y8
https://www.youtube.com/watch?v=cOET3VL9pQU
https://www.youtube.com/watch?v=cOET3VL9pQU
https://www.youtube.com/watch?v=D1AB85k3_6w
https://www.youtube.com/watch?v=D1AB85k3_6w
https://www.youtube.com/watch?v=mJlu_UmMDnE
https://www.youtube.com/watch?v=mJlu_UmMDnE
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 図 3.2-26 イベントレポート 

 

 図 3.2-27 イベントレポート及び YouTube告知記事   
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図 3.2-28 YouTube動画 基調講演①の表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-29 YouTube動画 基調講演②の表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-30 YouTube動画 インプットトーク①の表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-31 YouTube動画 インプットトーク②の表示画面 
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図 3.2-32 YouTube動画 情報提供の表示画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-33 YouTube動画 パネルディスカッションの表示画面 
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3.3 2023年度 官民連携まちづくり DAYS 都市再生推進法人等会議‘23 

3.3.1 イベントの企画・運営 

(1) イベント実施概要 

国土交通省主催によるイベント「2023 年度 官民連携まちづくり DAYS 都市再生推進法人等会議‘23」を、

リアルで開催した。都市再生施策や都市再生推進法人等に関する情報提供を行い、その後、分科会 A【エ

リアマネジメント組織・人材の在り方について】、分科会B【エリアマネジメント活動の収益性・資金調達につい

て】、分科会 C 【エリアマネジメント活動の評価・効果について】の３つの分科会に分かれ、都市再生推進法

人が持つ知見や課題等を共有し、法人の課題解決に向けて議論できる場として、下記のとおり実施した。 

 

表 3.3-1 イベント概要 

開催日時 令和 5年 11月７日（火）9:30～12:00 

会場 サンシャインシティ 『共創空間』 

開催方式 リアル開催 

次第 

1．開会挨拶 

2．情報提供 

3．テーマ別分科会 

4．論点報告・トークセッション 

5．閉会挨拶 

 

(2) イベントの実施目的 

2007年の都市再生特別措置法の一部改正により創設された「都市再生推進法人」は、2022年 12月時点

で 107 団体にまで増え、都市再生推進法人の活動を後押しする制度が、社会情勢に応じて拡充されている。

コロナ以降、都市課題はさらに複雑化しつつも、新しい技術や考え方が広がるなど、エリアマネジメントを取り

巻く環境はこれまで以上に大きな変化期にあると考える。 

そこで、本年度の「2023年度 官民連携まちづくり DAYS 都市再生推進法人等会議‘23」では、各都市再

生推進法人が持つ知見や課題などを共有し、法人の課題解決に向けて議論するとともに、都市再生推進法

人同士の交流の機会とすることを目的とした。 

 

(3) 一般社団法人エリアマネジメントラボとの連携 

本イベントは分科会 A【エリアマネジメント組織・人材の在り方について】、分科会 B【エリアマネジメント活

動の収益性・資金調達について】、分科会 C 【エリアマネジメント活動の評価・効果について】の３つの分科

会に分かれて議論することから、各分科会の総合ファシリテーターや各グループのファシリテーター、グラフ

ィックレコーディングなどを一般社団法人エリアマネジメントラボに依頼した。 

 

 

 

 

 

 



3-55 

(4) 開催告知方法 

開催にあたり、案内チラシなどの作成により、周知・参加者の募集を行った。 

 

1) ティザーチラシの作成 

ティザーチラシを作成し、国土交通省都市局のメーリングリストで発信して周知を行った。完成したチラシ

は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-1 ティザーチラシ 
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2) 案内チラシの作成 

案内チラシを作成し、官民連携まちづくりポータルサイトに掲載するなどして周知を行った。完成したチラ

シは次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-2 案内チラシ 
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(5) 参加申込 

イベントへの参加は事前申し込み制とし、オンライン入力フォームで実施した。申込募集期間・申込者・入

力フォームなどの詳細は以下のとおりである。 

 

表 3.3-2 申込募集期間 

募集期間 

令和 5年 9月 29日（金）～令和 5年 10月 25日（水） 

 

表 3.3-3 申込者数 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

表 3.3-4 分科会別申込者数 

 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性 人数 団体数 

都市再生推進法人 37名 23団体 

都市再生推進法人指定を目指している団体 32名 22団体 

合計 ※69名 45団体 

属性 人数 

分科会 A【エリアマネジメント組織・人材の在り方について】 17名 

分科会 B【エリアマネジメント活動の収益性・資金調達について】 39名 

分科会 C【エリアマネジメント活動の評価・効果について】 13名 

合計 ※69名 
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図 3.3-3 参加申込フォームの項目と表示画面 
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(6) ティザーチラシによるアンケート 

都市再生推進法人等会議‘23 での議論内容をティザーチラシに掲載したアンケートフォームにて事前に

募集した。 

 

表 3.3-5 アンケート募集期間 

募集内容 募集期間 図表番号 

ティザーチラシ 

によるアンケート 

令和 5年 11月 6日（月） 

～ 

令和 5年 12月 6日（水） 

図 3.3-5～6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-4 アンケートフォームの表示画面（スマートフォン・タブレット） 
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図 3.3-5 アンケートフォームの項目と表示画面（PC） 
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表 3.3-6 ティザーチラシによるアンケートの回答件数 

項目 件数 

アンケートの回答件数 6件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-6 都市再生推進法人等会議‘23で議論する内容として重要であるか、重要でないか 

 

表 3.3-7 都市再生推進法人等会議‘23で議論する内容として重要であるか、重要でないか（その他の回答） 

# 回答 

1 地方都市におけるエリアマネジメントの推進（重要である） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

その他

エリアマネジメント活動人材の育成について

活動財源や資金調達について

エリアマネジメント活動の評価方法について

新たな都市サービスの展開について

とても重要である 重要である どちらでもない あまり重要でない 重要でない

n=6 
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(7) 申込フォームによるアンケート 

都市再生推進法人としての活動を行っていく上での課題や期待を申込フォームにて事前に募集した。 

 

表 3.3-8 質問内容 

分類 質問内容 

分科会 A【エリア

マネジメント組

織・人材の在り

方について】 

人材確保 

（地方都市における）エリアマネジメント推進組織の必要性、課

題、事業、体制など官民の共通認識 

プロデューサークラスの人材確保 

エリアマネジメント組織・人材の在り方について、各社でどのよう

に分担しているのかなど 

分科会 B【エリア

マネジメント活動

の収益性・資金

調達】 

補助金に頼らず自立したまちづくりをメインの事例 

資金確保 

収益の確保 

貢献度合いに応じ、得られた収益からの人件費充当ができるよう

制度を検討いただきたい。 

収益事業の創出、制度活用 

分科会のテーマにある収益性の部分。自主事業をどう伸ばして

いくかをもっと学びたい。 

財源 

初期の活動資金の調達方法 

資金源の多様化 

会費収入が限られている地域において、公的な土地などを活用

して収益事業を行い、活動資金を確保すること。 

事業の収益が特に気になっている。市が管理する広場の運営や

歩道の広告塔・バナーやフラッグなどの管理・活用を検討してい

るが、収益化に向けた金額設定や初期段階で優先してやるべき

事項などを教えてほしい。また、市が管理する行政財産が公の

施設か、市から都市再生推進法人へ公の施設を貸し出す上で

減免しているか、広場使用料の取り分の決め方、収益をどのよう

な形でまちづくりに還元しているか、都市再生推進法人の公募を

進める中での市側の条例や規則などの改正や議会への説明対

応なども知りたい。 

エリアマネジメント活動の収益性・資金調達について  

継続的な収益性の確保 

その他 都市再生推進法人制度は、非常によくできた仕組みだと思って

いる。地域における活動展開の、今後の可能性も含めて、しっか

りと考えていくために役立てたい。 

活動の幅と精度を高めるため、都市再生推進法人となりたい。 

都市再生推進法人を目指す団体の組織づくりを始めている。課

題は、最初に手掛けるプロジェクト案件、行政への連携の働きか

け、基金組成（地元金融機関への働きかけ）、キャッシュポイント

など。都市の状況に応じた多様な事例を知りたい。 

都市再生推進法人になり、行政計画と民間事業を一体的に推

進したい。 
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分類 質問内容 

都市再生推進法人の職員とボランティア（活動支援）メンバーの

活動の境界、メンバーが疲弊しないで来街者も飽きないまちづく

り活動を持続させるコツを知りたい。 

行政や市民から期待されるまちづくり団体の役割をいかに両立

させていくかに課題とやりがいがある。良い事例を知りたい。 

地方都市におけるエリアマネジメントの推進 

 

(8) 池袋視察会の告知・参加申込 

実施にあたり、都市再生推進法人等会議‘23の申込フォームにて募集を行った。 

 

表 3.3-9 申込募集期間 

募集期間 

令和 5年 9月 29日（金）～令和 5年 10月 25日（水） 

 

表 3.3-10 申込者数 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性 人数 団体数 

都市再生推進法人 15名 10団体 

都市再生推進法人指定を目指している団体 6名 5団体 

合計 ※21名 15団体 
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3.3.2 イベント当日の運営 

(1) プログラムの概要 

イベントプログラム・タイムテーブルは以下のとおりである。 

 

表 3.3-11 タイムスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 内容 登壇者 

09:00 開場  

09:30 （１）開会 昭和株式会社営業開発室室長/ 

堀江 佑典 氏 

昭和株式会社営業開発室/ 

山田 那奈 氏 

09:30～09:35 （２）開会挨拶 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進

室室長/ 

山田 大輔 氏 

09:35～09:45 

（10分） 

（３）情報提供① 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進

室企画専門官/ 

乃口 智栄 氏 

09:45～09:55 

（10分） 

（４）情報提供② 昭和株式会社営業開発室/ 

山田 那奈 氏 

09:55～10:00 

（5分） 

（５）情報提供③ 都市計画学会エリアマネジメント人材育成研究会/ 

松下 佳広 氏 

10:00～10:05 

（5分） 

（６）テーマ別分科会（論点と進め

方について） 

昭和株式会社営業開発室室長/ 

堀江 佑典 氏 

10:05～10:20 

（15分） 

（７）テーマ別分科会（イントロダクシ

ョン） 

一般社団法人エリアマネジメントラボ/ 

【分科会 A】籔谷 祐介 氏 

【分科会 B】宋 俊煥 氏 

【分科会 C】泉山 塁威 氏 

10:20～11:20 

（60分） 

（８）テーマ別分科会（ディスカッシ

ョン） 

11:20～11:30 

（10分） 

（９）テーマ別分科会（まとめ） 

11:30～11:55 

（25分） 

（１０）論点報告・トークセッション 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進

室企画専門官/ 

乃口 智栄 氏 

 

一般社団法人エリアマネジメントラボ/ 

【分科会 A】籔谷 祐介 氏 

【分科会 B】宋 俊煥 氏 

【分科会 C】泉山 塁威 氏 

 

昭和株式会社営業開発室室長/ 

堀江 佑典 氏 

11:55～12:00 

（5分） 

（１１）閉会挨拶 国土交通省都市局まちづくり推進課官民連携推進

室室長/ 

山田 大輔 氏 

12:00 終了/アンケート  

13:30～15:00 

（90分） 

池袋視察会  
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(2) 参加者 

事前申込数及び当日の参加者数は、以下のとおりである。 

 

表 3.3-12 事前申込及び当日参加者数 

 

 

 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

表 3.3-13 事前申込及び当日参加者数（分科会別） 

 

 

 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

(3) 池袋視察会の参加者 

事前申込数及び当日の参加者数は、以下のとおりである。 

 

表 3.3-14 事前申込及び当日参加者数 

 

 

 

 

 

 

※追加申込（申込募集期間以降）を含む 

 

 

 

 

 

 

項目 属性 人数 団体数 

事前申込者 

都市再生推進法人 37名 23団体 

都市再生推進法人指定を目指している団体 32名 22団体 

合計 ※69名 45団体 

当日参加者 

都市再生推進法人 36名 22団体 

都市再生推進法人指定を目指している団体 32名 21団体 

合計 68名 43団体 

項目 属性 人数 

事前申込者 

分科会 A【エリアマネジメント組織・人材の在り方について】 17名 

分科会 B【エリアマネジメント活動の収益性・資金調達について】 39名 

分科会 C【エリアマネジメント活動の評価・効果について】 13名 

合計 ※69名 

当日参加者 

分科会 A【エリアマネジメント組織・人材の在り方について】 15名 

分科会 B【エリアマネジメント活動の収益性・資金調達について】 38名 

分科会 C【エリアマネジメント活動の評価・効果について】 15名 

合計 68名 

項目 属性 人数 団体数 

事前申込者 

都市再生推進法人 15名 10団体 

都市再生推進法人指定を目指している団体 6名 5団体 

合計 ※21名 15団体 

当日参加者 

都市再生推進法人 8名 7団体 

都市再生推進法人指定を目指している団体 3名 3団体 

合計 11名 10団体 
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(4) イベント運営・配信方法 

参加者はリアルで参加した。運営者は会場（サンシャインシティ 『共創空間』）に参集して、イベントを実施

した。 

会場のレイアウト・設営状況の詳細は以下のとおりである。 

図 3.3-7 会場図 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-8 会場レイアウト 
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(5) イベント配布資料 

配布資料は以下のとおりである。 

 

1) 次第資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-9 次第資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-68 

2) スライド資料 
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3) 法人概要資料 

参加団体の概要資料を配布した。 

 

4) 池袋視察会資料 

池袋視察会参加者に配布した。 
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(6) 当日の会場の様子 

当日の会場の様子は以下のとおりである。 

 

  

開会 情報提供① 

  

情報提供② 情報提供③ 

  

分科会 A 分科会 B 

  

分科会 C トークセッション 

図 3.3-10 各プログラム進行中の様子 
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(7) 池袋視察会の様子 

池袋視察会の様子は以下のとおりである。 

 

  

イケ・サンパーク 

  

ひがいけボンド 

  

グリーン大通り 南池袋公園 

  

HAREZA 池袋 

図 3.3-11 池袋視察会の様子 
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3.3.3 イベント後のとりまとめ・発信 

(1) 参加者アンケートの実施 

参加者に対して、イベントに関するアンケートを実施した。申込同様オンラインで行い、アンケートフォーム

の URL や QR コードについては、当日配布した次第資料に記載し、イベント後に参加者にメールで発信す

ることにて依頼を行った。実施内容の詳細は以下のとおりである。 

 

表 3.3-15 アンケート募集期間 

募集内容 募集期間 図表番号 

参加者アンケート 

令和 5年 11月 7日（火） 

～ 

令和 5年 12月７日（木） 

図 3.3-14～20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-12 アンケートフォームの表示画面（スマートフォン・タブレット） 
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図 3.3-13 アンケートフォームの項目と表示画面（PC） 
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(2) 参加者アンケートの結果 

参加者向けのアンケート結果の集計は、下記のとおりである。 

 

表 3.3-16 参加者アンケートの回答件数 

項目 人数、件数 

当日参加者数 68人 

参加者アンケート回答件数 38件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-14 会議参加の理由（複数回答可） 

 

表 3.3-17 会議参加の理由（その他の回答） 

# 回答 

1 都市再生推進法人の実態・実務を知りたかったから。 

2 どのような会議名なのか知りたかったため。 

3 以前に山田室長とのオンライン勉強会がきっかけ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9%

44.7%

60.5%

68.4%

その他

他の都市再生推進法人と交流したかったか

ら

より実践的な議論をしたかったから

他の都市再生推進法人の取り組みについて

興味があったから

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

n=38 

26 

23 

17 

3 
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図 3.3-15 参加した分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-16 参加した分科会の感想 

 

表 3.3-18 分科会について（自由意見） 

# 回答 

1 時間が足りないと感じた。時間が短すぎた（丸１日ぐらいで良い）。 

2 満足でしたがもっともっとディスカッションの時間が欲しかった。 

3 時間が足りなかった。組織体制が似ている法人と議論したかった。 

4 議論の時間が少なくてなかなか有意義な意見交換ができなかった。 

5 
各地の取組の紹介を付箋に記載しただけで時間が経過し、発展的な

議論にまで辿りつかなった。 

6 
とても充実した内容だったので、時間をもっとかけて、色々な団体の

事例を共有したかった。 

 

 

36.8%

34.2%

15.8%

13.2%

とても満足 やや満足 普通 やや不満 不満

60.5%
21.1%

18.4%

【分科会B】エリアマネジメント活動の収益性・資金調達について

【分科会A】エリアマネジメント組織・人材の在り方について

【分科会C】エリアマネジメント活動の評価・効果について

分科会 B 
分科会 A 23 

8 

n=38 

分科会 C 

7 

14 6 

n=38 

5 

やや満足 

普通 

不満は０票 

とても満足 

やや不満 

13 
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図 3.3-17 会議全体を通しての感想 

 

表 3.3-19 会議内容や所要時間について（自由意見） 

# 回答 

1 
懇親会を１日目に開催していましたが、２日目のメンバーで懇親会を

やったら盛り上がると思った。 

2 

２名での申し込みに対して、１名分の名簿・名札の用意しかなかった

点。内容はとても良かったが、分科会は時間を増やし、お知らせ部分

は資料配布のみとするか午後も実施するなど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-18 開催時期について 

 

 

 

 

 

71.1%
13.2%

15.8%

官民連携まちづくりフォーラムの翌日開催であったため、参加しやすかった
官民連携まちづくりフォーラムとは別の時期に開催してほしい
その他

44.7%

42.1%

7.9%

5.3%

とても満足 やや満足 普通 やや不満 不満

n=38 

フォーラムとは別の時期に

開催してほしい 
参加しやすかった 

その他 

27 

5 

6 

やや満足 

普通 

不満は０票 

とても満足 

やや不満 

17 

16 

2 
3 

n=38 
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表 3.3-20 開催時期について（その他の回答） 

# 回答 

1 特に問題はない。 

2 特に問題ありません。 

3 特に意見なし。 

4 前日は参加していないこともあり、特に気にならなかった。 

5 会議の独自性、連動性次第ではないか。 

6 夏頃の開催希望（自治体の予算要求に間に合う時期）。 

 

表 3.3-21 その他、全体を通してのご意見・ご感想 

回答 

感想  
ミニマムでもよいので今回のような場づくりが定期的にあると嬉しい。 

ものすごく有意義な時間であった。全国の仲間と一緒にエリアマネジメント展開できるのは心強い。 

みなさんと話をすることにより、今後、同じ都市再生推進法人で交流しながらお互いに事例を紹介し合え

る関係性をより築いていきたいと思った。そのきっかけとなる非常に貴重な場を作っていただき、ありがとう

ございました。 

他地区の話は大変参考になった。 

他の団体との交流、意見交換など有意義な時間であった。 

会場の規模感雰囲気、運営側と参加者の距離感など、とても話しやすい雰囲気であった。分科会２に参

加したが、都市再生推進法人設立のバックグラウンドが各団体で異なるため、ケースによって課題や制約

が違うため、逆に収益化のポートフォリオを考えるヒントになった。 

都市再生推進法人の強み、メリット、そして課題を知り今後の内部検討に繋げていきたい。 

まちづくり会社同士の横断的な関係性が期待できそう。 

要望  
会場へのアクセスが非常にわかりにくかった。 

かなり核心を突いた議論であったため、もっと時間をかけて情報共有や意見交換をしたかった。今回に限

らず定期的に都市再生推進法人や行政担当の意見交換会や情報共有の場を設けていただけると非常

にありがたいし、実務を行う者としての刺激にもなると感じた。 

今回初めて参加した。基本的にはとても満足しているが、時間が短いので、もう少し討議ができれば、な

お良かったと思う。 

テーマが盛りだくさんで、全体的に駆け足だったと思う。ただ、全体の時間としては 2 時間半と言うのが限

度だと思うので、内容を絞るなどしてほしい。 

分科会では、資金調達の手段について議論ができ有意義ではあったが、もう少しその内容を掘り下げて、

例えば広告事業は自社でやっているのか、広告代理店に委託しているのかといったことや、需要の掘り出

しをどのように行っているのかなど、具体的な内容も聞いてみたいと思った。 

全体的に時間が短く、駆け足な内容となってしまっていた。 

他の団体の活動をもっと詳しく聞きたい。 

参加団体同士の自己紹介やコミュニケーションを取れる時間を設けると、さらに充実した会となったと思

う。 

DAY1に会議（&懇親会）、DAY2午前にフォーラム。 

私どもの情報感度不足だが、本件について〆切日〆切時間過ぎまで知らなかった。地元市役所も直前ま

で知らなかったのだが、〆切過ぎに察知した市から連絡があり申し込んだ。どのように情報収集すればよ

いか感度アップに悩んでいる。 



3-85 

回答 

分科会の時間配分がタイト。 

分科会の時間がもう少し長くても良かったかと思う。もう少し聞きたかった、お話したかった。 

 

表 3.3-22 今後、議論したいテーマ 

# 回答 

1 コミュニティマネジメント 

2 
人財獲得について→「エリアマネジメント組織への出向」と「企業イン

ターン」のハイブリッド事業 

3 運営をサポートする企業に関して 

4 大学との連携の事例を聞きたい。 

5 
都市再生推進法人認定を受けて、得したこと（メリット）、手間や負担

が増えたこと（デメリット） 

6 
半日ではなく一日になっても構わないので、全ての分科会に参加し

たかったです。 

7 エリアマネジメント推進における補助金活用実績の情報交換会 

8 

利便増進協定の活用実態（収益出る取組、関係機関との協力関係

等）、自治体側の整理（法に基づく措置として実施する上での課題、

関係部局との調整、議会・警察などとの調整） 

9 都市再生推進法人の新たな役割 

10 
分科会のテーマは良かったので、より掘り下げた話や、各地域の事例

発表の時間や意見交換の時間がほしい。 

11 
KPIについては引き続きお願いします。国交省の取組については、ア

ンテナ不足だったので、良い機会でした。 

12 

今後は「財源」や「権限」の再配分を含む、エリアマネジメントや都市

再生推進法人自体の「（ロードマップを含む）未来ビジョン策定」を是

非検討していきたい。 
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第4章 とりまとめ 

ここでは、本調査で実施したアンケート調査の結果概要、および、「官民連携まちづくりフォーラム

‘23」、「都市再生推進法人等会議‘23」の概要を整理した。また、これらの調査成果に基づき、魅力

的な都市空間の形成、中心市街地の活性化、エリアマネジメント及びウォーカブル施策を担うまちづ

くり団体の人材や財源の確保策、活動領域の拡大方策について検討し、とりまとめた。 

 

4.1 業務項目ごとのとりまとめ 

 

(1) 官民連携によるエリアマネジメント及びウォーカブル施策等に関する現状把握、データ

収集・整理及び普及啓発 

 

1) 官民連携制度を活用したまちづくりに関する調査 

 

＜調査 1＞ 

➢ 「都市再生特別措置法等に基づく協定、特例等」や「滞在快適性等向上区域（まちなかウォー

カブル区域）で活用可能となる制度等」などの最新の動向を把握した。 

➢ 都市再生推進法人の指定に関する「要綱・要領」等を策定していると回答した団体は 71 であっ

た。当該「要綱・要領」等の規定の分析を行った結果、都市再生推進法人の指定権者は、活動

目的や実績、法人所在地を市内に限定する等の基準、改善命令、指定の取消し、検討委員会、

活動エリア等の規定等を設けること等を通じ、より適切な運用を図ろうとしている実態が把握され

た。 

➢ 調査実施期間内（令和 5年 10月 16日（月）まで）に把握された都市再生推進法人は 111法人

である。 

➢ 都市再生推進法人を指定していると回答した市区町村数は 68 で、都市再生推進法人の新規

の指定(令和 4年 10月 1日以降)については 12法人が確認できた。指定を取り消したことがあ

ると回答した市区町村数は 2であった。 

➢ 都市再生推進法人との連携状況について、市区町村が「適宜、メール等で連絡を取り合い、活

動状況等の情報共有を行っている」と回答した法人数は 40 であった。また、市区町村が「普段

から、法人と連携して定常的なまちづくり活動等を実施している」と回答した法人数は 75 であっ

た。 

➢ 都市再生推進法人になることを目指す団体等に対する支援制度等について、「都市再生推進

法人になることを目指す団体等に対する支援制度等がある」と回答した団体は 5であった。 

 

＜調査 2＞ 

➢ 低未利用土地利用促進協定の認知状況等について、市区町村まちづくり担当課、都市再生推

進法人の回答は、ともに、「制度を理解し、活用を検討中」が最も少なく、「活用可能性がない」

が最も多いことが分かった。 

➢ 本制度に対する評価として、土地所有者等のメリットについては、市区町村まちづくり担当課の

回答は、「市町村が協定を締結又は認可するため土地活用の安定性や実効性が担保される」

が最も多いことが分かった。市町村・都市再生推進法人等のメリットについては、市区町村まち

づくり担当課の回答は、「土地の整備や管理の方法などを協定に定めることで、一定期間、その
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土地を活用したまちづくりを円滑に進めることができる」が最も多い傾向があるが、都市再生推

進法人の回答にそのような傾向はない。 

 

＜調査 3＞ 

➢ 都市再生（整備）歩行者経路協定の認知状況等について、市区町村まちづくり担当課の回答

は、「制度を理解し、活用を検討中」が最も少なく、「活用可能性がない」が最も多いことが分か

った。 

➢ 市区町村まちづくり担当課の回答として、本制度のメリットと考える事柄は、「承継効がある」が最

も多いことが分かった。課題と考える事柄については、「複数の施設の所有・管理主体による制

度適用や費用負担（整備段階、管理（ランニング）段階）の考え方の調整が困難である」と「都市

再生整備計画への記載など、制度活用のための手続きが煩雑と感じる」が多いことが分かった。 

➢ 都市再生（整備）歩行者経路協定の事例は、6事例の回答（検討中含む）があった。 

 

＜調査 4＞ 

➢ 普通財産の活用に関する制度の認知状況等について、市区町村まちづくり担当課、都市再生

推進法人の回答は、ともに、「制度を理解し、活用を検討中」が最も少ないことが分かった。 

➢ 市区町村まちづくり担当課の回答として、本制度のメリットと考える事柄は、「民間による提案が

可能である」が最も多いことが分かった。都市再生推進法人の回答は、「民間による提案が可能

である」と「貸し付け候補となる者との事前調整ができる」の回答がほぼ同数で多いことが分かっ

た。 

➢ 課題と考える事柄について、市区町村まちづくり担当課の回答は、「都市再生整備計画への位

置付けに加え、条例か議会の議決が必要」が最も多いことが分かった。都市再生推進法人の回

答は、「制度活用の対象区域が限られている」「制度活用の期間が、都市再生整備計画の期間

内に限られている」「国の支援策が措置されていない」「手続きが煩雑」「安価な貸付の基準等

がわかりづらい」が概ね同数であることが分かった。 

 

＜調査 5＞ 

➢ まちなか公共空間等活用支援事業の認知状況等について、都市再生推進法人の回答は、「活

用可能性がない」が最も多いことが分かった。 

➢ 都市再生推進法人の回答として、本事業のメリットと考える事柄は、「公共施設整備だけでなく、

収益部分も貸し付け対象となる」が最も多いことが分かった。課題と考える事柄については、「3

公共施設の整備を伴わなければならない」が最も多いことが分かった。 

 

＜調査 6＞ 

・ ガイドラインの認知状況等 

➢ 都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道路管理者、都市再生推進

法人の 4 者の回答が、「認知しており、ガイドラインを活用している」が最も少ないことが分かっ

た。 

・ 申請手続の簡素化・弾力化の状況 

➢ 道路占用許可について、都道府県の道路管理者、市区町村まちづくり担当課、市区町村の道

路管理者の 3 者に共通するものとして、「ａ．ガイドライン発出前より実施済」と回答した項目は、

「事前相談における助言」「道路占用許可申請書の一括化」「更新手続書類の簡素化」が多いこ
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とが分かった。「ｂ．ガイドライン発出後、実施している」の回答はほとんどなく、「ｃ．特段対応は

行っていない」はいずれの項目においても最も多いことが分かった。 

➢ 道路使用許可について、「事前相談への対応」「合意形成の円滑化への協力」「許可の一括化」

「道路占用許可との一括受付」の全ての項目で、「ｃ．特段対応は行っていない」の回答数は、

「ａ．ガイドライン発出前より実施済」と「ｂ．ガイドライン発出後、実施している」の回答と比較して、

著しく多いことが分かった。 

・ ガイドラインの効果 

➢ 都道府県の道路管理者、市区町村のまちづくり担当課、市区町村の道路管理者の 3 者におい

て、「まだ効果が得られない、感じられない」の回答が多いことが分かった。 

・ 道路占用許可の特例道路の事例 

➢ 都市再生特別措置法によるものが 20 事例、道路法によるもの（歩行者利便性増進道路：通称

ほこみち）が 12 事例、国家戦略特別区域法によるものが 2 事例、中心市街地の活性化に関す

る法律によるものが 3 事例、コロナ特例制度によるものが 2 事例、その他の事例が 6 事例の回

答（検討中含む）があった。 

・ エリアマネジメント活動等に関する道路占用料の減免等 

➢ 都道府県の道路管理者、市区町村の道路管理者の回答について、ともに、「減免を実施してい

ない」が多く、「減免を実施している」が少ない傾向があることが分かった。 

➢ エリアマネジメント活動等に係る道路占用料の減免の基準を明示する規程等について、「「道路

占用料徴収条例・同施行規則」に減免に関する基準を示し、減免を実施している」の回答割合

は、都道府県の道路管理者より、市区町村の道路管理者が多いことが分かった。 

➢ 一方、「道路占用料徴収条例・同施行規則とは別に「減免に関する基準を示す規程」を定め、

当該規定に基づき減免を実施している」及び「国や都道府県等が示す基準等を適用し（準用

し）、減免を実施している」については、都道府県の道路管理者の回答は、市区町村の道路管

理者の 2倍以上の割合であることが分かった。 

➢ 都道府県の道路管理者の回答として、規程等における減免対象の設定の考え方等は、「「公益

目的のエリアマネジメント活動等に係る占用物件」を定めている」の回答が他と比べ 3 倍以上の

回答数であることが分かった。市区町村の道路管理者の回答にはそのような傾向はなかった。 

➢ また、規程等における減免対象等に関する規定の内容については、複数の項目がある中で、

各々について、都道府県の道路管理者と市区町村の道路管理者で異なる傾向があることが分

かった。 

・ エリアマネジメント活動等に関する道路占用協議に関する課題 

➢ 都道府県の道路管理者と市区町村の道路管理者の回答は、ともに、「参考となる許可事例がな

い」が最も多いことが分かった。都市再生推進法人の回答は、「協議に時間がかかる、回数が多

い」が最も多いことが分かった。 

 

＜調査７＞ 

・ エリアマネジメント活動等に関する都市公園の占用料、使用料の減免 

➢ 市区町村公園管理者の回答は、「占用料、使用料の減免を実施していない」が最も多いことが

分かった。 

➢ 市区町村公園管理者の回答として、占用料、使用料の減免の基準を明示する規程等は、「「都

市公園条例・同施行規則」にエリアマネジメント活動等に係る基準を示し、減免を実施している」

及び「都市公園条例・同施行規則とは別に「エリアマネジメント活動等に係る基準を示す規程」
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を定め、当該規定に基づき減免を実施している」の割合が少ない（5.8％と 1.2％）ことが分かっ

た。 

➢ 市区町村公園管理者の回答として、規程等における減免対象の設定の考え方等は、「減免の

対象となる「まちづくり団体が行う占用、公園内の行為の目的の公益性」を定めている」が最も多

いことが分かった。 

 

＜調査 8＞ 

➢ 今後のエリアマネジメント活動等で重要と考えるテーマについて、「最も重要：◎」は、「安全・安

心、防災・減災（水害､地震 等）」が最も多いことが分かった。「最も重要：◎」に「重要：○」を加

えた合計についても、「安全・安心、防災・減災（水害､地震 等）」が最も多いことが分かった。 

➢ 今後、行政として期待する成果について、「最も重要：◎」は、「まちの安全・安心、環境、景観の

向上」が最も多いことが分かった。「最も重要：◎」に「重要：○」を加えた合計についても、「まち

の安全・安心、環境、景観の向上」が最も多いことが分かった。 

 

2) 都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料に関する調査の実施 

➢ 本調査で調査対象とした都市再生推進法人（111 法人）のうち、概要資料は 53 法人から、活動

実態資料は 66法人から回答があった。 

➢ 団体・法人の主な活動内容は、「公共施設の管理・活用」が最も多いことが分かった。 

➢ 活動エリアの主な用途地域は、「商業地域」が最も多いことが分かった。 

➢ 活動エリアの面積は、「100ha超」が最も多いことが分かった。 

➢ 事務局の職員数は、「～5人」が最も多いことが分かった。 

➢ 事務局の職員は、「常勤と非常勤」が最も多いことが分かった。 

➢ 自治体の出資割合は、「出資なし」が最も多いことが分かった。 

➢ 年間予算額は、「1億円以上」が最も多いことが分かった。 

➢ 団体の性格は、「公的機関の関与の強い団体(外郭団体等)」が最も多いことが分かった。 

➢ 団体・法人の主な収益源は、「不動産管理収入」が最も多いことが分かった。 

➢ 主なサービスの対象者は、「居住者、事業者以外の来訪者」、「事業者」、「居住者」が概ね同じ

割合であることが分かった。 

➢ 保有資産の状況は、「有」と回答した団体が約 67％を占めることが分かった。 

 

(2) 官民連携まちづくり関係者の交流・促進イベントの企画・運営 

 

1) 2023年度 官民連携まちづくり DAYS 官民連携まちづくりフォーラム‘23 

➢ 社会的要求が高まっている「健康」や「子育て環境」といった「都市の幸福度（Well-being）」をテ

ーマとし、「幸福度（Well-being）」や「まち保育」、「コミュニティデザイン」の研究者、まちづくりの

実践者を登壇者としたシンポジウム「2023年度 官民連携まちづくりＤＡＹＳ 官民連携まちづくりフ

ォーラム‘23」(ハイブリッド開催)を、令和 5年 11月 6日（月）に開催した。 

➢ 事前申込数は、リアル参加者が 208 名、オンライン参加者が 371 名の、計 579 名であった。当日

の参加者数は、リアル参加者が 166 名、オンライン参加者（アクセス数）が 271 名の、計 437 名で

あった。 

➢ 参加者アンケートでは、約 9割がフォーラムを通して「とても満足」、「やや満足」と回答しており、エ

リアマネジメントを実践する上でとても参考になった、とても充実していたなど、良い意見や感想を
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得ることができた。 

➢ 一方で、個々の事例の話をもう少し深く聞きたかった、基調講演の時間が短かったなど、時間配

分についての要望も見られた。 

 

2) 2023年度 官民連携まちづくり DAYS 都市再生推進法人等会議‘23 

➢ 各都市再生推進法人が持つ知見や課題などを共有し、法人の課題解決に向けて議論するととも

に、都市再生推進法人や都市再生推進法人指定を目指している団体の交流の機会とした「2023

年度 官民連携まちづくりＤＡＹＳ 都市再生推進法人等会議‘23」(リアル開催)を、令和 5 年 11

月 7日（火）に開催した。 

➢ 事前申込数は、都市再生推進法人が 37名（23団体）、都市再生推進法人を目指している団体が

32名（22団体）の、計 69名（45団体）であった。当日の参加者数は、都市再生推進法人が 36名

（22団体）、都市再生推進法人を目指している団体が 32名（21団体）の、計 68名（43団体）であ

った。 

➢ 参加者アンケートでは、約 9 割が会議全体を通して「とても満足」、「やや満足」と回答しており、他

の団体との交流、意見交換など有意義な時間であった、今回のような場が定期的にあると嬉しい

など、良い意見や感想を得ることができた。 

➢ 一方で、全体的に時間が短い、分科会の時間をもう少し長くしてほしかったなど、時間配分につい

ての要望が少々見られた。 

 

4.2 まとめ 

ここでは、「4.1 業務項目ごとのとりまとめ」を踏まえ、官民連携によるエリアマネジメント及びウォーカ

ブル施策等の効果的な支援方策についてとりまとめた。 

 

(1) 都市再生推進法人について 

➢ 本調査を通じ、都市再生推進法人制度を適切に運用するためには、都市再生推進法人の指定

に関する「要綱・要領」の規定、都市再生推進法人との日常的な連携等（メールによる情報共有、

連携した活動の実施 等）、都市再生推進法人になることを目指す団体等に対する支援制度な

ど、複数のアプローチがあることが分かった。 

➢ また、都市再生推進法人の法人概要資料・活動実態資料からは、法人の活動内容、エリア（用途

地域、面積）、職員数、年間予算額、収益源、主なサービスの対象者、保有資産などが多様であ

ることが分かった。 

➢ 今後の人材確保にあたっては、これらの点を念頭に、適切な類型を設定し、類型ごとに求められ

る支援策の検討や情報発信等が必要と考えられる。 

➢ 都市再生推進法人や都市再生推進法人を目指している団体など、エリアマネジメントを実施して

いる団体同士の意見交換・交流の場を定期的に設けることが、より効果的なまちづくりに繋がると

考えられる。 

➢ 都市再生推進法人等会議‘23 では、若い人材がエリアマネジメントに携われるような仕組みづくり

が重要という意見が挙がった。エリアマネジメント活動に携わりたいという学生が増えてきている状

況なので、そのような学生とエリアマネジメント団体をマッチングさせる仕組みが重要と考えられ

る。 
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(2) 財源の確保策について 

➢ 本調査では、道路占用許可特例を用いた事例として、都市再生特別措置法によるものが 20 事

例、道路法によるものが 12事例、国家戦略特別区域法によるものが 2事例、中心市街地の活性

化に関する法律によるものが 3 事例等の回答（検討中含む）等が得られ、占用物件で恒常的に

収益事業に取組む事例も多く確認された。 

➢ 一方、低未利用土地利用促進協定、都市再生(整備)歩行者経路協定、普通財産の活用、まちな

か公共空間等活用支援事業については、現状で活用事例が極めて少ない（又は、活用事例が

ない）状況にあり、また、当該制度等についての市区町村や都市再生推進法人の認知度も著しく

低い状況が把握された。 

➢ 今後は、都市アセット（道路・公園・駐車場・広場などのパブリック空間、空き地、空き店舗 等）を

効果的に活用することによってまちづくり団体の事業性を改善し、持続可能な経営に資すること

が重要と考えられるため、これらの既存制度について、制度設計上の隘路とともに、エリアマネジ

メント団体の事業収支上の課題を把握・分析し、それらの総合的な評価を行うことで、制度側の課

題と経営側の課題を適切に峻別することが有効と考えられる。例えば、複数の収益事業や非収

益事業に関する情報を含めて一体的に調査し、また、資金調達方法についても、投資（資金調

達）や公的支援（補助金等、指定管理料 等）等の多方面からアプローチすることで、持続的な取

組に向けた要点、課題の分析・整理を総合的に行うこと等が考えられる。 

➢ また、都市アセットの再構築・利活用の企画立案、運営等は民間が担うことを原則とするものの、

施設整備費等のイニシャルコストに対し行政が厚く支援する構図が考えられる。具体的には、普

通財産の安価な貸付やまちなか公共空間等活用支援事業におけるハード整備のメニューを組

み合わせて支援を図り、施設の維持、更新、管理・運営等に関しては、民間による利活用の取組

の中で収益を確保しつつ、必要に応じ公租公課の減免する運営スキーム、事業スキームのモデ

ル化等が必要と考えられる。 

➢ 都市再生推進法人等会議‘23 では、行政からの資金援助は非常に重要だとした上で、個人でも

エリアマネジメントに投資できるような仕組みを作っていくことが重要であると意見が挙がった。 

 

(3) 活動領域の拡大方策について 

➢ 本調査では、低未利用土地利用促進協定、都市再生(整備)歩行者経路協定、普通財産の活

用、まちなか公共空間等活用支援事業の各々に対する評価として、メリット・課題と考える事柄に

関する網羅的なデータが把握された。 

➢ 低未利用土地利用促進協定については、既に具体的な事業の検討・調整を行っている事例が

確認され、都市再生(整備)歩行者経路協定については、既適用済又は検討中の事例が把握さ

れ、メリット・課題等に関する詳細情報も把握された。さらに、普通財産の活用については、令和 6

年 4月の都市再生整備計画へ位置づける予定の事例も把握された。 

➢ 行政の側から、道路占用許可特例、低未利用土地利用促進協定、都市再生（整備）歩行者経路

協定の検討について、民間側に提案等を行い、官民の都市アセットの有効活用や新たな機能の

付与を牽引する事例が複数見られた。 

➢ 道路の利活用に関しては、ガイドラインの認知状況等が低く、道路占用許可・使用許可の申請手

続の簡素化・弾力化についても相応の課題があることが分かった。 

➢ また、都市公園については、エリアマネジメント活動等に係る占用料の減免の取組はほとんど見

られない実態が明らかになった。 

➢ これらを踏まえ、都市アセットの利活用を促進するためには、関心を持つ団体等による利活用を
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円滑に行えるよう、環境づくりやワンストップで対応可能なプラットフォームを構築することが有用

と考えられる。とくに、都市アセットのうち、道路と公園については、行政庁内における公物管理と

まちづくり推進の担当セクションが異なる点を踏まえ、利活用を進める上で行政手続、関係機関

協議等を円滑に進めることがポイントと考えられる。具体的には、まちづくり団体等の民間組織だ

けでそれらの調整を行うことはハードルが高いことも想定されるため、行政が積極的にバックアッ

プするケースを紹介するなど、効果的・効率的な取組や推進体制構築の促進を図ることも有効と

考えられる。 

➢ また、先行する取組事例が道路に係る活動領域については、当該事例の内容が多様なため、施

行方法の要素を分解し、活用促進のためのポイント集等を整備し横展開を図ることが有用と考え

られる。 

➢ 都市再生推進法人等会議‘23 では、エリアマネジメントの調整や活動で相当なマンパワーと資金

がかかっているので、評価・効果測定については、エリアマネジメント団体だけでなく、行政や大

学と連携して実施することも一つの方法ではないかと意見が挙がった。 
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